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           び矢巾町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

           る条例の一部を改正する条例について 

第１３ 議案第１１号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行 

           に伴う関係条例の整理に関する条例について 

第１４ 議案第１２号 盛岡広域都市計画事業矢幅駅西地区土地区画整理事業施行条例を廃止 

           する条例について 

第１５ 議案第１３号 令和５年度矢巾町一般会計予算について 

第１６ 議案第１４号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算について 

第１７ 議案第１５号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計予算について 
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第１８ 議案第１６号 令和５年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算について 

第１９ 議案第１７号 令和５年度矢巾町水道事業会計予算について 

第２０ 議案第１８号 令和５年度矢巾町下水道事業会計予算について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  藤 原 信 悦 議員      ２番  吉 田 喜 博 議員 

      ３番  小笠原 佳 子 議員      ４番  谷 上 知 子 議員 

      ５番  村 松 信 一 議員      ６番  廣 田 清 実 議員 

      ７番  高 橋 安 子 議員      ８番  水 本 淳 一 議員 

      ９番  赤 丸 秀 雄 議員     １０番  昆   秀 一 議員 

     １１番  藤 原 梅 昭 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １５番  山 﨑 道 夫 議員     １６番  廣 田 光 男 議員 

     １７番  髙 橋 七 郎 議員     １８番  藤 原 由 巳 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 岩 渕 和 弘 君 

 
   総 務 課 長 
 政 策 推 進 監 吉 岡 律 司 君 兼 防 災 安 全 田 村 英 典 君 
   室 長 
 
 企画財政課長 
 兼 未 来 戦 略 花 立 孝 美 君 税 務 課 長 佐々木 智 雄 君 
 室 長 
 

 町民環境課長 田中舘 和 昭 君 福 祉 課 長 野 中 伸 悦 君 

 健康長寿課長 浅 沼 圭 美 君 産業観光課長 佐 藤 健 一 君 

 
 道路住宅課長  文化スポーツ 
 兼まちづくり 佐々木 芳 満 君  高 橋   保 君 
 推 進 室 長  課 長 
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 農 業 委 員 会 
  鎌 田 順 子 君 上下水道課長 浅 沼   亨 君 
 事 務 局 長 
 
 会 計 管 理 者 
  水 沼 秀 之 君 教 育 長 菊 池 広 親 君 
 兼 出 納 室 長 
 
 学校教育課長 
 兼 学 校 給 食 村 松   徹 君 子 ど も 課 長 田 村 昭 弘 君 
 共同調理場所長 
 
   農 業 委 員 会 
 代表監査委員 佐々木 良 隆 君  中 川 和 則 君 
   会 長 

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長 
 議会事務局長  吉 田   徹 君  川 村 清 一 君 
  補 佐 
 

 係    長  佐々木 睦 子 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  ただいまから令和５年矢巾町議会定例会を再開します。 

  これより３月会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（藤原由巳議員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     諸般の報告 

〇議長（藤原由巳議員） 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

  初めに、当職から議会関係報告を行います。 

              （議長 議会関係報告） 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、高橋町長から行政報告の申出がありますので、これを許しま

す。 

  高橋町長。 

              （町長 行政報告） 

〇議長（藤原由巳議員） 以上をもって諸般の報告を終わります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本会議の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により 

    11番 藤 原 梅 昭 議員 

    12番 長谷川 和 男 議員 

    13番 川 村 よし子 議員 

 の３名を指名します。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 会議期間の決定 
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〇議長（藤原由巳議員） 日程第２、会議期間の決定を議題とします。 

  お諮りします。本日再開の３月会議の会議期間は、２月７日開催の議会運営委員会で決定

されたとおり、本日から３月16日までの29日間としたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、３月会議の会議期間は本日から３月16日までの29日間と決定しました。 

  なお、会議予定につきましては、お手元に配付した会議日程案のとおりでありますので、

ご了承願います。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第３ 施政方針演述並びに教育行政方針演述 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第３、施政方針演述並びに教育行政方針演述に入ります。 

  初めに、令和５年度施政方針演述を行います。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 本日、ここに令和５年矢巾町議会定例会３月会議が開催されるに当た

り、町政経営に対する施政方針と新年度の主な施策につきまして概要を申し上げ、議員各位

並びに町民の皆様のご理解とご指導を賜りたいと存じます。 

  初めに、３年以上続く新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の災禍にあって、その治

療や感染拡大の防止に携わる皆様、そして私たちの暮らしを支えていただいております全て

の皆様に感謝を申し上げます。 

  本町では、ＳＤＧｓの基本理念の下、これまでも「誰一人取り残さない」取組を進め、町

民お一人お一人の幸福の実現に向け各種施策を推進してまいりました。 

  人間は生まれながらにして自由・平等であり、幸福を追求（ウェル・ビーイング）する権

利を持っております。 

  人が生を受けるということは、お一人お一人大切な輝く命をいただくことです。お一人お

一人は、無限に広がる可能性を秘めております。「産まれてきてくれてありがとう」「産ん

でくれてありがとう」といった、「ありがとう」の感謝の気持ちこそが幸せにつながります。

一人一人の違いは個性であり、決して優劣や差別を言ってはいけないものです。体や心に妨

げがあってもなくても、多様性を認め合い、理解し合うことが大事で、誰もが個性を持つ「人」
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として尊重され、生きがいを持ち、町民の皆様が、幸せになることを共につくり上げていか

なければなりません。 

  宮沢賢治が記した、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」は、

人の差別や偏見を行わないことであり、ＳＤＧｓの精神そのものであることから、このことを

しっかり踏まえ、本町においては、町民の幸福追求のために、お一人お一人の個性を輝かせる

様々な施策や町が自立し発展していく様々な施策を実施してまいります。 

  それでは、施策の推進に当たりまして重点的に取り組む大きく５項目につきまして述べさせ

ていただきます。 

  １つ目は、「共生で輝くいのちを守る取り組み」であります。これまで本町では「全世代

にやさしいまちづくり」を進めてきているところであります。その成果の一つとして、関係

機関と連携し、昨年12月から医療的ケア児の受入れが実現したところであり、子育て世代の

支援並びに障がいをお持ちの方やそのご家族が安心して生活できる地域社会の実現を目指し

取り組んでまいります。 

  また、昨年11月に行った「認知症の人にやさしいまちづくり やはば」宣言を受け、「矢

巾町認知症とともに生きるまちづくり条例」を制定します。今後も認知症に関するサポート

や理解促進を行い、誰もが不安や恐れがなく、共に歩み生きる地域社会を目指し、シニア世

代には認知症予防として加齢に伴うフレイルの予防のための各種事業を行うなど、共生と予

防の両輪により人生の最期まで心豊かに、安心して暮らし続けることができるまちを目指し

てまいります。 

  お一人お一人の「いのち」は尊いものであり、常に光り輝けるものであります。あるべき

人間の尊厳を守り、そして皆様が希望を持って生き続けることが大切です。「いのち」を大

切にし、それぞれの「いのち」と共に生きる心を育み、ケアリングコミュニティ（共に生き、

相互に支え合うことができる地域）の実現を目指してまいります。 

  ２つ目は、「住環境の整備」であります。現在、藤沢第２地区、田中地区及び下花立地区

の３つの地域で大規模宅地開発が行われておりますが、本町としては待ちに待った開発であ

り、住環境が大きく変わろうとしております。移住定住施策を大きく推進することを可能と

するとともに、長い間目標に掲げておりました人口３万人を実現するためにも、地域の活性

化が期待される宅地開発を早期に進めるとともに、併せて町道の整備など周辺環境を含めた

住環境の整備を進めてまいります。 

  また、町営住宅につきましては、建て替え以外の方法による手法を検討するとともに、長
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寿命化等による住環境の整備に努めてまいります。 

  空き家対策につきましては、空き家バンクの登録を促すとともに、建物の用途変更や農地

付き空き家制度をＰＲしながら、その解消に努めてまいります。 

  ３つ目は、「産業の活性化」であります。老朽化に伴い架け替え工事が進む徳田橋も、令

和５年度中には供用開始となる見込みであり、昨年には一般国道４号盛岡南道路の事業化が

決定されており、今後、本町へのアクセスのさらなる向上が期待されます。 

  また、西部地区には東北エリア最大級のマルチテナント型物流施設「プロロジスパーク盛

岡」が本年秋に竣工予定であります。加えて、国道４号沿線には岩手日野自動車株式会社の

本社屋が令和６年春に完成予定となっており、本町は東北物流基地の拠点として注目を集め

ているところであります。この物流基盤を生かし、さらなる販売ルートの開拓による産業の

活性化は必須と認識しており、商工業につきましては、企業と企業、企業と顧客・消費者を

つなぐ役割を担う「産業振興センター」の設置を目指してまいりますとともに、雇用の創出

こそが地域活性化の起爆剤であることから、企業誘致を推進し、女性や若者の雇用の創出を

目指してまいります。 

  また、ＳＤＧｓに配慮した視点から、環境や人権に配慮した商品やサービスを選択・購入

する「エシカル消費」を考慮した産業活動についても周知啓発してまいります。 

  ４つ目は、「デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進」でありますが、地域

社会において、日常生活でのデジタル化は急速に進んでおり、日々の暮らしを豊かで便利な

ものにしております。その恩恵を多くの町民の皆さんが受けられるよう、行政サービスのデ

ジタル化により町民の皆さんの利便性を向上させるため、マイナンバーカードを利用したオ

ンライン手続の利用促進を図ってまいります。 

  また、町からの速達性のある情報提供の手段の一つとして、町ホームページに掲載した記

事を直接プッシュ型により携帯端末に配信を行うといった町からの効率的な情報発信、各種

手続の支援に加え、位置情報やカメラで撮影した画像を活用した町民の皆さんから町への情

報提供を可能とする町民向け携帯端末用アプリケーションを開発し、町民が暮らしやすい生

活環境の構築を図ってまいります。 

  ５つ目は「共創と近助によるまちづくり」であります。これまでも様々な機会を通じて対

話のまちづくりを進めてきたところでありますが、令和５年度には、これまでコロナ禍によ

り開催が困難であったコミュニティ懇談会を開催し、町民の皆さんと対話を重ね、地域課題

を洗い出し、共に新しい価値観、この価値を国内はもとより、世界でも注目されつつある本
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町のフューチャーデザインを活用して作り出す、「共創」、共に創り上げていくの精神で第

８次矢巾町総合計画への反映に努めてまいります。また、「人づくりこそまちづくりの根幹」

と捉え、まちづくりサポーターを育成し、コミュニティとは異なる角度からの意見を取り入

れながら、まちづくりを推進してまいります。 

  社会環境が大きく変化する中で近年、自治会活動への参加者の固定化や減少といった問題

が顕在化している今こそ、助け合いの精神が必要であります。地域の皆様の思いを大切にし、

行政と自治会が互いに補完し合いながら「自助」・「共助」・「公助」だけではない、隣り

合う者が助け合う「近助」の精神で地域課題の解決に取り組めるよう、新たな地域コミュニ

ティの構築を進めてまいります。 

  以上重点的に取り組む５項目をお話しさせていただきましたが、それぞれの方向に向いた

５項目は、星の形を連想させます。 

  この取組が混沌とした世の中にあって、宮沢賢治が愛したこの南昌の地の夜空にひときわ

大きく輝く星となり、その星が本町の未来を明るく照らすよう、「令和５年度ファイブスタ

ー作戦」と名づけ、課題解決に向けた挑戦を進めてまいります。 

  続きまして、第７次矢巾町総合計画の施策の大綱であります、まちの将来像の実現に向け

た７つのまちづくりの方針に沿って、令和５年度の主要な事業の方向性をご説明申し上げま

す。 

  第１に『健やかな生活を守るまちづくり』につきましては、新型コロナウイルス感染症対

策を着実に実行し、誰もが健康に生活できる環境整備を進めるとともに、特にも高齢者につ

きましては本人の意思と個人の尊厳を保持し、支えるご家族のためにも、高齢者の個々の意

欲と能力に応じ、健康で自立した日常生活を営むことができるよう支援してまいります。 

  そのために、第８期矢巾町介護保険事業計画の最終年度として、町民の介護ニーズと地域

資源の状況を常時的確に把握し、生活支援コーディネーターを中心とした高齢者を支えるネ

ットワークの構築を推進するとともに、介護予防・認知症施策の推進施設であります「矢巾

町えんじょいセンター」を拠点として、おれんじボランティアや介護・福祉事業者と協働に

よる、介護予防・日常生活支援事業、認知症施策を展開し、「人生100年時代を健幸に暮らせ

るまち やはば」の実現を目指してまいります。 

  また、岩手県後期高齢者医療広域連合と緊密な連携を図り、高齢者の心身の多様な課題に

対応するきめ細かな支援として、高齢者お一人お一人の医療、介護、健康診査等の情報を的

確に把握し、高齢者の社会参加を含むフレイル予防を視野に入れた疾病予防と重症化予防の
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取組であります「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」をより一層推し進め、健康

寿命の延伸を目指してまいります。 

  今後においては、介護保険事業者の人材不足が全国的にも懸念されているところでありま

すが、事業者とともに人材育成・確保施策に取り組み、さらにはボランティア団体と連携を

図りながら、地域包括ケアシステムの実現と地域共生社会の構築を図ってまいります。 

  子育て支援策につきましては、家族が増える喜びを実感し、安心して出産・子育てができ

る環境を整えるため、不妊治療費助成、健康診査、予防接種費助成及び医療費助成を継続実

施してまいります。 

  核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中、子どもの健やかな成長を見守り育むた

め、妊娠、出産、子育て期における母子保健対策の充実として、産後ケア事業、妊産婦移動

支援事業を継続するほか、新たに設けられた「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援」事業

により、妊娠期から出産・子育て期にわたるまでの個別の課題、ニーズを的確に把握し、子

育て世代包括支援センターの円滑な運営を通じて、身近に相談に応じ、様々なニーズに即し

た必要な支援を切れ目なくきめ細やかに行い、安心して子育てができ未来につながる体制を

構築してまいります。 

  健康づくりにつきましては、人生100年時代の基盤となる健康寿命の延伸に向け、メディカ

ルフィットネス施設「ウェルベース矢巾」と連携し、運動習慣の定着に加え、運動をするき

っかけづくりとして「健康チャレンジ事業」を進めてまいります。また、紫波郡医師会や健

診機関の協力をいただくとともに、最新の行動経済学の知見を活用し、国保特定健診の受診

率の向上を図ります。特定保健指導につきましても、生活習慣病の発症、重症化の予防への

取組等を積極的に進めてまいります。さらに大腸がん検診等に、官民が連携してその課題の

解決を図っていくＰＦＳ、いわゆるＰａｙ Ｆｏｒ Ｓｕｃｃｅｓｓ（成果連動型民間委託

方式）の手法を継続し、受診率の向上を図ります。なお、町民の健康づくりの行動指針とな

る「健康やはば21（第２次）」の最終年度として、これまでの健康づくりに関する各事業の

成果を検証し、町民の皆さんが年を重ねても健康を維持し元気に生活できる取組を関係機関

と連携し一層進めてまいります。 

  地域福祉の充実につきましては、複雑・多様化する福祉課題を解決するため、第２期矢巾

町地域福祉計画に基づき地域における共生社会の実現に向け取り組んでまいります。また、

高齢者、障がい者、子どもなどの分野ごとに整備されてきた対応では難しい制度のはざまの

課題に対し「重層的支援体制整備事業」の取組を充実させ、町民お一人お一人が地域社会を
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支え合う仕組みづくりを進めてまいります。 

  障がい福祉の充実につきましては、紫波地域障がい者基幹相談支援センターと連携しなが

ら、障がいをお持ちの方やそのご家族が安心して生活できる地域社会の実現を目指し様々な

環境を整備するとともに、身近な地域で質の高い支援を受けられる場の提供を目的に「児童

発達支援センター」の設置に取り組んでまいります。また、第６期矢巾町障がい者プラン・

障がい福祉計画及び第２期矢巾町障がい児福祉計画に基づき、「障がいのある人もない人も、

地域社会で共に暮らす社会づくり」を目指してまいります。 

  自殺対策につきましては、自殺予防対策におけるさらなる推進と強化を図り、「誰も自殺

に追い込まれることのない矢巾町」の実現に向け関係機関と連携し取り組んでまいります。 

  第２に、『時代を拓き次代につながるひとづくり』につきましては、青少年の健全育成や

教育振興運動につきまして、次世代を健やかに育むという考え方を大切にし、子どもたちを

「明るく 賢く たくましく 育てていく」という考えの下、子ども・家庭・学校・地域・

行政の５者が互いに連携し役割を果たしていけるよう、全ての町民に参加を呼びかけてまい

ります。子どもたちを健やかに育む教育振興運動をはじめとして、各地区子ども会や青少年

団体などの団体活動を支援することで、みんなで行う愛情を込めたあいさつ運動、思いやり

のあるふれあい運動など、人と人とがつながり、地域社会全体の結びつきを強めながら、町

内全体での家庭学習の充実や地域社会での体験学習の推進などを行い子どもの成長に結びつ

けてまいります。また、多世代交流を通じ、先人、先輩から学ぶ伝承活動事業などに取り組

んでまいります。 

  生涯学習の充実につきましては、町公民館を拠点としながら町民お一人お一人の関心に対

応できるよう、自発的、自主的に学び、自己を高める意欲の向上につながる情報や研修会、

講座等の情報発信を積極的に推進してまいります。 

  スポーツ・レクリエーション環境の充実につきましては、「スポーツのまち やはば」宣

言並びに矢巾町スポーツ推進計画に基づき、スポーツを「する、みる、ささえる」ことで感

動と喜びを分かち合えることから、昨年度に引き続き矢巾町ロードレース大会やパラスポー

ツイベントなどのほか、町民の皆さんが町民スポーツ大会をはじめ、各種スポーツイベント、

プロスポーツ団体との交流及び各種競技大会などに様々な形で関わり合える環境を整備して

まいります。 

  芸術・文化活動の推進につきましては、令和４年度には東日本学校吹奏楽大会で金賞に輝

いた煙山小学校、全日本合唱コンクール全国大会で銀賞に輝いた矢巾北中学校、同じく高校
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部門で文部科学大臣賞に輝いた県立不来方高等学校などが全国的に高い評価を得ております

が、「音楽のまち やはば」の理念に基づき、町内にいつでも音楽があふれるまちづくりを

進めるため、矢巾町音楽祭などの田園ホールや町公民館を中心とした各種イベントを積極的

に推進しながら、全国に向けて音楽のまち矢巾町の情報を発信してまいります。 

  また、芸術団体の主体的な活動や、小中高校生の芸術・文化活動に対する支援に努め、芸

術文化のさらなる振興と活動の継続を促してまいります。 

  文化財の保護と活用につきましては、国指定史跡徳丹城跡をはじめとする史跡や数多くの

貴重な有形・無形文化財等の周知活動等を通じて、町民の皆さんが文化財に触れ、親しむ機

会を増やすことや、貴重な史跡を観光資源として活用し、人と人の交流の場としながら、に

ぎわいの場の創出を図ってまいります。 

  国際交流の推進につきましては、友好都市フリモント町との交流を再開し中高生の相互交

流を通じて友好関係を深めるほか、町内在住外国人との顔の見える関係性づくり、東京2020オ

リンピック・パラリンピックホストタウン事業でのオーストリアとの子どもや食文化・スポ

ーツなどの今後の交流につきましても関係団体と調整を図ってまいります。 

  また、郷土芸能は、先達の暮らしの文化伝承という大切な役割を担っていることから、後

継者育成、調査、記録保存により伝承活動を地域振興に結びつけ、継続的なまちづくりの視

点から、保存団体や地域における伝承活動の活性化を図ってまいります。また、矢巾音頭や

矢巾温泉音頭など、かつて親しまれた文化にも光を当ててまいります。 

  さらに、歴史民俗資料館や佐々木家曲家の活用につきましては、敷地北側の大型駐車場や

多目的スペース等を含めた官民連携による拠点整備の検討を進め、国指定史跡徳丹城跡とも

連携を図ることにより、にぎわいの創出に努めてまいります。 

  なお、学校教育につきましては、引き続き総合教育会議において、本町の教育の方向性や

今後重点的に取り組む施策を共有し、特にも部活動の地域移行につきまして、地域の実情を

踏まえた受入れ体制の整備に向けて、教育委員会と一層の連携強化を図ってまいります。 

  第３に、『利便性と発展性を高めるまちづくり』につきましては、土地利用につきまして

は、国土利用計画や都市計画マスタープランなどの見直しを行うとともに、引き続き市街化

調整区域における地区計画制度による企業誘致事業を推進し、物流系事業者から要望が多い

業務系用地の確保に向け、関係機関との協議を進め、社会環境の変化に対応した土地利用の

適切な誘導を図りながら、魅力あるまちづくりを目指して計画的な土地利用を推進してまい

ります。 
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  活動交流センター「やはぱーく」につきましては、これまでも様々な活動の拠点として多

くの皆さんにご利用いただいており、今後も各種自主イベントを開催し、中心市街地の活性

化とにぎわいの創出に努めてまいります。 

  道路ネットワークの整備につきましては、児童・生徒の安全を確保するため、町道島線、

町道田中縦道線及び町道矢次線の歩道整備を引き続き推進するほか、新たに町道谷地線の整

備にも着手してまいります。また、利用台数が増加しております矢巾スマートインターチェ

ンジ周辺道路につきましても、交通安全確保並びに利便性の向上を図るため、歩道整備を含

む拡幅工事につきまして、引き続き整備を進めてまいります。 

  一般国道４号盛岡南道路につきましては、令和４年度から事業着手となり、広域的な地域

連携を支える道路ネットワークの強化、安定した救急搬送ルートの確保、円滑な物流ルート

の確保など、まさに「いのちの道」である重要な道路として期待されることから、円滑に事

業が促進されるよう関係機関と調整を図ってまいります。 

  第４に『快適性と安全性を高めるまちづくり』につきましては、町内の１級河川５河川の

うち太田川、芋沢川につきまして、基幹河川改修事業として引き続き事業の推進を図ってま

いります。大白沢川につきましては、鹿妻幹線用水路との交差部を令和４年度から２か年を

かけ整備することで現在進めているところであります。岩崎川の整備におきましては、令和

２年度に床上浸水対策特別緊急事業区間が完成し、その上流部につきまして引き続き整備促

進を図ってまいります。町管理河川の逆堰につきましては、令和２年度から緊急浚渫推進事

業により土砂の撤去を進めており、町内全域の防災・減災に努めるとともに国土強靭化を図

り、安全・安心なまちづくりに努めてまいります。 

  また、北上川や町内県管理河川の洪水浸水想定区域の見直し等に伴い、本年３月に矢巾町

防災マップを更新し、各家庭や事業所に配布を行うとともに、地域の防災訓練やワークショ

ップなどで周知を図ってまいります。ほかにも、「自助力」「共助力」の向上のために、自

主防災組織や防災士を計画的に育成するとともに、地域での共助よりもより身近な隣近所で

の助け合いとしての「近助力」、近くで助け合う、この「近助力」につきまして改めて重要

性を呼びかけ、そして「公助力」として地域の活動を積極的に支援する等、総合的な防災力

の向上に努め、地域ぐるみで取り組む防災体制の強化と防災意識のさらなる高揚を図ってま

いります。 

  消防体制の充実強化につきましては、常備消防であります盛岡南消防署矢巾分署と町消防

団との連携をさらに深めるとともに、消防団の新団員確保施策として学生消防団員や女性消
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防団員の確保も含め、積極的な募集活動を実施してまいります。また、火災や蓋然性が高い

災害等への対処に重点を置き、現場における小部隊単位での基本的行動や団員の取るべき基

礎動作を演練しつつ、備蓄品や災害対処用の各種資機材の運用を踏まえた実践的な各種訓練

や研修により任務遂行力の向上に努めるとともに、これまでに育成した防災士と自主防災組

織との連携を図り、地区単位を主体とした講習会や訓練を行ってまいります。 

  交通安全対策につきましては、紫波警察署及び交通指導隊、交通安全協会をはじめ関係団

体と連携し、事故のない明るいまちづくりを目指して、町民の交通安全意識の高揚を図り、

交通事故防止、危険運転防止活動をさらに推進してまいります。特にも、交通安全施設の整

備に関し、各関係機関と連携を図り、今後の交通の流れをしっかりと見極めつつ、町交通安

全対策協議会で現地確認及び検討を行った上で県公安委員会や道路管理者に対し要望を継続

するとともに、通学路の交通安全対策としてゾーン30プラス等の設置事業に積極的に取り組

んでまいります。 

  防犯対策につきましては、町の発展に伴う交流人口の増加が、防犯上のリスクを高めると

いう側面もあることから、犯罪のない明るく住みよい地域社会の実現のため、これまで以上

に町民の皆さん方、お一人お一人の防犯意識を高めることが重要であり、防犯講話など地域

と一体となった防犯活動に努めるほか、地域安全推進隊の活動を積極的に支援するとともに、

引き続き紫波警察署等との情報共有、連携を密にしつつ、犯罪抑止のためのパトロールを強

化してまいります。また、高齢者を狙った特殊詐欺の事案が後を絶たないことから、犯罪被

害の防止に関係機関と連携して取り組み、安全・安心なまちづくりに努めてまいります。 

  住宅施策につきましては、町営矢巾住宅及び高田住宅の集約化を建て替え以外の方法によ

る手法を検討するとともに、既存の町営住宅の長寿命化を行いながら町営住宅の住環境の整

備に努めてまいります。また、空き家対策につきましては、雑草繁茂や病害虫の発生・動物

のすみつき等の環境悪化を未然に防ぐとともに、危険空き家の発生を抑制するよう、土地・

建物等の状況把握をさらに行い、空き家バンクの登録を促すとともに建物の用途変更や農地

付き空き家制度をＰＲしながら、その解消に努めてまいります。 

  上水道事業につきましては、安全・安心な水道水の安定供給のため、アセットマネジメン

ト計画に基づき計画的な管路や設備の更新を進めてまいります。また、緊急時に迅速な対応

を行うための体制及び装備の充実・強化に努めてまいります。 

  下水道事業につきましては、管路・処理施設とも老朽化が進んでいることから、ストック

マネジメント計画に基づき計画的な改築・更新を進めてまいります。また、公共用水域のさ
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らなる水質改善を図るため、排水設備接続率の向上と浄化槽の普及のための活動を継続的に

推進してまいります。 

  上水道及び下水道事業ともに将来にわたり安定的に事業を運営するため策定済みの経営戦

略を踏まえ着実に実施し、併せて技術継承の体制構築に取り組んでまいります。 

  第５の『産業の活力を高めるまちづくり』につきましては、農業基盤整備事業につきまし

ては、令和２年度事業認可となった矢次地区の実施設計及び一部工事に着手し、また、令和

４年度事業認可となった広宮沢地区につきましては、外周測量や実施設計に着手しており、

それぞれ早期事業完了に向けて推進してまいります。他の地域においては、県事業のいきい

き農村基盤整備事業等を活用し、暗渠排水設備の整備等を進めるほか、多面的機能支払交付

金や、中山間地域等直接支払交付金等を活用し、引き続き耕作放棄地の発生防止に努めてま

いります。 

  また、地域の防災・減災を目的に、田んぼを活用した治水事業に取り組んでおり、平成25年

８月豪雨災害のような被害を繰り返さないよう、田んぼダムの取組拡大を進めてまいります。 

  煙山ダムの大規模改修事業につきましては、令和３年度から国営事業による貯水池にたま

った土砂の排除を行う工事が実施されており、引き続き国と一体となって確実に推進してま

いります。 

  農業従事者と後継者の確保につきましては、国の新規就農者支援制度、町の事業であるや

はば農業担い手応援事業、矢巾町親元就農給付金をはじめとする各種制度を活用し、農業従

事者の確保・育成を支援してまいります。 

  なお、令和５年度は各種計画の見直し時期に当たっており、農業以外の土地利用との調整

を図りつつ、集団的な優良農地を確保するため、農業振興地域整備計画を更新してまいりま

す。あわせて、未来に引き継ぐやはば型農林業の実現を目指すための指針として、矢巾町農

林業ビジョンを見直し、本町の農林業の方向性を示してまいります。 

  また、需要に応じた米生産のための生産調整を推進するとともに、水田活用の直接支払交

付金の見直しに伴う将来の営農計画の作成を支援してまいります。計画作成の際には、経営

基盤強化のため引き続き高収益作物への転換を推進し、地域の中心経営体に対し、農業用機

械・施設の導入につきましても支援してまいります。 

  近年被害が拡大しております有害鳥獣対策につきましては、引き続き電気柵設置助成や新

規狩猟者確保対策事業を実施し、農作物被害等の対策を講じてまいります。 

  各集落において策定し取り組んでおります「人・農地プラン」につきましては、農業経営
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基盤強化促進法が改正され、令和７年３月末までに各地区において「人・農地プラン」に代

わる地域計画を作成することが定められました。令和５年度も町農業委員会と連携しながら、

地域の農業者の皆さんと担い手への農地集約化に関する将来の方針などを話し合ってまいり

ます。 

  町産農産物の消費拡大につきましては、地元学び塾の開催や大規模消費地における農産物

ＰＲ事業を通して、産地の見える化、販路の見える化により、地産地消を推進してまいりま

す。 

  林業関係につきましては、森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業により里山の会など

活動組織を支援するとともに、森林環境譲与税を活用し、町有林の地ごしらえ及び植付け等

の森林の整備に努めてまいります。 

  次に商工業の振興につきましては、中小企業振興基本条例に基づいて、地域住民と中小企

業をつなげることで新たな仕事や雇用が創出される体制づくりや、地域経済の好循環を図る

ための具体的な施策を実施してまいります。 

  企業誘致の推進につきましては、地区計画制度による企業誘致事業を推進していくほか、

本町の立地環境や生活環境等における立地の優位性をアピールする機会を積極的に活用し、

誘致促進を図ってまいります。 

  また、観光まちづくりの推進につきましては、昨年度の南昌山展望台改修を契機に、煙山

ひまわりパークや城内山をはじめとする西部地区の観光スポットを連携させた取組を行うほ

か、市街地では矢幅駅構内の観光情報発信施設を十分に活用しながらイベントのＰＲや森山

公園の活用を、さらには史跡徳丹城に隣接する駐車場ではマルシェ（市場）を開催するなど、

西部地区・中央地区・東部地区それぞれの特性を生かした活用とＰＲを積極的に行い、観光

振興を図ってまいります。 

  また、ポストコロナを見据えた町のにぎわい創出を図るため、これまで春・夏・秋に実施

しておりました祭りの実行委員会を新たに「矢巾町にぎわい創出実行委員会」として一本化

をし、関係団体と連携しながら町の魅力を発信する事業運営に努めてまいります。 

  第６の『豊かな生活環境を守るまちづくり』につきましては、地球環境保全のうち特にも

地球温暖化対策は、地域の枠を超えた喫緊に取り組むべき課題であります。本町は、地球温

暖化対策として2050年までの脱炭素社会の実現を目指し、「矢巾町人と自然にやさしい環境

基本条例」の改正とともに、昨年６月29日に「ゼロカーボンシティ」の表明を行いました。 

  本町における脱炭素社会の実現のための施策として、一般家庭、そして民間事業者及び公
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共部門のそれぞれにおける脱炭素施策を推進する必要があります。そのためにも、まずは中

間年であります2030年を目標とした集中的な事業展開を図るため、環境省の地域脱炭素移行

・再エネ推進交付金の活用を視野に入れ、新エネルギー導入促進としての太陽光発電設備に

おける補助制度、蓄電池の設置や公共施設等における照明設備のＬＥＤ化促進によるエネル

ギー消費の抑制等の様々なメニューを構築してまいります。 

  また、西部地区に木質バイオマス発電所を誘致し、間伐材や剪定枝を活用したチップボイ

ラーにより新エネルギーの活用促進を行うとともに脱炭素政策を推進してまいります。 

  さらには、ソフト面においてもＧＨＧ（グリーンハウスガス：温室効果ガス）排出量算定

・可視化システムによる公共施設での算定結果を踏まえ、事務事業における温室効果ガスの

排出抑制に取り組み、民間企業に対してもこの取組を展開することにより、地域全体の意識

の変化につなげてまいります。 

  ごみの資源化及び減量化に当たっては、資源ごみが持つ経済的な価値を町民の皆さんと地

域に還元するため、集団資源回収とリサイクルモアなどの拠点回収を２つの軸、両輪の軸と

し、民間企業における環境分野のＣＳＲ（コーポレート・ソーシャル・レスポンスビリティ

：企業の社会的責任推進）と連携した新たな回収品目を増やしつつ、町民に廃棄物から資源

物としての価値を認識していただく機会を拡大することにより、循環型社会の形成を推進、

そして構築をしてまいります。 

  第７の『安心と信頼が寄せられる行政経営』につきましては、男女共同参画社会の推進に

つきましては、田園都市やはば第２次男女共同参画プランに基づき、誰もが個性と能力を十

分に発揮し生き生きと活力に満ちたまちの実現のため、男女が公平に社会と家庭とに参画す

る意識づくりや、全国的に広がりを見せておりますパートナーシップ制度の導入に向けて多

様性を包摂する視点でまちづくりに取り組んでまいります。 

  公共施設、公的不動産の管理運営につきましては、令和４年度に、文部科学省委託事業に

より学校施設のＺＥＢ化につきまして、地域連携型ＰＰＰ方式（パブリック・プライベート

・パートナーシップ：公民連携手法）を調査しており、この結果、地域内事業者の方々から

も事業への参画意欲をお示ししていただいたところであります。ＧＸ（グリーン・トランス

フォーメーション：脱炭素や再生エネルギーで経済社会システムの変革を目指すこと）にお

いても、ＺＥＢ化（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング：快適な室内環境を維持しエ

ネルギー収支をゼロにしていくこと）の推進は要となるものであり、また、官民連携方式は、

施設運営や提供サービス内容の質の向上及び運営の財政的な合理化にも資するものであるこ
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とから、他の公的不動産につきましても、ＧＸや施設運営に関する地域連携型ＰＰＰ方式に

つきまして、調査を継続して行い、令和６年度以降の事業化につきまして引き続き検証して

まいります。 

  なお、効果的で効率的な町政を運営する観点に立ち、町の戦略を確実に進めるための施策

や事務事業の推進状況等の評価を進めてまいります。また、地域の主体的判断を尊重しなが

らＥＢＰＭ（エビデンス・ベースド・ポリシー・メーキング：証拠に基づく政策立案）に取

り組むことで、限られた予算と人員を最大限有効に活用し、未来に向けたより高い成果志向

の行政経営を実現してまいります。 

  以上、令和５年度の重点的な取組と主要な事業の方向性につきまして申し上げました。 

  続きまして、令和５年度の当初予算につきましてご説明申し上げます。 

  一般会計は、113億8,900万円で前年度と比較し0.7％の増。 

  国民健康保険事業特別会計は、25億2,051万1,000円で前年度と比較し8.8％の増。 

  介護保険事業特別会計は、24億9,243万7,000円で前年度と比較し4.3％の増。 

  後期高齢者医療特別会計は、２億7,355万2,000円で前年度と比較し7.5％の増。 

  これによりまして一般会計及び特別会計の総予算額は、166億7,550万円で前年度と比較し

2.5％の増となっております。 

  次に企業会計の当初予算につきましてご説明を申し上げます。 

  水道事業会計は、収益的収入と資本的収入の総額が10億4,860万円で前年度と比較して

2.0％の増、収益的支出と資本的支出の総額が14億9,262万8,000円で前年度と比較して4.8％

の増。 

  下水道事業会計は、収益的収入と資本的収入の総額が14億633万3,000円で前年度と比較し

て14.1％の減、収益的支出と資本的支出の総額が17億9,318万4,000円で前年度と比較して

12.5％の減。 

  これによりまして、企業会計全体では、収入総額が24億5,493万3,000円で前年度と比較し

て6．7％の減、支出総額が32億8,581万2,000円で前年度と比較して4.4％の減となっておりま

す。 

  新型コロナウイルス感染症は、私たちの暮らしの在り方を変貌させ、各行政分野に甚大な

影響を与えてきており、引き続き予断を許さない状況下にありますが、令和５年度予算編成

につきましては、町税については増額し、企業版ふるさと納税への取組を強化するなど、積

極的な自主財源確保としながらも、経常的・継続的な事業につきましても積算方法の見直し
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などを徹底的に実施し、経費の削減に努めているところであります。 

  一方で、保健福祉、介護の充実に伴う経費、生活に直接影響する防災や道路などのインフ

ラ補修、整備に係る経費など、町において各種事務事業を確実に実施しなければならない事

業につきましては、緊急性や費用対効果を勘案しながら着実に実施できる経費を計上いたし

ますが、扶助費をはじめとする経常経費の増加に歯止めがかからない状況から、投資的経費

に大きな財政出動を行うことが大変厳しい状況となっております。 

  行政運営を安定的かつ持続可能なものとするために財政の健全化は最重要課題であり、徹

底的に事務事業の見直しを行い、より多くの歳入の確保に努め、第７次矢巾町総合計画最終

年度となる令和５年度で総括を行い、新たな計画に反映させてまいります。 

  本町はフューチャーデザインタウンを標榜しておりますが、これに呼応するかのように、

本町唯一の県立高等学校である不来方高校が統合によりその校名を「南昌みらい」とする案

が報道されたところであります。校名の由来ですが、本町の霊峰「南昌山」を校章のモチー

フとしてきました盛岡南高校の「南」と「みらい」の「らい」の字が漢字であれば「不来方」

の真ん中の字の「来」の字でもあることから、盛岡南高校、不来方高校、両校の名前も入っ

た校名とお聞きしております。 

  今年は卯年の年で、飛躍の年であると言われております。先ほどの南昌みらい高校のお話

もあり、また、第８次矢巾町総合計画の策定もあり、まさに、新たな出発を感じさせる年で

あり、飛躍の年となるよう、職員一丸となり、町民の皆さん方の幸福のため「万里一空」の

精神で進めてまいります。 

  以上、議員各位をはじめ町民の皆さん方のなお一層のご指導を賜りますようお願い申し上

げまして、令和５年度の施政方針といたします。ご清聴、誠にありがとうございました。 

〇議長（藤原由巳議員） 以上で施政方針演述を終わります。 

  ここで時間も大分経過しておりますので、暫時休憩といたします。 

  再開を11時35分といたします。 

              午前１１時２３分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時３５分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

  続いて、令和５年度教育行政方針演述を行います。 

  菊池教育長。 
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              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 令和５年矢巾町議会定例会３月会議に当たり、令和５年度の矢巾町

教育行政方針を申し上げます。 

  本町の教育行政の推進につきましては、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご支援を賜

っておりますことに心から感謝を申し上げます。 

  さて、第７次矢巾町総合計画後期基本計画においては、７つのまちづくりの施策方針がご

ざいます。教育委員会は第１章「健やかな生活を守るまちづくり」と第２章「時代を拓き次

代につながる人づくり」中の「子ども・子育て」及び「教育分野」における方針実現のため、

矢巾町教育大綱及び矢巾町教育振興基本計画を策定し、諸施策を推進しております。 

  本年は、第７次総合計画の総括の年、そして令和６年度から始まる第８次総合計画を策定

する年となります。 

  現状においては、新型コロナウイルス感染症がいまだ猛威を振るい、その拡大、長期化に

よる教育・保育現場への影響が懸念されるところではありますが、ウィズコロナを見据えな

がら、子どもたちの育ちを就学前からしっかりと支援し、小学校就学へと切れ目なくつなげ、

さらに、児童生徒に命の大切さ、豊かな情操、社会性を涵養し、多様な学習機会を通じて生

涯にわたり学習する意欲を育み、児童生徒が確かな学力を身につけ、健康で明るく豊かに育

つように、国、県の施策等も踏まえ、子ども・子育て及び教育の施策を推進してまいります。 

  それでは、教育委員会として令和５年度に取り組む主な施策の方針等について述べさせて

いただきます。 

  まず第１章「健やかな生活を守るまちづくり」第４項「児童福祉の充実」について、第７

次矢巾町総合計画を踏まえ作成した、第２期矢巾町教育振興基本計画並びに「第２期矢巾町

子ども・子育て支援事業計画」に基づきご説明いたします。 

  「児童福祉の充実」については、「子ども・子育て支援の充実」及び「児童虐待防止体制

の充実」を柱とした取組を推進してまいります。 

  １点目「子ども・子育て支援の充実」についてですが、社会情勢の変化により多様化する

子育てニーズに適切に対応するため、支援を総合的かつ計画的に実施することを基本とし、

ひろば事業や各種健診、乳児訪問などの様々な機会を捉え、子育て家庭が抱える悩み等を察

知し、妊娠期から子育て期全般にわたる切れ目のない支援を「子育て支援ネットワーク」が

一体となって進め、地域全体で子どもや子育てを見守り、支えることができる、子ども・子

育てにやさしいまちづくりを進めてまいります。 



  

－ 23 － 

  また、保育料無償化の対象者拡大など、子育て世帯の負担軽減を図るための施策について

検討するとともに、保育施設における保育体制の強化、奨学金返済助成制度による処遇改善、

子育て支援員の育成を行っていくことで、引き続き保育士の確保と待機児童の解消に努めて

まいります。 

  さらに、核家族化や共働き等により多様化する子育て世帯のニーズに対するきめ細やかな

支援を行うことができるよう、「ファミリー・サポート・センター」の会員数の確保につい

ても、引き続き取り組んでまいります。 

  児童館事業については、家庭や学校との日常的な情報共有を通して、心身ともに安全・安

心な居場所づくりを行いながら、年齢に合わせた「遊び」や「生活」の支援を行い、児童の

健全育成の充実に努めるとともに、施設の維持補修に加え、令和５年度は、煙山児童館と不

動児童館のＩＣＴ化を進め、施設環境の業務の効率化、児童や保護者の利便性の向上に努め

ます。 

  ２点目、「児童虐待防止体制の充実」についてですが、子ども課内に設置した「矢巾町子

ども家庭総合支援拠点」において、児童虐待を早期に発見するとともに、その発生を予防す

るため、研修等による職員の専門性の向上を図り、関係機関との連携もより一層強化し、子

どもを守る権利条約の理念の下、「子どもが子どもらしく自分の人生を歩むことができる」

地域や家庭環境づくりに努めてまいります。 

  次に第２章「時代を拓き次代につながる人づくり」第１項「学校教育の充実」について、

第７次矢巾町総合計画を踏まえ作成した、第２期矢巾町教育振興基本計画に基づきご説明い

たします。 

  「学校教育の充実」については、８つの施策の方向性の下、「確かな学力の育成」、「豊

かな心の育成」、「健やかな体の育成」及び「地域と学校との連携・協働の推進」の４項目

を重点とした取組を推進してまいります。 

  １点目、「確かな学力の育成」についてですが、現在各学校では「令和の日本型学校教育」

の実現を目指し、子どもたちの可能性を引き出すため、「個別最適な学び」と「協働的な学

び」を一体的に充実させるべく取り組んでいるところでございます。 

  本年度は、「個別最適な学び」を推進するツールとして、ＧＩＧＡスクール構想にて整備

した「１人１台端末」を活用した学びの在り方について、授業実践研究を基軸とし、持ち帰

りによる家庭学習や長期休業期間の学習、修学旅行などの校外学習などの場面でも、文房具

のように学習の道具としての活用が進むよう取組を進めてまいります。 
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  また、「確かな学力」を支える教育環境を整えるため、「学びを継続させるための経済的

な支援」、「通学支援」、「支援員の配置」、「学校施設の改修・整備」に引き続き取り組

んでまいります。 

  「学びを継続させるための経済的な支援」につきましては、要保護・準要保護世帯への就

学援助費の支給やクラブ活動での各種大会参加費補助を引き続き実施するとともに、経済的

な理由により修学を諦めることがないよう、貸付型奨学金事業に加え、給付型の奨学金事業

を継続して実施し、今後においても本事業の安定的な運用を行うことができるよう努めてま

いります。 

  通学支援については、遠距離通学の児童生徒への通学費の補助を継続するとともに、スク

ールバスについても、利用者からの要望を参考にして、運行時刻や停留所位置等を改善する

など、より安全かつ適切な運行に努めてまいります。 

  「支援員の配置」については、個別の支援が必要な児童生徒への支援のために「特別支援

教育支援員」を、学校不適応傾向の児童生徒への支援のために「学校適応支援員」を配置し、

学習支援等を行うなど、一人一人のニーズに応じた指導と支援に努めてまいります。 

  「学校施設の改修・整備」については、安全な学校施設管理と運営を図るために、令和２

年度に策定した「矢巾町学校教育施設長寿命化計画」に基づく計画的な老朽化対策のほか、

日常的な施設・設備点検の徹底を行うとともに、小規模修繕に早急に対応し、児童生徒が安

全な環境で安心して学ぶことができるよう、引き続き施設の適切な維持管理に努めてまいり

ます。また、教材備品などの更新についても計画的に進め、学習に支障を来さないよう、教

育環境の充実を図ってまいります。 

  ２点目「豊かな心の育成」についてですが、豊かな心を育む教育を推進するために、道徳

教育は大きな役割を果たしておりますので、道徳指導研修会を令和５年度も実施し、授業研

究会等を通して、道徳教育の推進と教員の指導力の向上を図ってまいります。また、全ての

教育活動を通じて、一人一人が、高い倫理観を持ち、人としての生き方や社会の在り方につ

いて、多様な価値観を認識しつつ、「人権を尊重する心」、「自他の生命を大切にする心」

の育成を図ってまいります。 

  次にいじめや不登校等の生徒指導上の諸課題への対応については、「いじめの見逃し０(ゼ

ロ)」を合言葉に、定期的なアンケートの実施や教育相談などあらゆる機会を捉えて、児童生

徒が発信するサインを見逃さず素早く察知し、適切な対応となるよう、組織で取り組むこと

を徹底するとともに、「いじめ問題対策連絡協議会」を開催し、関係する機関・諸団体との
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連携も図ってまいります。 

  また、教育相談員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門家の活

用を促し、教育相談機能の充実を図り、児童生徒が個々に抱えている課題などに応じて適切

に対応するとともに、通級指導教室「こころの窓」では、児童生徒個々に応じた学習支援を

行うなど、通級児童生徒の段階的な学校復帰や望ましい進路の実現に向けた支援を継続して

まいります。 

  ３点目「健やかな体の育成」についてですが、各学校が体力・運動能力調査の結果を分析

し、県教育委員会の取組である「60プラスプロジェクト」を効果的に運用し、望ましい食習

慣や規則正しい生活習慣及び体力向上を一体的に推進してまいります。 

  望ましい食習慣に関わる学校給食については、成長期の子どもたちの身体づくりを支える

大切なものであり、様々な食べ物や料理を通じて食事への知識を身につけていく機会と捉え

ており、今後も多様な食材を適切に組み合わせ、工夫しながら栄養バランスの取れたおいし

い給食を提供するとともに、栄養教諭が各学校を訪問し年間40回前後実施している食育指導

を通して、望ましい食習慣形成を図ってまいります。 

  また、食物アレルギーへの対応のほか、経年劣化が見られる箇所や機器、備品の修理・更

新、委託業者との連携を綿密に行い、学校給食のより一層の質の向上を図り、安全・安心な

学校給食の安定的な提供に努め、給食だよりの発行、ＳＮＳを活用した食に関する情報発信

を通して、食育の推進に努めてまいります。 

  今般、円安や原油価格及び物価の高騰により、給食食材の価格も上昇しておりますが、こ

のことが給食費の値上げなどで保護者への負担とならないようできる限りの努力に努めるほ

か、多子世帯への経済的な負担を軽減できる方策について、前向きに検討してまいります。 

  ４点目「地域と学校との連携・協働の推進」についてですが、令和２年度に矢巾町学校運

営協議会（コミュニティ・スクール）を立ち上げました。この制度は、地域と学校が協働し

て子どもたちの９年間の育ちを一貫して見守り、育んでいくために、町民や保護者等が学校

運営に参画しながら課題解決に向けた取組を進めることを狙いとしております。このことを

踏まえ、「地域とともにある学校づくり」や「課題解決に向けた取組」を令和５年度も進め

てまいります。 

  また、学校が作成した防災安全マップを生かし、いつどこで発生するか分からない自然災

害などの危険から自らの命を守り抜くために必要な「主体的に行動する態度」を育成し、学

校、関係機関との連携を図りながら、防災・環境教育、防犯・安全教育を通して、生命尊重
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の態度も併せて育んでまいります。 

  以上、第７次矢巾町総合計画を踏まえ作成した、第２期矢巾町教育振興基本計画等を中心

に述べましたが、今日的な課題についても触れたいと思います。 

  本年１月、矢巾北中学校を会場にＳＤＧｓをテーマとした「新春、町長と語る会」を実施

しました。中学生は、このテーマに基づき町に対して４つの提言を発表し、町長がそれぞれ

に回答を行いました。 

  ＳＤＧｓの原則は、「誰一人取り残さない」であり、格差をなくすことであります。現在、

国の次期教育振興基本計画が中央教育審議会において議論されておりますが、ＳＤＧｓの実

現は「グローバル化する持続発展に向けて学び続ける人材の育成」の方針の一つとなってお

ります。 

  またその中では、多様性、公平・公正、包摂性ある共生社会の実現に向けた教育の推進も

議論されているところであります。 

  このような動向も注視しながら、子どもたちが笑顔で過ごせるまちやはばを実現するため

に、教育委員会としては、乳幼児期から青年期までの子どもの発達成長過程に応じたきめ細

やかで切れ目のない支援に取り組んでまいります。 

  議員各位をはじめ町民の皆様のなお一層のご理解とご指導を賜りますようお願いを申し上

げ、令和５年度の教育行政方針といたします。ご清聴ありがとうございました。 

〇議長（藤原由巳議員） 以上で教育行政方針演述を終わります。 

  ここで、正午には若干時間がございますけれども、切りのいいところでございますので、

ここから昼食のための休憩といたします。 

  再開を午後１時、13時といたします。 

              午前１１時５２分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時００分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

  なお、午後から佐々木代表監査委員、中川農業委員会会長が退席をいたしてございます。 

  それでは、午前に引き続き協議を続けてまいります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第４ 盛岡広域環境組合議会議員の選挙 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第４、盛岡広域環境組合議会議員の選挙を議題とします。 
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  去る２月１日に設立となりました盛岡広域環境組合において、同組合規約第５条の規定に

基づき、組合議会の議員の選出について依頼がありました。 

  お諮りします。この盛岡広域環境組合議会議員の選挙については、地方自治法第118条第２

項及び矢巾町議会運用例集53の規定で指名推選で行うこととしていることから、去る２月８

日の全員協議会ではご異議なしとのことでありましたけれども、再度お諮りします。指名推

選で行うことにご異議ございませんか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 指名推選について、私は反対します。問題が多いことなので、選

挙にしていただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） ということで、先般の全員協議会ではそういうお話は全然ございま

せんでしたが、今そういうご異議が出ましたので、これは議会運営委員会にお諮りしたいと

思います。よろしくお願いします。村松委員長、議会運営委員会を招集して協議をお願いし

ます。 

  村松信一議員。 

〇議会運営委員会委員長（村松信一議員） それでは、議会運営委員の皆様は全協室に直ちに

集合をお願いします。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） それでは休憩します。 

  再開はブザーにて連絡しますので、よろしくお願いします。 

              午後 １時０２分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時２２分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

  ただいま事務局長から報告がありました。先ほど異議ありの発言の中には、選挙で行いた

いということでございましたが、ただいま局長から説明があったとおり、矢巾町議会運用例

集53の規定では指名推選で行うと。仮に選挙をやるということになると、この規定を変えて

からでなければやれない、こういうことに至りました。 

  そこで、お諮りします。次に、その指名については、先般２月８日に開催されました全員

協議会で協議されまして、当職と副議長に一任願いたいということでご理解をいただきまし

たが、これにご異議ございませんか。 
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              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 異議なしという声がございますが…… 

              （「ありです」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 異議あるかないかだけです。 

              （「異議あります」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、多数決でこの議案を決めたいと思います。 

  当職と副議長に一任された盛岡広域環境組合議会議員の選挙についての指名に賛同される

方は、ご起立をお願いいたします。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、この事案については私と副議長に一任されたということでございます。 

  それで、２月８日の全員協議会でも既に一任されてございましたので、その後私と副議長

で協議をいたし、今お配りしますが、この２名の方々にもご了解をいただきましたので、今

そのお名前の入った用紙を議員各位にお配りしますので、少々お待ちください。 

  それでは、日程第４、盛岡広域環境組合議会議員の選挙については、指名推選ということ

で私のほうからお名前を申し上げます。４番、谷上知子議員、５番、村松信一議員の２名を

当選人とすることでよろしくお願いを申し上げます。これにご異議はございませんね。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、盛岡広域環境組合議会議員の選挙における当選人につきましては、先ほどの指名

のとおり決定しました。なお、当選人の挨拶は省略をさせていただきます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第５ 議案第３号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の 

                数の増減及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変 

                更に関し議決を求めることについて 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第５、議案第３号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の増減及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関し議決を求めること

についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 
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              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 提案理由の説明の前に、先ほど午前中の私の施政方針演述で飛ばし読

みがありました。大変申し訳ないことをいたしました。ひとつお許しをいただきたいと思い

ます。 

  それでは、議案第３号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及

び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関し議決を求めることについて提案理由の説

明を申し上げます。このたびの地方自治法第286条第１項の規定による協議は、令和５年３月

31日をもって解散する岩手県沿岸知的障害児施設組合を脱退させ、同年４月１日に盛岡広域

環境組合を加入させ、盛岡広域環境組合の議会の議員、その他非常勤の職員に係る災害補償

に関する事務を岩手県市町村総合事務組合において共同処理すること及びこれに伴う同組合

規約の所要の整備を行う必要があることから、地方自治法第290条の規定により議会の議決を

求めるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第３号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

増減及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関し議決を求めることについてを起立

により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第６ 議案第４号 矢巾町認知症とともに生きるまちづくり条例の制定に 
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                ついて 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第６、議案第４号 矢巾町認知症とともに生きるまちづ

くり条例の制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第４号 矢巾町認知症とともに生きるまちづくり条例の制定につ

いての提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の制定は、人生100年時代を迎え、認知症が多くの人にとって身近なものと

なる中、町民の皆様をはじめ、まち全体が認知症を正しく理解し、自分自身や身近な人が認

知症になられたとしても、お互いに支え合い、誰もが住み慣れたところで希望を持ち、人生

の最後まで心豊かに安心して暮らし続けることができる認知症とともに生きるまちの実現を

目指し、制定するものであります。 

  その内容は、昨年11月に宣言いたしました「認知症の人にやさしいまちづくり やはば」

に込めた理念を基に、町全体が認知症を我が事と捉えた取組を展開するための基本理念や町

の責務のほか、認知症の方とその家族、町民、事業者、地域及び関係機関の役割を明確にす

るとともに、認知症施策を推進するための基本的な事項を定めるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） この条例ができることによって、まだ認知症になっていない私な

ども含めて、どのように変わるのか、その構想的な未来のところをお話しいただければいい

と思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  認知症の取組に関しましては、矢巾町でも認知症の推進員を、専門員を置きながら進めて

きたところでございますが、今後はさらにご自身が情報発信するようなこととか、様々予防

的なことも含めて推し進めることを考えております。 
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  予防的な部分に関しましては、岩手医科大学と認知症に関わる脳とカラダのいきいき健診

を進めておりました。さらに、その点もまた岩手医科大学のほうとも連携しながら、推し進

めていくことを考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑。 

  10番、昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 先ほどの施政方針でも触れられた条例でありますけれども、「認知

症の人にやさしいまちづくり やはば」宣言と併せまして、認知症になる方というのは不安

ですし、家族ももちろん不安であります。その中で私思ったのが、認知症、高齢者ばかりで

はないのです、若年性の認知症もあります。その辺についてはどう説明されていくのか、お

伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） お答えいたします。 

  今昆議員からお話があったとおり、高齢者だけではない、本当に若くして認知症のご病気

を抱えている方もいらっしゃると思います。その点に関しましても、何らかの取組を、町と

してできることを共に考えていきたいなと思っております。 

  11月のときは、認知症の人に優しいということだったのですが、全員協議会でもご説明い

たしましたが、持っている能力を大事にしていく、共に生きるという点をさらにいろいろご

助言いただいた中で、新たな条例の中身としております。いろんなご事情の中でお暮らしに

なっている方々の持っている能力、そしてお力を共に支え、支えられながら進めていくこと

を目指していきたいなというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 若年性アルツハイマーなりなんなり、認知症になられる方というの

は本当に見た目でも分からないですし、すごく不安です。そこをこの条例ができることによ

って、しっかりと啓発していくことが必要だと思いますので、こういうもののパンフレット

なり詳細なりというのを広めていっていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 
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〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 本当にごもっともなことだと思います。認知症というふうに

診断がついた時点でのご不安だとか、様々ご自身の体の変化、気持ちの変化をどう受け止め

ていくか、本当にその点に関しては私どもも様々な皆様のお力を借りながら、専門的な見地

も入れながら進めていくべきことだと思っておりますので、分かりやすい周知のことも含め

て、認知症推進員も含めていろいろ進めていきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第４号 矢巾町認知症とともに生きるまちづくり条例の制定につい

てを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第７ 議案第５号 矢巾町税条例の一部を改正する条例について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第７、議案第５号 矢巾町税条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第５号 矢巾町税条例の一部を改正する条例について提案理由の

説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、本町の脱炭素化への取組の一つであります再生可能エネル

ギーの利活用を促進するため、再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る固定資産税に
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ついて、令和５年度の新規整備分より軽減率を拡大するものであります。 

  その改正内容でありますが、本来全国一律である固定資産税の軽減率を地方税法の定める

範囲内で地域の実情に合わせて自治体ごとに条例で定めることができる地域決定型地方税制

特例措置、いわゆるわがまち特例に基づき、軽減率を地方税法で定める範囲の上限まで拡大

するものであります。この改正により、事業者が設備を新規導入した後の負担が軽減される

ことから、新たな再生可能エネルギー発電設備への投資が期待されるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  14番、小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 新たな業者に対して軽減措置があるわけでございますけれども、既

存の企業に対するものの考え方についてお伺いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  現在もこの制度はあるわけですけれども、この制度の適用になった事業所はこれまでござ

いませんでした。ですので、今後もしこういったことを整備するところがあれば、５年度以

降は新たに今回の内容で適用になってくるという内容で制定をお願いする条例でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第５号 矢巾町税条例の一部を改正する条例についてを起立により

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 
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〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第８ 議案第６号 矢巾町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい 

                て 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第８、議案第６号 矢巾町国民健康保険条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第６号 矢巾町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、国において少子化対策として出産に係る経済的負担を軽減

することを目的に、出産育児一時金について、全国の出産費用の平均額の推計等を勘案した

額とするため、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和５年４月１日から施行され

ることに伴い、所要の整備を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、現在の出産育児一時金支給額40万8,000円を48万8,000円に引

き上げるものであります。 

  なお、改正後の出産育児一時金支給額に矢巾町国民健康保険条例施行規則第13条第３項に

規定する産科医療補償制度掛金相当額１万2,000円を加算することで、産科医療補償制度の対

象となる一般的な出産に係る出産育児一時金の総支給額は50万円となるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 出産手当が上がるということなのですけれども、令和５年度はど

のくらいの予測が、まだこれから妊娠する人もいると思うのですけれども、現在妊娠してい

る方も含めてどのくらいを予測されているのでしょうか、お伺いします。 

  それから、繰り返すことになるのですけれども、令和４年度はどうだったのかお伺いしま
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す。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 出産育児一時金のこの仕組みにおいては、令和４年度は２月

の現時点で支給済みの方々は12件でございます。 

  また、令和５年度に関しましては、若干、ここ数年のところ件数が減っておりますので、

令和５年度は11名を想定として予算を組んでおります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 大変申し訳ないです。育児から離れたものですから、参考までにお

聞きします。 

  今48万何がしという金額であれば、出産時にほとんど病院に自腹で払うことはなくなるの

でしょうか。 

  それから、この上がった部分というのは、全額国からの補助というか、助成になるのでし

ょうか、その辺確認させてください。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） お答えいたします。 

  今回国から示された50万円に関しましては、平均的な出産費用を全て賄えるようにする観

点から、私的病院も含めた全施設の平均出産費用を勘案した額として50万円というところを

国のほうで示されたものでございます。今赤丸議員からお話があった、では個人病院も含め

てとなった場合は、正直なところ、それより超える施設さんもあろうかというふうに捉えて

おります。 

  国のほうでも、やはり医療機関によってそういう状況であるということを含めて今後何ら

かの公表というか、出産費用としてどのくらいかかるのかということが分かるような仕組み

も考えているようですので、また私どももそういう情報の把握に努めてまいりたいと思って

おります。 

  また、財源ですけれども、今回の仕組みにおいては、令和５年度の出産育児一時金引上げ

に伴う予算措置は、市町村国保においては引上げ分の８万円の３分の２を地方交付税措置で

手当てすることに加えて、令和５年度は１件当たり5,000円を追加で補助するというふうに示
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されておるところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第６号 矢巾町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを

起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第９ 議案第７号 矢巾町水道事業給水条例の一部を改正する条例につい 

                て 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第９、議案第７号 矢巾町水道事業給水条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第７号 矢巾町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、民法の一部改正により、ライフライン設備の設置権及び使

用権に関する規定が本年４月１日に施行されることから、所要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、水道等のライフラインの継続的給付を受けることを目的に、

必要な範囲内で他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用するため、あら

かじめその目的、場所及び方法を利害関係者に通知することについて規定するものでありま
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す。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  14番、小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 少し教えていただきたいのですけれども、これが存在する意義とい

うのは、例えば借地とか、そういうところに水道を自分で通したいとか、そういう関係なの

でしょうか。具体的な例をちょっと教えていただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） お答えいたします。 

  事例ということで言うと、一般的には公道に本管が通っています。その本管と、例えば自

分の土地の間に第三者の土地がある場合、どうしてもその第三者の土地を通さなければ経済

的でないと、そういう場合において、従来ですと、その土地の所有者と、今度給水管を設置

する方の間で何かしらの協議、相談がなされていた案件を、新しい民法によって、そういう

権利ができますよということになっていますので、今度新しく給水管を引く方は、その土地

の所有者にこういう目的でお宅様の土地の一部に給水管を通しますという通知をするという

ような事例になります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第７号 矢巾町水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを

起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 



  

－ 38 － 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１０ 議案第８号 矢巾町自転車駐車場条例の一部を改正する条例につ 

                 いて 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第10、議案第８号 矢巾町自転車駐車場条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第８号 矢巾町自転車駐車場条例の一部を改正する条例について

提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、道路交通法の改正に伴い、電動車椅子が移動用小型車と定

義されることから、電動車椅子利用者がこれまでと同様に自転車駐車場を利用できるように

するため、所要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、自転車駐車場に駐車できる車両を自転車等と規定しているこ

とから、その自転車等の定義に移動用小型車を追加するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  10番、昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 今町長の説明では、電動車椅子（デンドウシャイス）となっていた

のですけれども、電動車椅子（デンドウクルマイス）ではなく、電動車椅子（デンドウシャ

イス）と言うのでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 電動車椅子（デンドウクルマイス）

になります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 
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  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第８号 矢巾町自転車駐車場条例の一部を改正する条例についてを

起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１１ 議案第９号 矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

                 の運営に関する基準を定める条例及び矢巾町家庭的 

                 保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

                 例の一部を改正する条例について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第11、議案第９号 矢巾町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び矢巾町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第９号 矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例及び矢巾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令及び民法等の一部を

改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行に伴い、所

要の改正を行うものであります。 
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  その改正内容でありますが、民法中の親権者の子に対する懲戒権の規定が削除されたこと

に伴い、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を定めている条項を削除するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第９号 矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例及び矢巾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１２ 議案第１０号 矢巾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する 

                  基準を定める条例及び矢巾町放課後児童健全育成 

                  事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

                  一部を改正する条例について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第12、議案第10号 矢巾町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例及び矢巾町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第10号 矢巾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
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定める条例及び矢巾町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令の施行に伴い、所要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、家庭的保育事業等及び放課後児童健全育成事業における設備、

運営に関する基準において、安全計画の策定、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止に係る

研修や訓練の実施、事業者が自動車を運行する場合における利用者の所在確認などの規定に

ついて定めるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） この条例が改正になって、今までも子育ての事業所というのはあ

ったのですけれども、事業所の数とか、それから対応とかはどのようになるのでしょうか、

お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えします。 

  事業所の数ということでしたので、保育所が５か所、認定こども園が４か所、小規模保育

事業所が４か所の計13か所になります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 今までとどういうふうに変わるのですか、この条例改正によって

ということで質問させていただきました。子育て支援事業所がたくさんあるのですけれども、

保育所もあるのですけれども、どういうふうに変わるのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、保育所等でいいますと、９月に静岡県でバス置き去り事件があったことを踏まえま

して、安全計画の策定、これは第７条の２になりますし、同じく幼稚園バスを運行する場合

の所在の確認、第７条の３になります。あとは、第10条にはインクルーシブ保育ということ
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で、障がいの有無、年齢、国籍にかかわらずインクルーシブ教育というのがあったわけです

けれども、それの保育所版を制定します。あとは、第14条の２に衛生管理等、必要な措置の

明確化を図ります。 

  以上が改正点になります。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 答弁のインクルーシブの…… 

〇議長（藤原由巳議員） すみません、３回目です。何か所プラス、今の１回、終わりです。 

  他に質疑ございますか。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） ちょっと説明で理解できなかったので、確認の意味で質問させてい

ただきます。これは、放課後の関係ということは、児童館が該当するわけですよね。児童館

にこのような安全の部分のところをまたまた強化するようなイメージで私は受け取ったので

すが、こういうことを随分規定していくと、今矢巾町では児童館は指定管理者に委託という

形になっていますので、その辺やっぱり今後指定管理を選定する上では経費等を見てあげな

ければならないのか、その辺の状況はどうなるのか、ちょっと説明をお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  児童館の基準条例ですけれども、これの改正によって特段経費がかかるということはない

というふうに認識しております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） ということなそうです。よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、質疑なしと認めます。 

  討論ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第10号 矢巾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例及び矢巾町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
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部を改正する条例についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

  それでは、議事の途中ではございますけれども、時間も大分経過してまいりましたので、

ここで暫時休憩といたします。 

  再開を２時15分、14時15分といたします。 

              午後 ２時０５分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時１５分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１３ 議案第１１号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備 

                  に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す 

                  る条例について 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第13、議案第11号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第11号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行

に伴い、関係条例について所要の整理を行うものであります。 

  その主な内容でありますが、学校教育法第25条の項の新設、子ども・子育て支援法の第19条

第２項及び第72条から第76条までが削除されたことに伴い、当該改正箇所を引用する矢巾町

子ども・子育て会議条例及び矢巾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部について改正を行うものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ



  

－ 44 － 

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第11号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１４ 議案第１２号 盛岡広域都市計画事業矢幅駅西地区土地区画整理 

                  事業施行条例を廃止する条例について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第14、議案第12号 盛岡広域都市計画事業矢幅駅西地区

土地区画整理事業施行条例を廃止する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第12号 盛岡広域都市計画事業矢幅駅西地区土地区画整理事業施

行条例を廃止する条例について提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の廃止は、矢幅駅西地区土地区画整理事業が平成16年２月に県の事業認可

を受け、平成29年２月に換地処分の公告を行い、その後は清算金の分割徴収者３名の清算事

務を行ってまいりましたが、今年度でその清算金が全て完納となり、事業の一切を終えたと

ころであります。 

  同事業では、道路や公園などの公共施設の整備を行い、駅周辺地区としてふさわしい安全

で快適な市街地を形成する所期の目的は達成されたと認められますことから、駅西地区土地
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区画整理事業の施行について定めた条例を廃止するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第12号 盛岡広域都市計画事業矢幅駅西地区土地区画整理事業施行

条例を廃止する条例についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１５ 議案第１３号 令和５年度矢巾町一般会計予算について 

     日程第１６ 議案第１４号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算 

                  について 

     日程第１７ 議案第１５号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計予算につ 

                  いて 

     日程第１８ 議案第１６号 令和５年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算に 

                  ついて 

     日程第１９ 議案第１７号 令和５年度矢巾町水道事業会計予算について 

     日程第２０ 議案第１８号 令和５年度矢巾町下水道事業会計予算について 

〇議長（藤原由巳議員） お諮りします。 

  日程第15、議案第13号 令和５年度矢巾町一般会計予算について、日程第16、議案第14号

令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第17、議案第15号 令和５

年度矢巾町介護保険事業特別会計予算について、日程第18、議案第16号 令和５年度矢巾町
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後期高齢者医療特別会計予算について、日程第19、議案第17号 令和５年度矢巾町水道事業

会計予算について、日程第20、議案第18号 令和５年度矢巾町下水道事業会計予算について、

この６議案は関連がありますので、会議規則第37条の規定により一括上程したいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、日程第15、議案第13号から日程第20、議案第18号までの６議案については、一括

上程することに決定しました。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ただいま一括上程されました６会計の令和５年度予算に係る議案につ

きまして、皆様方にあらかじめ配付しております令和５年度当初予算に関する説明書及び令

和４年度、５年度の公営企業会計別の予算比較表によりご説明を申し上げます。 

  それでは、お手元に令和５年度当初予算に関する説明書の２ページをお開き願います。こ

の２ページ目に令和４年度、５年度の会計別予算比較表がございますが、上欄に会計、令和

５年度当初予算額、次は飛ばさせていただいて、対前年度の増減額、増減率の順でご説明を

させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

  議案第13号、一般会計113億8,900万円、7,390万円、0.7％。議案第14号、国民健康保険事

業特別会計25億2,051万1,000円、２億474万9,000円、8.8％。議案第15号、介護保険事業特別

会計24億9,243万7,000円、１億206万円、4.3％。議案第16号、後期高齢者医療特別会計２億

7,355万2,000円、1,899万2,000円、7.5％。合計に参りまして166億7,550万円、３億9,970万

1,000円、2.5％の増でございます。 

  続きまして、令和４年度、５年度公営企業会計別予算比較表の１枚物で説明をさせていた

だきます。こちらも先ほどと同様に上欄の順で支出を説明させていただきます。議案第17号、

水道事業会計の収益的収入及び支出７億3,152万3,000円、4,425万4,000円、6.4％、資本的収

入及び支出７億6,110万5,000円、2,736万2,000円、3.7％。続きまして、議案第18号、下水道

事業会計、公共下水道事業の収益的収入及び支出８億217万6,000円、2,232万円、2.9％、資

本的収入及び支出４億4,618万6,000円、4,323万3,000円、10.7％。農業集落排水事業の収益

的収入及び支出３億2,252万6,000円、△２億7,678万6,000円、同じく△46.2％、資本的収入
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及び支出２億2,229万6,000円、△1,241万9,000円、同じく△5.3％。公営企業会計の合計でご

ざいますが、32億8,581万2,000円、△１億5,203万6,000円、そして△4.4％、それぞれの減で

ございます。 

  一般会計、特別会計及び公営企業会計の総計でございますが、199億6,131万2,000円、対前

年度の増減額では２億4,766万5,000円、1.3％の増でございます。 

  なお、それぞれの詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろし

くご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていた

だきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りします。一括上程しました議案第13号から議案第18号までの予算６議案については、

会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することとしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第13号から議案第18号までの予算６議案につきましては、予算決算常任委員

会に付託することに決定しました。 

  お諮りします。ただいま予算決算常任委員会に付託した予算６議案については、３月16日

午前10時までに審査を終了し、報告書を当職のもとに提出するよう期限をつけたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、６議案は３月16日午前10時までに審査を終了し、当職のもとに報告書を提出する

ようお願いいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（藤原由巳議員） 以上で本日の議事日程は全部終了しましたので、これにて散会しま

す。 

  なお、明日17日は、予算決算常任委員会において、予算の詳細説明を行う旨、廣田予算決算

常任委員長から申出がありましたので、午前10時に本議場にご参集されるようお知らせいたし

ます。 

  本日は大変ご苦労さまでございました。 
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              午後 ２時３０分 散会 
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令和５年矢巾町議会定例会３月会議議事日程（第２号） 

  

令和５年３月２日（木）午前１０時００分開議 

  

議事日程（第２号） 

第 １ 代表質問 

第 ２ 盛岡広域環境組合議会議員の選挙 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  藤 原 信 悦 議員      ２番  吉 田 喜 博 議員 

      ３番  小笠原 佳 子 議員      ４番  谷 上 知 子 議員 

      ５番  村 松 信 一 議員      ６番  廣 田 清 実 議員 

      ７番  高 橋 安 子 議員      ８番  水 本 淳 一 議員 

      ９番  赤 丸 秀 雄 議員     １０番  昆   秀 一 議員 

     １１番  藤 原 梅 昭 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １５番  山 﨑 道 夫 議員     １６番  廣 田 光 男 議員 

     １７番  髙 橋 七 郎 議員     １８番  藤 原 由 巳 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 岩 渕 和 弘 君 

 
   総 務 課 長 
 政 策 推 進 監 吉 岡 律 司 君 兼 防 災 安 全 田 村 英 典 君 
   室 長 
 
 企画財政課長 
 兼 未 来 戦 略 花 立 孝 美 君 税 務 課 長 佐々木 智 雄 君 
 室 長 
 



  

－ 50 － 

 町民環境課長 田中舘 和 昭 君 福 祉 課 長 野 中 伸 悦 君 

 健康長寿課長 浅 沼 圭 美 君 産業観光課長 佐 藤 健 一 君 

 
 道路住宅課長  文化スポーツ 
 兼まちづくり 佐々木 芳 満 君  高 橋   保 君 
 推 進 室 長  課 長 
 
 農 業 委 員 会 
  鎌 田 順 子 君 上下水道課長 浅 沼   亨 君 
 事 務 局 長 
 
 会 計 管 理 者 
  水 沼 秀 之 君 教 育 長 菊 池 広 親 君 
 兼 出 納 室 長 
 
 学校教育課長 
 兼 学 校 給 食 村 松   徹 君 子 ど も 課 長 田 村 昭 弘 君 
 共同調理場所長 

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長 
 議会事務局長  吉 田   徹 君  川 村 清 一 君 
  補 佐 
 

 係    長  佐々木 睦 子 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  なお、16番、廣田光男議員は、都合により遅参する旨の通告がありました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（藤原由巳議員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 代表質問 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第１、代表質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次質問を許します。 

  町民の会、廣田清実議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （６番 廣田清実議員 登壇） 

〇６番（廣田清実議員） 議席番号６番、町民の会、廣田清実でございます。本日は、町民の

会６人を代表して質問させていただきます。 

  本日は、令和５年度矢巾町施政方針について、まず１問目、町長にお伺いいたします。国

や県において人口減少問題に対し施策等が示されています中、本町においては施政方針にお

いて示されなかったことをはじめ、以前の方針から転換されていることがあると思います。

いかに本町の各種課題に対する対策を行い解決していくのかを、下記についてお伺いいたし

ます。 

  １、共生で輝くいのちを守る取り組みについて。本町においては、医療環境が充実したこ

となどの要因から、扶助費が予想以上に増加していると思います。その抑制の対策として、

健康寿命の延伸対策の健康チャレンジ等の施策を行ってきましたが、その実績と今後の見通

しをお伺いいたします。 

  ２、住環境の整備について。町営矢巾住宅及び高田住宅の集約について、建て替えの方向

で進んでいると思われましたが、今回の方針においては建て替え以外の手法を検討するとと
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もに、長寿化をするとありますことから、具体的な建て替え以外の方策についてお伺いいた

します。 

  ３、産業の活性化について。企業誘致について、本町には物流系の事業者からの立地要望

が多いと示されましたが、庁舎内においては本町に必要な企業はどのような業種と認識し、

どうアプローチしていくのかを検討されているのか伺います。 

  ４、人口減少対策について。本町においては、一部市街化調整区域が市街化区域に編入さ

れたことで、当面の人口減少は減速するとの見込みからか、人口減少対策が方針に入ってい

ないのでありますが、取り組むべき対策はないのか、お伺いいたします。 

  ５、共創と近助によるまちづくりについて。自治会において、住民のつながりは防災の観

点からも重要と考えます。自治会長への転入者の連絡はどのようになっているのか、お伺い

いたします。 

  以上５点、お願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 町民の会、廣田清実議員の令和５年度町長施政方針についてのご質問

にお答えをさせていただきます。 

  １点目についてですが、平成29年度に取組を開始いたしましたやはば健康チャレンジ事業

は、本年２月22日現在で879名の方々にご参加をいただいており、年齢は21歳から90歳まで

と幅広い年代の方々となっております。 

  なお、新規に参加しやすいように、今年度からはメディカルフィットネスクラブウェルベ

ース矢巾において、参加申込みを受け付けしており、火曜日から日曜日の夜８時まで随時の

申込みが可能となっております。 

  また、コロナ禍においてのセミナーのウェブ開催方式を構築し、併せて対面方式によるウ

ェルベース矢巾スタッフによる継続的な運動教室も12回開催いたしましたが、テーマによっ

ては申込みが満員となる回もあり、参加者の満足度も高いことから、来年度も継続すること

で計画をしております。 

  参加者の健康状態についてですが、男性、女性ともに、平均として適正範囲内のＢＭＩの、

ボディ・マス・インデックス、いわゆる体格指数とか、肥満度指数とかと言われております

が、そういったことを維持しており、一定の効果が現れていることから、ウオーキングをは

じめとした運動による歩数や活動量と体重、血圧等の測定の定着化を図り、健康寿命延伸の
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基本となるご自身の健康管理の大切さを町民の皆様にさらに浸透させてまいりたいと考え

ております。 

  この事業につきましては、今後とも健康づくりの裾野を広げるために、町民の１割以上の

参加を目指し、気軽に参加できる仕組みづくりと事業の全体評価につながるデータの蓄積等、

関係機関と連携を図りながら継続をしてまいります。 

  ２点目についてですが、町営住宅の建て替えによる集約化につきましては、矢巾町住宅マ

スタープランにおいての整備を前提として、これまでＰＦＩによる官民連携の手法を検討し

てまいりましたが、将来の財政見通しを考慮した場合、さらなる負担軽減に努める必要があ

りますことから、建て替え以外の手法につきまして、入居者目線での生活環境の向上につな

がるような幅広い町営住宅の在り方を検討してまいりたいと考えております。 

  その手法の一つとして、国土交通省の制度でもあります既存の民間賃貸住宅の借り上げを

活用した借上公営住宅としての手法について、全国で実施しております自治体の事業を調査

し、導入について検討を進めてまいります。 

  また、今年度も岩手県に要望しております本町への県営住宅の誘致につきましても、引き

続き強く要望してまいります。 

  ３点目についてですが、本町は立地環境において北東北の物流拠点として注目されている

ことから、産業と自然が調和した地域の特性及び立地の優位性を最大限に生かした地域産業

の活性化が必要と捉えております。 

  具体的な業種といたしましては、交通アクセスの利便性を生かした物流関連事業者をはじ

め、高度な知識習得と実践力のある人材育成を目的とした町内の教育機関で学んだ学生が町

内で活躍できる環境を創出、つくり出していくべく、製造業や情報サービス業、医療関連事

業者を中心に企業誘致活動に取り組んでまいります。 

  その手段といたしましては、県や盛岡広域で定期的に実施しております企業経営者との交

流イベントに積極的に参加をし、多数の、より多くの企業情報を有している金融機関及び不

動産事業者等と緊密に連携の上、相互に情報共有しながら企業にアプローチをしてまいりま

す。 

  ４点目についてですが、人口減少対策といたしまして、現在行っております移住定住対策

と少子化対策に引き続き取り組んでまいります。移住定住対策につきましては、盛岡広域で

行っております移住イベントでの移住相談会への参加、町のＰＲ活動や関係人口の創出、つ

くり出していくことから移住へつながるような町の情報発信を今後も行ってまいります。 
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  また、少子化対策といたしましては、出会いの機会の場を設け、結婚へのきっかけづくり

の活動を行っております。そして、婚活推進ネットワーク会議に引き続き補助を行い、活動

を支援してまいります。 

  さらに、婚活イベントなどでいきいき岩手結婚サポートセンターを紹介しており、会員登

録することにより、結婚相談や個別に出会いの場を提供していただくサポートを行っておる

ところであります。 

  ５点目についてですが、自治会長への転入者の連絡としましては行っておらないところで

ありますが、町からの配布業務委託に関することとしまして、毎月行政区長さんへ世帯主の

異動情報について提供しておるところであります。 

  また、多様な地域コミュニティの状況に応じた地域づくりのため、地域と対話を重ねた共

創、共につくり上げていくことと、地域コミュニティの中でもご近所で、いわゆる隣組での

助け合いを想定した近助によるまちづくりを進めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） ちょっと花粉症で鼻もたらたらなので、聞きづらいところがあると

思いますけれども、今日は大分いいのですけれども、目もかすんでおりますので、間違った

ことも質問すると思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

  まず、健康チャレンジの関係ですけれども、今矢巾町の財政を圧迫する可能性が大きいの

は扶助費の増加ということで、ほかのところに比べれば、やはり医療関係が整っております

ので、病院に行きやすい、そういう部分なのかなという部分もありますけれども、この健康

チャレンジが行われてから数年、もう４年ぐらいたっておるのですけれども、このデータの

集積を行うということがありますけれども、今の段階でその集積はどのくらいになっている

のか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監（吉岡律司君） データの集積につきましては、体組成計という、こういうもの

を持ち歩いていまして、これを町内の施設、あるいはローソンのロッピーでかざすことによ

って、各個人の運動データというものが集積されるようになっています。今データの集積と

いうことで進めているところなのですけれども、まだ十分に使えるような状態にはなってい

なくて、個別の健康状態ということで、このＢＭＩ値がどうなったのかといったところで答
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弁を差し上げておりました。 

  ウェルベース矢巾の中で健康チャレンジに参加していただいた方の中で、このＢＭＩ値が

どのように変化したのかというのは常にデータを取っておりまして、個別の指導を含めて、

かなり大きな改善が見られているというような状況でございます。 

  また、この間、確かに議員おっしゃるとおり、扶助費の増大というのが本町にとって大き

な課題でございます。この中を分析してみますと、最近増えているのが子どもに関する部分

と障がい者に関する部分ということで、医療費助成に関する部分というのは何とか踏みとど

まって低額を維持している、年間約１億9,000万円ほどの金額にとどまっている状況でござ

いまして、この運動を定着させていくという効果は一定の効果が見られているのかなと思っ

ているところでございます。 

  ただ、ここで人口１割という話を答弁させていただいていますが、この先例で、全国の中

では人口１割以上も活動を続けているところがございまして、そういうところは目に見えて

数値が下がってきているというようなエビデンスが報告されています。これは、役所が公表

しているのではなく、大学の研究ベースでそのような評価がされているところでございまし

て、私どもも目で見てそれらの効果が感じられるように、この事業を展開してまいりたいと

思っているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） そういう部分のデータの蓄積は行っているということで、データは

そのままにしておけば、ただの絵に描いた餅になってしまいますので、それを活用してやれ

ればいいのかなと。ただ、今考えてみると、今大体２万7,000人ですから、１割ということ

は2,700人の推進をしなければならないということになると、ウェルベースだけではなく、

今後やはりエン（縁）ジョイとか、そういう部分で、幅広い部分で、１割と言わず、エン（縁）

ジョイまで活用して、今までコロナ禍でしたから、なかなかできない部分であるでしょうけ

れども、きっと１割、２割になるときあれば、３割の増進の結果が出てくると思いますので、

それをぜひやっていただきたいと思います。 

  これは、二兎を追っているのです。町民の幸せと矢巾町の財政の健全化も狙った部分だと

思いますので、私は本当は二兎を追うのは駄目だと思うのですけれども、これは二兎を追わ

ないとなかなかこれからの中では難しいと思いますので、ただ健康チャレンジだけではなく、
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やはり今やっている、エン（縁）ジョイで各自治会でやっている部分を向上させて、歩ける

部分をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それから、次に参りますけれども、マスタープラン、これはちょっと厳しい話なのですけ

れども、私は反対しているわけではないのですけれども、そこは聞いていただきたい。私た

ちの町民の会でも、本当に後押しをして、町民の幸せを考えている部分で行動しております

ので、そういう部分でちょっと厳しい話になりますけれども、今回の住宅の集約化について、

この表現というのは、もう集約化は考えていないという考えでよろしいのか、お伺いいたし

ます。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 今回の答弁につきましては、建て替

え以外の手法ということで例を挙げて答弁させていただきました。当然住宅に関しては、耐

用年数あるいは老朽化というところも年を追って増していくものになりますので、そういっ

た部分では借り上げも視野に入れながら、あるいはどこかの時点ではどうしてもやっぱり建

て替え、あるいは住宅の老朽化によって廃止とか、いろんなことが今後想定されてくると思

いますので、そういった部分につなげていけるように手法を、いろんな手法、町営住宅の在

り方、あるいは借り上げというか、借り上げは一つの手法ですけれども、そういった手法を、

今後いろんなケースを考えながら進めていければなと思います。 

  もう既に50年以上経過している住宅もありますので、間もなく50年を迎えるものもありま

す。そういった面では、そういったことも視野に入れながら、今後整備あるいは借り上げ、

そういったものも検討しながら進めていきたいというふうに考えております。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 今回の答弁書では、建て替えはもうないというような表現に取られ

たものですから、建て替えもその手法の中の一つにあるということでよろしいのですか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 当然、先ほども申し上げましたけれ

ども、建物はもう老朽化、あるいはもう耐用年数が切れてくるという段階が来ますので、そ

ういったところでは入居者の安全とか、そういったことも考慮すると、現在の町営住宅のま

まではできないということで、あとは町内の町営住宅というか、公営住宅に入居すべき方々

の人数あるいは世帯の把握をしながら、現在242戸という数字を維持しておりますけれども、
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そういったものを、今後増えていくのか、あるいは減らしていってもいいのか、そういった

ことも視野に入れながら進めていくということで、整備が集約か、あるいは建て替え、そう

いったものが全くなくなったということではなくて、あと当然その時点での財政状況も勘案

しながら、いろんな形で入居者にとっていい方法を考えていくというところでご理解いただ

ければと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） やはり住宅の集約化をするというのは、大変なお金もかかりますし、

私たちもそういう住宅の視察にも行ってきましたけれども、今回の場合は、実は立地が一番

いい場所であって、私たちも建て替えに近いのかなと思いながら、なぜかというと、退去し

たのには入れていないという状況があったというのも聞いていますし、私、もう50年もたっ

ていて、本当に地震とか火災に対応できるのかなという部分も心配しているのです。そうい

う部分で、やはり建て替え、どうしても立地が悪い場所にあるのであれば、それは価値はな

いのですけれども、大変価値があるところなので、私たち民間の、私も商工会の副会長もや

っておりましたけれども、民間の人間とすれば、やはり価値を見て、それの対価をもって集

約化をする、そういう部分の指標も必要ではないのかなと。全部自前でやるというのは、や

はり今の時代には私は似つかわないと思いますので、それも踏まえて、もしかしたら高田住

宅、矢巾町の中では一番高い土地になっているかもしれませんので、私は駅前が一番高いと

思っていたけれども、どんどん、どんどんあっちに持っていきましたので、やはりただ単に

町のお金だけということではなくて、そういう部分の管理も、建て替えするのであれば、町

内のほうの金融機関も使い、それからその建設もし、逆に言えば管理をさせながら、町内が

潤うようにして町営住宅を運営していただければ、住んでいる方が本当にこれで大丈夫かな

と思うことが、もしも火がついたらやばいのではないかなと思うことがあるので、これは民

間活用と資産の運用とかという部分を考えてやっていただければなと思います。 

  それから、３点目ですけれども、本町においては、本町は立地がいいので、やっぱり物流

関係の企業とか来たいという話はあるのですけれども、私、企業さんを誘致するのではなく

て、やっぱり矢巾町に必要なものが何なのかという部分を大事に考えなければならないと思

うのです。今の部分は、来てオーケーという部分でやっているのですけれども、それも業種

を絞っていない感じがあるのです。 

  前に、大分前の話ですけれども、増田寛也前知事が発表した消滅する自治体の中に矢巾町
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も入っていたのです。なぜかというと、若い女性がいなくなる。これは統計上でも、もうい

なくなっているのです。それが顕著に言われるのは、矢巾町の特殊出生率が1.29、これは岩

手県の中でも最低のところです。だから、私は、企業誘致をするのであれば、やはり女性が

輝くような企業を誘致するべきではないかなと思うのです。そういう部分によって、女性が

矢巾町に集まることによって問題が２つ、３つ解決すると思うのです。ですから、今の町有

地に関しても、大きく不動にしてもできればカット野菜とか、そういう部分の企業誘致をす

るとか、それからここの中学校の跡地問題も、住宅地としてはもう価値は下がっていると思

いますので、であれば、そういう企業誘致に使えないのかなと。駅から歩いて５分、10分で

す。こんなところに誘致することをできないのか私は考えるのです。 

  それから、今答弁には、県と広域だけが頼りです。しかしながら、もうグローバルになっ

て、本当に全国から注目を浴びている企業もあるし、そういう方々であればこういう企業を

決める、こういうものが矢巾町に欲しいのだという部分があれば、ポイント、ポイントに電

話でもいいし、電話でちょっとでも感触あったら行ってみるとか、そういう部分、今矢巾町

では物流関係という部分をターゲットにしていますけれども、私はやっぱり女性が輝く企業

を目指すべきではないかなと思いますけれども、それに関してお答えがあれば、よろしくお

願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監（吉岡律司君） まず、ちょっと全体的な視点からお答えをさせていただきます。 

  まず、土地の活用のことがございました。こちらにつきましては、現在人口減少社会にお

けるまちづくりをどのようにしたらいいのかということで、有識者の方々にご提言をいただ

いているところでありまして、令和５年度、こちらのほうについては具体策を検討してまい

りますが、幅広くそのような視点、ゼロベースでというより、今までの議論を踏まえた形の

中で検討してまいりたいと思っているところでございます。 

  この土地がどこかということには言及することではございませんが、今女性が輝く、女性

が働くといったところにつきましては、そのようなご指摘というのはまさにそのとおりだと

思っているところでございます。いかに女性の方々が働く環境を整備していくのかというの

は、次の矢巾町を背負っていく子どもたちを産み育てていくという中で必要不可欠な要素に

なってきておりますので、そこにつきましてはそのような企業を誘致できるように努めてま

いりたいと思うところでございます。 

  まさに出生率の向上というのは、ただ単に何か子育ての手当をすればいいということでは
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ないということがもう分かっておりますので、その点につきましてはぜひ力を入れていきた

いなと思っているところでございますし、１月23日、衆参両院の本会議で岸田首相が異次元

の将来的な子ども政策をするということを打ち出しているところでございます。これにつき

ましては、６月頃に発表される骨太の方針に具体策が提案されるということになっておりま

して、恐らく少子化対策につきましては、国のやること、県がやること、そして矢巾町がで

きることというのはそれぞれ違うはずなので、その中でこの３層がそれぞれできることを発

揮して、いい政策が打てるように今後検討してまいりたいと存じます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 若干私のほうからも補足をさせていただきます。 

  2024年問題ということで、今非常に物流関係が注目を集めておりますけれども、廣田議員

お話がありました女性が輝く企業誘致というものも、政策として非常に大事なことだと思い

ますので、いろんな形で企業のほうにはアプローチをしながら、そういった企業が立地でき

るように進めてまいりたいというふうに思ってございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） そういう部分では、ちょっと７次総の検証の中で、実は令和４年ま

でに有効活用の話が決着するという話だったのですけれども、今回の検証の中で出てきたの

は検討中ですと。いや、検討中って何だろうと私が問い合わせたら、「令和５年度末までに

は方向性を出します」、毎年毎年同じように繰り返しているのです。そこはやってください。 

  それから、政策推進監がいるので、やっぱり女性が輝く企業誘致を考えていただければ、

吉岡さんは優秀だと思いますので、ぜひ女性が輝ける企業を１社でも見つけていただければ

なと私は思います。本当にそういう部分で１つの突破口ができれば、矢巾町は女性が輝く町

になるという部分があると思いますので、よろしくお願いいたします。 

  いろんな部分で矢巾町はいいことをやっているのです。だから、それをＰＲするのがちょ

っと少ない。今回の少子化対策の中でも、次の教育長さんの答弁には出てきますけれども、

やっているのです。国、県でやることにちゃんと乗っているのです。だから、本来であれば

町長の施政方針の中にこういうこともやりますと。あと、もう見えているのです、国、県が

やるということは大体見えているのです。そこにもう一歩踏み出してやれば、また大きな矢

巾町の前進になるのではないかなと私は思いましたので、３月ですので、私も任期が４月
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29日までですので、どうなるか分かりませんけれども、今後の方針としては、やはり矢巾町

がＰＲする部分の方針も示していただきたいなと思います。 

  それから、４点目の移住の関係なのですけれども、移住の条件というのは、この前いろい

ろテレビを見ていたら、まず仕事、それから住居、それから教育なのです。これ教育長にも

関わることなので、次にもなるのですけれども、今矢巾町に住居はようやくできたのです。

仕事に関しては、これからやっぱり企業誘致の部分で積極的にやらなければならない。住む

ところは矢巾町にしたいのだけれども、稼ぐところがなければ駄目だというのは今のとおり

ですから、さっき言ったとおり、女性が輝くような企業も視野に入れて呼んでいただきたい

と。 

  矢巾町にようやく土地ができたのです。そして、私ちょっと違うことで友達に電話をした

ら、いや、矢巾町に住みたいのだけれどもというか、「娘が千葉から引っ越してきたいと言

うのだけども、土地ねえか」とかと言われたので、今造成しているではないですか、それは

これから決まった中で、価格とか、そういう部分は大体企業がやることなのでしょうけれど

も、私は、矢巾町としては何年後に矢巾町に住めますよみたいなＰＲはやるべきだと思うの

です。 

  私ホームページを見ました。どういう条件で、いい条件があるのかなと思ったけれども、

本当に１行に、移住をお考えの方というところをクリックしなければならないのですけれど

も、それを探すのに、私みたいに目が悪くなってくると見えないのですけれども、矢巾に移

住したいという部分はホームページの中でどんと大きくやっていただければ。今までは矢巾

町に土地がなかったので、そういうこともできなかったのでしょうけれども、今度は何年後

かに、今造成、もう始まっておりますので、そういう部分は、価格とか、そういう部分では

なくて、矢巾町に住みたい、いつかは住みたい、何年後には住めるという部分のＰＲをして

いただければ我慢するかもしれません。そういう部分を私は大きくやっていただきたいと思

います。 

  ホームページの中に、やっているのです、利子補給とか、そういう部分をやっているので

すけれども、それを見つけるほうが、よほど矢巾町が好きで、じっとホームページを見てい

ないとできないようになっていますけれども、もうどんと初めのところに、移住、定住を考

える方は、矢巾町にはこんなものがありますよみたいなバナーをつければいいと思うので、

ぜひやっていただきたいと思いますけれども、それについてのお考えはあるか、お伺いしま

す。 



  

－ 61 － 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監（吉岡律司君） お答えいたします。 

  まさに議員おっしゃるとおりで、周知の仕方を改善すべく検討してまいりたいと思います

し、検討だけではなくて、しっかり進めてまいりたいと思います。 

  第４点目の人口減少対策というところでのご質問ということで、議員ご指摘のとおり、仕

事、住居、教育というのは大きな要素であります。最近の傾向では、仕事の関係の移住がか

なり大きくなっているということを伺っています。仕事では、必ず来なければいけないから

来ているという状況なのですけれども、その二次的な環境移住ということで、そこに初めて

血縁者が、誰それがいるから、ではうちもあっちに行ってみようかという中での移住の傾向

がかなり強いということを伺っています。まさに住むところができて、そして仕事ができて、

そして血縁者が矢巾町に入ってくるというような好循環をつくるためには、増して町の魅力

をＰＲしていくことだと思いますので、そこについては頑張ってまいりたいと思います。 

  また、出生率とか高めて、まちづくり、町の魅力を発信するということにおきましては、

先ほど県がやること、国がやること、大体見えていると、私もそのとおりだと思っています。

本町独自の取組といたしましては、出生率が1.7を超える上位100の自治体の施策と、出生率

が1.2を下回る100の自治体の施策をちょっと私比較してみました。比較があって施策を抽出

して分析したところ、子どもが生まれて幼稚園、保育園に通うライフステージでは、出生率

が高い自治体、低い自治体での乖離はほとんど見られなかったです。ということは、おっし

ゃるとおり、国、県がやるとおりやっているからということになると思うのですけれども、

その前の出会い、結婚に向けたライフステージ、そして妊娠、出産期のライフステージ、子

どもが学童、そして思春期におけるライフステージでは、施策面で大きな乖離がありました。

こういったところにつきましては、矢巾町の特色となり得るところで、今回答弁書にも答弁

したところなのですけれども、では相変わらず1.2を下回る数字で、低いではないかという

ようなことにつきましては、実施している内容の質、これをいかに高めていくのか、あるい

は成功事例と矢巾町、同じことをやっていて、何が通じていないのかというようなところに

つきましては、今後しっかり分析してまいりまして、先ほど答弁申し上げました骨太の方針

に示された政府案に矢巾町ができることを上乗せして、頑張っていけるような施策を考えて

まいりたいと思っています。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 
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  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） そのとおりなのです。子育てを充実するのは当然ですけれども、そ

っちの数字でなかなか出生率が上がっていないのも、実は統計的には事実なのです。私、そ

れこそ産直の方に冗談話で言ったのですけれども、「うちの息子はさ、結婚しないって言う

んだよ」と、「いや、今ね、男のほうがおとなしいから、女の人に声かけるのもできないか

ら、お母さんすごいんだから、お母さん、誰か見つけてきて。お母さんが見つけた人が、あ

なたの息子大好きだ、好きだと言われれば、男は「うん」と言うから」という話はしていま

したので、そういう部分で、やはり結婚する手だてというのは、いろいろなきっかけであっ

て、私もエビでタイを釣ったつもりなのですけれども、結局逆に釣られていた部分もありま

す。みんなもそうだと思うのですけれども。そういうきっかけを矢巾町は、本来であれば自

分たちでつくるものなのでしょうけれども、やっぱり時代、子どもたちの環境とか考えれば、

やはりそれもつくってあげて、そのきっかけになるという部分を、矢巾町独自で東京にバス

出して、農業体験だといって女の人を呼び込むとか、そういうのもやって、お金の価値より

もいいと思いますし、来やすくなれば観光の面で矢巾町に来るのかなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。これ絶対大事ですから、今私も含め男の人は本当に引っ込み思案で

すから、そこら辺はよろしくお願いいたします。 

  それから、５点目ですけれども、本当に大事なことなのですけれども、自治会長さんに転

入者の連絡がないということ、私あることで懇談会をしたときに、自治会長さんから相談を

受けたことがあるのですけれども、連絡してはいけない理由はあるのですか。お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） 個人情報の保護の関係ではありますけれども、

自治会長さんには確かに、町長答弁にありましたけれども、世帯主の異動情報というのは区

長配布に関する情報として提供しておりました。自治会長さんではなく、区長さんのほうに

提供している状況でございます。 

  実際どんな情報をどこまで出しているのかということなのですけれども、これは令和２年

度までは世帯員全ての情報を町から区長さんのほうに提供していたわけなのですが、いずれ

個人情報の取扱いとして、令和２年度で廃止して、現在のやり方になってございます。やり

方ですけれども、転入と転出の世帯主に関して出しているというふうな状況でして、お亡く

なりになった場合でも転出の分類として記載したものをお渡ししてございます。今死亡届の

際に、広報等への掲載を希望しない方というのもどうしてもいらっしゃいます。ですので、
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あえて死亡というふうな情報は出していない状況でございますし、単身赴任とか、世帯分離

などが想定されるような世帯主変更に関しましても、まず一応転入転出といった情報にとど

めているような状況でございます。いろんな情報を出したいわけなのですが、全てにおいて

出すのはなかなか難しいというふうな状況になっておりました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 私が質問したのは、出せない理由を聞いたのです。というのは、今

の答弁だと、いろいろ話ししていますけれども、何か個人情報において出せないと法律とか

が変わったわけなのですか。そこをお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） ちょっと私もそちらの法律、あまり詳しくな

いのであれですけれども、実際何でもかんでもお出しするというのができないというふうに

我々としては認識しております。それゆえに今出す情報をとどめているというふうな状況で

ございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 法律が変わったとかという…… 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） すみません。具体的に法律のどこがどう変わ

ったというふうなのは、ちょっと今認識しておりませんが、個人情報保護法の変更によるも

のというふうに解釈してございます。すみません。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監（吉岡律司君） 補足して説明をさせていただきます。 

  情報の提供につきましては、行政区の中で、まさにこれコミュニティの在り方といったと

ころに通じてくるところなのですけれども、これが配られないと分からないよという声があ

る一方で、一部の人に何でこういう構成が行っているのだという苦情も相当数寄せられると

いうのも事実です。その中で、区長さんの業務が最低限というか、回る範囲の中で、こちら

どのようにしたらいいのかといったものを検討し、そしてコミュニティの会長さん方と協議

をしまして決めた内容ということになっておりまして、一方的に個人情報に関する感受性と

いうのがより高まっているということと、新しく入ってきた方がコミュニティに参加したく

ないとかという方も一定数いらっしゃいまして、そういう方からの苦情とか、そういったも

のに、そしてトータルとして対応して決めさせたものということになっております。 

  そういった意味で、本当に様々な方に対応しなければいけないという中で、コミュニティ
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がうまくいくというところの折衷案といったところの色合いが濃いということで、ご理解し

ていただければと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 分かりました。でも、逆に言えば、安全、安心な町をつくるために

は、アパートに住んでいる方は何年かで引っ越すという意味合いもあるから、そういう部分

なのか分かりませんけれども、一戸建てで何人住んでいるかも分からないで、火災が起きた

とき、どういうふうになるのですか。そして、誰々に知らせられないと言いますけれども、

今度は行政区長はなくなるわけなのですけれども、そうしたら自治会長さんに守秘義務はあ

るのですから、安全、安心な町をつくる、つくると言って、これは出せない、でも誰が住ん

でいるか分からない、どんな人が住んでいる、何人の家族構成なのかも分からないという部

分、少なくとも世帯主と何人の家族構成だ、名前までは要らなくても、やっぱり何人の家族

構成だとかという部分はやらないと、私は逆に言えば、安全、安心な町をつくると言いなが

らも、結局逆行しているのではないかなと思うのですけれども、それは今後検討して、一番

初めの行政区長さんたちの会議で決めたのは何年前だとか分かりませんけれども、代が替わ

って、そういう話も出ているのです。隣に引っ越してきても、誰だか分からない、何人で住

んでいるか分からない。「俺のところには、１人、世帯主しか来ていないんだよ」と、だか

ら何とも答えられない。答えてはいけないのですけれども、でもやっぱりそういう部分の、

火災があったとき誰がいるという話をすることもできないような状態になっているのが現

状ですから、これは検討していただきたいと思いますけれども、その所見をお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  先ほど個人情報という話もございました。確かに昨今では、様々な個人に関わる情報の制

限ということで、みだりに他言してはならないということでございます。ただし、そういっ

た個人情報の中で、例えば住所、それから氏名、性別等の個人情報がございますが、議員仰

せのとおり、防災、それから地域のコミュニティの醸成という考え方からいたしますと、お

っしゃるとおり、隣に誰がいるのかも分からないとか、例えば災害が起きた場合に、その方

が避難されたのか、あるいはまだ自宅にいらっしゃるのか、あるいは援助を必要とするかな

どのそういった情報も、やはり共助の考え方からすれば、必要な情報だというふうに捉えて
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ございます。 

  そういった中で、例えば転入された方、新規に矢巾町の住民となられた方の中で、例えば

ですが、「私は自治会にかたらないから、何もしゃべらないでくれ」とかとおっしゃった方

も、実は過去には相談を受けた方もありますが、そういった方々に対しては、矢巾町の様々

な制度も理解していただきながら、そういった防災、それから災害から守るというような自

治会の活動なども理解していただいて、自治会長さん、区長さんなどに情報をお出ししても

よろしいですねというご理解もいただいているというのも事実でございますので、全く教え

られないとか、教えないでくれということについては、こちらのほうでもしっかりその制度

等を理解していただくように説明していきながら、隣近所みんなで助け合いという精神を、

共助、それから当然自助も必要ですけれども、共助という精神に発展するように説明をして

まいりたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきますようによろしくお願いい

たします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは、２問目に入る前に、時間も大分経過してございます。切りのよいところでもあ

りますので、ここで暫時休憩といたします。 

  再開を午前11時といたします。よろしくお願いします。 

              午前１０時４８分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時００分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開します。 

  休憩前に引き続き、代表質問を行います。 

  それでは次に、２問目の質問を許します。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 先ほどの世帯主だけではなくという部分は、今度行政区長がなくな

って、自治会長になるのでしょうから、やはり守秘義務の講習会、研修をしっかりやってい

くことが大事だし、これは守らなければ大変なことになりますよという部分もしっかり、義

務もあるし、そういう部分をしっかりやらないと、今度整合性が取れていないという部分で、

安全、安心な町をつくるということの土台になる部分ですから、嫌だという人もいるかもし
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れませんが、それはしようがない。だけれども、基本的にはやはりコミュニティを取りなが

ら、矢巾町って温かい町だねという部分をつくっていただきたいと思いますので、いろいろ

な人がなるのは分かりますけれども、それをちゃんとした研修をしながらやっていただけれ

ばなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、２問目に入ります。令和５年度教育行政方針について、教育長さんにお伺いい

たします。教育方針を受け、子ども・子育て支援の充実、確かな学力の育成、学校施設の改

修・整備等について、下記をお伺いいたします。 

  １、子ども・子育て支援の充実について。保育料無償化の対象者拡大とありますが、具体

的な対象者はどのようになっているのか。また、多子支援について、給食費無償化の考えは

ないのか、お伺いいたします。 

  ２、確かな学力の育成については、学力向上に向けた矢巾型教育プログラムを構築する考

えはないか、お伺いいたします。 

  また、全国においても発達障がい児が増えているとの報道もありますが、本町小中学校に

おける把握状況をお伺いいたします。 

  ３、学校施設の改修・整備については、学校施設だけではなく、新設される市街化区域か

らどのような安全性を確保した通学路を検討しているのか、現在の状況をお伺いいたします。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 令和５年度教育行政方針についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、これまで無償化となっていない３歳未満児の保育料は、国の制度

において、保育所等を利用する最年長の児童から数えて２人目は半額、３人目以降は無料と

なっており、さらに町独自の助成として、中学校３年生から数えて３人目以降を半額として

おりましたが、来年度からは第２子以降を無料にする事業を予定してございます。 

  また、町立小中学校に通学する児童生徒が３人以上いる世帯に対し、３人目以降の学校給

食費の無償化を予定してございます。 

  ２点目についてですが、これまで本町では、令和元年度に小中一貫学力向上委員会を設け、

各校の課題について共通理解を図り、小学校、中学校それぞれで身につけなければならない

資質、能力について協議を重ねてまいりました。 

  また、令和５年度は国の教育振興基本計画が示される年であり、県においても教育振興計



  

－ 67 － 

画の策定年となっております。国、県の計画及び本町でのこれまでの議論を踏まえ、本町が

なすべき確かな学力を育む取組を今後も継続して行ってまいります。 

  次に、増加傾向にあるとされる発達障がい児については、教育支援実施状況調査において、

令和３年度に教育支援委員会が判断を行った結果は、小学校と中学校合わせて179人であり、

５年前と同数となっております。教育支援委員会は、就学先及び教育上必要な支援の内容に

ついての調査、審議を実施する組織であり、この判断結果が一概に発達障がい児の人数と一

致するわけではございませんが、近年の教育相談の傾向では、発達障がい児に関する相談が

多いため、増加しているものと認識してございます。 

  ３点目についてですが、新設される市街化区域における通学路の安全性確保については、

現状といたしましては、矢巾町交通安全協議会が策定している矢巾町交通安全プログラムに

基づき、小学校、道路管理者、警察、自治会等が合同で定期的に点検を実施し、通学路の安

全確保に努めておりますが、新たな通学路につきましても危険箇所等の把握に努め、児童生

徒が安全に通学できるよう対策を講じてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 私の認識が薄いのか、ちょっと分かりづらいのです。中学校３年生

から数えて３人目以降を半額とするとかありますけれども、ということは、基準が中学校３

年生なのか、３年生になったときだけなのか、私の認識の仕方が悪いのか分かりませんけれ

ども、これだと何か途切れ途切れになるのではないかなという感じがあるのですけれども、

これはどういう感じなのでしょうか。中学校３年生から数えて３人目という、もう少し詳し

く説明していただけますか。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） 大変書き方が悪くて申し訳ございません。中学校３年生以下か

ら数えるというので、中学校３年生だけではなくて、中学校２年でもいいし、１年でもいい

し、小６でもいいし、高校になったらゼロというカウントの仕方になります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 分かりました。そういう部分であれば、手厚くやっているのだなと
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思いますけれども。 

  もう一つ、では、本町に示されていない部分ですけれども、本町では在宅の育児する家庭

に支援する考えはあるのか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） お答えをさせていただきます。 

  答弁書にもありますとおり…… 

              （「在宅だよ。ないよ」の声あり） 

〇子ども課長（田村昭弘君） 在宅の育児支援につきましては、生後２か月から３歳未満を在

宅で育児している家庭に対して、１人当たり月１万円を給付するという県の事業がありまし

て、それに矢巾町も乗って支援をしていくということにしております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） これは、県の施策でもあるのですけれども、市町村によっては乗ら

ない市町村もあるのでしょうか、やらないところも。あるかないかだけでいいです。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  保育所の第２子以降の無償化は、33市町村中30市町村で実施します。 

  あと在宅育児支援につきましては、それよりも少なくて、少ないというのはやるところが

少なくて、ちょっと今資料…… 

              （「いいよ、いいよ」の声あり） 

〇子ども課長（田村昭弘君） やらないところはあります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 実は、新聞報道に出たのです。やるところとやらないところがある

という部分だったので、盛岡とか上のほうはすぐ名前が出るのですけれども、矢巾町の名前

が出てこなかったので、やはり矢巾町はそういう部分では、子育て支援には手厚くなってい

る部分があるので、そういう部分をやっていますよという部分は大いにＰＲしていいのでは

ないでしょうか。 



  

－ 69 － 

  私も、民間の企業であれば、一番いいところ、悪いところは隠しませんけれども、いいと

ころはどんどんＰＲしていくのです。そういう部分で、言わば子育てしやすいような部分、

確かに特殊出生率にはちょっと影響が薄いという部分はあるのでしょうけれども、それは大

事なのです。在宅でやるのであれば、ちゃんとそういう支援がありますよ、それから給食費

の無償化もありますよという部分の中であるのですけれども。 

  そこでちょっと、今学校給食については、３人目以降は無償化を予定しておりますという

ことなのですけれども、国と県の施策で、ある程度はその予算がもう子育てについてはつい

てくるという部分もあるので、私はきっと第２子まで無償化を広げるための、今年度の予算

にはないでしょうけれども、やっぱりそういう部分では、矢巾町は手厚いのだよという部分

を考えるのであれば、全部の給食費無償化というのはなかなか財政的にも難しい部分なので、

今までやっていたことが今度県とか国のほうでもそういう予算措置をしてくるということ

であれば、その部分もあるので、第２子までの給食費の無償化は考えられないのかという部

分を質問したわけなのですけれども、その答えはちょっと、現在やっている、予定する部分

はあったのですけれども、その拡大の考えはないか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきますが、実はこの間町村会で知事さんに対する

町村要望で、私も理事の一人として知事さんに、できるのであれば国と県と連携して、学校

給食、やはり今の少子化対策とか、これからは学校給食も無償化に向けて進めなければなら

ないのだということで要望してまいりました。 

  いずれこのことについては、今回の第２子の保育料の無料化とか、在宅児童支援、これも

県と市町村が連携、共同してやっていきましょうということで、私らもそのことについては、

県であれでなくても、町独自でもやらなければならないというところに、県のほうからそう

いうお示しがあったので。 

  あと学校給食も、今回多子世帯、いわゆる第３子以降ということであれなのですが、いろ

いろ財政状況も勘案しながらやっていきたいと。今どこの市町村もそうなのですが、予算の

大体１％が学校給食に要する、無料化にした場合。 

  だから、今扶助費の問題とか、いろいろあるわけですが、そういうことも一つ一つ丁寧に

課題を洗い出しして、やっぱり私らにすれば少子化対策、そういったことに今後取り組んで

いかなければならないということで、町村会一体となって要望させていただいておりますの

で、これからもその歩みを強化してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思
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います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） そういう部分で取り組んでいただきたいという部分もありますし、

町独自でできるものがあればやっていただきたいなと。 

  私たち３人で町民の会をさきに組んだときに、フードバンクの視察に行ったことがあるの

です。その中でビデオとか見させてもらって、私たちは子どもに食べられない子どもがいる

というのを実は知りませんでした。小さい子が、お母さんが食べさせなくて亡くなるビデオ

を見せられたときに、だから給食も大事です。それから、矢巾にも、給食がないときにパン

を１個盗んでしまったと、なぜかというと給食がないから食べられなかったという、これは

親御さんのせいもありますけれども、そういうこともあるのだということも認識して、子ど

も食堂とか、私たち、私はライオンズでもあるので、子ども食堂とか、そういう支援もして、

やはり子どもたちが飢えないようにするために、米一粒もないところもあるというようなラ

ジオＣＭもありますけれども、それとは違うのですけれども、やはり矢巾町の子どもたちの

中でも食べられない子どもたちがいるということは認識しながら、ぜひそういう支援を、パ

ン１個で、100円で済むのであれば、冬休みとか、夏休みとか、春休みにそういう支援もし

ていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

  それから、発達支援に関して、児童発達支援センターの設立を今後するような話を町長さ

んの方針にあったような気がしたので、私書いていたと思うのですけれども、それの見込み

はどうなのでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  児童発達センターの関係ですけれども、今現在まだできていないので、令和５年度で協議

しながら、設置に向けて取り組むことで今検討しているところでございます。できれば、令

和５年度中に設置できればなと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 子どもたちの発達の度合いは、段階がこうなるので、ちょっとやっ

ぱり発達が……だから、成長は最後には10になるのです。その段階の中で４だったり、３だ
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ったりすると、からかわれることがあるのです。だから、そういう部分の認識は、いじめ、

からかいがいじめになっていくということもあるので、そこら辺はちょっとやっぱり、子ど

もたちだって成長の過程がありますので、私、中学校のとき小さいなと思って、大人になっ

たらこんなにでっかくなったやつがいるのと同じで、やっぱり精神的な部分もあるので、そ

この見守り、支援センターをやっていただければ、いじめも少しは……いじめの始まりはき

っとからかいから入るので、そういう部分でぜひ立ち上げていただきたいと思います。 

  それから、学力向上のことについてなのですけれども、いつも私予算書を見ると、今回も

115ページと118ページに、学力向上委託料というのが毎年12万円計上されているのです。私

これ見ると、あっ、またこんな、同じなのだなと。委託ですから、そういう部分はあるので

すけれども、私ここの学力向上に関しては何回も質問しているのですけれども、平均でいい

のだというような考えがあるのですけれども、やはり移住するためにも、その平均ではない

のではないかなと、矢巾の子どもたちの中でいろんな学力向上に対する予算を取ったほうが

いいのではないかなと思いますけれども、その考えはないか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  今廣田議員から学力向上の12万円というお話がございましたが、学力向上対策という名称

で岩手大学の学生さんに小中学生の、いわゆる補助的な指導をしてもらっている部分がござ

いまして、これが全て学力向上、これに一点集中しているわけではございませんので、いず

れ本町といたしましては、町内に県立高校、産業技術短大も岩手医科大学もございますので、

そういう学園都市というふうな意味合いでも非常に恵まれた学習環境にありますので、そう

いう小中高の連携もひっくるめて、学力向上についてはこれでいいということはないという

ふうに捉えておりますので、そういう連携も深めながら、そういう向上に向けて取り組んで

まいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 目標を高く持っていただいてやらないときっと、110ぐらいの目標だ

となかなか達成できないと思うので、私は本当に矢巾型教育プログラムみたいなものをつく

ってほしいという部分がありましたけれども、ぜひそういう部分で頑張っていただきたいと

思います。 
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  それから、これ通学路の話なのですけれども、まず最初に最近の通学路に対しての除雪の

関係、通学路にある歩道のところに雪がのっこりあって、できなかったと。だから、私、除

雪する関係と通学路を維持する関係の話合いがないのではないかなと思ったのです。だから、

やっぱりそういう部分では、通学路の真ん中を除雪しましたと、いざ渡るときに横断歩道の

ところに行ったら渡れないというような除雪をやっている。それは徹底すればいいことです

けれども、徹底するためには、やはり通学路の安全の確認をする教育委員会と、それから除

雪をする関係と、除雪の季節になる前にもこことここは必ず、通路とか歩道は隠れてはいけ

ないよみたいな部分の話合いをやっていただきたいと思うのですけれども、それについてお

伺いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 通学路しかり、交差点をはじめ横断

歩道がある箇所、そういった部分の、現在までは除雪をした際に横断歩道の部分の歩行の確

保という部分に関しては、実際そこまで手を回していなかったのが現状です。なので、そう

いった声も当然お聞きしておりましたので、そこについては通学路も含めて、いろんな箇所

に横断歩道もありますので、そういった部分も学校教育課とも協議をしながら、その横断歩

道なり、交差点の歩行の確保というところ、ぜひ来シーズン以降徹底していきたいなと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） ちょっと１つ飛ばしたのですけれども、それはそれで最後にします

けれども、新設する住宅地の中で、もう学区は決まってしまっているので、お願いしたいの

は、やっぱりその通学路の確保を、どうしてもまだ分譲しているから、工事しているからい

いのだではなくて、もう学区は決まっているので、学区が決まらなければ通学路できないの

ですけれども、学区が決まっているのであれば通学路の確保は、ここ危険だといっても、１

年、２年かかるのです、いろんな部分の予算を取るために。そういう部分で、通学路の確認

と危険箇所の撤去の部分を、もう学区決まっていますから、そこをやっていただきたいので

すけれども、それについてお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  学区の決定に当たって、昨年度から審議会のほうでもいろいろ検討した結果、新しく造成
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される３地区については、それぞれ矢巾東小学校あるいは徳田小学校というふうな方向性が

なされたわけでございますけれども、この方針決定に当たりましても、やはり通学路の部分

で、非常に既設の安全性という部分で一番望ましいということも考慮した上で学区の決定に

至っておりますけれども、それとて100％安全という部分ではなくて、課題になる部分もご

ざいますので、いずれそういう造成に伴う受入れ態勢に向けても、さらなる安全確保に努め

てまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） そういう部分では、今回から徳田に行く部分は特に通学路が確認で

きないところですので、早めにやっていただきたいと思います。 

  最後に、短いのですけれども、ちょっとこれ大事なことなので、不登校の定義をもう一度

お知らせ、お願いできますでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  不登校の定義につきましては、そのとおり学校に行かなくなるというのを不登校と言うわ

けですが、特にも長期欠席という枠がございまして、それにつきましては30日以上継続して

不登校が続いている児童生徒というふうな捉え方となってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  廣田清実議員。 

〇６番（廣田清実議員） 確かに30日以上という定義はあるのですけれども、30日たってしま

えば、不登校ではなくて、もう絶対行かないような部分があるので、私ちょっと相談された

部分もあるので、不登校の相談されたわけなのですけれども、不登校ではないと言ったので

すけれども、やっぱり１週間ぐらい継続して休んだ場合は、数字上では不登校にはならない

かもしれませんけれども、その不登校の定義ではなくて、やはり現実として戻れる期間とい

うのがあると思うのです。それを大事にして対応していただきたいと思うのですけれども、

最後にそれをお伺いして、終わります。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） 今のご質問、本当に大事なことだと思っております。法上で言えば、
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例えば学校を連続７日間欠席した場合には教育委員会に報告ということが義務づけられて

おります。ただ、これは義務という話ではなくて、その子の心身の様子をいかに早くキャッ

チして、そして適切に対応するかということが一番肝要なことでございます。各学校では、

いじめ見逃しゼロという合い言葉をかけておりますが、いじめだけに限らず、そのような子

どもの変調をいかに早く見取り、そして早めに、そして適切に対応していくことが非常に大

切。そのために、教育委員会でもご支援申し上げますし、または学校に配置されるスクール

カウンセラー等、専門のところ、または関係課、そういうところと緊密な連携を取りながら

対応していくことが肝要というふうに考えております。 

  以上、答弁させていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは、以上で町民の会、廣田清実議員の代表質問を終わります。 

  それでは次に、一心会、山﨑道夫議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （15番 山﨑道夫議員 登壇） 

〇15番（山﨑道夫議員） 議席番号15番、一心会の山﨑道夫でございます。早速質問に入らせ

ていただきますが、１問目は町長にお伺いをいたします。質問事項でございますが、矢巾町

が自立して発展していく施策の推進についてお伺いをいたします。 

  高橋町長は、令和５年度の施政方針で、施策の推進に当たり重点的に取り組む５項目につ

いて述べられ、さらには第７次総合計画の施策の大綱である、まちの将来像の実現に向けた

７つのまちづくりの方針に沿った主要な事業の方向性について説明されました。本年４月か

ら第７次矢巾町総合計画後期基本計画の最終年度を迎え、７次総の総仕上げと第８次総合計

画の作成に取り組む大変重要な１年となります。こうした状況の中、町民の負託に応え、一

つ一つの町政課題に向き合いながら、住みよいまちづくり、暮らしやすいまちづくりに向け、

全職員が共通認識の下、一丸となって施策の推進に取り組んでいただきたいという観点から、

以下について見解をお伺いいたします。 

  １点目、施策の推進に当たり、主要な事業の方向性の中で道路ネットワークの整備を挙げ

ておりますが、多くの町民の要望が大変多い道路網整備についてお伺いいたします。町内の

交通事情は年々厳しさを増しており、どの路線も大変混雑し、渋滞が常態化しておりますが、
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今後藤沢第２、田中、下花立の３地区の大規模宅地開発により、周辺道路をはじめ町内全域

の交通事情がさらに悪化することが予想されます。また、一般国道４号盛岡南道路の建設が

進むことにより、従来通行していた道路が遮断されるなどが予想され、新たな交差点等を中

心に想定を上回る渋滞の発生が懸念されております。 

  こうした状況の中、多くの町民から道路網整備が強く求められておりますが、特にも町内

の東西を直線で結ぶ道路の不備が指摘されており、都市計画道路等の建設が強く望まれてお

ります。こうした切実な声にどのように応えていくのか、町内全域を見通した道路網整備に

ついて見解をお伺いいたします。 

  ２点目、空き家対策について、施政方針で述べられた建物の用途変更や農地付空き家制度

をＰＲし、解消に努めていくとしておりますが、本町における空き家は徳田地区20件、煙山

地区17件、不動地区29件の合計66件となっております。その中で、空き家バンクへの登録や

行政の情報を活用したいという方が21件あるとのことであり、移住希望者の受入れにも活用

できるといった観点からも力を入れて取り組むべきと考えますが、空き家対策についてどの

ような取組を進めていく考えなのか具体的にお示しされたい。 

  ３点目、デジタルトランスフォーメーション、ＤＸの推進について、日常生活での利便性

を向上させるため、ＤＸの恩恵を多くの町民が受けられるよう行政サービスのデジタル化を

推進するとしておりますが、具体的にはマイナンバーカードを利用したオンライン手続の利

用促進を図るとしております。他の自治体では、地方創生施策にデジタル技術を活用するた

め、庁内に若手職員のプロジェクトチームをつくり、先進事例研究や地域課題の掘り下げ、

課題解決策の検討などを実施し、国の交付金申請を目指し、デジタル化の推進に取り組んで

いる事例もあり、そうした幅広い視点でＤＸの推進に取り組むべきと考えますが、見解をお

伺いいたします。 

  ４点目、子育て支援策について、本町も安心して出産、子育てができる環境を整えるため、

各種助成制度に取り組み、様々なニーズに即した支援を切れ目なく行う体制整備に努めてお

りますが、全国的に問題となっているひとり親世帯への支援にもっと力を入れるべきと考え

ます。 

  シングルマザーサポート団体全国協議会の調査によると、子育てをしているひとり親に物

価高騰の影響を尋ねたところ、米などの主食を買えない経験があった人が半数以上いたとい

う結果が出ております。出費を抑えるための対応は、自分の、親としての食事の量や回数を

減らしたという回答が62％だったとのことであります。さらに、子どもの靴が小さくなって
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も我慢させている人が22％に上ったとのことであり、「コロナ禍で給料が半分近く減り、そ

の上物価高になり、大打撃を受けている」と訴える声が寄せられているとのことであります。 

  こうしたことからも、本町のひとり親世帯も同じような状況にあるのではないかと心配し

ておりますが、こうした中、東京都や大阪府は物価高騰に苦しむ子育て世帯への支援策とし

て、米を配る取組を実施するということが昨年12月に新聞報道されました。本町においても、

物価高騰の中奮闘している町内のひとり親を対象に矢巾町産米を年間60キロ程度を配付し、

支援する取組を検討してはどうでしょうか。 

  ５点目、政府は、人・農地プランに代わり、各地域において2025年３月末までに地域計画

を策定するよう求めておりますが、一方では水田活用直接支払交付金の受給継続に５年に１

度の水張りを条件にしていることから、稲作以外の作物を栽培している耕作地に、いつの時

期に、どの程度の期間、水を張るかが問題となっております。 

  地域計画は、持続可能な農業を推進するため、地域の実情に合わせて計画し、地域が一体

となって持続的な農業に取り組むことを目的とするための計画策定だと思いますが、農地の

活用は水田活用直接支払交付金受給の取組と密接な関係があることから、農林水産省方針に

どのように対応するのか。例えばいつの次期に水を張るべきなのか、水張りが困難な耕作地

への対応をどうするのかなど、町として一定の考えを示すべきと思いますが、見解をお伺い

いたします。 

  ６点目、地球温暖化対策として、脱炭素社会の実現を目指し、昨年６月29日にゼロカーボ

ンシティの表明を行いましたが、それに沿った具体的な取組として、西部地区へ木質バイオ

マス発電所を誘致するものと理解しております。間伐材や剪定した枝などを活用したチップ

ボイラーによる新エネルギーの活用促進は、脱炭素政策の推進からもぜひ実現してもらいた

いと大いに期待しておりますが、実現に向けた取組として、どの程度まで話が進んでいるの

か、お伺いいたします。 

  また、誘致が実現すれば、チップボイラーから発生する高温の蒸気の活用策について検討

することになると思いますが、どのような活用策を考えているのか、お伺いをいたします。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 一心会、山﨑道夫議員の矢巾町が自立して発展していく施策の推進に

ついてのご質問にお答えをいたします。 
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  １点目についてですが、藤沢第２地区、田中地区、下花立地区の３地区の宅地開発に伴い、

周辺道路の混雑は想定しているところであります。その中において、藤沢第２地区周辺につ

きましては、町道中央１号線の岩手医科大学附属病院前を計画交通量約２万5,000台として

４車線道路として整備をしており、一時的な渋滞はあるものの、円滑な交通を確保している

ものと認識しております。今後行われる開発につきましては、交通事情の変化を想定し、渋

滞が常態化しないよう、信号機の設置や車線規制の変更など、今後の交通形態について紫波

警察署等関係機関と協議をしながら検討してまいります。 

  なお、田中地区、下花立地区の周辺につきましては、岩手県立産業技術短期大学校の東側

に徳田第１、徳田第２地区の圃場整備事業において取得いたしました町道田浦線の創設用地

が確保されていることから、その用地を活用し、県道不動矢巾停車場線と町道中央１号線を

結ぶ道路ネットワークの構築に向け、今後検討してまいります。 

  また、その他の都市計画道路につきましては、国で事業を行う盛岡南道路の設計内容を踏

まえ、今後周辺道路網の構築について進めてまいります。 

  ２点目についてですが、空き家対策として、移住希望者を受け入れるため、移住相談イベ

ントや個別の移住希望者からの相談に対して、希望に添った空き家等を紹介し、町内外から

の移住促進を図ってまいります。そのため、町内の空き家を活用できる環境を整えるために、

空き家バンクへの登録を促し、登録数の増加に努めてまいります。 

  ３点目についてですが、ＤＸの推進に関しましては、国において行政サービスのデジタル

化を推進するため、マイナンバーカードを利用する各種事務手続などのオンライン化が進展

しております。また、本町におきましても、地方創生施策を包含するデジタル田園都市国家

構想推進交付金の活用を図るべく、各種施策展開に取り組んでいるところであります。 

  なお、ＤＸは、デジタル技術を活用しながら本質的な部分の社会変革を実現していくもの

と捉えており、マイナンバーカードを中心とした国レベルのデジタル化による施策展開と並

行した基礎自治体レベルの施策展開に関して、鋭意検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

  本町において、ＤＸを推進することにより新たな本質的な価値の創造を図るため、より幅

広い視点を取り入れながら、既存の先入観を取り除くなどの協議、検討を行っていくプラッ

トフォームが必要と考えており、若手職員によるプロジェクトチームを編成するなど、今後

の施策展開を考慮させていただきながら、本町のＤＸ推進体制について検討してまいります。 

  ４点目についてですが、福祉課において、ひとり親家庭からの新規相談件数は、令和３年
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度は４件、令和４年度は12月末現在で２件となっており、相談内容については、就労に関す

ることや生活資金、各種福祉制度に関するものであります。また、相談内容に応じて、県が

行っております母子父子寡婦福祉資金貸付制度等利用できる制度を紹介し、支援を行ってお

ります。そのほか、必要に応じて食料支援やサニタリー用品等の支援も行っているところで

あります。 

  県では、ひとり親家庭専門の相談機関であるひとり親家庭等応援サポートセンターを設置

しており、ひとり親家庭等が安心して暮らせるように支援をしております。 

  本町といたしましては、今のところ物資等の配付は考えていないところでありますが、引

き続き関係機関と連携し、相談内容に応じた丁寧な支援を行ってまいります。 

  ５点目についてですが、農業経営基盤強化促進法が昨年の令和４年５月に改正され、これ

まで各地域で作成しておりました人・農地プランに代わり、地域計画を令和７年３月までに

作成することになりました。 

  町では、昨年の11月中旬から本年３月上旬にかけ、農業委員会とともに地域計画策定に係

る説明会を各地域で実施しており、令和５年度からは計画策定に係る本格的な話合いを始め

てまいります。 

  ご質問の地域計画と水田活用の直接支払交付金の見直しに係る、いわゆる水張り要件につ

きましては、新聞報道にもあるとおりでございますが、国や県からの情報は詳細な部分がい

まだ示されていない状況であります。 

  議員ご指摘のとおり、地域の農地利用の姿を明確化するための地域計画の話合いと水田活

用の直接支払交付金の見直しに伴う地域の農地利用の検討を同時期に行うべきと考えます

が、国では水田活用の直接支払交付金の見直しに関連する畑地化促進事業を令和５年度に推

進する方針であり、現在町農業再生支援協議会において、畑地化促進事業の意向調査を農家

の方々、農業者に対して実施し、調査結果の取りまとめを行っているところであります。 

  農林水産省では、５年に１度の水張り要件について、原則として水稲作付とするが、その

ほかに１か月以上の湛水管理をする、連作障害による収量低下が発生していないという２点

を満たす場合は、水張りを行ったものとみなすとの方針を示したところであります。しかし

ながら、１か月以上の湛水管理の詳細な内容やその確認方法、または連作障害による収量低

下の確認方法については、いまだ示されておらないことから、県を通じて国に問合せをして

いるところであります。回答が届き次第、岩手中央農業協同組合及び鹿妻穴堰土地改良区と

協議の上、水を張る時期等について、農家の方々、いわゆる農業者に周知をしてまいります。 
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  また、水張りが困難な水田につきましては、国の畑地化促進事業を活用し、畑作物の本作

化を推進することが考えられますが、耕作者、農地の所有者、地域の集落営農や法人等によ

って農地利用の考え方が異なる場合もあることから、矢巾町農業再生支援協議会において、

周辺の農地利用を鑑みなから畑地化が適当であるかどうかを判断し、岩手中央農業協同組合

と一緒になって指導を行ってまいります。 

  以上のことから、農林水産省の方針にどのように対応するのか、町として一定の考え方を

示すことは現段階で困難であるために、個々の実情を鑑みながら、関係機関と連携して相談

に応じてまいります。 

  ６点目についてですが、木質バイオマス発電所の立地に向けた進捗状況といたしましては、

定期的に町と事業者と協議を重ねており、昨年木材物流事業者が設立した特定目的会社にお

いて、経済産業省へ再生可能エネルギーの固定価格買取制度、いわゆるＦＩＴ制度、Ｆｅｅ

ｄ―ｉｎ Ｔａｒｉｆｆ制度を申請し、今年度末頃には認定をいただく予定と伺っておりま

す。 

  また、ＦＩＴの認定基準には地域活用要件の設定が必要であることから、災害発生時にお

ける電力供給や剪定枝の活用等について、町と連携協定を締結し、地域に根差した事業運営

に努めていただくこととしております。 

  なお、認定後は、地元町民の皆さん方への説明会を開催し、地域内において適切な意思疎

通を図りながら進めていくよう、町からも要請をしておるところであります。 

  蒸気による排熱利用につきましては、発電出力が1,990キロワットと比較的小規模であるこ

と、発電方式が蒸気タービンであることから、熱供給は難しい旨の説明を受けておりますが、

現在事業者を通じて発電機器として国民保養センターや地域の環境整備に活用できないか

確認をしており、災害発生時の協力のほかにも様々な連携を促すよう要請をしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） 円滑な交通についてですが、中央１号線は約２万5,000台ということ

で、これは交通量をそういうふうに計画をしているというふうなことですが、現在の交通量

はどのぐらいなのか、データとしてありますか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 中央１号線につきましては、医大開
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院前、そして開院後、それぞれで交通量調査を行っておりました。開院のあたりには、交通

安全対策の勉強会ということで、警察あるいは県、あと道路管理者それぞれが集まって、渋

滞の発生の状況とか、そういったものも考えながら、例えば信号の現示、信号の時間ですね、

赤の時間とか青の時間とか、そういった部分をいろいろ協議する場を持っておりました。そ

ういったことを踏まえながら、現在では大きな渋滞は見受けられていないわけなのですが、

約でお話しさせていただきたいと思いますが、中央１号線につきましては約7,000台、上下

線といいますか、南に向かう、北に向かうという車線、それぞれ合計すると6,000台から

7,000台、これは朝の７時から夜の７時までということになりますので、24時間でいくと１

万台ちょっとぐらいなのかなというような予測をしております。そういった部分で、現在は

大きな渋滞はないのですが、今後土地開発の関係で車両も、交通量も増えてくると思います

ので、そういった部分では随時、先ほど冒頭にお話ししました交通安全の勉強会のようなも

のを開きながら、それぞれ警察とも情報共有しながら、対策を講じていきたいなというふう

に思っております。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） 町道中央１号線は、４車線化もしておりますし、さらにまた医大前

のほうも今工事中でございますので、その辺については計画どおり、あるいは２万5,000台

というのはそれほど、今の状況からいけば、まだ余裕があるということだろうというふうに

思いますが、本町は南北をつなぐ路線はかなり整備されていますが、問題は東西の、いわゆ

る直線で結ぶ道路がないというのが、これ多くの町民から、道路問題の話をすると必ずその

話が出るのですが、この部分の認識というのはどういうふうに捉えているのか、お伺いをし

たいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 我々町といたしましても、東西の道

路につきましては非常に弱いというふうな認識は持っております。今現在、町道安庭線、国

道４号線から消防学校の前を通って煙山小学校のところまでは来るのですが、そこでまたク

ランクになって南昌山のほうまで向かうという、一旦クランクを挟むというような状況にな

っておりますし、そのほかについては、それぞれ交差点を経ながら、一旦南北どっちかに向

かいながら、西へ向かっていくというようなことになっております。 

  盛岡南道路が今後計画が見えてくると思います。そうすると、藤沢の辺りから矢次の辺り
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までは来るわけなのですが、そこから今度また同じように安庭線から南昌山、煙山ダムのほ

うに向かう道路につきましては、一旦降りてという形になろうかと思います。そういった面

では、直線的に東西を結ぶという形にはならないというふうに認識しておりますし、そうい

った面では今度、現在進めております不来方高校南側の田中地区の開発に、南側に隣接する

部分に町道田浦線という計画があるわけなのですが、これを国道４号のほうまで将来的に持

っていきたいなという構想はあります。これを造ったとしても、やはり直線的ではないとい

うことで、非常にそういう面では交通には若干不便を感じるかなと思っておりますが、矢幅

駅から４号線、矢巾口まで向かう道路が今現在医大が出来上がって、非常に混雑を、渋滞を

しているというところがありますので、今後は産業技術短期大学校のところから、先ほどの

町道田浦線、これを中央１号線まで結ぶことによって、県道矢巾停車場線が若干負荷が減る

かなという予想もしておりますので、そういった部分は今後道路網の精査をしながら、交通

量の予測もしながら、いろいろ検討していきたいというふうに考えております。いずれにし

ても、東西の路線につきましては非常に弱いという認識でおります。 

〇議長（藤原由巳議員） 岩渕副町長。 

〇副町長（岩渕和弘君） 私のほうからも、今の答弁に対して補足説明させていただきたいと

思います。 

  今の矢巾町内の道路網を見たときに、議員ご指摘のとおり、縦軸はきちっと整備されて、

交通の流れも、擦れ違いも容易な状況になっておりますが、やっぱり横軸は縦軸に比べて劣

っているというのが実情でございます。そういった中で、これまでもＪＲ東北線の踏切の部

分については拡幅改良されながら、少しずつではありますが、横軸の整備はされつつあると

ころでございます。 

  しかしながら、今後盛岡南道路の供用開始に伴って、また今新たに３地区の開発等も進ん

できます。そういった中で、発生集中交通量及び交通の流れというのは、また大きく変わっ

てくるということは当然予想されますので、そういったところの将来交通量も加味しながら

交通の流れがどうなるか、そういったことで、やっぱり交通ネットワークとしてきちっと考

えていく必要はあるなと思っていますので、そういった中でそういったところの現状を押さ

えながら、では今後将来どこから整備していくのか、そういった緊急性、必要性、整備効果、

そういったところまで総合的に判断しながら整備を進めてまいりたいということで考えて

おります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇議長（藤原由巳議員） まだまだ再質問あろうかと思いますが、ちょうど正午になります。

ということで、ここで昼食のための休憩に入ります。 

  再開を午後１時、13時といたします。よろしくお願いします。 

              午前１１時５９分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時００分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開します。 

  なお、この項より16番、廣田光男議員が出席いたしております。 

  それでは、休憩前に引き続きまして、山﨑道夫議員の代表質問を続けます。 

  それでは、他に再質問ございますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） 道路網のネットワークについて、岩渕副町長からございましたけれ

ども、まさに道路網そのものが今まだ、道路住宅課長からも話があったように、東西の関係

は厳しい状況にあるということを認識しているという話でした。やっぱり朝晩ばかりではな

く、生活道路としても使いますし、それから当然物流の関係でもかなりの交通量ありますの

で、そういったことをやっぱり総合的に見ながら、町民が暮らしやすいというまちづくりと

いうのは道路もかなり関係する部分がありますので、そういったことを今後、いわゆる都市

計画道路との関係が当然出てきますので、そこはしっかりと捉えながらやっていただきたい

と。 

  都市計画道路について、現在どの路線といいますか、何路線が計画としてあるのでしょう

か。そこをまず聞いておきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 都市計画道路につきましては、現在

もう既にかなり終わっております。今後整備予定というようなことであれば、藤沢海老沼線

ということで、矢次地区の圃場整備の中に創設用地として計画している部分。ただ、これに

つきましては、ＪＲをくぐるというようなことで、相当な事業費もかかってくると思います

ので、短期間に都市計画道路が完成するというところまでは行けないかと思いますが、やは

り先ほど山﨑議員がおっしゃったとおり、道路網につきましては幹線は幹線、それを補完す

る都市計画道路として、やはり役割を持った道路網が必要なのかなというふうに思っており

ますので、そういったところにつきましては、先ほども町長答弁にもありましたとおり、今
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後精査して優先順位をつけて、整備を進めるところを検討していきたいというふうに思って

おります。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） 道路に関しては、あと１点だけお聞きします。 

  盛岡南道路の建設が予定されていますが、そのスケジュールについて、今分かっている部

分でお知らせ願いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 現在盛岡南道路につきましては、昨

年地元の説明会を行いまして、現地の測量に入ったところでありました。国交省のほうで国

の補正予算がありまして、それによって令和５年度に予定しておりました予備設計という概

略設計、これを令和４年度中に進めるといいますか、契約まで進めるというような情報はい

ただいております。そうすることによって、５年度早々から予備設計、概略設計がそれぞれ

進められまして、現在その予備設計につきましては、7.4キロあるわけなのですが、それを３

分割して予備設計を行う予定と聞いております。そうすることによって、令和５年度中に予

備設計を行って、その予備設計の進捗状況によって、５年度中に説明会をまた開催できるか

なというようなところで現在進んでいるところであります。その後の用地とか、詳細設計と

かというのは、まだこの先かなと思っておりますので、今のところ予備設計、概略設計が進

められるというところで聞いております。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） それでは次は、空き家対策についてお伺いいたします。 

  平成27年度の調査ということで、私以前空き家対策について質問したときは、これは平成

28年９月に一般質問しましたのですけれども、その際には空き家が96件、そして倒壊等の危

険な建物が12件ということで答弁がありました。昨年担当課とのヒアリングで、空き家は66件

であると、そうするとマイナス30件になっていますし、それから農地付空き家が２件、これ

は問合せがあって、それぞれ問合せ先との調整なり、相談もしているというようなことでし

たけれども、この30件の差というのはどういうふうな関係で減ったのでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 昨年産業建設部会のほうでお示しし
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た66件というものがあります。96件というのは、平成29年に調査したものになっておりまし

て、それから現地調査を行って、解体したものとか、いろんなものがあったわけなのですが、

さらにその66件から昨年11月の現地調査では55件ということで、やはり11件減っております。

ただ、これにつきましては、平成29年に調査した空き家を対象に調べておりますので、その

ほかに、その29年度の調査のとき以降に空き家になったものも当然あると思います。そこに

ついては、まだちょっと把握していないところですので、今後そういったところも含めて空

き家の総件数というものを調査していきたいというふうに考えております。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） 調査するたびに減っていくということですので、ちょっとその調査

そのものが何となくしっかりとした調査になっていないというふうな感じを受けますが、い

ずれ空き家については、これうまく使うと、いわゆる定住あるいは移住の話も、私の前に質

問した廣田議員の中でもありましたが、移住、定住にも使えますし、それからやっぱり財産

として、町としてうまく活用すれば住むことができるという、若干手を加えたりしなければ

ならないと思いますが、非常に宝物にもなるのです。ただ、放置しておけば、これは危険な

状態にまでなってしまうということもありますので、そういった調査は専門業者がやってい

るのか、それとも町の職員がやっているものなのか。前には何か専門的な人がやっていると

いう話もありましたが、そこはどうなのでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 先ほどちょっと答弁の中で舌足らず

のところがありましたのでお答えいたしますが、先ほど66件から昨年調査した時点で55件と

いうことで、11件減っていますというところなのですけれども、これにつきましては、空き

家として件数を把握していたところに、息子さんだったり、お孫さんだったり、そういった

方々が住み始めたというような件数とか、あと売買が成立してやったものというようなこと

で、そういったことで11件減っている状況になっております。 

  平成29年に調査したときには、業者も入っているわけなのですが、行政区長さんとか、自

治会長さんからの聞き取り、そういったものも行いながら空き家の件数を把握したというと

ころになりますが、昨年11月に調査したのは直営で、我々の住宅のほうで調査して、11件減

っているというような結果になったものであります。 

  今後やはり空き家の件数、空き家の利用状態などを含めて調査をするとなると、委託業者
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に頼むというところも当然考えなければならないかなと思っておりますが、先ほど言ったよ

うに、地元のことはやはり地元の方々が一番詳しく分かるので、そういったところの聞き取

りとか、そういったものを行うとすれば、直営でやるという手もないわけではないのですが、

あとは人的対応が可能かどうかというところも含めて、今後調査のほうをさらに進めていき

たいというふうに思っております。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） 空き家バンクの登録というのは、どの程度進んでいるのか。ヒアリ

ングでは、空き家バンクの登録または行政の情報を活用したいという希望者は21件あるとい

うことでお聞きしたのですが、その方たちの希望がうまくかなっていないような気がしてな

らないのですけれども、その辺のこれからの進め方というのはどのように、例えばバンクへ

の登録の手続、そういったものはどういうふうに考えているのかお聞かせください。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 空き家バンクにつきましては、空き

家の所有者の希望で21件という数字があった……空き家バンクに登録してもいいというよう

な意思を示している方が21件あったわけなのですが、先ほどの昨年11月に行った調査では、

さらに７件減って、14件の方が空き家バンクに登録してもいいかなという意思をヒアリング

しているところであります。 

  ただ、現在空き家バンクは、矢巾町はゼロ件です。この要因としては、やはり建物の所有

の関係が、相続であったりとか、あとは中に先祖代々の仏壇とか、そういったものがあった

りとかということで、実際現実的に空き家バンクに登録という段階になると、やはりそうい

ったものをどうしようかというところで、なかなか進まないというのが現状であります。た

だ、いろんな支援を行うためには、さっきの農地付空き家だとか、そういったものも空き家

バンクに登録して初めて農地付空き家のほうの制度を使えるというふうになりますので、ぜ

ひとも空き家バンクに登録することを今後促進していきたいというふうに思っております。

現在はゼロ件です。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） ２月13日、14日と、私たちの会派で愛知県の南知多町に行きました

けれども、ここの取組は、平成21年から令和３年まで129件のバンクに登録した人たちの、貸
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し借りもありますし、売ったり買ったり、いろいろあるようなのですが、活用しているのが

129件。これは、やっぱり物すごい取組なのです、彼らは。ここに４冊もらってきましたけれ

ども、空き家に関して、どういうふうな経過で発生するのかから始まって、それを活用する

にはどうしたらいいのかと、それから町単とか国の様々な支援制度、全部載っています。 

  我が町は、そのとおり確かに件数は少ないのですが、これを宝物にするためには取り組む

体制をしっかりとしないとなかなか進まないと思うのです。バンク登録ゼロだというのは、

町長の施政方針の中でも力を入れていくとありますが、どうも空論の話で、何となく真実味

が伝わってこないというのがありますので、そういったのを研究して、我が町として今何が

できるのか、何をしなければならないのかということをしっかりと方針を立ててやるべきだ

というふうに思いますが、そこをまずお聞きして、この件は終わりたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 確かに全国的に見ると、いろいろな

手法で空き家の解消に努めている自治体もあります。そういった部分は、我々も情報は得て

おりますが、前提的に我々盛岡広域都市計画という、線引き都市計画の縛りもあったりして、

そういった部分も多少弊害になっているのが現実であります。 

  ただ、県も空き家の改修の費用支援とか、そういった制度も出てきておりますので、やは

りそれと一緒になって町の支援策を設けながら、ぜひ空き家を活用したいという方々へ提供

できるときに、いろんな支援をプラスアルファでやっていきながら、空き家の解消というも

のを進めるべきかなと思っております。なので、制度のことも走りながら、空き家バンクへ

の促進についても今後進めていくというような政策で何とか考えていきたいと思いますので、

ご理解願いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） ひとつ、様々な条件はあると思いますが、力を入れてほしいと思っ

ておりました。 

  ＤＸの取組については、今まさにデジタル田園都市国家構想というふうなことで力を入れ

ていくということなのですが、若手を中心としたプロジェクトチームについては、いつ頃、

どういうふうな形で取り組むという気持ちなのか、伺いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） お答えいたします。 
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  若手中心の取組ですけれども、まだ構想段階といいますか、全くこれからの取組でござい

ます。今デジタル田園都市国家構想推進交付金につきましては、時々こちらの議会のほうで

お話ししておりますが、町民向けのアプリのほうの応募をしておるところでございます。こ

ちらのほうの採択が４月に結果が出るわけですけれども、それはそれとして、また別な新た

なＤＸの推進、こちらに関しましては、庁舎内での職員同士ではマイナンバーカードを独自

利用したもの何かできないかなというふうな検討した経緯はございますが、いずれも経費と

効果があまり思わしくないものばかりだったので、改めて、例えば総合計画に関しまして、

今町民の方と一緒に検討している機会等ございますけれども、そういった機会等を捉えまし

て進めていきたいというふうに考えております。 

  時期といたしましては、年度明け次第、徐々に取り組んでいきたいと思ってございます。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） 次に、子育て支援について、質問の際にも申し上げましたけれども、

あるいは12月の議会でも一般質問で取り上げましたが、農業新聞に載ったのがあります。２

月26日なのですが、全国的に中１、そして高１、入学時の費用、制服等の費用が10万円単位

でかかると、非常に負担に思っている保護者が８割を超えているというようなことで、農業

新聞のコラムに載ったのですが、今まさにコロナ禍で収入減少が続いていると、そして相次

ぐ物価高で、しかも燃料費の高騰で光熱費が非常に高くなっていると。どの家庭も大変なの

ですが、特にひとり親家庭の苦労といいますか、厳しさはやっぱりどんどんとその速度を増

しているのではないかというふうに思うのです。食事を減らしたり、主食の米を買えなかっ

たとか、そういう状況が出てきているというようなこともありますので、ここはあんまり長

く議論はしたくないのですが、そういった状況を考えると、やっぱり主食であります米を何

とか支援できないかと。例えば10キロで3,000円、60キロにすれば１万8,000円、そういった

支援を何とか考えていってもらいたいなというのが私の願いなのですが、そんなに大きな財

源はかからないと思うのです。すぐやれということは無理だとしても、そういった厳しい状

況にあるところにしっかりと支援をしていくということも、町としてはやっぱり考えていっ

てもらいたいなというふうに思っていますが、その辺に対する考え方をちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 
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〇町長（高橋昌造君） 私のほうからお答えさせていただきますが、子育て支援、それで山﨑

道夫議員もご存じのとおり、過去にカンボジアとか何かに支援米を作って送ったことがある

のです。だから、私はそういう方法論を一つ、例えば今ひとり親家庭にお米を提供するとい

うか、そういうふうな仕組みづくりは、これまでもそういった海外に対して、困っていると

ころに支援したいきさつもあるわけですので、ひとつこれから子育て支援の中にそういう…

…。今町内では、耕作放棄地というのは面積は限られておるわけですが、耕作放棄地でもい

いし、または今、例えば盛岡とか紫波とか矢巾で、矢巾で今学校の子どもさんたちと、児童

と稲刈りとか田植えの体験をさせて、やっているのです。そして、今もうなくなってあれな

のですが、いわゆる長木をあれして、くいをあれして、そういうふうなものを、名前出して

いいのかどうか、徳田で高舘さんという人が小学校の子どもさんたちを集めて、この間その

お礼のお手紙を見させていただいたのです。そうしたら、本当にいいことを書いているので

す。だから、そういう児童生徒が体験したお米とかをそういうことに、地域なり、みんなで

力を合わせてやっていくことを考えてみたらどうなのかなということで、特にも私らの大先

輩である宮信一さんあたりが、カンボジアで困っていると、お米を食べられないと、そうい

う海外に対しての支援米もやった過去、いきさつがあるわけです。そういうことを地域でで

きるように、今ご質問をお聞きして、そういうことにこれからみんなで子育て支援をできる

体制整備をつくり上げていきたいなと、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） たまたま今町長からそういうアジア・アフリカ支援米の話がありま

したが、今私、全日本農民組合連合会に所属していますが、今私もやっています。毎年500キ

ロから700キロぐらい、私も今年は60キロ10袋で600キロ出しましたけれども、いずれアジア

・アフリカ支援米、これはここ10年ぐらいはマリ共和国に行っていますが、全部横浜に全国

から集まって、約500トンぐらいになるようですけれども、岩手はちょっと少ないのですが、

北海道、新潟とか多いのです。そういうのをやっていますが、いずれそれをやるということ

は、それはまさに、否定しませんが、今やっぱり御飯を腹いっぱい食べられないというよう

な状況がこの時代にあるということなのです。それが町の中でも恐らくあるでしょう。そう

いったことにタイムリーに応えていくというのは、行政の一つ大きな役割ではないかという

ふうに思うのです。そこはそういうことで、町長の考えはお伺いしましたが、検討課題にぜ
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ひしていただきたいなということで終わりたいと思います。 

  次に、人・農地プランの関係、地域計画の関係ですけれども、国は次から次と新たな法律

をつくって、新たな取組を農業現場に下ろしてくると、そういうふうな傾向がずっと続いて

いるわけです。それで、もう現場は、そうでなくても農業経営というのは厳しい状況の中で、

次から次と追いを打たれると。次は持続可能な農業を考えるために、将来はこういうふうに

するべきだというのをぜひ考えてくれということです。これを続けられて、本当に農業をど

ういうふうに思っているのかなという、そういった常に疑問と不信感を持たざるを得ないと。 

  私、質問の中でも言っていますが、水田活用の直接支払交付金、これはやっぱり物すごい

足かせになっているわけです。去年から始まって、４年、５年、６年、７年、８年、令和８

年までに１回水を張れということなのですが、これだって、答弁にあるように、政府の方針

がまだ定まっていないという状況であります。そういった中で水田をどのようにこれから活

用していくかということになれば、まずその部分をどうするのやという話に必ずなるわけで

す。その辺のことは全く意に介さないで、とにかく地域で話し合って地域計画をつくりなさ

いという、そのような話では、なかなか現場ではそれに応え切れないのではないかというふ

うな話が、農業委員会も来てもらって説明を聞きましたが、その後そういう話が出ています。

営農組合の総会のときもその話が出ました。今度３月５日、私たちの生産組合の総会ですが、

恐らく同じような話が出ると思います。 

  町は、今の状況ではとてもではないけれども、方針も何も国から示されていない中では指

導するような中身はないよという答弁なのですが、全くそのとおりですけれども、やっぱり

そういうふうな非常に矛盾したようなやり方というのは、現場に下ろされても応え切れない

状況があるのではないかと。無理くりつくることはできます。それはできますけれども、魂

のこもったといいますか、思いのこもったものは、なかなかつくれないのではないかという

ふうに思いますが、今後の指導体制をどうしていくかということをまずお聞きして、この項

は終わりたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） いろいろ国の政策がそれこそ右往左往しているような形で、

問題となったのは、やはり水田活用交付金の基になったのは転作でございます。水田として

本来主食用米等を植えるところを、昨今米の需要が大分減ってきた中で、そういった転作を

進めてきたわけでございますけれども、実際水田として活用されていないのではないかと、

ほとんど畦畔もなく、水張りもできないようなところまで交付金をあげるのは、補助金をあ
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げるのはどうかというような根底が、国のほうから、財務省のほうから指摘があって、この

ような事態になっているわけでございますけれども、やはり町としては安定した農業、ある

いは魅力ある農業を続けていくためには、所得補償が一番重要なのかなというふうに考えて

ございます。農業で飯を食っていけるようなくらいの収入があれば、やはり若い人でもこれ

から農業をやっていきたいというような気持ちも出てくるでしょうし、今いろいろ、地元学

び塾とかそういったものを通じて農業に触れ合っていただく若い人たちとか、小学生中心に

なるのですけれども、そういった人たちにも農業に興味を持っていただくような施策を町で

もやっておりますけれども、そういったものを少しずつでも広げていって、また町としても

できるだけ支援ができるような体制づくりを、今後国の政策とは別に考えながらやっていか

なければならないのかなというふうに考えてございますので、今後ともいろいろご指導を各

方面からいただきながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） いずれ町としての指導というのは、私が言ったこと、現場の声です

ので、そこをやっぱりしっかりと捉えて、なるほどなというような指導をしていただきたい

というふうに思います。 

  町長への質問で最後になりますが、木質バイオの発電所の関係は、これは1,990キロワット

ということですが、一般家庭の世帯でいうとどの程度なのでしょうか、電力の使用料からい

きますと。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 1,990キロワットアワーということで、これを年間にしますと、

大体１世帯当たり3,400キロワットアワー換算で4,300戸ほどの電力になるのかなというふう

なことで見積もってございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） これは、ぜひ頑張って誘致をしてほしいなというふうに思いますが、

うまくいけばいつ頃になるのでしょうか、その発電所の計画が実際目に見えてくるというの

は。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） このスケジュールにつきましては、特定目的会社が昨年立ち
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上がって、まだＦＩＴの認可が下りていない段階で、スケジュール的なお話については、今

年の５月頃に住民説明会等を今考えているところでございますので、そのときになりました

らば、詳しくそういったスケジュール感についてもご説明申し上げたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは次に、２問目の質問を許します。 

〇15番（山﨑道夫議員） それでは、２問目の質問を教育長にいたします。質問事項は、教育

行政推進の取組についてであります。 

  ３年余りにも及ぶ新型コロナウイルス感染症の影響により、教育・保育現場は様々な感染

防止対策に取り組み、長期化による影響をできるだけ抑えるため、懸命に努力してきたこと

に敬意と感謝を申し上げます。 

  ウィズコロナを見据え、教育現場の取組について教育長の見解を以下伺います。 

  １点目でございます。新型コロナウイルス感染症対策のマスク着用が３月13日から個人の

判断に委ねられることになりました。これは、５月の大型連休後、５月８日からになります

が、感染症の法的な位置づけをインフルエンザと同等の５類に移行するのに先立って緩和す

る措置と言われています。このことにより、学校現場に対し、新年度の４月からは学校教育

活動でマスク着用を求めないとし、本年度内に行われる卒業式についても、卒業生や教職員

はつけないことを基本とするとの通知を政府が出したと言われております。具体的取組の判

断は、それぞれ現場に委ねるとのことから、本町の対応について伺います。また、給食時の

黙食の対応についても併せて伺います。 

  ２点目でございます。デジタル教科書の活用について、文科省は2024年度から小学５年か

ら中学３年の英語でデジタル教科書を先行導入するとしており、25年度からは算数、数学で

導入するとしております。また、22年度からは希望する全ての小中学校に英語版のデジタル

教科書を配付し、実証事業を行っているとのことですが、文科省が21年度に実施した教員約

３万6,000人への調査で、48.6％が「画面のフリーズやエラーで対処が必要になった」と訴え

るなど、トラブルの多さが課題になっております。さらには、小中学生約６万5,000人へのア

ンケートでは、「授業前よりも目が疲れた」との回答が小学校３年から６年、中学生で４割

超に上ったとのことであります。健康面への影響も心配されており、眼科医はスマートフォ

ンの普及で児童生徒の視力低下が問題になっているが、さらに加速するのは必至と指摘して
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おります。こうしたことを踏まえ以下お伺いいたします。 

  １点目、本町は、22年度からの実証事業を希望したのか。 

  ２点目、前述したようにデジタル教科書を使用した際のトラブルの多さが課題であるとの

ことですが、授業を担当する先生方の研修は既に行われていると思いますが、このようなこ

とも考慮した研修になっているのか、お伺いいたします。 

  ３点目、視力の低下が懸念されていますが、実証事業に取り組んでいる学校は１回10分か

ら15分程度の使用にとどめることが多く、紙の教科書との併用を行っているとのことで、本

町においても、こうした取組を参考にするべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

  ４点目、健康への影響を防止する観点から、定期的に児童生徒からの聞き取り調査を行い、

問題がないのか確認しながら取り組むべきと考えますが、どうでしょうか。 

  大きな３点目になります。本町における教職員の長時間労働の是正に向けた目標や対策を

定める働き方改革プランをこの３月に策定するとのことでありますが、教職員の働き方改革

については一般質問で何度となく取り上げてきました。特にも過労死ラインの月80時間を超

える超過勤務の改善に対しては、教育委員会と学校現場が一体となって、本気で取り組むよ

う強く求めてきました。しかし、一向に改善が進まず、今日を迎えています。 

  今後は、働き方改革プランに沿って、現状把握や課題の洗い出しなどを行い、改革に向け

て真剣に取り組むとは思いますが、改革プランの策定が遅れた理由と、今後改革プランに沿

って教職員の働き方改革に取り組む決意を示していただきたいと思います。 

  ４点目、教科担任制が22年度、全国の公立小学校５、６年生に本格導入され、本県の学校

現場でも取組が進んでおり、中１ギャップの解消や専門的な授業の実施、教職員の働き方改

革などに効果があるとされております。 

  文科省は、教科担任制の推進に向け、25年度までの４年間で全国の公立小中学校の教員を

約3,800人増やす計画を打ち出しており、岩手県教育委員会によると、22年度に小中学校46校

に45人（複数校兼務を含む）の教職員を追加配置したとのことであります。教科担任制は、

授業の質や児童の学習意欲の向上に効果があるとのことであり、さらには教職員の働き改革

の取組にもつながることから、今後本町においても積極的に導入すべきと考えますが、見解

をお伺いいたします。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 



  

－ 93 － 

〇教育長（菊池広親君） 教育行政推進の取組についてのご質問にお答えをいたします。 

  １項目めについてですが、国からは令和５年２月10日付で「卒業式におけるマスクの取扱

いに関する基本的な考え方について」の通知がありました。主な内容としては、本年５月８

日から新型コロナウイルス感染症は５類感染症に位置づけること、学校におけるマスク着用

の考え方の見直しは本年４月１日以降から適用すること、卒業式におけるマスクの取扱い等

については、マスクを着用せず出席することを基本とするが、各地域や学校の実情に応じて

卒業式の適切な実施に努めることとしております。このことを踏まえまして、２月17日の校

長会議において、本通知の趣旨を踏まえ、保護者等と協議の上、学校としての方針を決定す

るよう依頼したところでございます。 

  また、本通知においては、年度内における卒業式以外の学校教育活動においては、従来ど

おり文部科学省が作成した学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル等を踏まえた対応とするよう記載がありましたので、給食時の黙食については、年度内

は継続し、今後の国等の動向等を注視し、適切に対応してまいります。 

  ２項目めの１点目についてですが、本町では令和３年度から実証事業への参加を希望し、

現在２年目となってございます。 

  ２点目についてですが、令和３年度は小学校５年生から中学校３年生まで算数、数学のデ

ジタル教科書を導入しており、当初はトラブルのたびに学校教育課職員が対応を行っており

ました。令和４年度からは、委託業者によるデジタル教科書の研修を各校１回実施し、トラ

ブルの対応については、県が設置するＧＩＧＡスクール運営支援センターへ窓口を一本化し

ているため、早期にトラブル対応が実施できているところでございます。 

  ３点目についてですが、学習者用パソコンを配付する際に、教育委員会では学習者用パソ

コンの使い方のルールをまとめたリーフレットを配付しております。使い方のルールの中に

は、目と画面を30センチメートル以上離した状態で使用すること、30分使ったら休憩を取る

ようにすることを指導しており、各学校ではこのルールに従って指導しているものと認識し

てございます。今後実証事業の中で、実証事業参加校の結果が判明してくると思いますので、

その結果を踏まえ、活用の方法や使い方など、適切に対応してまいります。 

  ４点目についてですが、各学校で実施している定期健康診断の結果及び実証事業の結果等

から、視力等、健康への影響がないかを確認し、対応してまいりたいと考えてございます。 

  ３項目めについてですが、本町では教職員の働き方改革について、岩手県教職員働き方改

革プランに準じて取り組んでまいりました。特にも矢巾町立学校教職員衛生委員会において、
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小中学校における教職員の時間外勤務の状況を確認しつつ、働き方改革の取組事例等を共有

し、学校及び教育委員会がそれぞれできることを相互に確認しながら、両者一体となっての

取組を進めてまいりました。 

  教職員の長時間労働を縮減し、多忙感を軽減することにより、教職員が教材研究の時間を

確保し、授業を充実させ、健康で生き生きとやりがいを持って子どもたち一人一人に向き合

うことができるよう、さらなる改革を進めるため、この３月に矢巾町教職員働き方改革プラ

ンを策定することとしております。 

  教育委員会、教職員だけの取組だけでは限界があるため、学校の実情を知っていただくべ

く、地域や保護者の理解を得ることが教職員の働き方改革を進めるに当たって必要不可欠で

あることから、本プランを策定後、速やかに公表することで、学校の実情に応じた主体的な

取組を推進してまいります。 

  ４項目めについてですが、教科担任制の在り方については、令和３年７月に国が義務教育

９年間を見通した指導体制の在り方等に関する検討会議において、各地域・学校の実情に応

じた取組が可能となるような定数配置により、特定教科における教科担任制の推進を図るこ

とを中心に考えるべきであるとの報告を行ったことは承知してございます。 

  本年度本町では、煙山小学校において、理科専科教員、外国語専科教員を配置し、矢巾東

小学校においては理科専科教員を配置して、一部教科担任制を実施しております。 

  また、町独自の取組として、学校支援員及び特別支援教育支援員を各校に配置し、個に応

じた指導の支援を実施しており、この配置は教職員の負担軽減にもつながっていると捉えて

ございます。 

  今後におきましても、国、県の動向も注視し、よりよい教育環境資源の提供に努めてまい

ります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） ３月に入って、昨日は１日でしたが、県内の県立高校の卒業式が各

地で行われたわけですが、報道、テレビを見ると、マスクの着用をしている生徒たちが非常

に多かったように思います。これは、生徒の判断に任せるというようなことだったのかなと

いうふうに思いますが、本町においては、基本は卒業式、マスクを着用せずに出席すること

ということの今答弁でありましたが、児童生徒の判断でもし着用する場合については、それ
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は認めるということなのでしょうね。恐らくそうだと思っていますが、その辺の解釈の問題

になりますけれども、各学校ごとにばらつきが出るということも当然あり得るということだ

と思いますが、その辺はどうなのでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  今山﨑議員からご指摘ありましたとおり、各学校におけるばらつきは、なかなか統一が難

しいということもありまして、各学校現場において十分煮詰めた上で、しかもＰＴＡとも相

談した上で対応しておりますので、全体とすれば、国のガイドラインにもありますとおり、

例えば呼びかけとか、校歌斉唱とか、そういった声を発する場面においては必ずマスクを着

用し、あとは授与の際、外すというような取組が主なところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） 理解しました。 

  黙食についても、次年度からということで、新しい年度になったらばということですので、

それについては、これも理解できます。 

  それから、２つ目の質問の中にあります実証事業の参加希望は、もう既にしていると。こ

れについても理解できました。 

  それから、デジタル教科書の導入によってトラブルが結構あったということで、これも前

は学校教育課の職員が恐らく直接行って対応していたと思うのですが、今は県のＧＩＧＡス

クールの運営支援センターがやっているということで、これは電話等でやっているのですか、

直接来ても対応してくれているのかな、その辺はどうなのですか。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  県のほうから専門の職員が派遣されて、いろいろご指導いただいているところでございま

す。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） 全国的に、いわゆるデジタル教科書の導入などによって、視力の低
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下が問題になっていますが、これの対応というのは、学校ごとに聞き取りとかするような体

制というのは今後取っていくのでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  視力低下の対応につきましては、先ほど教育長答弁の中でも、そういうリーフレットを基

に啓発を行っているところでございまして、リーフレットにおきましては、目と画面を30セ

ンチ以上離すと、あと30分、いわゆるパソコンを使ったら休憩を取るというところを特にも

重点的に指導しておるところでございます。 

  なお、視力低下につきましては、先ほど答弁にも触れましたけれども、令和３年度、令和

４年度と児童生徒数が変わっているので、人数だけで比較することは難しいわけでございま

すけれども、視力1.0未満の、いわゆる眼鏡が必要な、そういう割合は、令和３年度にＧＩＧ

Ａスクールがスタートしたわけでございますが、４年度における状況と比較しますと、むし

ろ若干視力はよくなっているということがございますので、今のところ、いわゆるデジタル

教材に伴う視力低下が見受けられるということではないというところをお答えさせていただ

きます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） そこは分かりました。 

  それから、大きな３点目なのですが、今年の１月19日の新聞報道なのですが、教員の長時

間労働の是正に向けた目標や対策を定める教職員の働き方改革プランの策定が遅れている市

町村が県内11あるということで、佐藤博教育長が今度退任なさるようですが、定例会見で、

もう私が言わなくても分かっているとおりなのですが、教職員の働き方改革の推進は本県教

育行政の重要課題であり、全市町村が早急にプランを策定することを望むと強く求めている

ことが報道されたと。教育長は、各市町村の教育委員会がまず教員の働き方改革について、

どういうことに取り組まなければならないのかということを考えることが一番大事だという

ことを述べながら、現状把握や課題の洗い出しが進まない状況に苦言を呈したということで

あります。 

  県教委は、このプランを2018年３月に策定をしているのですが、それからもう４年もたっ

ているのですけれども、我が町は全く策定をしていなかったと。私直接電話して聞きました
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が、３月に策定予定だと。この遅れた理由というのは何なのでしょうか、率直にお答え願い

たいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） 私も詳細については把握してございませんが、ただ言えることは、

この改革プランというのは行政がこうしましょうと言ってやらせるものではないというのが

まず最初の認識であります。ですから、実際の課題については、いわゆる衛生委員会等を通

じて、そこには職員団体の皆さんも入っておりますけれども、その中でどんなふうなことが

課題で、どうあるべきかということは、協議はずっと継続してまいりました。過日衛生委員

会、私も出席して、プラン、案については、その委員会の中では了承をいただいたところで

あり、今度それを公開することができます。そのときに、いわゆるあれもこれもという網羅

的なものというのはなかなか実行が難しい。見える化をしながら、うちの町ではどうなのか、

各学校の現状で何が時間外労働に取られているのかということをきちんと把握した上で、近

いうちに各学校のホームページでも明らかにして、見える化を通して、このプランを推進し

ていこうというふうな取組となってございます。 

  以上をもってお答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） いわゆる県の教育委員会がつくった改革プランに沿ってつくる必要

はないと、なかったと、今までは。そういう捉え方でいいのでしょうか。 

  実際私は、平成28年６月議会と平成29年６月議会で、一般質問で、町立学校の教職員、い

わゆる労働安全衛生委員会の設置を再三求めてきました。なかなか設置されませんでした。

しかし、今教育長は、衛生委員会で、いわゆる教員の働き方については把握できると、時間

外労働についても把握できると、そういう話ですよね。結果的には衛生委員会はできました。

それも、なかなかつくりませんでした。設置義務はないということで、ずっとはねつけられ

てきました。それから、タイムカードの導入もそうでした。全部最初から分かりましたとい

うことにはなりませんでしたが、今それが生かされているということに、私は非常によかっ

たなと思っています。 

  しかし、さっきの答弁だと、それがあるから十分なのだというふうにしか聞こえません、

残念ながら。これだけ教員の働き方改革が、県内でも、我が町でも、全国でも大変な状況な

のです。それに対して真摯に立ち向かうためには、県がつくった教育プラン、これはできる
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だけ早くつくりなさいという、恐らくそういうふうな一つの県の教育委員会の指導があった

と思うのです。やっぱりそういったことに真摯に立ち向かうという姿勢がなければ、なかな

か教員の働き方改革は進まないのではないかなというふうに私は危惧しています。 

  時間もありませんからこれ以上は申し上げませんが、いずれにしても我が町は、どこもそ

うだと言われればそうなのですが、80時間を超えて超過勤務をしている教職員が結構いるの

です。聞くと毎回出てきます。やっぱりそれに真摯に立ち向かって、教職員が疲弊をしてい

るという実態を何としても改善していくというような気概を持ってやらないと、いつまでた

ってもこれは前に進まないと思うのです。そこに対する考え方を再度お聞きしたいと思いま

す。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） 答弁の仕方が多分不十分だったというふうに思います。いずれ真摯

に立ち向かっていくのはそのとおりでございますし、教職員が元気であることが子どもたち

一人一人にちゃんと向き合う時間ができるということ、そして授業実践もよりよくなってい

くということ、そのベースが教職員の健康にあるということは、これは自明のことというふ

うに捉えています。ですから、今回プランとして公表しますが、これをそのままずっと踏襲

するわけではなく、その現状を把握しつつ、不断の改善をしながら、よりよいものを今後も

つくっていこうというふうな考え方でおります。 

  以上をもって答弁といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  山﨑道夫議員。 

〇15番（山﨑道夫議員） その気持ちは、恐らく今までの教育長さんたちも、学校長さんたち

もあったと思います。しかし、何かがそこにあって、なかなか一歩、二歩前に進めなかった

というのが実態だと思うのです。やっぱり教育改革プラン、教職員の働き方改革プランは、

そういったことを一歩乗り越え、あるいはもっときちっと捉えて、しっかりとした対応を取

りなさいという、そのものではないかなというふうに思うのです。それをやっぱり４年間も

放置しておいたというのは、これは、今の教育長さんは、そのときはここにいませんでした

けれども、やっぱり矢巾町の教育行政に対する取り組み方、捉え方が非常に甘いのではない

かというふうに私は思わざるを得ないのです。 

  そういうふうな状況の中で、今度できた教育プラン、見える化するとは言っていますが、

それをやっぱりしっかりと生かして、次の機会には働き方改革がこのように前に進んでいま
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したという答弁をぜひしていただくように取り組んでほしいなということを申し上げて、最

後に新たな気持ちで決意を述べていただいて、それで終わりたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） 議員おっしゃるとおりというふうに私も考えております。ですから、

現状にとどまることはしない。そして、その実情に応じてという言葉をよく使いますが、そ

の実情の具体が見えなければ、改善が出てこないというふうに思っております。これが各学

校、学校規模なり、または対外的なことをどれくらい持っているかなり、それぞれによって

違う。これをきちんと見える化した上で、そして教育委員会として何が支援できるのか、学

校が自分の中で何を変えられるのか、またはこれで地域の方々にどんな協力をいただきたい

のかと、そういうところを明らかにして具体的な取組に取り組んでまいりたいというふうに

思っております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問はよろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 以上で一心会、山﨑道夫議員の質問を終わります。ご苦労さまでし

た。 

  それでは、ここで時間もちょうど１時間経過いたしました。暫時休憩といたします。 

  再開を２時10分、14時10分といたします。よろしくお願いします。 

              午後 １時５９分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時１０分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） 再開をいたします。 

  休憩前に引き続き、会派代表質問を行います。 

  次に、矢巾明進会、長谷川和男議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （12番 長谷川和男議員 登壇） 

〇12番（長谷川和男議員） 議席番号、12番、会派代表、矢巾明進会、長谷川和男でございま

す。第１問目の質問に入ります。第７次矢巾町総合計画後期基本計画の検証と第８次への取

組について、町長にお伺いいたします。 

  令和５年矢巾町議会３月会議に先立ち、先般２月16日に高橋町長の町政経営の所信と、新
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年度の主たる施策とその方針が示されました。ＳＤＧｓの基本理念、平成27年に国連加盟国

サミットで決めた世界の誰一人取り残さない、この取組を基本理念に、町民一人一人の幸福

の実現に向け、各種施策を推進していくと、令和５年度矢巾町ファイブスター作戦と銘打っ

て、町民の幸福のために、「万里一空」の精神で課題解決に向けて町政運営の決意を表明さ

れました。令和５年度は、第７次矢巾町総合計画後期基本計画の最終年度となり、また第８

次の総合計画の策定年度であることから、以下お伺いをいたします。 

  １点目、総合計画の検証や評価については、これまでも同僚議員から、その考え方につい

て質問が出されており、当局もその重要性については、十分認識されていると思うが、第７

次矢巾町総合計画の検証と評価をどのように行うのか、方法と時期についてお伺いいたしま

す。 

  また、検証や評価の結果をどのように第８次総合計画に反映させていくのかについてもお

伺いをいたします。 

  ２点目、効率的で効果的な町の政を運営する観点に立ち、町の戦略を確実にするために評

価を進め、事実を積み上げ、証拠に基づく政策立案を進めるとの方針が示されており、一方

で町民の幸福を追求するために、一人一人の個性を輝かせるよう様々な施策を実施していく

としていることから、どちらもまちづくりの重要な視点でありますが、同時に事実の積み上

げと幸福の追求は同じ土俵や尺度で語ることは難しいとされている。本町において、今後幸

福の追求についてどのように取り組んでいくのか、具体的な内容をお伺いします。 

  ３点目、第８次総合計画を策定するに当たっては、矢巾町総合開発委員会設置条例を廃止

して、新たな枠組みで策定する初めての計画策定になりますが、ワークショップを開催して

町民の意見を反映させているものと承知しているが、一方、様々な団体の専門的な意見につ

いては、これまでよりも反映されにくいのではないか危惧するのでありますが、町民の直接

的な声の反映、様々な分野の専門的な声をいかにしてバランスよく反映させていくのか、そ

の考え方について伺う。 

  ４点目、第８次総合計画の策定では、新たなまちづくりの目標が揚げられて施策が展開さ

れるものと認識しているが、施策が変われば、当然それを行う組織の体制も見直す必要があ

ると思うが、その考え方はないか。 

  また、これまでの質問でも政策推進監は、全体を見直しつつ重要な案件等の役割を果たす

責務があり、現在の体制の部署を強化する考えはないか、お伺いいたします。 

  以上であります。 
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〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 矢巾明進会、長谷川和男議員の第７次矢巾町総合計画後期基本計画の

検証と第８次への取組についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、第７次矢巾町総合計画後期基本計画につきましては、令和４年度

までの実績を基に検証、評価を行い、その結果を令和５年度に行う第８次矢巾町総合計画の

策定に反映してまいります。 

  具体的な時期といたしましては、今年度末の実績が確定後に内部での検証、評価を行い、

その結果を６月をめどというか、目途に議会にお示しして、ご意見を頂戴いたしたいと考え

ております。 

  ２点目についてですが、事実の積み上げによる政策推進とお一人お一人の幸福の追求は、

それぞれ観点が異なるものでありますが、両者を統合する手法として、先進的な自治体では

幸福度を指標化する取組が行われております。身近なところでは、岩手県が幸福度指標に基

づく政策推進に取り組んでおり、本町におきましてもこれを参考に、第８次矢巾町総合計画

に幸福に関する指標を取り入れることによって、事実の積み上げによる幸福の追求を図って

まいりたいと考えております。 

  ３点目についてですが、これまでの総合開発委員会方式では、委員が60人と多い人数であ

ったことから、各団体が意見を述べる時間を十分に確保することが難しかったところであり

ます。第８次総合計画の策定におきましては、各種団体に対してアンケートを実施し、必要

に応じてヒアリング等も行うことにより、個々の団体から深く意見を聴取し、その内容がバ

ランスよく反映された計画となるよう努めてまいります。 

  ４点目についてですが、従来より様々な行政課題に柔軟に対応し、かつ施策を遂行するた

め、機会を捉え、組織体制の見直しを図っているところであります。新年度も同様に、政策

推進監のみならず、教育委員会に教育次長を置くことも含め、組織全体として与えられた責

務を達成していくことが肝要と考えておりますので、そのための体制づくりに努めてまいり

ます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） 政策推進監は、４年度からの設置でございましたが、間もなく１
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年になろうとしておりますが、大胆かつ緻密な政策を担う職として組織体制を図る重要なポ

ストと思うが、今後行政運営の要として、他部署と本音の立場で物事、事案等について協議

を推進されるものというふうに考えていますが、そのことについてお伺いします。 

  それから、ただいまお聞きしましたとおり、教育委員会に次長職をというお話でございま

したが、これについて県内町村ではどのような体制になっているのか含めてお答えをお願い

します。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  まず、政策推進監についてからお答えいたします。現在政策推進監につきましては、町の

重要課題につきまして、推進監付の職員と２名で対応していただいているという状況ですが、

新年度におきましては政策推進監の組織として、未来戦略課として、行政組織として課を設

置するということで、政策推進監兼未来戦略課長ということで、職員も相応の人数をしっか

り配置させていただきまして、まちづくりに係る部分、それから重要案件、未来のまちづく

りに係る重要案件についてを大きな視点で捉えていただいて、全体の課の中心となって対応

していただくというような形で今計画しているところでございます。 

  もう一点でございます。教育委員会におきまして教育次長の設置ということで、こちらも

現在そのとおり進めておりますが、他の市町村ということではちょっと情報がありません。

申し訳ありませんが。我々の視点といたしましては、教育委員会、教育長を中心といたしま

して、様々な教育行政、課題がございます。そういった中で、例えばでございますけれども、

これまでは子ども家庭総合支援拠点とか、子ども世代包括支援センターなどということで、

教育委員会の子どもに関わる窓口に設置させていただいておりますけれども、令和６年４月

からは子ども家庭センターなども設置して、子どもから、それから教育委員会、学校、関係

施設の大きな課題まで、様々な視点について、行政課題はたくさんございます。そういった

部分について、教育長を中心に次長の指揮命令系統の中で、次長は１つの課だけの事案だけ

にとらわれないで、教育委員会全体の案件についても教育長から指示を受け、取り組んでい

ただきたいという趣旨の下、教育次長制度を取り入れるという形で現在進めている状況でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 
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  長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） ２問目の質問に入ります。町産農産物の消費拡大と特産品開発に

ついて町長にお伺いいたします。 

  町産農産物の消費拡大は、農業を振興していく上で重要なことであります。多くの自治体で

同様の考えの下、施策が展開されているものと認識しておりますが、本町でも特産品の開発が

進められ、今年は新聞で報道されるような商品も開発されており、今後期待されておりますが、

そこでマーケットに埋もれずに本町の特色を生かした施策をすることが必要と考えますこと

から、以下お伺いします。 

  １点目、施策方針では、町産農産物の消費拡大について、大規模消費地における農産物Ｐ

Ｒ事業を通して、産地の見える化、販路の見える化により、地産地消を推進していくとある

が、大規模消費地における農産物ＰＲ事業をどのように地産地消につなげるのか、具体策を

お伺いいたします。 

  ２点目、町農産物を活用した特産品の開発は、これまでも進められてきましたが、単発で

終わっているようにも見受けられますが、これまでに開発された特産品で継続して販売され

ている特産品はどれだけあるのか。また、開発にかけた経費とその成果についてどのような

認識を持っているのかをお伺いします。 

  ３点目、今年度開発された特産品は好評と伺っているが、今後の販売についての見通しや

ＰＲ等についての策をお伺いいたします。 

  ４点目、本町の特色を生かした施策を展開する視点で、今後の特産品開発について、毎年

新たな特産品を開発していく方針なのか、あるいはさきに開発された特産品に特化して展開

していくのか、お伺いをいたします。 

  ５点目、町が開発を委託しなくても、民間企業が独自に開発したものがその自治体の名物

になっている例は数多くあります。町が目指す特産品とは、町が開発等に関わったものを特

産品と認識するのか、それとも町が関わらなくても民間企業が開発したものも特産品と考え

るのか、基本的な認識をお伺いします。また、後者の認識だとするならば、官民が連携した

ＰＲの体制が十分でないと思うが、今後の考え方についてお伺いをいたします。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 町産農産物の消費拡大と特産品開発についてのご質問にお答えをいた
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します。 

  １点目についてですが、大規模消費地における農産物ＰＲ事業につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響により、これまで実施しておりませんでしたが、今年度は３年

ぶりに実施したところであります。昨年10月には、矢巾町フェアを関東圏のイトーヨーカド

ー系列３店舗で開催し、原木シイタケやリンゴ、ネギなどの町産農産物を販売、併せて町の

観光のＰＲを行っております。また、昨年11月には、いわて銀河プラザで矢巾町フェアを開

催し、どちらのフェアでも新鮮な町産農産物に大変な好評をいただいたところであります。 

  ご質問のありました大規模消費地における農産物ＰＲ事業をどのように地産地消につなげ

るのか具体的策につきましては、矢巾町フェアの開催に当たっては、ふるさと矢巾会の会員

にも案内周知をしており、会員の方にも購入していただくことで地元農産物のよさを改めて

感じてもらい、会員の方から周囲の方々へのＰＲにつながることも期待しております。 

  また、いわて銀河プラザでの矢巾町フェアにおきましては、地域おこし協力隊にも協力を

いただいており、今後地域おこし協力隊が町産の農産物を活用した料理を町内で提供する事

業を展開していく計画となっておりますので、あらゆる機会を捉えて地産地消につなげてま

いりたいと考えております。 

  ２点目についてですが、町では民間事業者や生産団体と連携しながら、町の農産物を活用

した特産品開発を昭和63年から継続して行ってきたところであります。これまで南昌さんさ

ジュースをはじめ14品目を開発し、製造中止となった商品も多くありますが、現在はヤマブ

ドウを使ったジュースやジャムのほか、日本酒の南昌山や徳丹城など、発売から10年以上経

過し、ロングセラーとなっている商品もございます。 

  これまでの商品開発におきましては、原料の見直しやパッケージ等のリニューアル等も含

めて、発売後も多くの経費を要しております。時代の流れとともに求められる商品も日々変

化する中で、消費者のニーズを捉え、町農産物の魅力を発信する手段として特産品開発に継

続して取り組む必要があると考えておりますので、今後とも関係団体や事業者と連携してま

いります。 

  ３点目ついてですが、今年度はヤマブドウを使用した商品として、生産者であるやはば山

ぶどうの会と連携し、岩手県の食のプロフェッショナルチームアドバイザーの監修の下、２

社の民間業者と商品開発を行い、数量限定で販売したほか、現在１社と新たに商品開発を進

めているところであります。 

  今後は、販売実績を含めた取組を検証し、原材料の手配や商品の規格を再考しながら、通
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年を通じて商品展開できるよう、再販に向けた取組を行っていくとともに、町の特産品とし

て多くの方に手に取っていただけるようなＰＲに努めてまいります。 

  ４点目についてですが、今後の商品開発につきましては、既に開発に着手し、発売を予定

しているものがございますので、引き続き民間事業者とともに進めてまいります。 

  また、既存の商品につきましても、消費者に長く愛される商品となるよう、見直しを図り

ながら販売を続けてまいります。 

  ５点目についてですが、昨年度から新たに取り組む商品開発は、商品コンセプトの構築や

製造指導を含めた商品の監修を業務委託しながら進めております。いずれも販売や商品ＰＲ

につきましては、製造販売を手がける民間事業者が主となって進めており、その結果、販売

実績も予想を超えるものとなり、手応えを感じているところであります。 

  今後は、この民間主導の商品開発並びに販売について、事業者支援として令和元年度から

施行しております町の特産品開発補助金等の周知を図りながら、ふるさと納税の返礼品とし

て全国に向けてＰＲするなど、取組を継続してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） ２点ほどについて質問させていただきます。 

  昨年販売されたヤマブドウサブレは、限定販売として10月から11月の間に販売されました

が、本町特産物とすれば、通年販売、販路の拡大、町内コンビニ等に広げる考えはないか、

お伺いしたいところでございます。 

  ２点目に、ヤマブドウサブレは、購入された方の評価などをお聞きしましたが、私も試食

して感じたことは、ヤマブドウの風味、ヤマブドウの特色ある味が全くなく、チョコレート

だけが主なような感じ。しかし、パッケージのほうはすばらしくよく、継続して購入したい

なというふうに、一般的に特産品、お土産用としては非常にいいのですが、買って日常に、

週に１回、２回、月に１回か２回でも食べようとするようなあれではちょっと、お土産には

非常によろしいかと思います。というようなことで、せっかくヤマブドウを特色にしたサブ

レでございますので、ぜひ感触的に、ああ、ヤマブドウってすごくいいのだなという感じに

する必要があるのではないか。でないと、恐らくよその特産品に負けてしまう感じがしない

でもないです。 

  それから、もう一つ、さっき東京の銀河プラザでの、私ども議会のほうでも銀河プラザで
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販売されているというので、何年か前にのぞいたことありますが、このたび銀河プラザでな

さったというのは何日ぐらいの、１週間ぐらいの借り入りで、一部のところだと思いますが、

そういうようなときに、今答弁ではすごく反響がよかったと、そして東京在住の矢巾会の皆

様にも幅広く広報に来てもらってというようなことでございましたが、その開催中のおいで

になった方々の感想などはいかがだったでしょうか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） ３点ほど今ご質問があったわけでございますけれども、まず

１点目の通年販売等の件でございますが、今回販売しました個数が約8,000箱ということで、

おかげさまで発売から２か月で完売したところでございます。販売先については、開発した

小松製菓が、直営店のほかにも、町内では保養センターと、あとは矢巾商業開発のアルコと

言われているところのネマーレで販売、あとは岩手医科大学のトクタヴェールの中のローソ

ンでも販売をして、多くの反響をいただいたところでございました。次回の販売につきまし

ては、この反響を得まして、今年の秋以降、販売数量を含めて、取扱店舗についても、小松

製菓と協議の上、対応を検討してまいりたいというふうに思ってございます。 

  ２点目の味については、様々好みがあろうかと思いますけれども、やはりヤマブドウの特

徴を生かすという点では、今お話があったとおり、そういった感想もほかからいただいてご

ざいますので、食のアドバイザーからもいろいろご指導をいただきながら、ヤマブドウの風

味とか、食感を強調できるような形で商品がまた出るように検討してまいりたいと思います。

ただ、前回、昨年出したものと今度味が違うとなると、商品名もまた変えなければならない

のかなということもありますので、そこはちょっといろいろと検討課題になるのかなという

ふうに思ってございます。 

  ３点目の銀河プラザで行いました矢巾町フェアのほうでございますけれども、たしか２日

間の開催でございまして、ふるさと矢巾会の会員にあらかじめ周知を図って、来ていただい

た部分もございますし、今銀河プラザの入り口のほうに大型画面がありまして、要はお店の

中に入らなくても、道端を歩いている人に対してアピールできるような、大型ビジョンを通

して、そういった工夫も今銀河プラザでされてございますので、それを見ながら一般のお客

様も入っていただいて、矢巾町の先ほどお話ししたリンゴなり、シイタケなり、原木シイタ

ケとか、ネギなどを皆さんに販売したところ、こういうおいしいものがあるということを知

っていただく機会となったこと等ありますし、あと矢巾町自体を知らない方にも認知してい

ただくという機会を得たことは、非常に効果的なＰＲだったかなというふうに思ってござい
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ますので、今後も継続して、こういった矢巾町フェアがいろんなところで開催できることを

目標に頑張っていきたいなというふうに考えてございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 補足させて、答弁にはちょっと書かなかったのですが、本町の町産農

産物の消費拡大、今原木シイタケ、農家で生産されたシイタケがドバイに行っているのです。

これはすごいことなのです、航空便で。東日本大震災津波で原木シイタケも非常にいろんな

意味でご苦労なされたわけですが、中心的になって生産している原木シイタケ生産農家がド

バイに、これは皆さんに知っていただきたい。 

  それから、今お米が特Ａ、銀河のしずく、これまでは、今年までは300ヘクタールと、今度

の令和５年度で600ヘクタール、倍に増やして、矢巾町では最終的に農協と町が一緒になっ

て900ヘクタールの銀河のしずくの産地にすると。今銀河のしずくがおにぎりにしたときに

最高のお米だという評価をいただいているのです。今徳田のライスセンター、あそこは武蔵

野というところの大手のあれなのですが、そこが、あそこはカントリーエレベーターが１つ、

そこからお裾分けして、医大にも病院食として出しておると。 

  だから、今特産品のちまちまという話ばかりしたのですが、そういう銀河のしずく、原木

シイタケ、あとは長谷川和男議員さんと私は年齢が近いので、嗜好はそんなに違わないはず

なのですが、食べては、お土産にはいいかもしれないけれどもと。ちょうどバレンタインデ

ーあたりに、白石食品の関連会社のＰａｎｏＰａｎｏが大した好評だったのです。だから、

あまり褒められても困るのですが、まず今山ぶどうの会の方々が一生懸命やって取り組んで

おりますし、もし原材料が足りないときは葛巻からもらってくればいいのです。葛巻は、恐

らくバイオマスか何かで回していると思うので、だからそういう相互で連携し合ってやって

いきたいなということで、ひとつご理解していただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、３問目の質問を許します。 

  長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） ３問目の質問に入ります。 

  快適と安全性を高めるまちづくりと豊かな生活環境を守るまちづくりについて町長にお伺

いをいたします。 

  第７次矢巾町総合計画の施策の大綱で、快適と安全性を高めるまちづくりにおいて、住宅
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施策について、「町営矢巾住宅及び高田住宅の集約化を建て替え以外の方法による手法を検

討するとともに、既存の町営住宅の長寿命化を行いながら、町営住宅の住宅環境の整備に努

めてまいります」とあります。 

  そこでお伺いします。１点目、議会の常任委員会においても、町営住宅の整備については、

さきに他の自治体を研修しておりますが、本町の町営住宅は今後住宅セーフティーネットと

して、住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で住宅を供給することによって、生活

の安定と社会福祉の増進に寄与されるものとして、矢巾住宅、高田住宅の集約化について議

会に提案いただき、今日までにもろもろの作業をされてきたものと認識しておりましたが、

その検討の中では集約化による余剰地の活用も検討され、貴重な町有財産として捻出するこ

とで、単なる町営住宅の整備費用の支出だけではなく、町財政負担を軽減させる検討もされ

てきたのではなかったのか。 

  先般、議会全員協議会で町財政見通しについて説明があった際に、初めて建て替え以外の

方法による手法ということが示されましたが、もう少しそのとき丁寧な説明が必要でなかっ

たのか。私は、本町の財政について、厳しい状態であるということは理解しているが、本件

の事業については令和２年からであり、まだ年月も浅く、改めて町営住宅の今後の在り方、

整備の方針など、町長の考え方をお伺いいたします。 

  ２点目、豊かな生活環境を守るまちづくりにつきまして質問させていただきますが、施政

方針では町長は、地球環境保全のうち、特にも地球温暖化対策は地域の枠を超えた緊急に取

り組むべき課題であるとのことから、脱炭素社会の実現を目指し、矢巾町人と自然にやさし

い環境基本条例の整備や、昨年６月にゼロカーボンシティの表明を行ってきました。また、

本町における脱炭素社会の実現のための施策として、2030年を目標とした集中的な事業展開

を図るため、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の活用を視野に入れ、新エネルギ

ー導入促進としての太陽発電設備における補助制度を創設するとされている。 

  一方、県では、いわて県民計画において、グリーン社会の実現が重点項目とされて、2025年

の新築住宅の省エネ基準適合義務化に向け、既存住宅の省エネ改修を含め、今後支援施策が

加速するものと思われる。現在藤沢第２地区、田中地区、下花立地区の３つの地域で大規模

宅地開発が行われておりますが、本町が目指すゼロカーボンシティのモデル地区としてスタ

ートさせるには、非常にタイミングがよく、この機を逃さず、今後の住宅への省エネ施策及

び企業など民間への支援策をどのように進めていくのか、考え方をお伺いいたします。 

  以上、お伺いします。 
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〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 快適と安全性を高めるまちづくりと豊かな生活環境を守るまちづくり

についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、町営住宅につきましては、募集状況等により需要を見極め、最適

な戸数を供給する必要があり、その時々で変化する需要と供給により、効率的に対応する必

要があると考えております。その方法の一つといたしまして、国土交通省の制度でもありま

す既存の民間賃貸住宅の借り上げを活用した借上公営住宅としての手法について、全国で実

施している自治体の事業を調査し、導入について検討を進めてまいります。 

  また、今年度も県に要望しております本町への県営住宅の誘致につきましても、引き続き

強く要望してまいります。 

  ２点目についてですが、脱炭素社会の実現のため、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付

金を活用した施策について、環境省へ事業計画を提出して審査を受けているところであり、

個人及び民間事業者向けの補助制度を考えているところであります。その中では、個人向け

といたしましては自家消費型太陽光発電設備の導入、住宅断熱改修に関する補助制度を、民

間の事業者向けといたしましては自家消費型太陽光発電設備のほか、高効率照明器具の導入、

高効率空調機器の導入に関する補助制度も併せて考えているところであります。 

  なお、事業計画では、期間を令和５年度から令和９年度までの５年間としており、この期

間に分譲開始が予定されております藤沢第２地区、田中地区及び下花立地区への普及を見込

んだものとしております。この計画が採択されましたら、町内の新エネルギー導入の加速化

とともに、ゼロカーボンシティに向けたスタートアップとして取り組んでまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） 町営住宅の高田、矢巾団地の集約化事業は、令和３年度ＰＦＩ手

法によるアドバイザリー事業等の様々な様式を研究して、ＢＴＯ方式、公的資金などを組み

入れるなどした、町財政に負担をかけない作業ができるというようなことをしてまいりまし

たようですが、というのは、令和３年２月10日に議会全員協議会に、高田、矢巾住宅建て替

えのための基本計画を策定し、事業費削減効果、効率化などが見込まれるＰＦＩ事業の導入

可能性について調査するというふうに説明をいただいて、私はそのことから申しますと、こ
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のことについて私も一般質問でもしておりましたが、議会もこのときには了承したものであ

り、私は無論、矢巾団地については50年以上の経過もしており、また医大の高いところから

入院患者さん、また各階に家族が行って面談するところがあるわけですが、その上段のほう

から南昌山とかちゃんと、この方向は南昌山、ここはというふうにしてあるのは結構なので

すが、ふと目を下ろすと町営住宅、矢巾住宅が、今28戸ですか、点々として、屋根を見れば

赤茶けた、あれは何だろうというふうに知らない人は見ると思います。 

  というようなことで、非常に立地条件のいい場所でございますので、私は他に移すという

のではなくて、あそこを利用価値を高めるためにぜひというふうなことで一般質問した覚え

があるのですが、それを思うと、２年から作業に加わった国交省の事業のアドバイザリーの

業者さんといろいろ、今まで経費がかかっているのではないかなというふうに思っています

が、その点、幾らぐらい費用がかかっておったのか、できればお聞きしたいなと。 

  というのは、以前に町民食堂の、地方創生事業で立ち上げて事業をしようとしたけれども、

途中でおやめになったわけですが、このときでも本当は公費でできるものを途中で断念した

ために、一般財源からの負担をしたというようなこともありますので、今度のこともその二

の舞になるのではないかなと、途中でふと思いました。 

  そういうことでございますので、そのことについてはぜひお答えをいただきたいと思いま

すが、これには社会資本整備資金が投入されるというような話も前に聞いておったものです

から、ぜひこれを実行してもらいたいなというふうに思って、この高田、矢巾住宅について

は最後までお願いしたいなと。ところが、昨年の全員協議会において、そういう説明がなさ

れました。残念でならないのでございますが、このことについて高橋町長から再度お聞きし

たいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） ただいまのご質問にお答えさせていただきますが、まずいろいろな経

過があったことは今長谷川議員さんがおっしゃるとおりで、それでこの矢巾住宅と高田住宅、

今お住まいになっている方もいらっしゃるわけです。そういったお住まいになっている方々

からもいろんなご意見もお聞きしたわけでございますが、今私ども何回も、今日もいろいろ

議員さん方からご質問されて、もう50年経過しているわけですので、建て替えの時期に来て

いるというのは、これはもう自明の理でございますので、やらなければならないということ

は。 

  その中で、まず私どもといたしましては、高田住宅と矢巾住宅、このお住まいになってい
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る方々をどのように、やっぱり今まで住み慣れてきたいきさつもあるわけですので、そうい

うふうな人たちにも寄り添いをしなければならない。しかし、今お話あったとおり、特にも

矢巾住宅は、あそこは一等地なわけです。それで、今私どもといたしましては、県営住宅、

例えば東日本大震災では、被災された市町村では災害公営住宅というのを県が中心になって

やったわけです。だから、私どもの今度お願いする県営住宅は、できれば若者とか、今医大

からも言われておるのは、単身者とか何か住めるところをぜひ考えてほしいと言われており

ますし、だからそういったことを複合的に総合的に、いろんな課題がありますので、それを

しっかり整理して、ひもといて、そして今私どもは住宅政策のマスタープランもつくってい

るし、今お話があったとおり、アドバイザーの制度を使って方向性も示していただいたわけ

ですので、そういったことを踏まえながらやっていくということで。 

  ただ、今民間の賃貸のお話もあったのですけれども、この対応を誤れば取り返しのつかな

いことも、先進自治体で失敗している事例もありますので。だから、そういうところの賃貸

をどういう形でやればいいか。だから、今日午前中には廣田清実議員からも、それから今長

谷川議員からも住宅制度のお話があったのですが、もう少し時間をいただいて、そしてどう

せやるからには、私どもとしてはお互い、住んで今……ここの三堤住宅もそういう時期が間

もなく来るわけです。だから、こういうものを、先ほど申し上げたように、複合的に総合的

に住宅政策を。そして、何よりもその根幹をなすのは財源の確保でございます。だから、今

度のデジタル田園都市国家構想のお金をどのように使っていけるか、こういうふうなものを

もう少し精査していきたいということで、これまであった３つの地方創生交付金がデジタル

田園都市国家構想の交付金にまとめられたので、そういう動向も見極めながら本町の住宅政

策を考えていきたいということで、やらないということではないので、そこはひとつご理解

していただきたいということでございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 先ほど質問の中で、今までかかった

委託料の関係ということでお話がありましたので、補足して説明させていただきます。 

  令和２年度に行った国土交通省によるＰＦＩの可能性調査につきましては、町の負担はな

しで、国土交通省のほうでやっていただいたという形になっておりますので、負担はゼロと

いう形になります。 

  ３年度になりまして、ＰＦＩのアドバイザリー業務委託というものを発注しておりますが、

これにつきましては社会資本整備総合交付金を使いながら、町のほうで実施した事業になり
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ます。これにつきましては、現在細かい金額は押さえておりませんが、1,500万円程度の調

査費用になっておりますので、その50％が社会資本整備総合交付金ということで、残りの部

分は町の負担という形になっております。 

  先ほど町長のほうからもありましたけれども、この業務につきましては全くなしというこ

とにはなりませんので、今後の方向性の参考にしながら、それも含めていろいろ検討をこれ

から進めていく材料として使わせていただくと。先ほど余剰地のお話もありました。高田住

宅、集約化したときに、余剰地から捻出される金額とかも出てきますので、そういったもの

も総合的に勘案して、今後の住宅政策に役立てていくという形で使わせていただきたいと思

います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） １点だけお伺いします。 

  新たに民間の借り上げというか、そういうお話が出ているわけですけれども、これという

のはやはりかなりの基準があるのかなというふうに思っております。例えば今矢巾町のある

アパート、20世帯あるところが半分以上空き室になっているから、そこをお願いしたいとい

うふうにオーナーから言われても、そういうのは簡単に調査して、はい、分かりましたとい

うようなあれではないのかなというふうに、借り上げたらその建物全部の借り上げなのかな

というふうにも思います。これは、初めて聞いたことなので、どうなのかなということだけ

お聞きしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 借り上げの手法による場合のケース

ということで答弁させていただきたいと思いますが、築年数とかなんとかというのは特段基

準はないのですが、ある程度公営住宅法で定められている技術的基準というものがあります

ので、そういったものに合致している民間の住宅であれば、まとまって、例えばアパートな

らアパートを１棟借り上げるということではなくて、部屋、間借りするというような形の手

法もできるものになっております。なので、こういったのを町が、そのアパートなり賃貸住

宅を経営している事業者さんに対して、町営住宅として貸していただけるところはありませ

んかということで募集をかけます。募集をかけて、合致すれば、その住宅が公営住宅という

位置づけで入れるという形になりますし、当然家賃につきましても、そこの家賃はあると思

うのですが、あくまでも公営住宅法の計算にのっとった家賃で町営住宅として入っていただ
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けるということになります。その差額、アパートの金額に対して、公営住宅の低所得者の方

々が計算された家賃との差額につきましては、割合はちょっとあれですけれども、半分が国、

半分が町というような負担でやれるような制度になっておりますので、その辺を今後全国的

にちょっと調査しながら、そういった借り上げ、町内に借り上げられるような部分の需要が

あるのかどうかというところも含めて、令和５年度調査を進めたいと思っておりますので、

ご理解願います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問は。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは次に、４問目の質問を許します。 

  長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） ４問目の質問に入ります。教育への取組について町長、教育長に

お伺いいたします。 

  教育行政方針では、学校教育の充実について、重点的に取り組む方向性が示されておりま

す。子どもたちの学びの環境をよりよいものにするために、学校教育と家庭教育の両輪の充

実が必要との認識から、以下お伺いをいたします。 

  １点目、確かな学力の育成に、ＧＩＧＡスクール構想にて整備した１人１台端末を活用し

た学びの在り方を取り上げておりますが、現段階でＧＩＧＡスクール構想によってできるよ

うになったことは何か、今後できるようにしたいことは何か、それが学びにつながっている

のか、お伺いをいたします。 

  ２点目、個別最適な学びと称し、学習端末を配付しても、教育の習熟度や認識の差により、

実際には従来のＩＣＴ活用の延長で、いかに効率的に活用するかという意識が強いようにこ

れまでの答弁からも感じているところでございます。個別最適な学びを推進する上では、効

率的な活用ではなく、それぞれの子どもに対し効率的な学習をいかに提供することができる

かの視点が重要かと思うのであります。学習端末を文房具と同じように扱うことが念頭に置

かれているのであれば、それは道具としての問題であり、個別最適な学びに直接つながらな

いと思うからでございますが、基本的な考えと具体策についてお伺いをいたします。 

  ３点目、健やかな体を形成していくために、部活動もとても重要な要素だと思いますが、

部活動についてはその地域移行が注目されておりますが、本町においては、教育の働き方改

革と併せ、部活動の地域移行をいかに進めていくのか、具体的な方針をお伺いいたします。 



  

－ 114 － 

  ４点目、コミュニティ・スクールの取組はすばらしいものであり、ぜひ矢巾町版のコミュ

ニティ・スクールを発展させてほしいと思いますが、この事業を立ち上げて間もなくコロナ

禍となり、地域とともにとは言うものの、実際には地域との関わりを確かなものにしていく

コミュニケーションが難しかったと思う。そうした意味では、今後再スタートを切るような

認識を新たに持つべきと思うが、今後この事業についての具体的な取組について、また新た

な宅地造成により、新たな住宅地域に住む方々を迎えて、どのようにコミュニティ・スクー

ルに関わっていただくのか、併せてお伺いをいたします。 

  ５点目、町立小学校の適正規模、適正配置について、令和４年前半に教育審議会から答申

をいただき、令和４年中に教育委員会で町立学校の在り方を決すると以前の一般質問で答弁

もされておりますが、菊池教育長に前任者からこの重要案件の引継ぎがあったと思いますが、

私ども議会での質問の内容、また答弁いただいた内容は、責任ある重要なことと思っており

ます。先般の教育行政方針の中に、本件について何一つ説かれておらず、教育環境を整える

ための学びを継続、経済支援、通学支援、学校施設の改修、整備に取り組むとだけ述べてお

ります。前任者が議会の一般質問で答えたことに、教育長は今後どのように取り計らってい

くのか。また、これは該当するそれぞれ地域の皆さんが一番関心を持っていることでもあり、

お伺いをいたします。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 教育への取組についてのご質問にお答えをいたします。 

  ３点目についてですが、部活動の地域移行につきましては、これまでは中学校の部活動は

学校単位で教員が見守り活動をしておりましたが、国から示されたガイドラインに基づき、

土日の部活動について、地域の子どもたちは学校を含めた地域で育てるという意識の下、地

域の持続可能で多様な環境を一体的に構築することが必要であり、このことが教員の働き方

改革にもつながるものと考えております。 

  本町におきましては、国や県の動向を注視し、学校関係者と連携を図り、生徒の自主的、

自発的な参加に向け、生徒と保護者のニーズをしっかり把握しながら、受皿となる指導体制

の整備に向け、取り組んでまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 
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              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、教育への取組についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、授業場面においては、指導者が作成した教材やワークシート等を

端末を通して配付することで、子ども一人一人がそれらを操作したり、書き込んだりし、さ

らに画面上で子ども同士が共有し、お互いの考えを交流することができるようになりました。

また、これまで指導者は、ノートを集めて子どもたちの思考を見取っておりましたが、子ど

もの考えを画面上で瞬時に把握でき、評価にも生かすことができるようになりました。さら

に、家庭学習では、コロナ感染で欠席した子どもに対し、学校は授業の様子をライブ配信し、

欠席した子どもは持ち帰った端末で配信された授業を視聴することができるようになりま

した。これらにより、誰一人取り残すことなく、資質・能力を育てることがより一層推進で

きるようになってきております。 

  今後の展望といたしましては、各校ごとに取り組んでいる利活用方法を情報共有し、町内

小中学校がさらに充実した取組ができるよう支援をしてまいります。 

  ２点目についてですが、ＧＩＧＡスクールの推進により、個別最適な学びによる資質・能

力の育成に向けた環境が今まで以上に整ってきております。これまでは、目の前の課題を解

決するために、黒板、紙と鉛筆、友達との対話が学びの道具の中心でした。ＩＣＴを活用す

ることによって、資料を使って自分の力で考えたい、友達と話し合いながら考えたい、端末

を使って考えたいなど、一人一人が学びを深める手段を選択し、自分にとって最適な方法で

考えていく主体的に学習に取り組む子どもの育成が目指すべき姿であり、基本的な考えと捉

えております。 

  児童生徒一人一人の多様な学びに対応するためには、指導者の資質向上が不可欠でありま

すので、教育委員会としては教員の資質向上に係る研修等を実施し、多様な学びができるた

めの支援を行っていきたいと考えております。 

  ３点目についてですが、休日部活動の地域移行につきましては、昨年６月及び８月に国が

設置する部活動の地域移行に関する検討会議から提言が示されたことから、国のガイドライ

ンにおいて、これらを踏まえた学校部活動の地域連携並びに地域の運営団体・実施主体によ

る地域クラブ活動への移行に取り組むことが示されました。 

  この部活動の地域移行は、子どもたちの自主的で多様な学びの体験を行う場を広げること

を狙いとしており、持続可能な環境整備を構築することが必要であると認識しております。

また、このことが教員の働き方改革につながるものとも考えておりますし、部活動の持つ教
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育的意義も大切にした取組を進める必要があるというふうに捉えております。 

  教育委員会といたしましては、学校関係者と必要な連携を図りながら、生徒のニーズ把握

を十分に行うことが重要と考えておりますし、文化スポーツ課と緊密に連携し、活動の受皿

となる体制整備を両輪で行うことが肝要であると捉えております。 

  ４点目についてですが、コロナ禍ではありましたが、コミュニティ・スクールの取組とし

て、地域の方や保護者からの様々な意見を学校経営に取り入れることや、地域人材の活用と

いう観点から地域と共にある学校づくりを進めてまいりました。今後新たな住宅地が開発さ

れ、転入者の増加が見込まれますが、コミュニティ・スクールの趣旨は変わることなく、引

き続き様々な立場の方からのご意見を学校経営に取り入れてまいります。 

  ５点目についてですが、昨年９月に矢巾町立小中学校の適正規模、適正配置について、矢

巾町立学校通学区域審議会から答申をいただいたところであります。現在この内容を踏まえ、

矢巾町立小中学校の適正規模、適正配置に関する基本方針を策定するべく、教育委員会内に

おいて、教育的観点等を踏まえた議論を行っております。町民の皆様の関心が高いことは十

分承知しております。このことについては、今年度内に基本方針案を作成し、その後幅広い

ご意見を集約しながら、基本方針策定に向け、取り組んでまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問はあろうかと思いますが、時間が大分経過しておりますので、

ここで暫時休憩といたします。 

  再開をここの時計で３時35分、15時35分といたします。よろしくお願いします。 

              午後 ３時２２分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時３５分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

  休憩前に引き続き、長谷川和男議員の代表質問を続けます。 

  再質問ありますか。 

  長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） ２点ほど質問させていただきます。 

  中学校の部活動がなぜ今地域移行が必要なのか、国のほうのこともありますが、大きく取

り上げられて、それぞれにありますが、スポーツのまち矢巾町として、この事業について受

皿となる町内スポーツ指導者、地域のクラブ活動と協議され、現実的な段階になる前に、生
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徒、保護者、無論学校当局の十分な理解を得て推進されるよう、このことについてお伺いを

いたしますが、先般日報の論壇に運動部の地域移行に私は反対と県内の中学生からの声があ

りましたこと、言うまでもございませんが、このことについてお伺いをいたします。 

  もう一点、徳田小学校の移転について、これまでも何度も取り上げられてきておりました

が、教育長が替わるたびに、新たな施策、方針が変わっているかのように私は思っているの

ですが、無論町の形成状況の判断もありますが、もう先送りのできない時期だと私は思って

おります。数年前に移転予定候補地まで選定されていたようにも思っておりますが、本事業

は菊池教育長の手腕にかかっているものと思っております。一方で、少子化、人口減少の将

来の町立小中学校、１校ずつにすることなども検討し、再編すべきことではないかというよ

うな意見もあるやに聞いておりますが、これは30年、50年後と予想されているものと私は思

っておりますが、今大事なことは、徳丹城関連遺跡の事業もほぼ完了し、観光事業主体のほ

うに切り替えていくものと思っておりますが、徳田小学校のみが取り残されているわけでご

ざいます。 

  ただいまお聞きしました答弁では、昨年９月に審議会から答申をいただき、はや４か月経

過しようとしておりますが、今年度内に基本方針を示すとしているが、最終決定し、議会に

提案する予定時期と、私は今３月中に示すべきではないかと、新任教育長としての菊池教育

長の考えをお伺いしたい。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） まず、１点目の部活の地域移行についてお答えをさせて

いただきます。 

  町長、教育長答弁でありましたとおり、部活動の地域移行につきましては、地域のほうで

生徒を育んでいく、そしてこれがいずれ教員の働き方改革につながるとされているものでご

ざいます。これは、いずれにしましても、生徒、そして保護者、そして教員の理解が重要で

ございますので、ここで十分把握をしたいというふうに思ってございます。例えば地域移行

が進んで、生徒の部活離れが進むですとか、あるいは保護者の負担が増えるですとか、こう

いったもの、本末転倒にならないように、十分慎重に進めていきたいと考えております。 

  地域移行につきましては、まず土日の部活から始めるということで、指導体制の環境整備

につきましては、引き続き学校教育課と連携を取りながら進めていきたいと考えてございま

す。 
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  ご質問のありましたハンドボールというところでございますが、スポーツのまち宣言、そ

のとおりしておりますし、あと音楽のまち宣言をしてございます。矢巾町としましては、そ

の移行について、比較的環境が整っているのかというふうに思っておりまして、まず種目は

ちょっとまだここでは断言できませんけれども、いずれ部活でやれる競技から移行を進めて

いきたいというふうに考えており、もう既に指導者になれるような方々と打合せを進めてい

るところでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） １点目の部活動につきましては、今文化スポーツ課長がおっしゃっ

たとおりです。丁寧に、そして理解を得ながら進めていくことですし、また部活動が持つ意

義というのも大事なものがあります。異年齢集団での活動、またはそこでの規律等を含めま

して、社会に出ても通用するような、そういうふうな人材育成、人間形成のためには必要な

ものもあると。いずれいろいろご意見を伺いながら、矢巾町でできることから進めていくと

いうふうな流れであります。 

  ２点目、ここ２つございましたが、１つは徳田小学校の移転の問題についてと、いわゆる

2020年の話があったのだと思います。文化庁との取り交わしの確約書の話ですが、その原本

を私も見ました。その中に書いてあったことは何かというと、いわゆる今の徳田小学校が移

転しなければならないくらいの老朽化なりが進んだときには移転してくださいという、

2020年までにそういう状況になったなら移転してくださいというふうな流れのものであり

ます。現在2023年、この中で文化庁のほうから、ここに関わっての何事もないので、解釈と

すれば、いわゆる耐久年数までは大丈夫というふうに今現在考えているところです。 

  となってきますと、最後の今後の矢巾町の学校の在り方ということになります。とすれば、

スパン的には何十年というスパンになってくるわけです。今回お示ししようと思っている適

正規模等の案について、これは案をお示しすることになるのですが、審議会から答申を９月

にいただきました。審議会でも時間をかけてご審議をいただいておるのですが、その中に例

えばパブリックコメントというようなものが入っておりませんでした。つまり町民の皆さん

の声を直接聞くような場が設けられず今来ているわけです。このことが教育委員会の内部で

も、これでいいのだろうかという案があり、よってまずはそのいただいた答申がありますの

で、これをベースにして、教育委員会の中でどんな議論がされたのかというのも公開し、論

点等をある程度絞った上で、町民の皆様の声を聞く機会を得るべきであろうという流れで現
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在進ませていただいているところであります。 

  よって、お示しする案につきましては、基本は９月にいただいた答申ですが、それに加え

て今後、例えば人口動態等を含めた資料等、それから委員会の中での、会議の中での議論の

経過等を含めて公開して、皆様のご意見をいただきたいなというふうに思っているところで

す。 

  もう一つ加えますと、第７次の総合計画が来年度終了するわけです。第８次が令和６年度

からスタートするわけです。よって、その令和６年度の第８次総合計画にどのような位置づ

けにあればいいのかということも議論の一つになってこようかというふうに思いますので、

拙速にならず慎重に、そしていわゆるコンセンサスを図りながら、慎重に取り扱っていきた

いなというふうに考えているところであります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） 今菊池教育長さんから、文科省と取決めしたときの文書、中身と

いうのを初めて聞きました。そのようなこと、私ども。ですから、今まで特段悪いところは

直したけれども、外壁で中に湿気が入って大変だというところもあります。しかし、いつか

は移転だからやっていないというようなことになっておったわけですけれども、そういうこ

とで文科省との取決めの内容というか、ちょっとお話しいただきましたけれども、そういう

のであれば分かりましたけれども、ただ毎年１年生が入ってくるわけです。６年たって中学

校に行って、常にそのうち直すから我慢しようというようなわけにはいかない。私は、どこ

の学校にあっても、環境は同じくしてやらなければならない、新しいとか古いとか別で、そ

ういう思いで今までお話ししてきましたけれども、しっかりと今後の体制、学校の在り方、

不動と徳田と一緒にするのか、生徒数の関係で。または、少子高齢化によって、小学校１つ、

中学校１つでいいというようなときが来たら、それはそれでいいですけれども、その前の段

階というのをやっぱりきちっとやっていただきたい。これは答弁要りません。終わりです。 

〇議長（藤原由巳議員） ということで、ではよろしくお願いします。 

  次、５問目の質問に入りますが、ご案内のような残り時間です。時間になればストップと

なりますので、簡潔に質問のほうをお願いいたします。 

  長谷川和男議員、５問目の質問を許します。 

〇12番（長谷川和男議員） ５問目、本町の水源確保施策について質問をいたします。 
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  本町は、平成５年３月に簗川ダム建設事業に関する基本協定に締結し、建設負担金として

約２億7,200万円を負担することで、水利権として日量700立方メートルを取得しております。

権利を取得しております。本町の水源は、ほぼ100％が地下水に依存しており、非常時にお

ける水源確保のためにも、水源の多様性の観点から、ダムからの取水は重要な水源であると

認識しており、この貴重な水源からの活用につきましては、共同事業者である盛岡市と綿密

な協議を重ね、連携を図ることで最適な時期に有効活用したいと……失礼しました。 

  本町町民の命の源と言える水源は、地下水が100％である。近年の自然大水害、また地下変

動により、地震災害等による予想外のことが起きると言われており、我が国は地震国であるこ

とから、南海トラフ大地震、最近では北海道、太平洋沖青森、岩手、宮城の巨大地震も30年、

50年中には起きると言われており、またその被害は甚大で、本県においても大きいとされてお

り、予測のつかないことと思われる。いつ何どき発生するかもしれないことにも、行政を担う

側とすれば、何事にも備える必要があるのではないかと思う。 

  幸いにして、現在は本町の飲料水は地下水に恵まれてはおりますが、平成４年度に県の簗

川ダム系よりダムからの水源の権利を取得し、平成16年まで２億7,200万円の負担金を納め

て、その間に当初の量的なことなどの変更もあったと思うが、最初の計画では管路の布設工

事など巨額の話も耳にし、近年盛岡市当局との交渉もあったと聞いている。私は、町民に対

して行政は常に安全、安心して住めるまちづくりを推進していくことを示していくことが必

要ではないかと思う。 

  本事業は、今日、明日ということではないが、長期的であっても示すことが重要であるこ

とから、万が一のことを考えて、盛岡市との交渉を重ね、できるだけ早い時期に町民の皆様

に、無論議会にも報告願いたいが、その考えはあるか、お伺いいたします。 

  大変失礼しました。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 本町の水源確保施策についてのご質問にお答えをいたします。 

  本町は、平成５年３月に簗川ダム建設事業に関する基本協定に締結し、建設負担金として

約２億7,200万円を負担することで、水利権として日量700立方メートルを取得しております。

本町の水源は、ほぼ100％が地下水に依存しており、非常時における水源確保のためにも、

水源の多様性の観点から、ダムからの取水は重要な水源であると認識をしております。この

貴重な水源からの活用につきましては、共同事業者であります盛岡市と綿密な協議を重ね、
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連携を図ることで最適な時期に有効活用したいと考えております。 

  このことから、今後協議内容がまとまりましたら、町議会議員の皆様にも内容についてご

報告するとともに、町民の皆様にもお知らせすることで安心と安全をお示ししたいと考えて

おります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

              （「ございません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、以上で矢巾明進会、長谷川和男議員の代表質問を終わり

ます。ご苦労さまでした。 

  以上で本日の代表質問は終了しました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開はブザーにてお知らせいたしますので、その際には自席にお集まり願います。 

              午後 ３時５２分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ４時１０分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 盛岡広域環境組合議会議員の選挙 

〇議長（藤原由巳議員） 本日の日程第２、盛岡広域環境組合議会議員の選挙を議題とします。 

  ２月16日に行いました盛岡広域環境組合議会議員の選挙につきましては、こちらのほうの

瑕疵がございまして、改めてその選挙の在り方について精査したところ、指名推選としたこ

とに対しまして、地方自治法第118条第２項で規定する指名推選の要件を欠くことが判明し

ました。 

  このことにより、地方自治法第176条第４項の規定に基づき、町長より再選挙の請求があっ

たことから、同選挙について、その執行の在り方を速やかに是正すべく、２月24日開催の議

会運営委員会で協議した結果、本日再度選挙を行うことといたしました。 

  改めてお諮りします。この盛岡広域環境組合議会議員の選挙については、地方自治法第

118条第２項の規定により、指名推選で行うこととし、その指名については当職と副議長が

協議し、その結果を踏まえ、当職に一任願いたいと思いますが、これにご異議ございますか。 

              （「異議あり」の声あり） 
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〇議長（藤原由巳議員） ご異議があるようでございます。 

  ただいま申し上げました指名推選で行うことに対して異議がありました。 

  したがって、地方自治法第118条第１項の規定により、この異議の内容をお伺いします。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 今議長が説明していただきましたけれども、地方自治法に沿うと、

やっぱり歳費がかかりますので、歳費がかかる案でございますので、選挙が必要なわけです。

私たち矢巾町議会の例規集では、指名推選ということが載っておりますが、議運の委員長の

計らいで事務局長が答弁したのですけれども、例規集が間違っております。地方自治法にの

っとってちゃんと選挙をする、こういう体制が一番いいと思います。 

  そして、もう一つ、私に指名権を…… 

〇議長（藤原由巳議員） 選挙です、選挙。 

〇13番（川村よし子議員） 選挙ですので…… 

〇議長（藤原由巳議員） 指名はありません。 

〇13番（川村よし子議員） 分かりました。 

〇議長（藤原由巳議員） ということで、今お話あったように、指名推選をする場合は全会一

致、異議がある場合は選挙を行うと、こういうことが定められておるということでございま

すので、それではただいまから選挙は投票で行います。よろしいですね。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、議場の閉鎖を命じます。 

              （議場閉鎖） 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまの出席議員は18名であります。 

  次に、立会人を指名いたします。会議規則第32条の規定により、立会人が３名必要であり

ますから、当職から指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 私は、指名推選には異議がありますので…… 

〇議長（藤原由巳議員） 立会人です。選挙をやると何回も言いました。ちゃんと聞いていて

ください。 

  当職から立会人を指名してよろしいですね。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、当職から指名いたします。 



  

－ 123 － 

  １番、藤原信悦議員、２番、吉田喜博議員、３番、小笠原佳子議員の３名を指名します。 

  次に、投票用紙を配付します。 

              （投票用紙配付） 

〇議長（藤原由巳議員） 投票用紙の配付漏れはございませんね。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

              （投票箱点検） 

〇議長（藤原由巳議員） 投票箱、異状なしと認めます。 

  念のために投票について申し上げます。今回の選挙は２名当選人を選出いたしますが、投

票には被選挙人１名のみを記載、お願いいたします。投票は、単記無記名であります。同じ

氏、同じ名がありますので、被選挙人の指名は、フルネームで記載するようお願いいたしま

す。 

  なお、氏のみ、名のみを記載した投票は無効となりますので、ご注意願います。 

  それでは、事務局長の点呼に応じ、記載台にて投票用紙に被選挙人の氏名を記載した上で、

私のほうの席に向かって右のほうから順次演壇に上り、投票し、こちらから自席に戻ってい

ただくようにお願いいたします。 

  それでは、ただいまから投票を行います。 

〇議会事務局長（吉田 徹君） それでは、氏名を呼び上げますので、順次に投票をお願いい

たします。 

     １番、藤原信悦議員 

     ２番、吉田喜博議員 

     ３番、小笠原佳子議員 

     ４番、谷上知子議員 

              （投  票） 

     ５番、村松信一議員 

     ６番、廣田清実議員 

     ７番、高橋安子議員 

     ８番、水本淳一議員 

              （投  票） 
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     ９番、赤丸秀雄議員 

     10番、昆 秀一議員 

     11番、藤原梅昭議員 

     12番、長谷川和男議員 

              （投  票） 

     13番、川村よし子議員 

     14番、小川文子議員 

     15番、山﨑道夫議員 

     16番、廣田光男議員 

              （投  票） 

     17番、髙橋七郎副議長 

     18番、藤原由巳議長 

              （投  票） 

〇議長（藤原由巳議員） 投票漏れはございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  開票を行います。立会人、１番、藤原信悦議員、２番、吉田喜博議員、３番、小笠原佳子

議員、開票の立会をお願いいたします。 

              （開  票） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数   18票 

   有効投票  18票 

   無効投票  ０票 

  有効投票のうち 

   ４番、谷上知子議員  ８票 

   ５番、村松信一議員  ７票 

   14番、小川文子議員  ２票 

   10番、昆 秀一議員  １票 

  以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は３票であります。したがって、法定得
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票数を満たした４番、谷上知子議員、５番、村松信一議員の２名が盛岡広域環境組合議会議

員に当選されました。 

  会議規則第33条２項の規定により告知いたします。 

  議場の閉鎖を解きます。 

              （議場開鎖） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、ただいま盛岡広域環境組合議会議員に当選されました２

名の議員から、議席順に当選の挨拶を自席で行うことを許します。 

  最初に、４番、谷上知子議員。一言、受諾の意味もあります。 

〇４番（谷上知子議員） あまり心の準備もないままに今のような状態になりましたけれども、

これからの社会には必ず必要な課題だと捉えておりますし、新しい考えを入れながら、古い

考えも入れながら、いい方向に議論していきたいなと思います。矢巾町を代表して、いい考

えを伝えるように努めたいと思います。自由討議が必要だと思っておりますので、その点に

ついても配慮していきたいなと思いますので、諸先輩のご意見などもお聞かせいただければ

なと思います。若輩者ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、５番、村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） 矢巾町選出の議員として恥じない行動をしたいと思います。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまのご挨拶をもちまして当選受諾の挨拶とさせていただきま

す。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、以上で本日の議事日程は全部終了しましたので、これに

て散会します。 

  なお、明日３日は一般質問を行いますので、午前10時に本議場にご参集願います。大変ご

苦労さまでございました。 

              午後 ４時３４分 散会 
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令和５年矢巾町議会定例会３月会議議事日程（第３号） 

  

令和５年３月３日（金）午前１０時００分開議 

  

議事日程（第３号） 

第 １ 一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  藤 原 信 悦 議員      ２番  吉 田 喜 博 議員 

      ３番  小笠原 佳 子 議員      ４番  谷 上 知 子 議員 

      ５番  村 松 信 一 議員      ６番  廣 田 清 実 議員 

      ７番  高 橋 安 子 議員      ８番  水 本 淳 一 議員 

      ９番  赤 丸 秀 雄 議員     １０番  昆   秀 一 議員 

     １１番  藤 原 梅 昭 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １５番  山 﨑 道 夫 議員     １６番  廣 田 光 男 議員 

     １７番  髙 橋 七 郎 議員     １８番  藤 原 由 巳 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 岩 渕 和 弘 君 

 
   総 務 課 長 
 政 策 推 進 監 吉 岡 律 司 君 兼 防 災 安 全 田 村 英 典 君 
   室 長 
 
 企画財政課長 
 兼 未 来 戦 略 花 立 孝 美 君 税 務 課 長 佐々木 智 雄 君 
 室 長 
 

 町民環境課長 田中舘 和 昭 君 福 祉 課 長 野 中 伸 悦 君 
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 健康長寿課長 浅 沼 圭 美 君 産業観光課長 佐 藤 健 一 君 

 
 道路住宅課長  文化スポーツ 
 兼まちづくり 佐々木 芳 満 君  高 橋   保 君 
 推 進 室 長  課 長 
 
 農 業 委 員 会 
  鎌 田 順 子 君 上下水道課長 浅 沼   亨 君 
 事 務 局 長 
 
 会 計 管 理 者 
  水 沼 秀 之 君 教 育 長 菊 池 広 親 君 
 兼 出 納 室 長 
 
 学校教育課長 
 兼 学 校 給 食 村 松   徹 君 子 ど も 課 長 田 村 昭 弘 君 
 共同調理場所長 
 
 農 業 委 員 会  選 挙 管 理 
  中 川 和 則 君  廣 田 政 夫 君 
 会 長  委 員 会 会 長 

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長 
 議会事務局長  吉 田   徹 君  川 村 清 一 君 
  補 佐 
 

 係    長  佐々木 睦 子 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（藤原由巳議員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 一般質問 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第１、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次質問を許します。 

  最初に、５番、村松信一議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （５番 村松信一議員 登壇） 

〇５番（村松信一議員） 議席番号５番、矢巾明進会、村松信一でございます。 

  それでは、令和５年度施政方針について、町長、教育長、農業委員会会長にお伺いをいた

します。令和５年度の税収について、例年と同程度の水準を維持できる見込みという昨年12月

会議での答弁のとおり、令和５年度予算額は前年並みとなっておりますが、令和５年度施政

方針によりますと、具体的で踏み込んだ内容の施策が多くなっております。さらに詳細を確

認いたしたく、令和５年度の事務事業について、以下お伺いをいたします。 

  １点目、子ども・子育て支援の推進について、12月会議では国の新たな施策の動向を見な

がら本町の対応を考えたいとのことでありましたが、令和５年度における本町独自の施策は

あるのか。 

  ２点目、高齢社会における保健、福祉、介護について、基本的な対応は施策に盛り込まれ

ておりますが、今後さらに重点的に取り組む必要があると捉えている事務事業は何でしょう

か。 

  それから、３点目、雇用の創出こそが地域活性化の起爆剤であるとして、企業誘致を推進

し、女性や若者の雇用の創出を目指すとありますが、企業誘致も順調に進んでいる中、少子
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高齢化による労働人口の減少や県内への大企業進出等で働き手の急激な不足が懸念されます。

働く場の確保以上に、働き手の確保に対する対策が必要となると考えるが、どうか。 

  それから、４点目、農商工の振興について、本町の特産品開発のため、企業の協力等によ

り様々な商品を開発し、試験的な販売を行っておりますが、今のところヒット性の商品に恵

まれていないと思われます。特産品開発の発想を変え、当地で昭和の時代から好評だった食

べ物やおやつ類を見直し、現代的な味つけや見栄えにして特産品とすることを検討してはど

うか。 

  ５点目、空き家に付随した農地の別段面積要件が撤廃されますが、農地が僅かでもあれば

農家として登録されるのか。また、市街化調整区域内の農地付空き家の所有者が空き家のみ

を売却することはできるのか。 

  それから、６点目、ＤＸの推進について、町ホームページに掲載した記事を町民個人の携

帯端末に配信したり、町民から町へ情報を提供したりすることを可能とする町民向け携帯端

末アプリを開発するということでありますが、行政運営に対し、どのような効果を期待して

いるのか。 

  ７点目、令和５年度施政方針に掲げた施策は、どれも欠かすことのできない事業でありま

すが、特筆すべき重点事務事業は何か。 

  それから、８点目、マイナンバーカードを利用した各種行政サービス拡大のため、カード

発行の促進に努められておりますが、本町の発行状況はどうか。また、カードのさらなる利

便性向上を図るため、民間も含めた独自の利活用の拡大として、どのようなことを考えてい

るのか。 

  以上、８点につきましてお伺いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ５番、村松信一議員の令和５年度施政方針についてのご質問にお答え

をいたします。 

  ２点目についてですが、町民の皆様の健康寿命の延伸と併せて、医療及び介護給付費の適

正化を図るため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業をより一層推進していく必

要があると捉えております。 

  この事業は、令和２年度から岩手県後期高齢者医療広域連合からの委託事業として、高齢

者の心身の特性に応じたきめ細やかな保健事業を実施するために、国民健康保険の保健事業
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や介護予防事業のノウハウを活用し、後期高齢者の保健事業と一体的な取組を行っているも

のであります。 

  本町でも高齢化は進行しており、特にも後期高齢者の増加が顕著に表れております。高齢

者は、複数の慢性疾患のほか、認知機能や社会的つながりが低下するといったいわゆるフレ

イル状態になりやすい特徴があります。このような委託事業を町が実施することにより、国

保データベースシステムを通じて、医療、保健、介護のデータを活用した地域の健康課題の

分析と対象者の把握を行い、通いの場等への医療専門職が積極的に関与し、フレイル予防等

の普及活動を行っておりますが、さらにその重要性の浸透が必要と捉えております。 

  また、低栄養状態の方や健診も医療も受診せず、要介護認定なども受けていない方への家

庭訪問等による個別的支援を行うことで重症化予防にも取り組み、町民の皆様がいつまでも

自立した日常生活を送ることができる健康寿命の延伸を図り、医療費や介護給付費の適正化

にもつなげてまいりたいと考えております。 

  ３点目についてですが、昨年７月に実施をいたしました町内中小企業向けのアンケートに

よると、事業所の抱える課題及び町に取り組んでほしい施策として、回答の上位に人材育成、

確保について挙げられていることから、働き手の確保については喫緊の課題と捉えておりま

す。 

  盛岡広域市町、教育機関及び研究支援機関等で構成をしております盛岡広域産業成長推進

協議会では、地元企業への興味や地元への就業に向けた理解促進を目的に、本年１月に県立

不来方高等学校の１学年を対象に、地元企業で働く方を講師にお迎えをして出前授業を開催

しております。生徒からのアンケートによると、県内で働くことについて前向きな意識変化

があり、今後の職業観に大きな影響を与える機会を創出、つくり出すことができたものと考

えております。 

  また、岩手労働局や県、関係団体等が主催する就職相談会のほか、岩手県立産業技術短期

大学校が開催する企業説明会等のイベントを活用しながら、地元企業と求職者のマッチング

を図ってまいります。 

  今後も次世代と地元企業との交流機会を通じて地元企業の魅力発信に努めるなど、地域に

おける人材確保に積極的に取り組んでまいります。 

  ４点目についてですが、本年度は特産品開発普及事業として、岩手県の食のプロフェッシ

ョナルチームアドバイザーの監修の下、町内の生産者と県内事業者との連携により、町の特

産品でありますヤマブドウを使用した商品を開発し、数量限定で販売を行ったところであり
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ます。いずれの商品も本町を代表する土産品として定着が図られるよう、事業検証を行った

上で、次期販売に向けて今後も取組を進めてまいります。 

  ご質問のありました特産品開発につきましては、昔から地域で親しまれておりますがんづ

きや餅菓子など、既に町内の事業者において商品化され、産直等を中心に販売されておりま

す。こうした食文化を現代風にアレンジし、本町の新たな特産品として販売することは、郷

土食の伝承や食育にもつながるものと認識しておりますので、今後の特産品開発の参考にさ

せていただきます。 

  ５点目についてですが、市街化調整区域内の農地付空き家の所有者が空き家のみを売却す

ることは可能でありますが、市街化調整区域内の住宅におきましては、都市計画法の適用後

に農家住宅として建築された場合は、現在の所有者に特別な事情がない限り、購入者が農家

住宅以外に使用することが認められないことになっております。 

  ６点目についてですが、ホームページは閲覧者が知りたい情報を詳しく紹介でき、その情

報を蓄積しておけるものでありますが、閲覧者が自ら閲覧しない限り、その情報を取得でき

ないという面もあります。町民向け携帯端末用のアプリケーションを利用していただくこと

で、町ホームページに掲載した情報について、アプリケーションを介してプッシュ通知によ

り町から情報発信を行い、利用者に対して町の情報を速やかに提供できる環境を整備してま

いります。 

  また、ごみ分別確認機能や自動問合せ対応機能などが利用できるようにすることで、利用

者自らが気軽に調べられる環境を整備するとともに、道路の穴ぼこに関する情報など、町に

対してアプリケーションを介した情報提供を可能とし、町と町民の皆さんが双方向にコミュ

ニケーションできる環境を整備してまいります。 

  この取組を通して、町が提供する情報やサービスをアプリケーションに一元化することで、

効率的な情報発信、町民の利便性向上、将来的な紙媒体の削減などの効果を期待するもので

あります。 

  ７点目についてですが、令和５年度の施政方針に掲げた５つの方針につきましては、本町

の未来を明るく照らすものとしてファイブスター作戦、いわゆる五つ星作戦と銘を打ち、来

年度における行政活動において、特にも重要と捉えて強力に取り組むべき領域を設定してい

るものであり、町の姿勢をお示しさせていただいているものであります。 

  その対象となる個別具体な事務事業を特定しているものではございませんが、最重要課題

としては、１つ目に掲げた尊厳を守り、命とともに生きるケアリングコミュニティの実現と
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町民の皆様のウエルビーイングの実現に向け、邁進していくものであります。 

  特筆すべき事務事業といたしましては、子育て支援について、出産・子育て応援事業、県

と連携して子育て支援を行ういわて子育て応援事業、町単独事業といたしましては学校給食

無償化の第一歩として、第３子以降の給食費の無償化事業に取り組んでまいります。 

  また、将来の公共施設の在り方について調査検討を行う地域連携型のＰＰＰ方式調査検討

事業や、環境省に計画を提出しております地域脱炭素移行・再エネ推進交付金事業、大腸が

ん検診受診率向上事業など、将来につながる事業を推進することとしております。 

  ８点目についてですが、国が推進するマイナンバーカードの普及のため、本町においても

カード交付申請やマイナポイント手続の支援窓口を設置して、国の施策と連動した取組を実

施しているところであります。本町の本年１月31日時点のマイナンバーカード交付枚数率は、

59.2％となっております。 

  なお、同時点の岩手県平均は56.1％、全国平均は60.1％となっております。そして、実は

今日新しい情報が入ったので、皆さんに情報提供させていただきます。この２月末現在で、

矢巾町では63.8％、岩手県が61.0％、全国で63.5％と。このことについては、町民の皆さん

方のご理解をいただいて、本町では全国平均の63.5％を0.3ポイントでありますが、超えてお

るところであります。 

  また、マイナンバーカードの独自の利活用については、所得証明書、印鑑証明書、戸籍関

係証明証等をコンビニエンスストアで取得できるサービスを現在行っており、それ以外にも

他市町村で行っているサービスを参考に、本町でも採用できないか検討を行いましたが、ニ

ーズや費用対効果等の観点から導入を見送ったところであります。 

  国においても、自治体ＤＸ推進計画でマイナンバーカードを利用したオンライン手続を進

めておりますので、本町でも引き続き状況を注視し、検討を続けてまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、令和５年度施政方針についてのご質問にお答えいたしま

す。 

  １点目についてですが、国では今年度から全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産及び

子育てができるよう、妊娠の届出を出した妊婦に５万円、出生後に児童１人につき５万円を

給付する出産・子育て応援給付金事業を実施しております。本町におきましても、国の基準
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に基づき、１月から事業を実施しておりますが、来年度につきましても事業を継続してまい

ります。 

  また、県では来年度から第２子以降の保育料の無償化及び未就園児のいる家庭への支援金

を給付する事業を予定しており、県補助金を活用して事業の実施に取り組む予定であります。 

  なお、本町独自の施策といたしましては、副食費の助成事業や保育士の奨学金返済補助事

業を行っており、引き続き取り組んでまいります。 

  以上、私からのお答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 中川農業委員会会長。 

              （農業委員会会長 中川和則君 登壇） 

〇農業委員会会長（中川和則君） 引き続き、令和５年度施政方針についてのご質問にお答え

いたします。 

  ５点目についてですが、農地法第３条に規定されております農地の権利取得に必要な主な

許可要件として、下限面積要件のほか、効率利用要件、農作業常時従事要件、地域調和要件

があり、これは農業を行うことが前提で設定されております。今回の農地法改正では、この

要件のうち、下限面積要件のみが撤廃となり、ほかの要件は残されていることから、農業を

行うことが前提という考えは継続されることとなっております。 

  新規就農に際しては、今後も面積要件以外の要件の考え方に基づき、農業委員会が営農計

画等を検証し、計画の妥当性を客観的に判断して権利取得の可否を判断させていくこととな

ります。 

  なお、農業委員会における農家の判断については、耕作面積が10アール以上、農業従事日

数が年間150日以上を一つの目安としております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、まず子ども・子育ての支援について少しお伺いしたいと

思いますが、３月１日の新聞記事によりますと、皆さんもご案内のとおり、2022年の全国の

出生率が初めて80万人を割ったと。そして、本県の出生数は6,048人、そして本町は分からな

いわけですので、ちょっと今ここでお聞きしたいのですが、2021年と2022年の出生数は何人

か、そしてまた第２子以上の子どもがいる世帯数をまずもってお聞きしておきたいと思いま

す。 
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〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  2021年度、令和２年度出生数175名、令和３年度165名でございます。また、令和４年度は

１月末時点で120名となっております。 

  また、第２子以上の子どもがいる世帯につきましては、私ども健康長寿課のほうで妊娠届

と出生者の台帳を作成しておりまして、そこから拾った数になりますが、令和２年度生まれ

たお子さん175名のうち、第１子は73名、それから第２子以上が102名でございました。また、

令和３年度につきましては、若干ちょっと差があるのですが、167人中、第１子75名、第２子

以上が92名でございました。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） 大変ありがとうございました。 

  それでは、続けて子育て支援に入りたいと思いますが、岸田総理が地域ぐるみの少子化対

策で知られます岡山県の奈義町を訪れたということが２月19日のテレビニュースで放映され

ました。皆さんも見られたと思います。この岡山県の奈義町は、合計特殊出生率が2.95とか

３近くをずっと続けておりまして、日本一になったこともあり、奇跡の町と呼ばれておるわ

けであります。 

  この奈義町に平成29年10月に視察研修で伺いました。そのときの資料、これでありますけ

れども、それを見ますと、妊娠、出産期から乳幼児期、それから就学期まで、すごく多くの

子育て支援が準備されているわけであります。特に強調しておりましたのは、子育て後も職

に就く働く場の確保は、子育てにとても重要なことと説明を受けてまいりました。 

  そのために、企業の理解と協力が必要なわけでありますけれども、このことで令和３年６

月に矢巾町中小企業振興基本条例が制定されたわけでありますけれども、働く人、町民一人

一人が生き生きと暮らせるよう、将来を担う子どもたちが豊かな生活を送ることができるよ

うにと、これは概要版の冊子にうたわれておりますが、この条例に中小企業の努力として、

子育て支援に関する項目がないように思われます。私は、平成27年12月にこの矢巾町中小企

業振興基本条例が必要ではないかということで、５年ぐらいかかって令和３年６月に制定い

ただいたわけでありますけれども、子育てに必要な企業の役割と、これを振興条例の中に明

確にうたうことを検討してはどうか、これを伺いたいと思います。 
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〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） ただいまお話がございました中小企業振興基本条例につきま

しては、令和３年６月に制定したわけでございますけれども、この条例をつくるに当たりま

しては、先ほど村松議員からお話あったとおり、その中で将来を担う子どもたちが豊かな生

活を送ることができるようにというようなことも確かに念頭に置きながら、この条例が制定

されたところでございます。 

  ただ、中小に限らず、やはり子育てにつきましては職場なり事業所のほうで、こういった

子育て支援というものが求められているものでございますので、中小企業振興基本条例、こ

れは理念条例でございまして、この中で取り上げるというよりも、さらに子育てに踏み込ん

でいくには、別なもので中小企業の役割というものを表現したほうが分かりやすいのではな

いかなというふうに、個人的な見解でございますけれども、考えてございます。 

  なお、この中小企業の努力として、子育て支援に関する項目がないように思われるという

ようなお話でございましたけれども、これが子育てに入るかどうかは人それぞれで違うと思

いますが、一応児童生徒の勤労観等の醸成ということで、職業に関する体験の機会を提供す

るということがこの条例には記載されていることを申し上げまして、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまの答弁に補足をさせていただきますけれども、産業観

光課長が申し上げました中小企業振興基本条例の中身についてですけれども、子育て支援に

関する項目がないというふうな議員のご指摘ですけれども、１つの方法として、例えば理念

条例として子育てに優しいまちづくり条例を制定して、その中で行政とか、団体とか、町民

とか、地域、保護者とか、教育・保育施設の役割はもちろん記載されるわけですけれども、

そこに中小企業を加えて、中小企業の役割を明確に示していくという方法もあろうかと思い

ますので、必要であればそちらのほうを検討してまいりたいと思います。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） 今の答弁、必要であればという人ごとではなくて、考えていただき

たいのです。私がそう言っているから、そうですかという程度ではなくて、どうですかとい

うことを聞いているので、検討するとかで結構です。 

  次の質問に行きます。それから、次も同じ奈義町の子育て支援についてですけれども、ま
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ず出産祝金は第１子で10万円、第２子で15万円、第３子で20万円、第４子で30万円、それか

ら第５子で40万円を祝金として交付しております。そして、本町の場合、令和４年度に実施

しております、今も４年度ですからまだ続いておりますけれども、子が生まれると５万円、

５万円とか、それから10万円とかありまして、総額で20万円支給されていたと思いますけれ

ども、５年度の予算書を見ますと、子１人に対して５万円、５万円の先ほど答弁にありまし

たように10万円の予算が計画されているようでありますけれども、この20万円というのはな

くなって、５年度からは10万円になるのですか。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  令和４年度は、町単独事業として、４月から赤ちゃん子育て応援給付金というのを１人10万

円支給してまいりました。そして、年が明けて１月になって、国が出産時に５万円、子育て

に５万円、合わせて10万円を４月に遡って給付するという政策を打ち出しましたので、議員

ご指摘のとおり、令和４年度は合わせて20万円の支給をさせていただいております。 

  令和５年度につきましては、国の出産・子育て応援給付金５万円、５万円の合わせて10万

円なわけですけれども、そちらのほうで対応させていただいて、残念ですけれども、赤ちゃ

ん子育て応援給付金は取りやめします。 

  ただし、答弁にもありますとおり、３歳未満児の第２子以降の保育料の無償化と、同じく

在宅育児支援、生後２か月から３歳未満の子ども１人１月１万円給付するという事業が始ま

りますので、そちらのほうにも町の持ち出し、一般財源が1,200万円ばかしかかるということ

ですので、そちらに振り替えて対応してまいりたいというふうに思います。よろしくお願い

します。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） 簡単に言えば、20万円が10万円になったということだけが聞こえる

と思いますので、プラスである今説明いただいたいろんな施策があるわけですので、そっち

のほうを強力に宣伝していただきたいと、そう思います。 

  それから、次の質問に入りたいと思いますが、答弁書にありますように、未就園児のいる

世帯数と対象の家庭に対する支援金額は幾らなのか、それから支給はいつからされるのか。

また、保育士の奨学金補助事業の補助内容、このことについて伺いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 
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〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  対象となる世帯数につきましては、ちょっと分かりかねます。対象になる子どもの数、在

宅で育児をしている生後２か月から３歳未満の見込みですけれども、38名になります。支援

内容ですけれども、月額１万円を給付することとしております。いつからかということです

けれども、令和５年の当初から支給になるのですけれども、すぐ４月からということは、多

分というかできないと思います。いつかの時点で、遡って４月からまとめて給付と、最初は

そういうふうになるかと思います。 

  あと、保育士の奨学金補助事業ですけれども、奨学金を借りて、町内の保育施設に勤務し

て奨学金を返済中の保育士に対して、返済金額の２分の１、限度額が月7,000円、期間は３年

間補助して、保育士の確保に努めておるところでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、次の質問に移りますが、また奈義町の例でありますけれ

ども、町内に定住するために空き家を有効に活用して、その補助金として売主に20万円、そ

れから買主に100万円の補助を交付しておりました。 

  それで、本町でも多子家庭対策として、しかも空き家対策、これは市街化調整区域の空き

家としたいと思いますけれども、いわゆる部屋数の多い一軒家を３子以上の家庭に対してリ

フォームなどの支援金を出してはどうかということで、多子世帯の子育て支援を検討しては

どうか伺いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） お答えいたします。 

  移住支援の立場からちょっとお答えさせていただきたいと思います。本町におきましては、

移住支援の補助金のほうがございます。都市圏からの転入に今は限るような状況でございま

すけれども、単身の方の場合は60万円、２人以上の転入の場合は100万円、そして子ども、こ

れが１人当たりさらに30万円加算と、こういうふうな補助がございまして、この補助自体は

リフォームにも活用できるものというふうに考えてございます。ですので、ご質問の条件に

すっかり合致するわけでございませんけれども、それに近いものがあるということでやらせ

ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

  お答えとさせていただきます。 
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〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） 理解しましたので、次の質問に移りたいと思いますが、高齢社会に

おける保健、福祉、介護について伺いたいと思います。 

  高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業により、一層推進していく必要があると。それ

から、データを活用した地域の健康課題の分析と対象者の把握ということを掲げて、それに

よって通いの場への医療専門職が積極的に関与し、フレイル予防の普及活動の浸透がさらに

必要で重要であるとしておりますが、通いの場以外での医療専門職の関与はあるのでしょう

か。それから、データを活用して把握した対象者へフレイル予防活動は届いているのでしょ

うか。通いの場での医療専門職は、積極的には何をどのようにして関与するのでしょうか。 

  以上、伺いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業に関しましては、矢巾町では令和２年度から岩

手県後期高齢者広域連合から受託して事業を展開しております。まさしく令和２年度、健康

長寿課が組織体制新たになったときで、本当に私どもとしてこれを推し進めていく事業とい

うふうに捉えております。 

  １点目の通いの場以外での医療専門職の関与はあるのかということですが、一つこのご質

問いただいたところはポピュレーションアプローチ、一般の方にフレイルということを多く

知っていただくという取組で、通いの場以外に、例えばエン（縁）ジョイやはばネットワー

ク事業でエン（縁）ジョイをいろいろやっているところで事業展開しておりますが、岩手県

栄養士会、それから岩手県歯科衛生士会等に講師を派遣していただいて、それぞれ例えば口

腔、それから栄養のこととか、いろいろ講話を行っております。この集いには、２回ぐらい

介入というか、その場に行って出前的な講座ということで行っているところでございます。 

  データを活用して把握した対象者にフレイルの予防、届いているのかというところですが、

様々職員がそこに健康長寿課の保健師等、栄養士等も出向いてやっているのですけれども、

個々のご質問いただく場面もあります。自分はこうなのだけれども、本当に素朴な質問、そ

ういうところを丁寧に、きめ細かくご質問にお答えしながらやっているというふうに捉えて

おりますので、届いているように努めておるところでございますし、届けなければならない

と思っております。 
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  ３点目の通いの場での医療専門職は積極的に関与するのかということは、先ほど申し上げ

たような口腔、栄養の専門、それからレクリエーションだとか、それから南昌病院の理学療

法士、作業療法士のリハの専門スタッフ等も派遣の職員ということで、医療の専門職以外の

様々なコアなメンバーが地域に出向いて行っているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、続けて同じような質問にしたいと思いますが、低栄養状

態の方とありましたけれども、低栄養状態の方、それから健診も医療も受診せず、要介護認

定なども受けていない、こういう方は何名、何家族ぐらいいらっしゃるのでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） お答えいたします。 

  ご質問いただいた対象者は、ＫＤＢ、いわゆる国保データベースシステムということで、

医療と後期高齢者医療も含めてです。それから、介護保険情報、それから健診の情報、それ

らを突合したシステムが国保連等から使えるようになっておりまして、そこから対象者を抽

出というか選んで、今低栄養の方とか健診、医療も受診していないという方を抽出しており

ます。今年度に関しましては、令和３年度の情報から抽出した方になりますが、61名の方々

が医療も介護も、それから健診も受けていないと。いわゆる健康状態がちょっと分かりかね

る不明者ということで、個別の家庭訪問等を行っている対象者となっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） この方たちのところを訪問するわけなのだと思いますけれども、会

ってくれるのでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 訪問のときは、地区担当保健師がメインに行っておりますが、

ダイレクトにこの項目で行くということではなくて、健康状態の確認ということで、お元気

訪問というような形も含めて訪問させていただいております。その中には、やはり今年度に

関しては、コロナの感染もありまして、いろいろちょっと今の時期に訪問するのかというよ

うなお声を実際はいただいたこともありましたが、一旦ご連絡、訪問させていただきますと
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いうようなお手紙を送った上で、対応をするような配慮もした形を今年度取っておりました。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） よく分かりました。 

  それでは、次の質問、再質問でありますけれども、空き家に不随した別段面積の撤廃の件

でありますけれども、まず私も分からないので、何回も同じようなことを聞きますけれども、

下限面積がまず撤廃されて、農地のない空き家を購入した場合、撤廃されているわけですか

ら、あるとは限らないですよね。ない場合もありますよね。それで、農家住宅として認めら

れないことになっておりますけれども、農家住宅として使用するということは、購入者は一

定面積以上の耕作、または一定金額以上の生産物を生産していなければならないのか。農業

を行わない勤め人が住居として使用することはできるのでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） こちらのことにつきましては、都市

計画上のほうからお答えさせていただきたいと思いますが、今のご質問の点をちょっと３つ

に分けてご説明させていただきたいと思いますが、まず農地のない空き家を購入した場合、

農家住宅として使用以外は認めないことになっているがという点につきましては、市街化調

整区域内の空き家で、なおかつその空き家が農家住宅という場合のことについてだと思って

答弁させていただきますけれども、農家住宅以外の使用は基本的には認められません。ただ、

その空き家について、ある一定の要件を満たせば用途変更、そういったものがなされれば、

第三者の方が使用できるという場合もあります。 

  ２つ目に、農家住宅として使用することは、購入者は一定面積以上を耕作、または一定金

額以上の生産物を生産しなければならないのかという点につきましては、市街化調整区域内

の空き家ということで、農家住宅として使用する場合は農家要件を満たす必要があります。

この農家要件というのは、農業委員会で定める要件になりますので、耕作証明が出るか出な

いかというところが判断の基準になろうかと思います。 

  また、農業を行わない勤め人が住居として使用することはできるのかという点につきまし

ては、農業を行わない勤め人が住居として使用することについては、農家住宅を第三者が使

用すると、使用できるかというところだと思います。これにつきましては、先ほどのある一

定の用途変更の手続が必要になります。その要件というのは、例えばおおむね10年以上農家
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住宅として使用したものであることとか、あるいは何らかの要因で負債を抱えてしまって、

返済に苦慮して譲渡したとか、そういう特別な事情がある場合に限って用途変更ができると

いうようなことになっておりますので、それぞれの空き家でその要件が違うと思いますので、

我々都市計画のほうにご相談をいただければというふうに思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 鎌田農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（鎌田順子君） 引き続き、ただいまの質問のうち、耕作証明が出るか

出ないかという点について補足をさせていただきます。 

  先ほど会長からも答弁ございましたとおり、農業委員会の窓口で耕作証明が欲しいという

申請がありました場合のお出しする基準としては、まずは10アール以上の農地を所有してい

らっしゃること、所有というか耕作していらっしゃること。それから、従事日数が年間で

150日以上ということを一つのボーダーラインとしております。一つのというのは、例えば

畑とかをメインでやっていらっしゃる方については、必ずしも今までありました５反歩ほど

は必要がないとか、あるいはやりようによっては150日従事する必要がない耕種であるとか、

そういうものもございますので、必ずしもこれだけで切ってしまうということではありませ

んが、一つの目安として判断基準を分かりやすくすると、この10アール以上、それから年間

従事日数150日以上というところにしてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） もう少し聞きたいと思います。 

  １アール要件があったわけですけれども、例えば農地ではなくて、１アール要件で１アー

ルの土地がついた空き家を購入した場合、その居住者は農家の人として登録されるのでしょ

うか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） いわゆる農地付空き家ということで

購入した場合ということであれば、先ほど言った農家要件を満たすということを勘案すれば、

先ほど鎌田局長が申し上げましたとおり、農業委員会で設定する10アール、150日従事とい

うところが基準になろうかと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 
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〇５番（村松信一議員） 基準というのは、今10アールと、それから150日とかということにな

らない場合、１アール要件があったわけですから、１アールで購入した場合ではない、先ほ

どの説明では農家の人となるわけですけれども、１アール要件の場合は農家の方として登録

はされないということですか。それは分からないですか。 

〇議長（藤原由巳議員） 鎌田農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（鎌田順子君） お答えいたします。 

  農家として登録するという作業自体があるわけではございませんが、耕作証明を出すとき

の判断基準としての一つの要件になっております。１アールの下限面積を設定しましたのは、

本当に特段の面積という言い方になっておりまして、空き家を購入する際に農地も欲しいと、

家庭菜園に使えるような農地が欲しいというような要望もあるという都市型の空き家取得

の考え方があって、そういう制度をつくったものでございます。なので、その際についても

農業委員会としては、ある程度農地を取得した以上はきちんと耕作を続けてくださいねとい

うお話をして、取得をしていただいております。 

  ただ、そのとおり家庭菜園で欲しいというような、そういう面積にもなってございますの

で、農家かと言われると、ちょっと判断としては耕作証明は出せないということになります。

ただ、農家の定義につきましても、農地法での定義もございますが、そのほかにセンサスで

すとか、いろいろな場面でボーダーラインが違ってくるというものも当然ございますので、

今回については耕作証明について言うと、1,000平米、10アールというのを一つの目安にし

てございますということでお答えさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 農家住宅というものと農地付空き家

というものにつきましては、別物として考えていただければと思います。農地付空き家につ

きましては、それこそ空き家バンクに登録されているもので、それを購入して、なおかつ農

地つきであるということで、農業委員会のほうでその農地付空き家として位置づける場合の

基準がありますので、それはそれと。農家住宅は農家住宅というふうなことで考えていただ

ければと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） だんだん分かってきました。 

  そこで、今これが……これがというのは、今住み始めたわけです。不動地区でももう数件
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あります。実際あるのです。そこで、今後空き家に新住民が住むことになるのですけれども、

今まで住んでいる住民と新住民とのコミュニケーションを確立する必要があると思うので

すが、行政ではどのように考えていますでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） お答えいたします。 

  農地付空き家を購入されて新住民となる方、そうでない方でもいいのですけれども、まず

農地付空き家を購入されるということは、農家としての耕作とか、こういったものをされる

のかなと思われますので、農作業を通じた近隣農家さんとのコミュニケーション、これがま

ず図られるのではないかというふうに考えるところでありますし、それ以外のそうではない

方につきましても地域コミュニティへの参加のほうといたしまして、自治会への加入である

とか自治会行事への参加を通じまして、住んでいるまちのよさというのを理解していただい

て、現住の住民とのコミュニケーションを図っていただいて、住んでいただければと思って

おります。 

  町といたしましては、いずれ自治会活動につきましてのメリット等を周知して、自治会加

入のほうの促進に努めてまいりたいと思ってございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） 次の質問ですけれども、ちょっと横文字が出てきまして、調べたか

ら分かるのですけれども、意味とするところが違っているかもしれませんので、ちょっと解

説していただきたいのです。 

  ケアリングコミュニティとウエルビーイングですか、ちょっと発音が悪いのですけれども、

これ調べて大体分かったのですけれども、矢巾町の意図する意味は何なのか、ちょっとこれ

を解説していただけませんでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） まず、ケアリングコミュニティですけれども、

多分この後、別な方の答弁でもあるかと思うのですけれども、共に生きて相互に支え合うこ

とができる地域、いわゆる地域共生社会ということで、ケアリングコミュニティというふう

な言葉、既に世の中で、私もちょっと今回初めて知ったのですけれども、こういった言葉が

既にあるということで、使わせていただいたところでございます。 
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  ウエルビーイングのほうなのですけれども、一般的には幸福というふうに訳されていると

ころなのですが、満足な生活を送れている状態とか充実した状態など、多面的な幸せを表す

言葉というふうに聞いてございます。私自身の勝手な思いですけれども、皆さん突然あした

幸福になったりとかというのはできないので、例えば今日と変わらないあしたがあるとか、

こういったささやかな幸せというのがウエルビーイングの一つなのではないかなと思って

おりますし、町はいろんな施策を通して皆様のウエルビーイング、幸福の一助になればいい

のかなというふうに考えているところでございます。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、次のマイナンバーカードのさらなる利便性について、こ

れはいろいろと可能性が叫ばれておりますけれども、矢巾町としては企業も含めて、国の許

可があれば企業も参入できるわけでありますけれども、今後本町での利便性向上として、ど

のような利用方法が考えられているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） お答えさせていただきます。 

  比較的できそうだなというふうなのを庁内でも検討させていただいておりまして、例えば

図書館のカードであるとか、答弁にもあったかと思うのですけれども、印鑑登録証であると

か、避難所の受付証であるとか、あとは我々ここに職員のカードがあるのですけれども、こ

ういったものに使えないかとか、投票所の受付証として持ってきた方はそれで受け付けると

か、または公共交通の利用者のカード、ちょっとそれができるかは分かりませんけれども、

そういったのはどうだというふうなのは検討させていただいたところでございますが、いず

れもカードの普及率とか、あとは答弁にもありましたとおり、費用対効果の部分でちょっと

まだ時期尚早なのではないかということで、今現在では見送りさせていただいているところ

でございます。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、１問目の最後に町長にお伺いしたいと思います。 

  特筆すべき重点事務事業の中で、昨年の11月に各課へ当初予算編成基本方針の指示があっ
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たわけであります。その指示事項の中で、長期的視点を持った将来の負担軽減につながる取

組の推進を掲げておりますけれども、それで令和５年度の当初予算、現在の予算、来年度の

予算に当たられたわけでありますけれども、どの事業がそれに該当するでしょうか、伺いた

いと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきます。 

  まず最初に、今少子化対策、いろいろ議論があったので、私のほうからもちょっと触れさ

せていただきますが、いずれこの少子化対策、やっぱり私ども町民の皆さんに一番近い市町

村、県、国、今異次元の少子化対策を国で示しているのですが、てんでんばらばらな状況で、

やはり市町村と県、国が連携して子育て支援の青写真をしっかり示してやっていかなければ

ならないのではないのかなと。そして、私もいろいろあれなのですが、今打ち出されている

のは既存の政策を強化することだけに一生懸命になっているということで、だから今新聞報

道とかテレビなんかでもこどもまんなか社会と、それも大事なのですが、やっぱり若者真ん

中社会と、子どもと若者、どちらも真ん中社会になるような、そして私はこの若者が結婚し

た後に、シングルマザーとかシングルファーザー、そういったものにも結婚して子どもがで

きたときの子育て支援とか、そういった青写真、みんなが希望、夢を持てるような政策をや

っぱり示していかなければならないと。 

  それから、今の村松信一議員の負担軽減、長期的な視点からと、これは短期的な視点、中

長期的な視点からも、私ども予算編成するときはスクラップ・アンド・ビルドという手法を

用いてやっているのですが、ただ、今コロナ禍の後に、必ずこれから財政が厳しくなる状況

下に置かれると思うのです。そのときに私が今心配しているのは、これから安定財源の確保

をしっかりした上で、この財源論は避けて通れない課題なわけですので、安定財源の確保、

そして今矢巾町でいろんな手法を用いている中で、若者の将来世代に負担がかからないフュ

ーチャーデザインの手法、こういうふうなもの、それから身を切る改革ということになれば、

町民の皆さんと、私は議会も含めて、当局もそうなのですが、やっぱりしっかり話合いをし

ていかなければならないと。そのためには、ワークショップ、こういうふうな議論を積み重

ねてやっていかなければならないと。 

  だから、長期的な視点の負担軽減ということについては、これはもう議会も、私らも、町

民の皆さんも、そしてその中で町民の皆さんの思いとか暮らしと乖離するような政策は打ち

出せないわけですので、そこでフューチャーデザインとかワークショップ、矢巾町はこれか
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らその手法に力を入れて方向性を示していきたいと、このように考えておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは、村松信一議員の一般質問のさなかではございますけれども、時間も大分経過し

てまいりました。ここで暫時休憩といたします。 

  再開を11時15分といたします。よろしくお願いします。 

              午前１１時０５分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時１５分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

  再開に当たりまして、皆さんにお知らせしておきます。 

  本日正午から、町長、私、山﨑道夫議員の予定が入ってございますので、質問のさなかで

ありましても、正午何分か前に一旦再度休憩に入りますので、ひとつご理解をいただきたい

というふうに思います。 

  それでは、休憩前に引き続きまして、村松信一議員の一般質問を続けます。 

  次に、２問目の質問を許します。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、２問目の質問、多面的機能支払交付金について町長にお

伺いをいたします。 

  本町は、農業地域を中心に農地周りの水路や農道等の長寿命化と、それから水質、土壌等

の保全活動ほかに取り組んでおります。この事業は、平成19年から５年間は農地・水・環境

保全向上として町内８組織、平成24年から６年間は農地・水保全管理支払交付金事業として

11組織、それから平成30年からは多面的機能支払交付金事業として29組織が取り組んでおり

ます。国50％、県25％、矢巾町25％負担の交付金による事業でありますが、岩手県多面的機

能支払推進協議会のホームページには、工事を外注する場合、活動組織における工事の契約

方法や契約書（請書）の例文は、市町村の規則等に従って作成するとあります。参考とする

ものがない場合には、岩手県多面的機能支払推進協議会の例文を使用することとなっており

ます。このことから、工事契約に係る本町の考えについて伺いたいと思います。 
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  １点、多面的機能支払交付金事業における工事請負契約について、本町の規則等はありま

すか。 

  それから、２点目、整備された圃場付近の道路は農業道路として機能しておりますが、本

町の場合、ほとんどが町道となっております。農道としてであれば多面的機能支払交付金事

業で舗装が可能でありますけれども、本町では町道であるため、多面的機能支払交付金事業

による舗装はできないこととなっております。市街化調整区域には、未舗装道がかなり残っ

ておりまして、市街化区域の町道とは別に舗装を計画すべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

  以上、２点についてお伺いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 多面的機能支払交付金についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、多面的機能支払交付金事業に係る工事請負契約の規則等につきま

しては、矢巾町独自の規則等は制定しておらないところであります。 

  なお、多面的機能支払交付金事業に係る契約事務につきましては、岩手県多面的機能支払

推進協議会のホームページで公表されております例文を参考に作成していただいていると

ころであります。 

  ２点目についてですが、町道における未舗装道の町道改修要望路線は約180路線あり、うち

改良済み路線数は102路線となっております。残りの要望路線につきましては、市街化区域、

市街化調整区域の区別なく、要望路線の改良について地元の町民の皆さんと調整を図りつつ、

優先順位を検討し、順次工事を行ってまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、ちょっとお伺いしたいのですが、本町の行政発注の工事

や物品購入について、１者の見積りで可能な発注金額は幾らでしょうか。 

  それと、もう一つ、３者以上が必要だという発注金額は、先ほどと同じように工事や物品

購入、これの発注金額は幾らになっていますでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 
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  一般競争入札や指名競争入札によらない、いわゆる随意契約という形のご質問というふう

に理解しておりますので、その点についてご説明申し上げます。本町におきましては、矢巾

町契約規則（平成19年規則第19号）により規定されてございます。その中で、随意契約に係

る規定では、政令の中で第167条の２第１項第１号に規定する規則で定める、要するに矢巾

町で定めるそれらの随意契約できる金額について定めてございます。その金額については、

工事又は製造の請負が130万円、財産の買入れが80万円、物件の買入れが40万円、財産の売

払い30万円、物件の貸付け30万円、それからこれらの前各号に掲げるもの以外については

50万円とされております。 

  さらに、地方自治法の施行令の中では、これ以外に特別な事情もございます。そういった

中で、例えばでございますが、167条の２の第１項の各号におきましては、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援する法律の中で、例えば障がい者支援施設からの物品の購入

とかについては、特別な事情によりこの金額によらないこともできるよとか、あるいは緊急

の必要により競争入札に付することができないときもあるよと。それから、競争入札に付す

ることが不利と認められるとき、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することがで

きる見込みのあるときなど、９号の項目に当たりまして随意契約できるという条項もござい

ます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 多面的機能支払交付金のことでございますので、関連して補

足をさせていただきます。 

  この件につきましては、工場を外注する場合、特に随意契約について金額的な部分は触れ

てございませんけれども、組織として効率的かつ透明性の確保の観点から、３者以上の見積

りを徴取するよう、この記載が県が示している活動の手引の中で示されているところでござ

いますので、付け加えさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） そこで、県ではその発注金額は10万円以内ということですよね。１

者の場合は、10万円以内の工事しかできないことになっているわけです。それで、10万以上

を超える場合は３者ということになっているわけですけれども、そこで今これが統一されて

いないように感じます。 
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  数年前の多面的機能支払交付金の前のあたりに説明会があったときは、１件当たり１者の

見積りで、30万円までは１者でいいということで、30万円で活動している組織と、それから

県のほうだけ見て10万円で、１者10万円でやっているところとあって、これは３年から４年

に１度国か、あるいは県の監査があって、それが指摘されているわけです。そこで、先ほど

発注金額のことを聞いたわけですけれども、これを今29組織あるということでありますので、

全ての発注金額ばかりではなくて、県のほうの先ほどの工事外注の場合の工事請負契約参考

例文というのは、13の書類をそろえなければならないのです。ところが、なくてもいいとい

う監査のときもありますし、絶対という言葉は使わないのですけれども、あったほうがいい

ですねとか、そういうこともありますので、それは矢巾町で決めればそれに準ずるというこ

とになっておりますので、決めていただきたい。それの説明会とか、そういったことで統一

した形での書類指導をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 契約の事務に係る指導講習ということでございますけれども、

先ほど村松議員からもお話あったとおり、三、四年に１回は年間約８組織程度検査が入ると

いうことで、その都度指導が入っているわけでございますけれども、いずれその中で、検査

をする職員によっても解釈が異なっている部分もあるわけでございますけれども、指摘事項

につきましては、やはりこれは全組織で情報共有を図る必要があるのではないかなというふ

うに思ってございますし、今町で決めてほしいということでございますけれども、そういっ

たことも踏まえて指導講習開けるかどうか、その辺は今後統一した見解が必要かと思います

ので、検討させていただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） 決めるのと、それからもう一つ、この活動組織はプロの人というの

はあんまりいないのです、契約だとか何か経験した人は。全く農家を中心とした一般人がや

っているわけです。普通はそうです。契約等にたけた人はいるかもしれませんけれども、普

通はそうなのです。ですから、それに関わる必要な契約書に関わる部分、これの勉強会、指

導講習を行っていただきたい。先ほどのものと一緒に。そうでないと、せっかくやっていて

も、しっかりとやったつもりが指摘されて、後で、これぐらいだったらもっと早くからやっ

ておけばよかったとか、そういうことで指摘されているわけです。だから、その２点につい

て、もう一度伺いたいと思います。 
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〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） いずれ先ほどお話ししました活動手引の中で様式等も示され

ているわけでございますので、そういったものを、例えば手引を拡大したもう少し詳細なも

ので説明、手渡すだけで済むものなのか、それとも実際人を集めてそういった講習が必要な

のかどうか、その辺も含めて検討させていただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは次に、３問目の質問を許します。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、教育行政方針について教育長にお伺いをいたしたいと思

います。 

  令和５年度教育行政方針について、１点目、子ども・子育て支援として、妊娠期から子育

て期全般にわたる切れ目のない支援を子育て支援ネットワークが一体となって進めるとあ

りますが、子育て支援ネットワークの担い手や地域の役割について、現在の状況を伺いたい

と思います。 

  ２点目、保育料無償化の対象者拡大など、子育て世帯の負担軽減を図る計画の具体的な内

容及び実施時期について、また保育体制強化の具体的な内容について伺いたいと思います。 

  ３点目、子どもたちの育ちを就学前からしっかりと支援し、小学校就学へ切れ目なくつな

げ、社会性を涵養し、多様な学習機会を通じて生涯にわたり学習する意欲を育むなどなどと、

それぞれありますが、それぞれの具体的な施策について伺いたいと思います。 

  それから、４点目、確かな学力の育成のために目指している令和の日本型学校教育とはど

のようなものなのでしょうか。また、個別最適な学び、協働的な学びの内容について伺いた

いと思います。 

  それから、児童館では遊びや生活の支援を行うとありますが、どのように支援を行うので

しょうか。 

  ６点目、令和５年度教育行政方針に掲げた事務事業の中で、本町独自の施策として取り組

む特筆すべき事務事業はあるのか。 

  以上、６点についてお伺いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 
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              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 教育行政方針についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、子育て支援ネットワークとして町内に３か所の地域子育て支援拠

点があり、各拠点同士及び子ども課と情報共有や定期的な意見交換を行っております。各拠

点は、特定非営利活動法人矢巾ゆりかご及び矢巾町社会福祉協議会に運営を委託しており、

子育て相談、子育てに関する講習会の開催など、子育て家庭の居場所づくりを行っておりま

す。 

  また、地域の方が子育てボランティアとして講習会等の活動に参加いただいており、地域

の方や子育て家庭同士の交流の場として、引き続き地域で子育てを応援できるように進めて

まいります。 

  ２点目についてですが、第２子以降の保育料の無償化及び未就園児の家庭への給付金事業

の実施時期につきましては、来年度から実施をする予定でございます。また、保育体制強化

につきましては、保育支援員等を配置し、保育士の負担軽減を図り、保育士が働きやすい職

場環境の整備を目的としており、令和５年度には町内４か所の教育・保育施設で実施する予

定であります。 

  ３点目についてですが、小学校入学前の子どもたちを小学校の就学に切れ目なくつなげる

取組として、幼保小の連携で行う入学体験等の交流がございます。具体的には、入学前の園

児が就学先の校舎や１年生の学校生活などを見学するほか、園の職員が学校の様子を写真撮

影し、園児に見せるなど、それぞれの園で工夫をしながら入学体験等の交流を行っておりま

す。また、小学校の指導者と園の職員が相互に訪問する指導者交流、情報交換会を実施し、

子どもたちの育ちを就学前から支援しているところでございます。 

  次に、社会性を涵養し、多様な学習機会を通じて生涯にわたり学習する意欲を育む施策に

おいて、知徳体のバランスの取れた生きる力の育成が肝要であり、確かな学力、豊かな心、

健やかな体の育成のため、令和の日本型学校教育の推進、道徳教育の充実、望ましい食習慣

や規則正しい生活習慣及び体力の向上の推進に取り組んでいるところでございます。 

  ４点目についてですが、令和の日本型学校教育とは、個別最適な学びと協働的な学びを一

体的に充実させ、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を図り、子どもたちの

学ぶ力を高めていく教育であります。個別最適な学びとは、教師が指導の個別化を図り、子

ども一人一人がそれぞれの興味、関心等に応じ、学習活動や課題に取り組む学びのことであ

り、学習の個性化を進めていくものであります。また、協働的な学びとは、探求的な学習や
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体験活動等を通じて得た学びを子どもたちが相互に学び合うことであり、異なる考えを尊重

し、より学びを深めていくものであります。これらの学びの営みを主体的・対話的で深い学

びと捉えており、令和５年度はこの取組を継続し、質の向上を目指していくものであります。 

  ５点目についてですが、児童館ではふだんから遊びや生活を通して児童の社会性を育む支

援を行っております。具体的には、遊びの中でトラブルが発生した際には、児童同士で解決

できるように見守りやアドバイスを行い、自分で考える力を養えるように支援しております。

また、保護者からの子育て相談にも対応しており、子ども課や関係機関と連携を図りながら

子育て家庭へのサポートも行っております。 

  ６点目についてですが、子育て世帯のさらなる経済的負担の軽減に向けて、義務教育を受

けている児童生徒を持つ家庭のうち、町立小中学校に通学する児童生徒が３人以上いる世帯

に対し、３人目以降の学校給食の無償化を計画するほか、第２子以降の保育料の無償化及び

未就園児の家庭への支援金を給付する予定でございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、地域の方々が子育てボランティアとして講習会などの活

動に参加されておりますけれども、今具体的にはどのようなことをボランティアとしてやら

れているのか伺いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、ボランティアですけれども、子育て助け隊というボランティアがありまして、構成

人数は12名になります。活動内容ですけれども、子育て講習会をさわやかハウス内のａｉａ

ｉひろばとかでやっているわけですけれども、その際の子どもたちの見守りをお願いしてお

ります。月２回、年間24回、活動の見守りをしていただいておりまして、具体的にはドリー

ムベビーという生後２か月から６か月を対象とした講習会、あとはレッツゴーベビー、生後

７か月から１歳までを対象とした講習会、月２回掛ける12か月で24回というふうな活動をし

ております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  村松信一議員。 
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〇５番（村松信一議員） 学習の個性化について、どのように指導をするのかちょっと分から

ないので、お伺いしますけれども、これをやることによって、今までなかったことが入って

きたわけですが、先生の負担にはなりませんでしょうか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  学習の個性化につきましては、子ども一人一人の学習状況を見取り、個に応じた方法で課

題を探求していけるよう支援していくということを指導者の役割として捉えてございます。

探求の手段といたしましては、友達と話し合ったり、書物を調べたり、あるいはインタビュ

ーをしに行くといったこと、これまでになかった１人１台端末も整備させていただいたとこ

ろでございますので、こうした機器を活用した探求活動も想定しておるところでございます。 

  教員の負担というお話もございましたが、その負担軽減策の一環といたしましては、子ど

もたちへの端末利用の指導を効果的に行うために、教育委員会といたしましても既に対応し

ておりますが、指導者のそれぞれのレベルに応じたＩＣＴ研修を設定したり、指導者自身も

主体的に学べるような対応をしておるところでございます。負担でもあるけれども、スキル

アップを図ることによって、一時的な負担はございますけれども、トータルでは軽減になる

ような形を考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、学校給食の無償化についてちょっと伺っておきたいので

すけれども、第３子の対象者数と、それから無償化に取り組む年間の費用についてお伺いし

たいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  対象児童生徒数は125人、無償化の軽減の町の負担になるわけですが、その費用といたしま

しては年額で660万5,530円というふうに算定をしてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） それでは、最後になりますが、菊池教育長にお伺いしたいと思いま
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す。 

  教育方針にも掲げております教育全般の中では、今デジタル化ということでの教育が多く

なっておりますけれども、その中でアナログ的な教育として、小学校の農業科が注目を集め

ておりまして、これは以前私が福島の喜多方市の農業科のことを質問ことがありましたけれ

ども、そこで本町でもやっておりますが、農業の体験を実施している学校がすごく多くなっ

てきましたので、矢巾中学校とか不動小学校は田植と稲刈りの体験等は行っておりますけれ

ども、給食に１回食べられるような、例えば芋とか野菜とかを全校で同じものを植えて、給

食、１回か２回にそれを提供するようなことやったら、すごく子どもたちも歓迎するのでは

ないかと思いますが、そういったことについて教育長の考えをお伺いしたいと思います。い

わゆる農業体験授業です。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） 今ご案内いただきました農業体験授業等、アナログ的なというふう

な表現をされましたが、これについてはもちろん意義があることであり、取り入れるという

ことも必要な選択肢の一つであろうというふうに思っています。 

  ただ、前提としまして各学校の教育課程、つまり何をするかということの権限につきまし

ては、これは各学校の校長先生がお持ちの権限でございました。よって、今度の校長会議等

を含めまして、議会においてこのような議論があり、これを進めたらどうかという議論があ

ったということをお伝えしながら、そこの部分については広めてまいりたいと。 

  加えて、ちょっとつけ足しになりますが、デジタルとアナログの話がございました。よく

デジタルとアナログ、どっちなのだというふうなことを聞かれます。これは、どちらでもな

いというふうにお答えいたします。というのは、デジタルにはデジタルのいい部分がござい

ます。先ほどの働き方改革の部分も含め、例えば学習の個性化を図るためには、やっぱりそ

の力を借りなければならないわけです。ただ、それを借りながら体験活動に持っていって、

写真で記録したり、またはそれを文で打ったりすることもできると。よって、二項対立の関

係ではなくて、その２つ、つまり融合させるというふうな考え方で進めてまいりたいなと。 

  特にも令和の日本型学校教育を支えるためには、昨日もありましたが、働き方改革という

のは絶対必須なことでございます。そのために、ＩＣＴの活用というのはやっぱり避けて通

れないものであろうというふうに思っておるところでございます。 

  以上をもってお答えとさせていただきます。 
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〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、以上で５番、村松信一議員の質問を終わります。ご苦労

さまでした。 

  それでは次に、10番、昆秀一議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （10番 昆 秀一議員 登壇） 

〇10番（昆 秀一議員） 議席番号10番、一心会の昆秀一でございます。 

  まず初めに、投票率向上を目指すについてお伺いいたします。今年は、４月に統一地方選

挙が予定されています。ですが、最近の選挙は投票率の低下が顕著であります。投票率の低

下の要因は様々考えられますが、選挙の関心が薄らいでいるのは、政治に対する興味が失わ

れている証拠でもあります。特にも無投票などは避けなければなりません。 

  本来政治は、我々の生活に深い関わりのあるものであり、選挙は地域の代表者を決める大

事なものであります。最近の若い世代は政治に無関心であり、そのことによって民主主義が

形骸化する可能性すらあります。そういう現状を踏まえた上で、どのような対策を行ってい

こうと考えているのでしょうか、以下お伺いいたします。 

  １点目、今までの選挙の投票率についてどう捉え、改善していこうとしているのでしょう

か。 

  ２点目、投票所に行きたいけれども、行けない人のために、移動期日前投票所の設営をし

てはどうでしょうか。 

  ３点目、移動が困難な方への投票所までの移動支援として、タクシーの無料化をしてはど

うでしょうか。 

  ４点目、投票率アップのための選挙啓発活動についてはどのように考え、行っているので

しょうか。 

  ５点目、学校で主権者教育にどう取り組んでいて、今後投票率の向上を目指すのでしょう

か。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 廣田選挙管理委員会委員長。 

              （選挙管理委員会委員長 廣田政夫君 登壇） 

〇選挙管理委員会委員長（廣田政夫君） 10番、昆秀一議員の投票率向上を目指すについての
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ご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、近年の選挙における投票率としては、令和４年７月の参議院議員

通常選挙の選挙区では56.36％、令和３年10月の衆議院議員総選挙の小選挙区は61.42％、ほ

か平成31年４月の矢巾町議会議員選挙は54.62％であり、近年の投票率は50から60％前半の

投票率となっております。この投票率については、前回、前々回の同選挙と比較しますと、

若干ではございますが、改善されてきたところでありますので、現状としては一旦の下げ止

まりとなったものと捉えております。 

  しかしながら、議員ご指摘のとおり、この投票率自体は決して高いというものではないこ

とから、矢巾町明るい選挙推進協議会と連携を図りながら、引き続き啓発活動に取り組み、

投票率の向上に努めてまいります。 

  ２点目及び３点目についてですが、昨年３月議会において同様のご質問をいただいており

ますが、現時点では移動投票所の導入やタクシーの無料化などの移動支援については、導入

する予定ではないところであります。 

  しかしながら、投票する機会を増やすことは重要であることから、毎回増加傾向にある期

日前投票につきましては、有権者の皆様が投票しやすい環境づくりのため、午後８時までの

投票時間の継続に取り組んでまいります。 

  ４点目についてですが、投票率は特にも若年層で低い結果となっておりますことから、こ

の点について改善を図る必要があると考えております。このことから、県立不来方高等学校

及び県立となん支援学校において選挙啓発授業を実施しており、今後も引き続き取り組んで

まいります。 

  ５点目についてですが、県立不来方高等学校及び県立となん支援学校での選挙啓発授業の

ほか、町内小中学校を対象とした選挙啓発ポスターコンクールを実施しているところであり

ます。選挙年齢が18歳以上に引き下げられたことも踏まえ、今後も引き続き選挙の意義を伝

える取組を行うことで、主権者教育につなげるよう努めてまいります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問あろうかと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、間も

なく正午になりますので、ここで昼食のための休憩といたします。 

  そして、午後の再開を１時10分、13時10分の再開といたしますので、よろしくお願いを申

し上げます。 

              午前１１時５１分 休憩 
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              ――――――――――― 

              午後 １時１０分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

  休憩前に引き続き、昆秀一議員一般質問を続けます。 

  再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） まず、投票したいのに投票所に行けない人についての対策について、

移動支援としてタクシー無料化を提案したのですけれども、本来であれば介護保険サービス

の利用者であれば、ケアプランの中に位置づけて訪問介護の通院等乗降介助で投票所への移

動もできるはずですが、そのことを知っているケアマネジャーや事業所がほとんどいません

し、そのようなサービス自体をしているところもほとんどありません。ということで、タク

シーの無料化を提案したわけですが、投票所に行けない方への対応については、どのように

考えているのか再度お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） 選挙管理委員会書記長としてお答えいたします。 

  まず、町内に当日は７か所の投票所があるわけですけれども、その投票所に行けないとい

う場合は、例えばお隣の方とかに援助いただいて、近所ということでご協力いただくとか、

そういった形で地域の皆様のご協力もいただきながら、投票所まで一緒に来ていただくとい

うような工夫もしていただきたいなというふうに思っておりますし、またその当日どうして

も都合が悪いという場合には、期日前投票所も役場内、あるいは今回の４月の町長選、それ

から矢巾町議会議員選挙についても期日前、今回はちょっと駅の中というわけにいかないの

ですけれども、またそこの近くをめどに期日前投票所も予定してございますので、そういっ

たところに皆様のご協力いただきながら来ていただけるように、広報活動等もしていきたい

というふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） それと、移動手段があれば行ける人は、まだご近所だったり、介護

サービスや介護タクシーなどで手伝ってもらえば行けるのですけれども、重度の障がいがあ

るために投票所に行けない人であったり、一定の事由に該当すると認められる人は、自宅等
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で行える投票として郵便による不在者投票という制度がありますけれども、なかなかこの制

度を知っている人も、利用される方も少ないように思うのですが、今現状として利用してい

る、投票を行った方はどのくらいいらっしゃるのか、また選管としてこの制度についてはど

のようにお考えなのかお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  まず、施設に入っていらっしゃる方とか、重度の方で入所されている方という方々につき

ましては、それぞれの施設に事前にこちらの選管のほうから投票箱をお預けして、投票する

というような制度も実際やってございます。それから、町外にいらっしゃる方で、選挙当日

お戻りになれない方などについては不在者投票、今ご質問で議員仰せのとおりの制度もござ

いますので、そういったものについても選挙公報、あるいはいろんな周知方法で、そういっ

た制度も利用してくださいということも今までもやってございますので、そういった方、そ

ういった制度を知らないと言われないように、これからも周知活動はしっかりやっていきた

いというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 申し遅れました。農業委員会、中川会長が午後から退席しておりま

すので、ご報告させていただきます。 

  再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） それから、以前私提案したのですけれども、地域活性化と投票率向

上の方法として、投票所来所証明書を発行して、それを持参した場合に飲食店などでのサー

ビスや割引を受けられるようにしてはどうかということも言いました。これも全国的には行

われていることですので、まちぐるみであらゆる対策というものをしていかないと、それこ

そ選挙自体形骸化していくことにつながるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  選挙管理委員会の定例会の中でも、そういったお話を実はさせていただいておりました。

ただ、選挙は国民の大切な権利ということで、権利の部分についてそういった副産物的なも

のをつけてどうなのかなと、実際にほかの自治体でやられているところがありますので、ち

ょっと批判的なことは言えないわけですけれども、そういった部分も誤解を招かないように
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しっかり取り組まなければならないということで、まだまだちょっとそこは検討課題という

ところを抜け出せないという状況でございます。 

  ただ、今後そういったことも工夫しながら、誤解を与えない選挙制度が執行できるのであ

れば、工夫させていただきたいというふうに思っています。現在のところは、検討課題とさ

せていただきたいというふうに思っています。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） まずは、その検討を深めて、よりよい対策をしていただきたいと思

います。 

  それから、これは以前もご提案申し上げたのですけれども、選挙公報をウェブ掲載したら

いいのではないかと言ったのですけれども、これもなかなか実現されていないようですけれ

ども、これは技術的に大変難しいことでもないですし、お金もそんなにかかるものではない

と思うのですが、これなどは現職の方が公報でしていた公約を実現できているかというチェ

ック、判断することにつながってきますので、有権者が投票するときの判断に有効的だと思

うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  その制度につきましても、しっかり周知の仕方、掲載の仕方、それから波及効果について

検証させていただきたいと思います。ちょっと今の段階で、できます、できませんというこ

とをお話はできませんが、そちらについても法に触れないという判断の下で、周知効果が担

保できるということであれば検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） いろいろ提案させていただいているのですけれども、なかなか前に

進まないというのが現状だと思います。 

  現在、主に矢巾町明るい選挙推進協議会が常時啓発活動を行っておられるわけですけれど

も、この活動において具体的な目標を設定して、そこをターゲットにして施策の推進を図る

べきだと思うのですが、その取組についてはどのようになっているのでしょうか、お伺いい
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たします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  具体的な、例えば投票率だとかというような数値的な目標は立てられません。ですが、委

員会の中では、皆さん積極的に活動していただいてございます。答弁書でもございましたと

おり、選挙前の啓発活動、それぞれのまちに出て、駅前に出てというような活動もしてござ

いますし、それから不来方高校、となん支援学校等に行って、選挙に係る周知、学習活動な

ども行ってございます。そういった中で、何とか投票率が上がるように、まず若者からの理

解をいただいて、若者が投票所に行っていただければ、その波及効果でまた次の選挙で若者

が投票していただけるというような、そういった相乗効果も期待しながら、18歳になられた

皆さん、それから若者に対して投票所に来てください、投票してくださいというような活動

を盛り込んで活動してございます。具体的な数値については、盛り込んで活動はしてござい

ません。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 具体的に数値が挙げられないというのは、どういう理由でそうなの

でしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  例えば投票率が80％とか90％というわけにはなかなかいかないと。やはり投票に行くこと

は個々の権利ではありますが、そこに強制力は持てないというところもございます。ただ、

我々といたしましては、活動の中でなるべく積極的に投票所に来てください、投票してくだ

さいという啓発活動に力を入れるということで、そういった活動の回数については目標を立

てることはできると思います。ただ、具体的な投票率をどこまで上げるというような数値に

ついては、そこまでこの委員会の中では強制力はないというふうに存じておりますので、そ

ういった意味での数値化はしていないということで、答弁とさせていただきます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 
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〇10番（昆 秀一議員） そこで、若者の投票率の低下というのが言われているわけですけれ

ども、投票率向上の長期的な対策としては、学校での主権者教育があるわけですけれども、

やはりすぐすぐこれも結果が出るものではなくて、積み重ねて継続していくことが必要だと

思います。 

  主権者教育の一つとして、新聞を題材にした学習、ＮＩＥというものがありますけれども、

これは現実社会の様々な出来事を伝えている新聞を教材とすることによって、現在の課題に

対する自分の考えを深めることができて、より自分事として考えることにつながっていくよ

うに思うのですが、本町の学校ではこのＮＩＥについてはどう行われているのかお伺いいた

します。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） それでは、お答えいたします。 

  まず、ＮＩＥの前に主権者教育ということについてでございますが、いわゆる主権者教育

というふうな特化した教育はないのです。学校でやっているのは、例えば社会科、小中学校

の社会の授業で、そして主権者の資質を身につけるような視点での授業をやっていきましょ

うということとか、もしくは特別活動のところで主権者教育を意識してやりましょうという

ふうなもの。高等学校で言うと、いわゆる模擬選挙のようなものとか、あとは総合的な学習

の時間を使っての取組ということになります。 

  ＮＩＥの取組についてなのですけれども、これも基本的には学校の教育課程になることな

のです。ですから、その校長先生なり教職員ところで、ＮＩＥについて活用をどう持ってい

くかというふうな計画の下に実施するべきものだというふうに認識しております。県内では、

何校かモデル校としてやられている学校があるのは承知しておりますが、本町では今のとこ

ろ特化した取組はないものと認識をしてございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） このＮＩＥですけれども、主権者教育はもちろんのこと、読解力向

上にも有効であると調査結果が出ておりまして、これは学習指導要領にも情報活用能力の育

成のため、新聞などの活用を図ることが明記されておるようですけれども、ぜひ新聞を題材

にした学習を検討していただきながら進めていただきたいと思うのですが、いかがでしょう

か。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 
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〇教育長（菊池広親君） 議員おっしゃるとおり、その効果等については検証も済んでいると

いうふうに認識をしておるところでございます。情報の読み取りという部分については、こ

れが日本はちょっと今低いレベル感にあります。よって、ここにてこ入れするということは、

今後の教育においては必要なことであります。新聞の活用も含めまして、いわゆる情報の部

分の取扱いについては、今後どのように取り組んでいくかということも含めて考えていきた

いというふうに思ってございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） そこで、主権者教育というのがつながってくるのですけれども、主

権者教育というのは単に選挙についての概要や手法を伝える選挙教育ではないわけですけ

れども、本人の意思決定する力を養うための教育と捉えることができるのですけれども、つ

まり自ら考え、選び、行動に移すという意思決定の力を養って、その力を伸ばしていくため

の教育ではないかと思います。その教育をしっかりと将来に向けて行って、投票に行くのが

当たり前だよというように願うわけですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） いわゆる主権者教育の目的は、主権者としての資質能力を子どもた

ちがきちっと持つということ。これを持つことによって、自然と投票に向かう、自分の参政

権の権利を行使するということにつながっていくものだというふうに考えております。 

  ですので、現行の学習指導要領の中に社会科、それから特別活動というところにきちんと

その部分もあることです。主権者としての資質能力を育てる観点という部分です。ですから、

この部分をさらに大事にしながら、日々の授業実践、それから特別活動、総合的な学習の時

間、これを構築していく必要があるというふうには考えてございます。 

  以上、答弁といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 分かりました。まず、そういう教育というのが大事だということは

もちろんのことでございます。 

  最初の質問でした移動期日前投票所についてですけれども、私前には提案していなかった

のですけれども、これ資料で提示しております。タブレットに入っているかと思いますけれ

ども、これは全国的に先駆けて島根県の浜田市ほかで導入されております。実際に一定の効
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果があるようですし、ＰＲの一つにもなります。 

  そこで注意すべきなのは、不正選挙防止政策として本人確認や二重投票、管理者と立会人

による監視など、通常選挙と劣らない厳格な体制を取る必要があるとのことでして、大事な

こととして住民への周知を図るとともに、時間と場所を記載した日程表も郵送して投票所に

行きやすくすることも大事だと思いますので、今後移動期日前投票所を考えてもいいのでは

ないかと思うのですけれども、その見解についてお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  選挙管理委員会の中では、ちょっと反対の意見になるかもしれないのですが、期日前投票

所はあまり場所を動かさないほうがいいのではないかというような検討がされております。

というのは、例えば今まで固定されて、ここに行けば投票できるのだなというような場所の

観念ができるわけなのですが、それが選挙のたびに場所が動くというようなことになると、

それがもしかすると投票率の低下につながるかもしれないというような考え方もございま

す。ただ、移動として、例えばバスを使って、矢巾町は僻地という場所はないのですけれど

も、バスを使ったりして投票所が移動するというような考え方の中では、そういったものに

ついては検討材料はあるのかなというふうに考えておりますが、事前に岩手県内でそういっ

た移動投票所をやった自治体からも聞き取り調査したのですが、なかなか思ったほどの効果

もなかったというようなお話もありますので、しっかりとした周知をして、やり方も検討し

て、その人が間違いなく投票するというような人の管理、確認方法も、今ご指摘されたとお

りの内容もできるという下に、そういった移動投票所というものも検討するべきなのかなと

いうふうには考えてございます。 

  ただ、この矢巾町内、県内でも２番目に小さい市町村でございますけれども、どこまで移

動投票所が有効なのかなということは、やっぱりこれから検討していかなければならないの

かなというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） それから、これはある雑誌に載っていたのですけれども、近年多く

の自治体で選挙執行や投票率に関する課題が山積みとなっていて、公正性を重んじる余り改

善が進まないとする中、三重県の桑名市では選挙がない期間を活用して改革に本腰を入れた
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そうです。そこでは、市民目線に立ったアイデアにこだわりを持ったそうです。そして、ま

ずは実行してみることで、次の課題が明確化されるということで、ほかの自治体で行われて

いる様々な改善事例などを参考に、まずは自分たちでやってみることが大切であるというこ

とを言っております。たとえ失敗しても、それは成功の種となるということで、自治体であ

ればその自治体に合った独自の方法、新しいアイデアが見えてくるということです。そして、

大切なのは話合いの場所で何でも言える環境づくりだと思うと、桑名市の選管の方は述べら

れていました。 

  それから、投票率の向上だけではないのですけれども、何にでも言えることですけれども、

無理だと思っても意見が言える、行動が起こせる、そこから新しいものが生まれるのではな

いかと述べておりました。全くそのとおりだと私は思ったのですが、そのことについて見解

があればお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  議員仰せのとおり、全くそのとおりだと思っております。可能なものからしっかり取り組

みながら、そして無理だ、無理だが先行しないで、やれることからしっかりと取り組んでま

いりたいというふうに考えてございます。そういった中で、明るい選挙推進協議会の皆様、

それから選挙管理委員会としっかり情報共有しながら取り組んでまいりたいというふうに

考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問は。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは次に、２問目の質問を許します。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 次に、貧困対策についてお伺いいたします。 

  厚生労働省の調査によれば、日本の子どもの貧困率は平成28年13.9％、さらにひとり親家

庭の貧困率は50.8％と、先進国の中でも最悪の水準だと言われております。さらに、親の就

労など経済的理由、つまり貧困により追い詰められた結果、親が虐待や育児放棄に至るケー

スも多々あるそうです。 

  子どもの貧困問題は、当事者である子どもだけではなく、社会全体に大きな損失を与えま
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す。貧困状態で育った子どもは、将来納税者にならず、社会保障を受ける側になる可能性が

高く、そのことによる国の損失は約40兆円以上になると言われております。これは、その子

どもたちの責任ではなく、私たち大人みんなの責任ではないのでしょうか。このように、貧

困は決して他人事ではないことから、以下お伺いいたします。 

  １点目、子どもの貧困の問題は、連鎖しやすいことにあります。それは、虐待などにより、

愛情の形成が不十分であることに原因があると言われていますが、町としてはどのような支

援をしているのでしょうか。 

  ２点目、教育現場では、子どもの貧困の現状把握にどう取り組んでいるのでしょうか。 

  ３点目、子どもの貧困は、子どもと一緒に暮らす大人の所得が低いということによるもの

であります。そのような子どもと一緒に暮らす大人の実態をどう捉えて、支援に結びつけよ

うとしているのでしょうか。 

  ４点目、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受けて、家計が急激に悪化した世

帯への支援が足りていないのではないでしょうか。町としては、その現状をどう受け止めて

いるのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 貧困対策についてのご質問にお答えをいたします。 

  ３点目についてですが、生活に関するお困り事の中で、生活費、ローンの返済、就労のこ

となど、経済的な困り事に関する相談があり、相談者の世帯に子どもが含まれている場合も

ありますことから、世帯員それぞれの困り事や生活状況をお伺いし、それぞれに応じた支援

を関係機関と連携して行っております。今後も、相談者お一人お一人の困り事や状況をお聞

きしながら、丁寧に寄り添った対応に努めてまいります。 

  ４点目についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響による対策として、住民税非課

税世帯、家計急変世帯に対する10万円の給付、物価高騰対策として非課税世帯に対する１万

5,000円の給付、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援として住民税非課税世帯、家計急

変世帯に対する５万円の給付、ほかにも福祉灯油として住民税非課税世帯で、かつ65歳以上

のみの世帯、障害者手帳所持世帯、児童扶養手当受給世帯、生活保護世帯へ、昨年度は5,000円、

今年度は6,000円の給付事業を実施しているほか、生活困窮者等への生活相談にも対応する

など、物資両面で生活困窮者等の支援を行っております。 

  また、町社会福祉協議会におきましても、生活福祉資金貸付事業のほか、現物給付として
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フードドライブ事業、サニタリードライブ事業、フードパントリー事業、法人ネットワーク

による生活支援、町更生保護女性の会によるエキナカ産直での食料支援などを実施しており

ます。今後につきましても、生活困窮者等に寄り添った支援に努めてまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、貧困対策についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、厚生労働省が発表している平均的な生活水準の半分未満で暮らす

相対的貧困状態にある子どもは、約７人に１人とされており、ひとり親世帯の約２人に１人

が貧困状態にあるとされております。また、貧困は少なからず虐待につながることや、さら

に連鎖するとも言われております。 

  このような状況の中、町の支援として、養育支援訪問事業において乳児家庭全戸訪問を実

施することにより把握した状況を基に、支援が必要な家庭には個別に訪問し、養育に関する

相談や愛着の必要性などの助言を行っております。 

  ２点目についてですが、学校現場においては家庭の経済状況を把握することはできません

ので、子どもの貧困について正確に把握することはできない状況でありますが、教育委員会

においては子ども課等の関係課と連携を図り、情報共有し、子どもたちを早期の生活支援や

福祉制度の利用につなげていくことができる体制を整えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 貧困の中には、働いても貧しいワーキングプアの問題もあります。

いわゆる雇用の問題ですけれども、その点、実態としては、町としてはどう捉えて、どのよ

うな支援を行っているのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  福祉課のほうで生活困窮等の方々から相談を受けておりますが、ワーキングプアに関して

は、どこまで実態を把握しているかと言われると、ちょっと難しい状況でございまして、相

談の中から判断するという形になってございます。 

  以上、お答えといたします。 
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〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） まず、貧困の人が声を出せるかどうかというところもあるとは思う

のですけれども、まずそこら辺の実態を把握しなければ支援というのも行えないと思います

ので、把握のほうをお願いしたいと思いますけれども、矢巾町で子どもの貧困対策実行計画

を策定しているのですけれども、これも既存政策の羅列にすぎず、もっと国の施策にとどま

らない、地域ごとの独立性の高い支援、様々なニーズに沿った施策の開発、充実に取り組む

必要があると思うのですけれども、町としては当事者たちが何を課題として捉えて、どのよ

うなアプローチが必要なのかをどう考えているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監（吉岡律司君） 私のほうからお答えいたします。 

  まず、子どもの貧困ということにつきましてですけれども、貧困には、答弁でも書かせて

いただいていますとおり、相対的貧困と絶対的貧困というものがございます。絶対的貧困と

いうのは、まさに食べるもの、着るものに行き詰まっているような状態、相対的貧困という

のは国や地域の一定の母数の大多数よりもそこの水準が低い状態ということで、なかなか見

えにくいものが相対的貧困であって、その最たる例が子どもの貧困というふうに言われてお

ります。 

  そうした意味において、見えにくいといったものをどのように掘り起こしていくのか、先

ほど議員申し上げましたとおり、どのように声を上げていくのかというものが非常に大切な

ことだと思っています。そういった意味ももちまして、現在矢巾町といたしましては、子ど

も課、健康長寿課、福祉課が連携し合いながら、そのような声を救う形で政策を推進してい

るところでございますが、これは制度的なもので、不足分につきましては、まさに我が国の

セーフティーネットの中でどのように子どもたちを救っていくのかというのが課題だと思

いますので、そういった意味では既存の政策が羅列している状況だということをご指摘受け

ましたので、そういったところは日々改善していきたいなと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 支援する側ですけれども、教育であれば学校関係であったり、放課

後の学習支援、それから医療、それから福祉、地域コミュニティ、就労支援や家庭の支援な



  

－ 169 － 

ど、関連する分野のそこの連携はどのようになっているのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  これらにつきましては、今関係課のほうでいろいろな子どもの関係、あと貧困関係、そう

いったことにつきましては、個別の対応ということで、関係課が集まって協議しているとこ

ろでございます。また、重層的支援体制でもいろいろ困り事の関係で、そういった関係で自

分たちの課だけでは解決できないようなものにつきましては、協議しながら進めているとこ

ろでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） そこで、学校ではコミュニティ・スクールというものがあるわけで

すけれども、現在このコミュニティ・スクールでは各種支援のつながりというのはどのよう

になっているのかお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  コミュニティ・スクールにおきましては、地域の方々も学校現場の課題をそれぞれ共有し

ながら、よりその学校に子どもたちが安全、安心に学びの体験ができるように支援するよう

な形を目指しておるわけでございますけれども、今いろいろ貧困についてのお話がありまし

たけれども、学校教育課の分野の部分といたしましては、就学援助の部分もございますし、

今般ご説明申し上げました多子世帯に対する第３子以降の給食の無償化のこともあります

し、あと２年目の取組となっておりますが、経済的な理由で今後の進学を諦めることのない

ようにするための一つの助成事業として、奨学金の給付型の取組も行っておりますし、そう

いった各課の子育て支援策、例えば健康長寿課であれば医療費の無償化も早くから取り組ん

でおりますし、そういった部分はお互い連携し合いながら、共有しながら、矢巾町の子ども

たちのよりよき環境整備に向けて対応しておるところでございますので、ご理解をお願い申

し上げます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 



  

－ 170 － 

〇10番（昆 秀一議員） 次に、貧困の連鎖についてお伺いしたいと思うのですけれども、こ

れは愛着の形成が不十分であることから、それが連鎖につながることが一つ挙げられます。

そして、その貧困の連鎖を断ち切る施策として、貧困家庭などに対する教育の充実が必要だ

ということで、先ほど申し上げておりました給付型奨学金をはじめとした奨学金貸付けが行

われていると思います。その現状はどうなのか、それから充足していると思っているのか、

この先の見通しについてお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  給付型奨学金と貸付型奨学金につきましても、それぞれ専門の識見者の方々も交えながら、

厳正な審査の下で給付金の認定の業務を行っておるところでございますけれども、スタート

して２年目ということで、さらに強化していく部分とか、改善点も今後出てくるかと思いま

すので、そこら辺は精査しながら、より有益な制度として町民の皆様にご活用いただけるよ

うに、鋭意取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 奨学金貸付けと給付とあるわけですけれども、貸付けの場合はもち

ろん返済しなければならないのですけれども、それが大きな負担となっているという現状も

あるのではないかと思います。 

  そこで、国では大学などの授業料、入学金の免除または減額と給付型奨学金の支給をして

おります。これには条件があって、その中の世帯の収入があるわけでして、ある一定の収入

がある場合は支給の対象外となってしまいまして、住民税非課税かそれに準ずる世帯がその

対象となっていますけれども、これがぎりぎりのところでクリアできない方、世帯が結局一

番大変な思いをしているのではないかと思うのですが、その辺は町としてはどう考えている

のかお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  そういう所得制限的な、経済的な支援という大前提がございますので、やはり厳しいとい

う部分でその基準に合致しない方もいらっしゃるわけでございますけれども、町においては

給付型で希望したけれども、所得制限にひっかかって、やむなく貸付型という方もいらっし
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ゃいますので、そこは制度の趣旨を十分お伝えしながら対応しておるところでございますけ

れども、今昆議員からご指摘があった部分のさらなる踏み込んだ対応ということにつきまし

ては、今後の検討課題ということで、精査しながら取り組んでまいりたいというふうに考え

てございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） それから、もう一つ、奨学金の貸付給付についての要件の中で、学

力が一定に達しているものというのがあると思うのですけれども、幾ら学ぶ意欲があったと

しても、学力があまりないと奨学金も受けられないというのは、貧困から抜け出そうとして

学ぶ努力をたとえ持っていたとしても、学ぶことさえ諦めなければならないことに結びつい

てしまうのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  成績要件につきましても、本町の委員会においても、審査の中でいろいろ委員の皆様から

も幅広い見地から指導、助言をいただいているところでございます。基準にちょっと危ない

のだけれども、この子どもは、例えば新聞配達をしながら一生懸命勉強しているとか、いろ

いろなそういう情報も加味しながら、しゃくし定規に切り捨てるとか、そういったことでは

なく、お一人お一人の学びに対する姿勢の部分、そういったところも加味しながら、基準も

もちろん大事ですけれども、そういったところも総合的に判断しながら、給付型奨学金の決

定の審査をいただいているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 子どもの貧困というのは、親の貧困でもあるわけですけれども、そ

の支援の一つとしての経済的支援がありますけれども、奨学金もその一つであります。 

  それに関連して、食の問題もあります。今現在ここかむ食堂を月何回か、休日だけでなく

夜間も行っているようですけれども、これも食の支援ももちろんあるでしょうけれども、居

場所づくりの意味合いが強いのではないでしょうか。そこで、食の支援として学校給食の無

償化を進めていく必要があるのではないかと思うのですけれども、これは全国的に広まって
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いて、来年度から第３子の無償化も本町でもなるわけですけれども、今後第２子、それから

中学校からなどでも始めて、さらに小学校へと無償化できないものなのでしょうか。 

  加えて、昨日山﨑議員が代表質問の中で提案した米の支給についても、他国に送る米があ

るならば、まず町内の困っている人に支援していくべきではないかと思うのですが、いかが

でしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  まず最初に、学校給食、今後の取組をさらに進める考えはないかについてお答えしたいと

思います。令和５年度から、小中学生が３人以上いる世帯のご家庭に対しまして、３人目以

降の児童生徒さんの給食費を無償化する取組、これは学校給食無償化の本町としての第一歩

というふうに捉えておりますので、まずは令和５年度の事業の進み具合、そしてそれに対す

る町民の皆様の実態だったり、そういった部分を今後精査しながら検討してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  米の給付ということで、昨日の質問からありましたけれども、これにつきましては今のと

ころ検討していないということですが、物資になるかどうかは分かりませんが、困っている

方々に何らかの形で支援してまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 子どもの貧困についてですけれども、明確な定義がなかったことか

ら把握が遅れて、対策の必要性や目標の設定、必要な対策などの議論といった共通見解が生

まれにくい状況にあるようです。全国的にも貧困率の高い県である沖縄県では、貧困対策ビ

ジョンを掲げ、目標達成するための施策を行っているそうでして、大きく分けて３つの施策

があるそうです。そこで、ここ矢巾町でもその取組は参考になるものだと思います。１つ目

には、ライフステージに応じたつながる仕組みの構築でして、いわゆるそのライフステージ

に合った支援や相談を切れ目なく行うことだと思うのですが、その点は本町としてはどのよ

うに支援されているのでしょうか、お伺いいたします。 
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〇議長（藤原由巳議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  ライフステージでの支援ということで、特段そういった観点で進めているものはないので

すけれども、やはり先ほどもお話ありましたここかむ食堂とか、そういったところで居場所

づくりの中で、集まった方々で話合いの中で居場所をつくりながら、現状を確認していくと

いうような内容でやっているというか、現状そういったところでしか確認はできていないの

ですけれども、そういった形で皆さんと会う機会をこれからつくりながら、支援のところを

考えてまいりたいと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監（吉岡律司君） 補足で答弁をさせていただきます。 

  今福祉サイドという視点からでお話をさせていただきましたが、町全体の政策といたしま

しては、結婚、妊娠、出産期、そして未就園児、あと幼児教育・保育、小中学校、高校、大

学というまでの中に、複数の課というか、横断的に様々な課でトータルで支援している形に

なっております。 

  議員ご指摘のところになりますと、ちょっと私どもも今年度政策の見える化というところ

で取り組ませていただいておりますが、そこがまだ町民の皆さん、関係者の皆さんに分かり

やすく伝わっていないところは十分反省しているところですが、子育てに対する貧困から脱

出するという形、そしてサポートしていくという形は、矢巾町としてもできていると思って

おりますので、そういったところは今後分かりやすく見える化を図って、周知してまいりた

いと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 私からは、母子保健のサイド、いわゆる子育てに至る最初の

妊娠の届出からも関わりが始まりますので、その点のところでお答えさせていただきます。

補足させていただきます。 

  実は今年度の母子健康手帳の交付、１月末の時点で、町で交付した分は125です。午前中も

出生数のことをお答えしましたが、今年度にかけて、本当に危機的だなというふうに捉えて

おります。転入の方も含めて140名ぐらいの方の中で、いわゆる要支援、いろんな面でお支

えをしたほうがいいかなという、その中にはやっぱり経済的なこととか、お住まいのことと
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か、母子健康手帳の最初の面談のときに、助産師、保健師が面談をしております。そういう

中で、やはり妊娠期から支え合っていくというところが一つ、矢巾町でも以前から行ってお

りましたが、このたび国で創設された出産・子育て応援事業に関しては、さらに伴走型支援

でより推し進めていくということで、国も経済的支援と、この寄り添い支援を進めていくと

いうふうに政策を打ち出したというふうに捉えております。 

  矢巾町でも、今まで妊娠届、そしてその後は赤ちゃんが生まれてからの出産ということで、

出産後に面談していたのですが、今後は妊娠８か月の時点で関わりを取りながら、面談を希

望する方には面談していくというような流れを取っていく予定でございますので、さらにそ

ういう点で、ライフステージの本当に最初の段階でございますけれども、取組をより一層強

めていきたいなというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 沖縄の取組で、２つ目は親、保護者への生活や就労の支援、先ほど

申し上げたワーキングプアへの支援もあるのですけれども、３つ目に貧困対策推進基金の創

設となっていて、やはり先立つものはお金なわけでして、今ふるさと納税で子育てに使って

くれというのが結構あるみたいですので、こういう貧困対策に重点的に向けられるようにお

願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監（吉岡律司君） ここで貧困対策ということで沖縄の例、私も拝見したことはあ

るのですけれども、貧困対策への基金ということで、ふるさと納税の子育てに関する部分に

ついてこれに充てられないかということですが、ここにつきましては貧困からまず抜け出す

ときに、一時的な給付というものが抜本的な解決になるかどうかといったところの視点から

も考えていく必要があろうかと思います。まさにこの貧困対策というのは、補完性の原理と

いう言い方があるかと思うのですが、国ができること、県ができること、そして矢巾町とし

てできること、それぞれあるのだと思います。 

  そうした中で、矢巾町が何できるかといった中で、一部の限られた財源の中での基金の対

策がそれに対してどれだけ有効なのかといったところは、そこだけで考えるものではないの

だと思っています。ですから、国、県、そして本町の政策が一体となって取り組むべきこと

だと考えておりまして、現段階ではそこの部分だけを抽出してそれに充てるということは、
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十分な効果が得られないのではないかなと思っています。すなわち私どもの言うところ、今

後国、県に対してこのような支援が必要ではないかということは声を上げていきたいと思い

ますし、この中で工夫してまいりたいと思いますが、現状このふるさと納税をそれに充てる

ということは検討していないところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） そうはいっても、やはりお金があるにこしたことはないわけでして、

その点も重要視していただきたいと思います。 

  「貧困」というのは、貧、低所得、困、困り事のことであります。したがって、貧困の解

決には、貧しさ、低所得を改善することと、困り事への支援が必要であります。特に子ども

は成長する上で、家庭のこと、友人のこと、成績や進路のこと、それからいじめや不登校な

どの困り事に常に直面しているのではないでしょうか。ですから、全ての子どもが困り事を

抱えているという前提でサポート体制を整えていかないとならないと思います。それは、貧

に関わる子どもだけではなく、全ての子どもに当てはまるはずです。学校の教職員、養護教

員であったり、スクールソーシャルワーカーの方たちに、子どもであったり、保護者が相談

しやすい環境を常につくっておいてほしいと思いますし、いずれ子どもたちの悩みにいち早

く気づき、孤立させないことのように、全ての子どもたちが必要に応じて支援を受けられる

ようにしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） ただいまのご質問についてですが、学校で言いますと、いわゆる教

育相談体制をどのように構築するか、そしてそれをどのように実践するかというふうに解釈

をいたしました。 

  各学校においては、いじめというタイトルはあるのですが、いじめ見逃しゼロということ

を含めて、その困り事についての相談というのを学期に１遍は全員に行っております。その

中で、いわゆる二次的に、つまり学校だけでは解決できないものについては、その専門家で

あるスクールカウンセラーにつなぐ、もしくはこれが福祉であればスクールソーシャルワー

カーがそこにつなぐというふうな体制を現在取っておりまして、この充実を図っていくとい

うことは大変大切なことだというふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 子どもたちの複合化した支援ニーズに対しては、包括的な支援体制

というものが必要になります。その窓口として、断らない相談支援、それから地域コミュニ

ティの支援などという支え合う関係性の育成支援が求められるわけですけれども、この断ら

ない相談支援について、考えがあればお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 野中福祉課長。 

〇福祉課長（野中伸悦君） お答えいたします。 

  答弁でもしておりますが、この相談事につきましては真摯に受け止めながら、その方の困

り事の内容を聞き、それに対してどのように対応するかということを丁寧に対応していると

ころでございます。断らないということで、福祉課でもそういったところに心がけて取り組

んでいるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

  他に再質問ありますか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは、ちょうど２時になりました。ここで暫時休憩といたします。 

  ２時10分の再開といたします。 

              午後 ２時００分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時１０分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開します。 

  ここから、廣田選挙管理委員会委員長は退席をいたしてございます。 

  それでは、休憩前に引き続きまして昆秀一議員の一般質問を続けます。 

  次に３番目の質問を許します。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 次に、次世代を継ぐ若者への支援をについてお伺いいたします。 

  少子化の急速な進展や地域の絆の弱まりといった社会状況の変化、核家族や親の就労形態

の多様化、安心して遊べる場や体験、触れ合いの場の減少などによって、子ども、若者の育

成環境を取り巻く状況は刻々と変化していて、このコロナ禍においてはますます状況は悪化

しているように思います。また、困難を抱える子どもたちや若者たちの悩みは、複合的かつ
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複雑化していて、一つの分野にとどまらない総合的な相談支援体制が求められます。このよ

うな状況から、本町の次世代を継ぐ若者への支援について、以下お伺いいたします。 

  １点目、本町では国の次世代育成支援対策推進法に基づき、子ども・子育て支援事業計画

を策定していますが、計画の定期的な点検、評価をどう行い、計画の見直しは必要なかった

のでしょうか。 

  ２点目、次世代を担う若者と世代や立場を超えて語り合う場を設けることは必須であると

考えますが、町としての考えをお伺いいたします。 

  ３点目、町の情報について、小中学校などの若者に伝えていくことは重要であり、町のこ

とをよく知ってもらうことが必要であると考えますが、町の考えとその伝え方をどう行って

いるのでしょうか。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 次世代を継ぐ若者への支援をについてのご質問にお答えをいたします。 

  ２点目についてですが、次世代を担う若者の声を聞くことは、今後の本町の発展に欠かす

ことができないものと認識をしております。現在矢幅駅内のまちづくりステーション、ハバ

タークにおいて、月２回、カダリ場として若者を含めた語り合う場を設けております。また、

来年度の第８次矢巾町総合計画策定に向け、ワークショップを開催しており、若者や女性を

含むあらゆる年代の町民の方々がフューチャーデザインを取り入れ、本町について語り合う

機会となっております。 

  ３点目についてですが、本町について小学生のときから知ることは非常に大切なことと捉

えており、本町を知ることで町への愛着が持てるものと認識をしております。本町では、町

内の小学校３、４年生の社会科副読本として「わたしたちの町 やはば」を活用し、矢巾町

の土地の様子や町の人たちの暮らしの様子を学習し、自分たちの郷土をもっと住みよいまち

にするにはどうしたらよいか考える機会としております。また、中学生については、かつて

は子ども議会、現在は町長と語る会として、中学生が自ら考えた町に対するご質問、ご提言

について語る場を設けております。 

  町としましては、引き続き小学生、中学生に本町のことや町の事業について伝える取組を

継続してまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 
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〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、次代を継ぐ若者への支援をについてのご質問にお答えい

たします。 

  １点目についてですが、矢巾町子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育関係者をはじ

めとする子ども・子育て会議において、指標や内容について点検、評価を行っており、各種

事業が効果的に推進できるよう意見を伺っております。 

  なお、今年度が第２期計画の中間年に当たることから、計画の見直しに向けて、現在委員

からの意見を取りまとめており、３月22日開催予定である令和４年度第２回子ども・子育て

会議において見直しを行うこととしております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） １月の補正予算で、出産・子育て応援交付金事業を含む議案が可決

されました。そこでは、少なからぬ予算が決まったわけでして、やはりこれもお金でありま

すけれども、この事業では出産、育児等、いわゆる次世代を継ぐ若い人たちのための面談等、

妊婦さんや子育て世帯に寄り添った伴走型相談支援の充実を図るためのものであります。そ

して、その中でアンケートを実施されるということで、これには国から示された内容がある

ということだったのですけれども、ただ国から示されたからやるというのではなく、しっか

りと町でこのアンケートの回答内容などを見て、その後の施策に役立てていかないと、あま

り意味がないのではないかと思います。しっかりとそのアンケートの回答内容を分析すべき

だと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  出産・子育て応援事業におけるアンケートについては、国で今回示されておりましたが、

また矢巾町では以前からやっております。単純にその意向アンケートというよりは、今の暮

らしぶりとか体調だとか含めたご様子を伺うアンケートの内容になっておりまして、その内

容を基にアセスメントをし、先ほど申し上げた寄り添いの支援が必要な方かどうかというこ

とを一つ判断というか、チェックするような内容になっております。 

  ご意見いただきましたとおり、その点については私ども健康長寿課、そしてその内容によ
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っては子ども課のほうとも共有しながら、伴走型支援をより進めてまいりたいと思っており

ます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 多分そのアンケートというのは、子ども・子育て支援事業計画を策

定するに当たってのニーズ調査かなと思うのですけれども、このニーズ調査の回収率、就学

前児童の保護者で77.9％、小学生の保護者で87.6％と、大変高い数値を示しております。や

はり子育てに対する興味の高さがうかがえると思っております。 

  さらに、その調査の中で、約半数は子育てに不安や負担を感じているという結果が出てい

て、これは前回と大きく違いが見られないということですけれども、保護者の不安を今後ど

う解消していくつもりなのかをお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  保護者の不安の払拭ということについてですけれども、非常に保護者の不安に対する回答

が高いということになっておるようですけれども、そのような不安を払拭するような施策な

り、計画なりをもって対応してまいりたいというふうに考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 補足させていただきます。 

  子ども・子育て支援事業計画のアンケートは、先ほど私が申し上げた出産・子育て応援事

業のアンケートとは別でございます。子ども・子育て支援事業計画のアンケートに関しまし

ては、令和元年８月に調査をした結果を基に、先ほどの計画の中にあった５割が不安という

ような結果が出ておりますが、別物だということをちょっと説明させていただきます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 子ども課長には、無理やり回答を求めまして申し訳なかったのです

けれども、しっかりとそこで大きな違いが見られないというのは、前回の計画からして全然

進歩していないということにも捉えられるので、そこはしっかりとしてほしいと思います。 
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  次に、若者の移住、定住についてお伺いしたいのですけれども、今まで地域おこし協力隊

の方が何人かいらしたわけで、現在も数名の方がご活躍されていて、卒業された方もまちに

残ってご活躍されているわけですけれども、今後も任期を終えて卒業して、まちの活性化に

尽力してもらうために、町としてはどんなアプローチを地域おこし協力隊の方にされている

のか、その支援の方向性、どう持たれているのかをお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） お答えいたします。 

  現在地域おこし協力隊３名おりまして、１人は町の広報をサポートするような形で動画に

特化したもの、残りの２人はご夫婦なのですけれども、１人は農業関係、植物関係に非常に

見識を持つもの、そしてもう一人は栄養士ですので、食の関係に見識を持つものということ

で、それぞれが任期終了後には独立して、矢巾町で個人事業主としてやっていくというふう

なのを目指して、矢巾町に移住していらしていただいているものでございますので、先ほど

の動画のものであれば我々の課を中心に、企画財政課を中心に一緒に事業展開しておりまし

たし、あとは今産業観光課においては残りの２人のほう、農家さんないしは各事業者さん、

そしてあとは栄養指導の関係の健康長寿課とかそういった課と連携して、まず町内において

様々な人と出会っていただいて、そして将来そのネットワークをつなげていくような形で、

事業を少しずつ展開しているところでございます。 

  我々といたしましては、そこをいずれサポートするような形で、今後も無事任期を全うで

きるよう支援していきたいと思ってございます。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 地域おこし協力隊の方というのは、せっかく縁があって矢巾町に来

ていただいたわけですから、協力隊がこのまちを選んだ理由であったり、例えば移住しやす

くするためにはどうしたらいいのかなど、意見の聴取をしていると思いますけれども、そし

てそれらの声を今後役立てていくことも大切であるのですけれども、若い人がどうしたら移

住、定住してくれるかのヒントにもなると思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） すみません。考えながら立ちまして、大変失

礼いたしました。 
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  今議員のおっしゃっていただいたとおりだと思います。毎週のように面談を重ねておりま

したので、今の視点も含めて、改めて今後の地域おこし協力隊の採用にも生かせる部分、そ

して若者の移住、定住支援にも生かせる部分あると思いますので、今のご意見を取り入れさ

せていただきまして、今後に生かしていきたいと思ってございます。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 今まで何度か若者に対する支援について質問してきていて、幾つか

提案もさせていただいたのですけれども、まちが元気になるためには、若者が元気で活躍で

きないといけないと思います。確かに高齢者の方たちも元気であることが望ましいわけです

が、やはり未来のことは若い人が責任を持って先頭に立って、自分事として考えていかなけ

ればならないのではないでしょうか。これも何度も言っていることですけれども、高齢者の

方々には、若い人たちがすることのサポートやアドバイザーとして助言してあげるようにし

てほしい、必要があるのではないか。その経験を若い人たちに伝えていく、つまり高齢の方

が先に立って考えていくのではなく、若い人にある程度任せたほうがいいと思うのですが、

この考えについて、町長、どう思われますか。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 人づくりには、いろいろな考え方、手法もあると思うので、私今昆秀

一議員のご質問をいろいろお聞きしておって、やっぱり本県は、工藤巌知事のときは教育立

県と。若者が教育を通して、そして立派に巣立っていくのだという一つの大きな夢があった

わけです。だから、やはりこれからそういった若者を、子どもから若者になっていく段階で、

そういう若者の夢と私らがやってきたこと、またこれから町として、また個人としてもいろ

んなそういう夢を重ね合わせるような、それがやっぱり考えてみると宮沢賢治のイーハトー

ブの世界、そして私いつもお話ししているのですが、宮沢賢治の考え方はＳＤＧｓの誰一人

取り残さない、そして今もうロシアがウクライナに侵攻してあれなのですが、世界全体が幸

せにならなければ個人の幸せはあり得ないのだということで、これから矢巾町もそういった

先人、先輩たちが築き上げてきたものを大事に、伝承、継承しながら、若者の人材の育成に

取り組んでいきたいということで、やはり昆秀一議員もそうですし、私もそうなのですが、

語り部として矢巾のいいところ、そして悪いところというのもあるかと思うのですが、そう

いうことを伝えていくことが私らの役目ではないのかなと。 
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  だから、これからいじめの問題もさっきいろいろあったのですが、それから貧困のお話も

あったのですが、この貧困の連鎖の中で、私はやっぱり親子がサインを送って、例えばお父

さんにいじめられているとか、そういうことを学校とか保育園とかこども園とか、または医

療機関でそういうサインを見逃さない、そしてみんなが、さっき貧困の基金を積むお話もあ

ったのですが、お金だけではない、やはり心の伝承、今まさに昆秀一議員が言う心、夢、希

望、そういうものを語り継いでいけるようなまちづくりをつくり上げていきたいと思います

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） そこで、今年１月に矢巾北中で新春町長と語る会を行ったようで、

各種提言がなされたということで、大変有意義なことだと思っておりますけれども、以前、

コロナ禍前には子ども議会、中学生議会も行われていて、そういう若い人たちからの声を聞

くのはとてもいいことだと思っております。ただ、その提案された内容をいい提案だという

だけで終わるのではなく、いい提案があればどんどん実現するようなことが必要なのではな

いか。そのように提案されたことが実現に結びついていければ、なおさら提案したものとし

ては、まちづくりに参加できたという成功体験として実感が得られるようになるのではない

かと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 矢巾北中学校でこの語る会があったのですが、実は私この間矢巾北中

学校に行く用事があって、校長室の前で「愚公山を移す」と、これ感動しました。これは中

国の故事なのですが、90歳になる愚公という人が自分の子ども、孫、自分のうちの前にある

山２つを移すと、不便だから。そんなことを嘲り笑った。ところが、これを何とかして実現

したと、いろんな方々の協力をいただいて。だから、私この間、不来方高校の卒業式でこの

お話をさせていただいたのです。卒業生の皆さん、いわゆる皆さんはもう本当に無限大の可

能性があるのだと、努力すれば必ず報われるのだということです。そのことで、私今昆秀一

議員からあったこのご質問に対して、何もやらないということではなく、私もそういうこと

はしっかり意を体して反映していきたいと思っております。 

  だから、子ども議会とか町長と語る会、もう今小学校、中学校、または高校、産業技術短

期大学校もある。そういうところで若者と語り合える場を、これからコロナ禍も落ち着いて

くると思いますので、そういったことを、そして昆秀一議員さんにお願いですが、私もせっ
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かちなのですが、今日言われたことをあしたは、なかなかそれはできないわけですので、仕

込みもしなければならないわけです。だから、そこのところだけはご理解していただきたい

と。この仕込みの仕方については、町当局だけではなく、議会、町民の皆さん方からもいろ

いろとご意見、ご提言をいただいてやっていきたいなと思っておりますので、そこのところ

だけはひとつご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） それから、今後第８次総合計画策定するわけですけれども、小中学

生たちの意見、ぜひとも反映させてほしいと思います。 

  加えて、以前一般質問のときに、施設にボードを置いて、ポストイットなどの意見を貼っ

てもらうということはいいアイデアだと企画財政課長おっしゃっていただきましたので、実

現すると思いますけれども、それにまた新たに提案したいのですけれども、ぜひこれ教育委

員会で検討していただきたいのですけれども、小中学生の子どもたちに自分たちの住むまち

はこうあってほしいという作文を書いてもらって、それを総合計画に反映させるというのは

どうでしょうか。矢巾の小中学生の文章力は、非常に高いと日頃感じておりますので、ぜひ

このことも取り上げて実行していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） それで、今例えば町の社会福祉協議会では子ども川柳とか、それから

青少年の健全育成の町民会議なんかではいろんな作文、そのほかにも新聞でも本町の子ども

さんたちの作文なんかも出ております。だから、私はもう川柳なり、俳句なり、本当にそこ

にきらりと光る子どもたちのこれからの夢とか希望とか、そういうものを結実できるような

いろんなことが提案されておりますので、そういうことをしっかり、私どもも教育委員会と

一緒になって考えていきたいと。 

  だから、先ほど答弁でもお話し申し上げたのですが、こどもまんなか社会、これはまさに

昆秀一議員がおっしゃっていることはそのことだと思いますので、その意を体してしっかり

対応してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） ちょっと角度を変えたいと思うのですけれども、若い人材の育成に

ついて、町職員の育成も大変大事な問題です。若い職員は、今後10年、20年、30年、このこ
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とを真剣に我が事として考えられるはずです。なぜなら、若い職員は大体30年後も役場で働

いているでしょうから。 

  一方、現在の幹部職員や今の議員も30年後までやっている人はいないはずです。だから、

先の計画が結局失敗しようが、自分たちにはツケが回ってこない、責任の取りようもないで

しょう。しかし、若い職員たちは、目先のことばかり考えた施策を打って方向性を間違えば、

やがて20年、30年後には、それはツケとなって若い職員にのしかかってきます。ですから、

しっかりとした若い職員を育成していくことの取組、ある程度は若い職員に任せてみるとい

う、挑戦させてみるというのはどうでしょうか。失敗とは、挑戦しないことであります。ぜ

ひ若い職員にどんどんチャレンジさせていく土台をつくってはどうでしょうか、お伺いいた

します。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 昆秀一議員のまさにおっしゃるとおりです。もう私も役場にお世話に

なって、失敗の連続でございました。それは、先人、先輩たち、当時お世話になった先輩た

ちからもいろいろとご指導、ご助言があって今日あるわけでございます。だから、そういう

寛容な気持ちで、私ども管理職の皆さんも対応しておると思いますし、またあるときは間違

ったことをしたときは、厳しく指導しなければならないこともあるわけですので、だからそ

こはやはり町の職員として、私も必ず新採用のときにはお話をさせていただいておりますの

で、町の職員として今後どのようにして、後ろ指の指されないような職員にならないように、

私の過去の経験も踏まえながら、同じことの轍を繰り返さないように、若い職員たちには採

用した後にはお話をさせていただいております。 

  あとは、幹部職員、課長なり課長補佐、係長たちが指導しておるわけでございますので、

いずれ本町の職員については、昆秀一議員の言う職員としての理想像をしっかり掲げながら

仕事できるような体制整備をまた構築してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 私の夢は、このまちを若者が活躍し、輝けるまちになってもらうこ

とであります。そこで、今子どもが将来なりたい職業の上位にユーチューバーというのが入

っているそうですけれども、これからＩoＴ、ネット社会であり、その有効活用が求められ

る時代になってくることが必然であろうと思います。そういうものを使いこなすことが大前
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提となってくるでしょうし、インターネットやＡＩなど、デジタル化をするというのは、そ

のうちにそれらに仕事を奪われて支配される時代がやってくるかもしれません。そうはなら

ないための準備として、遅くはないのだと思います。しっかりとした教育がそこは大事にな

ってくるのではないかと思われます。今後その辺、学力の向上とともに、心の育成も大事に

しながら、生活力の向上もこれからの子どもたちに伝えていくことを町、教育委員会に求め

たいと思うのですが、その辺の見解についてお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡政策推進監。 

〇政策推進監（吉岡律司君） 私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

  議員の目指す夢、方向性といったところは、誰しもが志向できるものなのではないかなと

思って話を聞くことができました。現在、なぜ若者の活躍が改めてこのようなことが言われ

ているのかというと、恐らく今の制度自体、民主主義も市場マーケットも現在の資源を配分

する仕組みであって、将来をおもんぱかった仕組みではないということが言えるのだと思い

ます。 

  そういった意味で、今注目されているのが本町で取り組んでいるフューチャーデザインと

いう話だと思うのですが、その未来を考えたときにＩoＴ技術であるとか、英語力であると

か、今の若者としてはもうデフォルトの要件とされています。そうした中で、そういったも

のの活用の中で、例えばＡＩに置き換わるであろうとか、そういうことが言われております

が、それら人間の能力を上回るシンギュラリティーとかと言われていますけれども、そのよ

うなことが今後起こるかもしれませんが、そのときにいかに若者が主体性を持って自分事と

考えて、そして活躍できる社会というものが今目指されているのだろうなと思います。そう

した中で、恐らく今これから打たれてくる政策というのは、今後50年先とかを見据えた形の

中で、そのような社会環境の中で若者たちが活躍できる社会を展望しながらつくられていく

というふうに認識しておりますし、政府が行っている専門分科会なんかの議論もそのような

形にかなりの部分がシフトしてきていると思います。 

  そうした中で、私どももこのフューチャーデザインという考え方を生かしながら、そこは

教育にも通じることだと思いますし、教育の分野でフューチャーデザインが必須科目になっ

ている大学ももう既に国立の大学で存在します。そういったことも踏まえまして、私たちの

考え方というのは注目されておりますし、そこに若者たちをより多く巻き込んでいきながら、

そういうムーブメントをつくっていけたら、矢巾町を発信しながら何か未来がつくれていく

のかなと、若者たちが活躍する社会をつくっていくことができるのかなと思いますので、そ
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のように頑張りたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは次に、４問目の質問を許します。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 次に、認知症でも安心して暮らせるまちづくりについてお伺いいた

します。 

  日本人の平均寿命は、世界でもトップレベルであります。ですが、寿命だけ延びても健康

でなければ仕方がありません。つまり健康寿命の延伸こそが問題になります。健康であるた

めには、疾病の予防と早期発見、早期治療が大前提としてありますし、長寿になれば認知症

になる可能性も高くなってきます。2012年の認知症患者数は462万人と、65歳以上の７人に

１人となっています。2025年には約700万人、５人に１人になると見込まれています。そし

て、85歳では約半数が、95歳では約８割の人が認知症になると考えられています。今まさに

超高齢化社会を迎えた日本では、誰もが認知症となるか、認知症患者に関わる可能性があり

ます。他人事ではないのです。そこで、認知症になったとしても安心して暮らせるまちにす

ることが最大の課題であることから、以下お伺いいたします。 

  １点目、認知症についての理解をどのように周知しているのでしょうか。 

  ２点目、認知症に関する周囲の理解には、小中学校における教育も必要と考えますが、現

状と今後の方針をお伺いします。 

  ３点目、認知症を予防、早期発見、早期治療するために、まちとしてはどのようなことを

行っているのでしょうか。 

  ４点目、矢巾町の認知症支援ネットワーク連絡会ではどのようなことが話し合われ、実践

に結びついているのでしょうか。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 認知症でも安心して暮らせるまちづくりについてのご質問にお答えを

いたします。 
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  １点目についてですが、町民の皆様が認知症の方の症状や日常生活のサポートの仕方など、

認知症について正しく理解を深めていただくため、各自治会や学校、企業などにおいて、認

知症サポーター養成講座を実施し、周知しているところでありますが、昨年11月に行いまし

た「認知症の人にやさしいまちづくりやはば」宣言において、特にも認知症の方に接する際

の基本と言われております３つの「ない」、驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけない

を町民の皆様に心がけていただきたく、同宣言文に込めたところであります。 

  なお、岩手医科大学と連携し、実施しております矢巾町認知症コホート研究につきまして

は、国の次期認知症施策大綱や今後の認証施策の基礎データとなるべく、本町を含む全国６

地域のデータが１つになって分析され、今後の施策に活用されるとお聞きしております。 

  また、さきにご可決いただきました認知症とともに生きるまちづくり条例におきまして、

認知症施策の一つに認知症に関する正しい知識の普及啓発及び学習機会確保を規定してお

りますことから、同条例に規定しております各主体と前述の研究成果を活用して、より効果

的な施策の実施方法を検討し、関係機関と連携して周知に努めてまいります。 

  ２点目についてですが、町内小中学校において、孫世代のための認知症講座として認知症

サポーター養成講座を実施しており、今年度は３つの小学校で４年生を対象に実施したとこ

ろでございますが、今後も各学校と相談の上、実施を継続してまいります。 

  ３点目についてですが、認知症の予防は認知症にならないということではなく、認知症の

発症や進行を遅らせるということでございますが、本町ではえんじょいセンターに認知症地

域支援推進員を配置し、町保健師等と連携して認知症の予防も含めた相談対応のほか、各種

教室を開催し、その中で認知症予防体操であるコグニサイズにも取り組んでいるところであ

ります。 

  認知症の早期発見、早期受診と診断、早期治療につきましては、ご本人やご家族の生活を

左右する非常に重要なことであり、認知症の診断は初期ほど難しく、専門の医療機関への受

診が不可欠と捉えております。 

  病気が理解できる時点で受診し、少しずつ理解を深めていくことで生活上の障がいを軽減

できる場合もあることから、さきに申し上げた認証サポーター養成講座の取組を本町では推

し進めており、一般の方でも日常生活の中で身近な方に対し、認知症についての気づきを持

てることで、早急に受診することにつながるものと捉えております。 

  また、紫波郡地域包括ケア推進支援センターにおいて、医療と介護の専門職向けの研修を

実施しており、認知症の発症初期から状況に応じた相談支援体制の構築について、それぞれ
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の立場で理解を深めていただいているところであり、さらには矢巾町認知症初期集中支援チ

ームにおいて、特に支援が必要な方については状況を迅速に把握し、適切な医療や介護につ

なげる対応をしております。 

  ４点目についてですが、構成する各委員から認証の方やそのご家族、地域の持つ課題の共

有と支援策の検討等を行っております。最近では、実践に結びついた例といたしましては、

移動式スーパーの運用方法として、地域のニーズを反映したルート変更や、一部ではござい

ますが、オレンジボランティアによる買物寄り添い支援なども行っております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 認知症は誰にでもなる可能性があり、それに関わるようになってい

く可能性も高くなってきますが、そうなっても可能な限り自宅で、地域で生活できるように

していく必要があります。そのためには、地域、近所の理解が必要であります。そのため、

町では認知症とともに生きるまちづくり条例を策定いたしました。 

  このような条例をつくることは大変いいとは思うのですけれども、条例をつくればどうな

るのか。内容を見ますと、主に町民であったり、認知症の方に役割を設ける条例であって、

現場のケアマネたちがよく分からない、あまり具体性が見えてこないのですが、今までの認

知症施策のまとめのようなものかと私はこの条例を見ていて思いますけれども、町としては

この条例で具体的にこの町がどのようになると考えているのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  このたび認知症とともに生きるまちづくり条例をご可決いただきまして、今ご意見がござ

いましたけれども、私どもとしては様々な基本理念の下に認知症の政策を掲げております。

その中でも、やはり認知症に対する正しい理解についてさらに推し進めていく必要があるか

というふうに捉えております。認知症の地域支援推進員が矢巾町に配属されて、10年たちま

す。その中で、やはり今回を機にこの条例を制定したわけですが、この条例を制定したこと

によって、さらに一般向けの様々な講話会とか講演会等も今準備を進めております。認知症

のアルツハイマー月間のあたりに何かできないものかということで進めておりますし、また

今お話ありましたケアマネジャーさんとか専門職の中で、何を具体的にというところが見え

ないというところですが、私どもとしては成年後見のことも含めたところ、権利擁護につい
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ての取組は、より一層進めなければならない点だというふうに施策の中でも思っております

ので、そういう点は関係課とも、それから関係機関ともいろいろ連携を取りながら推し進め

たいところというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 実際にこの条例ができたからといって、劇的にまちが変わるもので

もないと思います。そういう状態はあり得ないわけでして、私はこの条例は町側が押しつけ

ているようにある面思うわけです。本来であればこのような条例をつくるときは、あらかじ

め認知症当事者や町民が参画したところから声が出て、よし条例をつくろうと、町民自体が

立ち上がって条例をつくっていく、そしてその過程にも参加してつくっていくのが理想なの

だと思います。そこでちゃんと町民同士が議論することが必要ではないかと思っていたので

すが、そのような条例をつくる過程はどうなっていたのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 条例をつくる過程においては、矢巾町の生きいきまちづくり

委員会とか、そういう会議のほうでもご意見を頂戴しながら今回の条例の制定に至ったとこ

ろでございます。また、当事者の意見という点に関しましては、チームオレンジ矢巾の中に

当事者の方がいらっしゃいます。そういう中でご意見も頂戴しながら、この条例制定に至っ

たところでございます。 

  以上お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） それから、７次総において認知症患者、世帯への支援が施策の方向

にあって、その指標として認知症サポーター養成講座受講者数8,000人と目標値を設定して

おります。現在その数値は超えているとは思うのですけれども、先ほど言ったように85歳以

上の２人に１人、95歳以上では約８割の人が認知症になると考えられていて、人生100年時

代ではほとんどの人が認知症と関わって生きることになると考えられるわけですから、さら

に認知症サポーターを増やす必要もあるのではないか。認知症サポーター養成講座を何年も

前に受けた方には、さらに学び直す必要もあるのではないかと思うのですが、その点につい

てはどのようにお考えでしょうか。 
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〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 昆秀一議員のおっしゃるとおりで、学び直し、リスキリング、これは

非常に大事だと思うのです。 

  それで、先ほど条例をつくればそれでもうよしということではなく、条例はあくまでも町

民皆さんにこういうことに取り組んでいきたいということで条例を制定させていただいた

わけですので、そして今国の施策では認知症とともに生きる、その中で一番の課題は共生と

予防の両輪で推進すると。だから、いかにして予防に力を入れていくか、そのための条例制

定でございまして、これはご本人もそうですし、家族とか地域の皆さん方とも連携して、何

の条例でもそうなのですが、やはりつくり上げていく、そしてこれはもう改正もできるわけ

ですし、そして見直しもできるわけです。だから、私どもは今回のあれは、一つの基本理念

条例としての意味合いもあるわけですので、そういったことだけはひとつ誤解のないように

していただきたいと。 

  そして、これからこの条例をさらにみんなでブラッシュアップというか、すり上げていく

こと、そういった取組を一緒になってやっていきたいと。つくりっ放しで、それでおしまい

だということでなく、これが第一歩、スタートなのです。そして、こういう条例はもう要ら

ないと、廃止してもいいのだというのであれば、いつでも廃止できるわけでございますので、

だから一つこれをみんなで一緒になってつくり上げて、そしてもう何回も言うように、認証

とともに生きるまちづくりをやっていきたいということで、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 私からは、認知症サポーター養成講座の受講者の状況をお伝

えします。 

  このサポーター養成講座は、2005年、平成17年から始まってまいりました。当初は、本当

に県内でも最下位の養成講座の数値だったのですが、２月末の時点で8,214名が養成講座修

了生ということで、今年度33の市町村のうち、多分上位のほうの養成講座の修了生ではない

かというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） そこで、具体的な提案というものをしたいのですけれども、「注文
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をまちがえる料理店」というのを聞いたことがある方がいらっしゃるかと思うのですけれど

も、認知症の当事者がウエートレスやウエーターとして働くレストランのことです。現代は、

電車の運行、宅配便の配達、コンビニの対応も、お客様本位で正確に実施されるのが当たり

前となっております。レストランがお客様の注文を間違えることは許されないことです。作

り直せと言われたり、謝罪を求められることもあるかもしれません。けれども、注文を間違

える料理店では、間違いに目くじらを立てず、食事のひとときを楽しむお客さんでにぎわう

そうです。とかく現代は人の間違いに厳しく、かりかりしがちですが、このような注文を間

違える料理店のような間違いに寛容で、どれほど温かくて人間的なのか、人を安心させるの

かという、認知症の方だけではなく、現代の社会にも優しいところというのが必要であって、

人をほっとさせるのではないかと思うのですが、このような取組についてはどう思われるで

しょうか。町としてもえんじょいセンター等でこのようなことをやってみてはいかがでしょ

うか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 昆秀一議員、いいですね、ほっこりしたお話で。だから、こういうこ

と、認知症になれば間違いあるのは、これは当然のこと。私の場合、健常者と言えるかどう

かはあれなのですが、いずれそういったことを許せる、やはりさっきも言ったのですが、寛

容、受入れできる、まさにそこは昆秀一議員と私はもう本当に同じ考え方でございます。そ

ういう寛容で、これから認知症の方々が増えてくればくるほど、そういう心根の優しい気持

ちにならなければならないなという思いを強くしております。これからも寛容の精神で認知

症に対応してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） その寛容というのが一概にすぐできるかというと、それほど簡単な

ことではないのですけれども、認知症というのは本当に誰でもなり得る病気で、その家族に

なる可能性も高いわけです。認知症に関わる人は増え続けていくことが予想されます。です

が、認知症になったとしても安心して暮らせるまちであれば、たとえ認知症と言われてもそ

んなに心配することはなくなるはずです。 

  そこで、そういうまちにしていくためには、町民の多くの理解、啓発活動が重要になって

きます。各種研修会などは度々行われていて、今度の条例でも町民の役割として正しく理解

しましょうとあります。でも、正しく理解しようと言われても、どうしたらいいのか分から
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ないと思うのです。認知症となった人も家族も、そのときになってあたふたしてしまうこと

が多いのではないでしょうか。そうならないための理解が必要であるのですが、なかなか自

分事として捉えられない。それは、町のほうとしてもどのように周知、理解してもらうかは、

やはり小さい頃からの教えをしていかないとなかなか難しいのではないかと思うのですが、

その辺の教育についてはどうお考えでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 私のほうから、ご質問にもありました孫世代のための認知症

講座ということで、町長答弁にもございましたので、少し述べさせていただきます。 

  小中学校の認知症の講座の取組ですが、矢巾町では平成25年から行っております。最初は、

矢巾東小学校のほうから行いまして、昨年度は町長答弁にもございましたとおり、小学校３

校で行っております。やはり小さいときからの認知症の理解のところは、ご意見いただきま

したとおり、本当に大切なところだと思います。 

  今回小学校４年生の方に作文を書いていただきました。講座を受けて作文を書いていただ

いた中で、非常に心に留まる内容でして、認知症がどんな病気で、どう接したらよいか教え

てくださってありがとうございますということで、その中で大事なのが、先ほどお話があっ

た３つのない、３つのないを大事にしていきたいということをしっかりと作文の中に入れて

いただきました。私どもこの作文を受け止めて、今回の宣言にも入れさせていただいたので、

さらにこういう小さいときからの取組を、どういうふうな病気で、まずはどう接したらいい

かという点でもいいと思います。本当にそういう点をきめ細かく、教育委員会、学校サイド

と連携して、継続した取組を進めていきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 先月オンラインで認知症に関わる研修受講しました。そこで、様々

な取組の紹介があって、その中には矢巾町の取組も紹介されておりました。その研修会では、

認知症当事者の声を拾い上げることが大切だということで、本人の声を聞くための本人ミー

ティングの在り方が言われておりました。そこは本当に大事なことだと思います。本人の声

の中にこそ重要なことがあるのはそのとおりで、まずその声を聞くこと、そしてそれをどう

具体化していくのか、支援する側の自己満足になってしまわないようにすることが大切であ

ります。 
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  あるところでは、本人ミーティングという名前すら本人が考え、やりたいこともどんどん

意見が出てきたということです。そのようになるには、すぐには無理なのかもしれませんけ

れども、本町ではおれんじデー、おれんじカフェなどの名前がついているのですが、何のこ

とかさっぱり分からないような方もいらっしゃいます。この名前も認知症の人に実際に考え

てもらったり、やる内容も本人に考えてもらったりしていればいいのではないかと思うので

すが、いかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  まさしく町の今回の条例の中にも記載しております本人からの発信という点がまだまだ足

りない点だというふうに捉えております。国のほうでも、認知症希望大使ということで、本

人発信の支援は、今後さらに推し進めていく事項ということで掲げておりますので、矢巾町

においても、先ほど当事者の方が参加しているというお話をしましたが、まだまだだという

ふうに捉えておりますので、そういう点も含めた施策なり取組をできるところから進めてま

いりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） できることから進めるのは、もちろんそのとおりだと思いますけれ

ども、この認知症地域支援推進員の方というのが令和３年度から１人増員されて、活動を活

発化されているのは大変いいことだと思います。ただ、この本人ミーティングについては、

本人の参加が前提としてありますので、ある程度のことはお膳立てが必要なのかもしれませ

んが、認知症本人が能動的に意見を述べる場というのを、活動内容も本人に来て決めてもら

うようにしなければならないと思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  まさしく能動的にというところは、そのとおりだと思います。その声をどう受け止めて、

話を聞く場をどういうふうにしていくかということも含めて、大事な点だというふうに捉え

ております。 

  今えんじょいセンターでは、入り口のところにガラス張りのところがあって、今は飾りび

なをやっているのですけれども、中に当事者の方が、ご自身が作品を作って、プラモデルを
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展示したりしたときもありました。何か社会と接する場をいろんな場でつくりながら、ご意

見を受け止める場、そしてそれを生かしていく場を私どもとしても進めてまいりたいと思い

ます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 現実に家族が認知症になってみたら分かることですけれども、理想

としている介護ができるかというと、ほとんどそんな理想としている介護なんてできるもの

ではありません。それは、実際に私も認知症の母親の介護をしていて感じております。「言

うは易く行うは難し」といいますけれども、まさしくそのとおりで、ではどうすればいいの

か、私そこを相談した場合はどういうふうにお答えなさるのでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） お答えします。 

  ご家族がその立場になったときでなければ分からない思いだとか、苦しみだとか、そうい

う点は本当にあると思います。まずは、そういう場の話を聞く、その受け止め、しっかり傾

聴しながら、そして何か解決できることがあることを一緒に探っていく、それを私どもとし

てもやらなければならないなというふうに思っております。なかなか一言で、これが改善と

いう点は述べられないかもしれませんが、やっぱりそこには寄り添った傾聴の姿勢をしっか

り誰もが持っていくことが大事だというふうに思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 確かに傾聴というものも大切ですけれども、具体的にどうすればい

いかということのアドバイスというのか、どういうふうなことをしたらいいのかというのを

私も考えてみたのですけれども、やはり根本的な介護負担を軽減するということで、介護者

と要介護者を引き離すということで、レスパイトは推奨すべき一つとしてあるのではないか

なと思うのですけれども、レスパイトについての町としての考えをお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） お答えします。 

  確かに時間的だとか、少し距離を置く、そしてそれが空間的にもということで、レスパイ
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トをうまく使っていくというのは、本当にそれは一つ大事だと思います。それの一つとして、

やはり介護保険制度の中で利用できる制度をうまく組み入れることとか、それは重要な点だ

というふうに捉えております。やはりご家族を支えていく、ご本人もですが、ご家族をいか

にしてお支えしていくかという点は重要な点と思っておりますし、レスパイトも重要なこと

というふうに、一つの制度の仕組みとして大事だというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 認知症とは、あくまでも症状の名前であって、正式な病気ではあり

ません。認知症と呼ばれる症状とは、物忘れをしやすくなり、その結果日常生活に支障を来

して、１人で生きていくことが困難な状態に陥ってしまう。介護の方法に正解は存在しませ

ん。老いは認知症ばかりではありません。体が思うように動かせなくなる。目や耳も不自由

となる。身近なことも忘れる。長く生きれば、そうした不具合が生じるのは避けられません。

そうは分かっていても、なかなかうまく介護できない現実もあるということを実際に介護し

ていると感じます。そんなときに、行政は一体どんなサポートをしてくれるのでしょうか。

最後にお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 行政はどんなサポートするかと、非常に難しい答えだなと思

いますけれども、今回のこの認知症とともに生きるまちづくり条例の中に基本条例というこ

とで掲げておりますが、やっぱりこの中で私たちが思ったのは、手助けするだけではなくて

失敗することを認めてと、その方が持っている能力も大事にしながら認めて、そして共に生

きていく仲間がいる、つながるまちという点を大事にしていくべきところというふうに捉え

ております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは、以上で10番、昆秀一議員の質問を終わります。 

  なお、昆秀一議員は、都合によりこの後退席となります。 

  ここで、時間も大分経過しましたので、暫時休憩いたします。 
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  再開を３時20分、15時20分といたします。よろしくお願いします。 

              午後 ３時１０分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時２０分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開します。 

  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

  次に、３番、小笠原佳子議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （３番 小笠原佳子議員 登壇） 

〇３番（小笠原佳子議員） ３番、公明党、小笠原佳子です。通告に従いまして、１番目の質

問をいたします。 

  まず、質問事項、妊産婦医療費助成事業について町長にお伺いいたします。妊娠中や出産

時にかかった医療費のうちで健康保険が適用されるものについて、自己負担分が助成される

制度が妊産婦医療費助成制度です。近年では、様々な社会的要因で女性の出産年齢が高くな

る傾向にあり、いわゆるハイリスク妊娠の割合が増えております。妊娠高血圧や妊娠糖尿病

などのリスクもあります。当然のことながら、こうしたハイリスク妊娠は胎児の育成にも影

響いたします。 

  一方で、厚生労働省は、妊娠、出産、産後の不安について調査をされ、その中で妊娠中に

経済的な不安があったという方が15.7％（令和２年子ども家庭局）となっております。経済

的な格差のために、また今コロナ禍の中で胎児の生育や母体への悪影響があってはならない

と考えるものであります。 

  母体の健康を守り、また経済的な格差によらずに、不安なく健やかに新しい命を育めるこ

うした妊産婦医療費助成制度は、切れ目のない子育て支援のスタート、要となる制度であり

ます。岩手県では全県で実施され、すばらしい制度でありますが、市町村により自己負担額

にばらつきがあることから、以下お伺いいたします。 

  １、給付件数と金額の推移についてお伺いいたします。 

  ２点目、令和５年度岩手県一般会計当初予算案では、子ども、妊産婦医療費助成費の拡充

をするようですが、当町での拡充の考えについてお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 
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〇町長（高橋昌造君） ３番、小笠原佳子議員の妊産婦医療費助成事業についてのご質問にお

答えをいたします。 

  １点目についてですが、令和２年度における妊産婦医療費助成給付額及び件数は1,333万

3,000円、883件、令和３年度においては1,182万8,000円、798件、令和４年度末においては

1,000万円、750件ほどと見込んでおり、給付費、件数とも減少傾向となっております。 

  ２点目についてですが、今般岩手県において子ども医療費助成事業について、全県一律で

高校生の現物給付の対象拡大を来年度に実施することが示されましたことから、本町におい

ても高校生の医療費助成現物給付を実施してまいります。 

  なお、子ども医療費助成事業につきましては、本町ではこれまで平成28年度に小学校卒業

まで、翌年度からは中学校卒業まで、平成31年度からは高校卒業まで対象を拡大してきてお

り、中学校卒業までの現物給付は実施してきたところであります。 

  また、妊産婦医療費助成事業につきましては、平成28年８月から現物給付を実施している

ところであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） ただいま答弁いただきましたが、給付費、件数とも減少傾向とあ

りましたけれども、原因はどういうふうにお考えかお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 給付費の減少については、そもそも妊娠の届出数、妊婦さん

が少なくなっているということが一つ要因というふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） 少子高齢化、子どもを産まれる方が、今日午前中も危機的状況だ

ということもお話がありましたが、やっぱりその影響は大きいのかなと思います。 

  この質問のきっかけは、産科医の方から矢巾町と紫波町の妊婦さんに風邪薬や花粉症等を

健康保険で治療した後に、ほかの市町村の妊婦さんより自己負担金が多いことが気の毒だと

いうふうにお話をお聞きしたことがきっかけでございます。矢巾町、紫波町では1,500円の

自己負担でございまして、盛岡、花巻は750円、自己負担ゼロの無料なのが奥州市、平泉町
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等であります。このことだけが子育て支援ではありませんが、産科医に通院の際に仲よくな

った妊婦さん同士で自己負担金の違いというのですか、そういうことが話題になるというよ

うなことをお聞きいたしました。このことについて、お考えがありましたらお伺いいたしま

す。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 妊婦の医療費助成については、今小笠原議員からあったとお

り、市町村によってその自己負担の額が若干異なっております。全県の中で、県内の中で自

己負担額がなしになっている市町村は12市町村あります。近隣は、紫波町等は、比較すると

入院が5,000円、入院外が1,500円ということになっておりますが、様々な子育ての支援とし

て、一環とした中でどこに経済的な部分も含めてご支援していくかという着眼で考えたとき

に、現時点はこのような状況ですが、今後の動向も見ながら検討材料というか、考えていか

なければならない事項かなというふうには、原課としては捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） やはりそうだと思います。子どもの医療費助成事業も先ほど答弁

いただきましたが、当町で手厚く実施いただきまして、本当に感謝申し上げております。生

まれてくるお子さんに関しては、もう万全なのかなというふうに思いますが、そこは切れ目

ない子育て支援のために、子どもを産む、産める女性にとって、特別な妊娠期間だけでも、

また母体の安全のためにも、段階を追って妊産婦の医療費助成拡充をさらに進めていきたい

というふうに考えております。このこと、もしまたお考えがあったらお教えてください。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきますが、今議会は子育て支援の支援策の充実化、

先ほどの答弁にも、やはりこれからは結婚の支援とか、そして今お話あったとおり、妊娠時

から切れ目のない支援、これは非常に大事なことだと思います。いわゆる保育料の無料化、

または在宅の子どもさんの支援とか、このことについては今私もなるほどなと。市町村によ

って格差があるのであれば、これはまずいことなので、特にも町村会で、これから県は今こ

のことについては市町村と県と連携、協働してやっていきましょうと。今非常に前向きにな

ってきているのです。 

  昨日の答弁でも、学校給食の無償化を県一緒にやりませんかとお話もさせていただいてお
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りますので、そういうことを総合的に勘案して、やはりこれから子育て支援ではなく、もう

妊娠時から切れ目のない支援策、これを考えていきたいということで、できるのであれば県

と協調、連携する、または状況を見極めながら町単でも検討していきたいと思いますので、

これは本当にいいご指摘をいただいたなということでございます。このことについては、ま

ず財政ともよく協議しながら進めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは次に、２問目の質問を許します。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） ２問目ですが、質問事項が高齢者の支え合い、助け合う地域社会

の構築についてでございます。町長に答弁お願いします。 

  高齢者人口は、2025年には3,677万人に達し、その後も高齢者人口は増加傾向が続きます。

2042年に3,935万人でピークを迎えます。社会は高齢化と核家族化により、高齢者のひとり

暮らしや高齢者のみ世帯が増加しており、電球交換やごみ出しなど、高齢者の日常を支える

取組がますます重要になってまいります。そこで、支え合い、助け合う地域社会の構築につ

いて、以下お伺いいたします。 

  ①、高齢者が介護支援、ボランティア活動等を通じて社会参加、地域貢献を行うとともに、

高齢者自身の健康増進も図っていくことを積極的に支援するべきと思います。当町での取組

状況についてお伺いいたします。 

  ②、町長の施政方針にケアリングコミュニティ（共に生き、相互に支え合うことができる

地域）の実現を目指すとあります。このことについて、具体的にどのような新しい取組をさ

れるのかをお伺いいたします。 

  ③、介護予防を目的とした65歳以上の高齢者が地域のサロン、会食会、外出の補助、介護

施設等でボランティア活動を行った場合に、自治体からポイントを付与するボランティアポ

イントの導入についてのお考えをお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 高齢者の支え合い、助け合う地域社会の構築についてのご質問にお答
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えをいたします。 

  １点目についてですが、特段高齢者と限定しているものではございませんが、いわゆる現

役世代を退いた方を中心としたボランティアとして、介護予防事業でありますシルバーリハ

ビリ体操を町内各地域で普及啓発をしております。指導者会、または日常生活における住民、

いわゆる町民主体のサービスであります訪問型サービスＢを担うオレンジボランティアを

中心とする方々が町と連携し、活動しております。また、シルバー人材センターにおける独

自のボランティア活動や老人クラブ連合会においては、日常生活助け合い隊を各地区のクラ

ブ単位で結成、活動しており、町といたしましてもそれぞれの団体の活動に対する支援に努

めているところであります。 

  ２点目についてですが、ケアリングコミュニティは、共に生き、相互に支え合うことがで

きる地域、ひいては地域共生社会のことであり、これまでも取り組んでいるものであります。

本町では、この社会の実現に向けた取組の一つとして、重層的支援体制整備事業を実施して

おり、ひきこもりなど複雑化、複合化、あるいは制度のはざまにある支援ニーズに対応する

包括的な支援体制を整備することにより、地域で生きるお一人お一人が共に支え合う社会を

目指して取り組んでいるところであります。 

  ３点目についてですが、さきに申し上げましたシルバーリハビリ体操の指導者会において、

ポイント導入を話題として提案したところ、ボランティアに関する様々なお考えやご意見が

あり、現在のところボランティアポイントの導入には取り組んでいないところであります。

しかしながら、ボランティアに関するお一人お一人の考え方を尊重した上で、その付加価値

としてのボランティアポイントの導入は、高齢者の社会参加等を促すために有効な手法であ

ると思われることから、改めて活動しております当事者の皆様に話題として提案するととも

に、導入について検討をしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） 答弁いただきましたが、この中で有償ボランティアをされている

のはオレンジボランティアの方々だけでしょうか。オレンジボランティアの方々は、掃除や

買物とか、家事などのお手伝い等、活動いただいているとお聞きしております。大変に感謝

申し上げますところですが、それから答弁の中にシルバー人材センターでのボランティアと

いうことが出ていまして、シルバー人材センターというところは仕事として何かされるのが
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あれなのかなと思って、ちょっと内容をお聞きしたいなということを思いました。お伺いし

ます。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  まず、オレンジボランティアの関係ですけれども、お話のとおり、オレンジボランティア

の方が有償ボランティアということで活動しております。実際活動した昨年度の実績でござ

いますが、活動回数は425回、活動人員、延べになりますが、850回ということで活動してお

るところでございます。 

  町長答弁にありましたシルバー人材センターについては、昨年度はちょっとできかねたの

ですが、シルバー人材センターの会員さんが施設外、役場庁舎内の草取りとか、環境整備の

ところでボランティアとしてやったというようなことがございましたので、そこを述べさせ

ていただいたことになります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） 理解することができました。 

  あともう一つ、老人クラブ連合会の日常生活助け合い隊を各地区のクラブ単位で結成、活

動とありますけれども、どのぐらいの地区で、何名ぐらいの方がどういう活動をされている

のか。サービス内容は、ちょっとした困り事のお手伝いとありましたが、内容を具体的にお

伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 日常生活助け合い隊は、社会福祉協議会で行っている事業に

なります。老人クラブさんのほうは、今年度は９クラブです。老人クラブの会員数は、66名

の方が会員となって、内容としては電球だとか、ちょっとしたお困り事についてお助けする

というようなことで、このようなポイントカードがございまして、老人クラブの会員さんに

関してはクラブさんの中に事務局があって、ポイントをついていくというような形になりま

す。 

  老人クラブの会員さん以外でも、例えば傾聴ボランティアだとか、それからふれあい弁当

のボランティアさんの関係だとか、声の広報だとか、老人クラブ以外のところでの助け合い

隊と同じようなポイント制のことは、取り組んでいるというところでございます。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） 次にお聞きしたかったのは、それぞれの団体の活動に対する支援

に努めているということがありまして、ここの部分の支援というのはどういうことなのかを

お伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） お答えいたします。 

  実は先ほど申し上げた日常生活助け合い隊ですけれども、この事業は発足して、多分五、

六年たってくると思います。そういう中で、昨年度と比較して１団体、今年度ちょっと活動

が難しいと取りやめた老人クラブさんもございまして、そういう視点で、例えば生活支援コ

ーディネーターのほうと一緒にそういう課題を共有しながら、資源づくりの一つとして、社

会福祉協議会でやっているからというのではなくて、町全体としてこういう助け合い、いわ

ゆる近所の仕組みをどうやっていくかということをそれぞれ相談しながら、在り方を発掘し

ていくような形で進めているというところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） 前のボランティアのを少し見せていただいたら、社協でポイント

制をやっているのではないかというようなこと昆議員が令和２年３月に一般質問をしてい

るのを見せていただいて、会議録を見たらそういうことがあるということが分かったのです

けれども、なかなかそこの部分が行き渡っていないのかなということをまた改めて感じまし

た。 

  私も少ない経験なのですけれども、ａｉａｉひろばのお助け隊とか、あとふれあい弁当と

かファミサポとかさせていただく中で、活動をされている方は元気な年配者の方が本当に多

いです。この活動を励みに、やっぱり楽しく生き生きと活動をされているということを思い

ます。人に喜ばれる体験は、どなたにとってもうれしいものだと思います。 

  一応答弁書に、シルバーリハビリ体操の指導者会でボランティアポイントについて提案し

たということがありまして、やっぱりどっちかというとボランティアをする側のほうの方た

ちの話合いだったのかなというふうにちょっと感じたのですけれども、この点はいかがでし
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ょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） そもそもシルバーリハビリ体操は、ボランティアというとこ

ろから発足したものではなくて、介護予防のところから活動を今行っているところでござい

ます。そのリーダーの方々が地域で率先して介護予防のシルバーリハビリ体操というものを

進めているというところが発端にありますので、こことボランティアのポイント制とを結び

つけるのは、ちょっと難しい点があるかなというふうには捉えておりますが、何分これは私

どもの思いも、お互いの思いをちゃんと聞きながらということで、提案というか、お聞きし

てみるというところで掲げた、町長答弁に述べたところでございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） そこは理解しました。答弁書には、シルバーリハビリ体操の指導

者会においてポイント導入の話題を出したこともあったというようなくだりがあったもの

ですから、そこら辺の経緯を読んでいて、やっぱりボランティアを受ける側というよりは、

どちらかというとそれをリーダーとして行う側の方の集まりだったのかなみたいなことを

感じたので、ちょっとそこは私の認識違いだったと思います。 

  この冬、ご近所さんが買物をしてくださってすごく助かっているとか、除雪作業も、ご主

人が大病して入院してから、お向かいの方がすごく何回も来てくださったとか、ちょっとし

た買物は車に乗せてもらっているのよねとか、本当にご近所同士が善意ですごく助かってい

るという話を、どっちかというと受けている側の方がすごく話をしてくださったのです。そ

れで、その反面お礼も取られないし、心苦しいようなこともお聞きしました。 

  元気なときは、ご自分もボランティアに参加してポイントをもらい、またもちろん報酬と

かポイントが欲しくて参加されているということは思いませんが、お互いさまで順送りで、

次は私もというような形で、ボランティアポイントということについて、これは新聞に出た

のですけれども、ボランティアポイントの制度の効果を検証したということが記事に出てい

まして、調査した自治体では、やっぱり介護予防と地域活動の参加が促進されたという両面

はすごく効果があったというようなことが出ておりました。 

  今社協のほうでもボランティアポイントという形はやっていますというお話も伺いました

けれども、またそれを拡大させて、ぜひともボランティアセンターというようなものを立ち

上げて、東京の稲城市が一番最初に始めたそうですけれども、北海道の苫小牧市とか、先進
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事例もたくさんありますし、ぜひとも当町でのボランティアポイント導入のお考えを再度お

伺いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えしますが、いわゆるボランティアに限らず、町民の皆さん方が

いろんな意味でまちづくりに参画すると。私は、この参画の視点から考えた場合、やっぱり

今小笠原佳子議員からご指摘あったことは非常に大事なことなので、社会福祉協議会だけで

はなく、今ボランティアというのはもうスポーツとか文化活動とか、いろんなところにもあ

りますので、そういうものを一つ一つ検証しながら、そしてできるのであれば先行して、今

お話あった介護とか、そういったボランティアを優先してやるか、これは内部でちょっと検

証させていただいて、やはりこれから参画とコミュニティ、ボランティアと、これはもう一

つ有機的なつながりでやっていかなければならないと。だから、ただいま本当にいいご指摘

いただいたので、担当はなかなかまた仕事増えるなと、こう思っているかと思いますが、す

ぐ文化スポーツ課辺りを中心に検討させたいと思っていますので、ひとつご理解をいただき

たいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問、よろしいですか。 

  それでは次に、３問目の質問を許します。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） では、３問目の質問をさせていただきます。所有者不明土地の現

状と活用についてお伺いいたします。答弁は、町長にお願いいたします。 

  所有者不明となる土地が全国的に増えてきております。所有者不明土地問題研究会により

ますと、2016年時点で九州本島の面積を上回る約410万ヘクタールの所有者不明の土地があ

ると推計されております。昨年４月、改正所有者不明土地利用円滑化特別措置法、いわゆる

改正特措法が成立いたしました。今回の改正は、所有者不明土地の利活用を大きく進め、ア

イデア次第で地域福利や防災に役立てることができるようになり、地域住民の要望を生かし

た改正特措法の運用が求められております。何といっても、市町村長が防災工事などを代執

行できる制度も創設され、さらに市町村が所有者不明土地対策協議会を設置し、利活用のた

めの計画を作成できるようになりました。地域のアイデアを存分に生かし、所有者不明土地

を積極的に有効活用すべきと考え、以下お伺いいたします。 

  １、所有者が不明とされる林地や農地、宅地についての現状と課題についてお伺いいたし

ます。 
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  ２、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の概要と、本町として今後の活

用についてお伺いいたします。 

  ３、所有者不明土地等の固定資産税徴収の課題についてお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 所有者不明土地の現状と活用についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、本町の所在不明土地の現状といたしましては、国土調査が終了い

たしました昭和44年度以降に宅地や農地、山林など、地目を問わず、相続等による登記が行

われずに所有者が不明となるケースもあり、固定資産税の課税に伴い、確認が可能な分につ

きましては、被相続人６名分で約2.6ヘクタールとなっており、このうち約２ヘクタールが

農地、約0.3ヘクタールは宅地となっております。土地の課税標準額の合計が少額で、固定

資産税が課税されない方が所有する土地につきましては、所有者死亡後に相続人の確認調査

を行っていないことに加え、農地や山林を中心に相続を放棄するケースが増えていることか

ら、正確な状況把握ができていないところであり、今後管理不全等による周辺地域への悪影

響や、公共事業の円滑な実施の障害となることも想定されております。 

  ２点目についてですが、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の概要とい

たしまして、人口減少や少子高齢化に伴い、増加する所有者不明土地を適正かつ合理的な利

用に寄与するための法律となっております。内容といたしましては、利用の円滑化の促進に

関するものとしましては、地域福利増進のため、所有者不明土地を公益性の高い施設用地と

して利用すること、災害等の発生時防止に向けた管理の適正化に関するものとしましては、

所有者不明土地について周辺の地域における災害等の発生を防止するため、勧告、命令、代

執行の権限を首長に付与する、有益な所有者情報を行政機関等が利用できる内容となってお

ります。 

  なお、本町ではこれまで所有者不明土地についての活用はございませんが、今後地域から

の要望等に対応できるよう、所有者不明土地に関する東北地区土地政策推進連携協議会から

の情報収集等に努めてまいります。 

  ３点目についてですが、所有者が不明な土地のうち、地方税法に基づく調査を行った結果、

相続人がいないことが判明した土地につきましては、納税義務者が特定できず、固定資産税

の徴収が難しいことが課題になっておりますが、所有者の財産と債務の状況により、裁判所

に相続財産管理人の選任を申し立て、売却等財産の処分を依頼し、その配当を未納分に充当
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するなど、手続を行うことにより、徴収につながるケースもあることから、個別の事案を考

慮して対応をしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） 答弁書の中で、所有者不明土地の現状といたしまして、被相続人

６名分で約2.6ヘクタールの中、２ヘクタールが農地で0.3ヘクタールは宅地ということにな

っているのですけれども、この現状の姿というのですか、この２ヘクタールは耕作放棄地、

またこの宅地というのには古家とかが建てたりとかするものなのでしょうか、そこをお聞き

したいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 鎌田農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（鎌田順子君） ただいまの質問のうち、農地に関して、まず農業委員

会のほうからお答えいたします。 

  この６名のうち、農地をお持ちの方はお二人ございます。お二人で２ヘクタールですので、

結構大きい農地をお持ちということですが、どちらの方も幸い以前から貸し借りをしており

まして、実際に作っている方は別な方がいるという状況になっております。そのことから、

亡くなってしまいました現在も、矢巾の農業者の方はきちんとやってくださっているので、

耕作放棄にはなっていないというのは、農業委員会のほうで確認しております。 

  大きい小さいにかかわらず、こういう問題は町内各地で発生しておりまして、中心経営体

ですとか、実際に耕作してくださっている方の話を伺うと、あそこは亡くなってしまって、

次誰になるか分からなくて、いつ請求されるか分からないということで、次の人が決まるま

で俺やっている分、ちゃんとためて、積み立てているという話を聞くこともございます。な

ので、そうやって農業委員会を通した貸し借り、あるいは通していない貸し借りというのが

見られますけれども、耕作放棄になっているという件数自体は、少ないというふうに捉えて

おります。 

  今回のこの件につきましては、耕作放棄ではないというのも確認してございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） では、２点目のご質問にお答えいたします。 

  今回の土地のうち、宅地でございますが、宅地自体は５か所ございまして、いずれの土地
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にも建物がございます。そういう状態の場所ということでの宅地という状況になっておりま

す。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） 今農業委員会で答弁いただいたのですけれども、いつ請求される

か分からないという言葉の意味がちょっとよく分かりかねたのですが、教えてください。 

〇議長（藤原由巳議員） 鎌田農業委員会事務局長。 

〇農業委員会事務局長（鎌田順子君） 失礼いたしました。結局相続登記が終わっていないの

で、いつ相続関係人の方の話が調って相続登記されるかが分からないということになります。

農業委員さんにはお伝えしてございますが、民法改正と、それから不動産登記法の改正があ

りまして、令和６年４月１日から相続登記が義務化されます。そういうことで、そこら辺の

ところの動きも出てくる可能性がありますよというのは農業委員は既に把握してございま

すので、地域でそういう相談があったときにも対応できるようにしてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 耕作の賃貸料とかもあるのでしょう、もしかして。 

  他に再質問ありますか。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） そういうふうに善意で耕作していただいている方に思いがけない

請求が来るという、思いがけないというのは変な言い方ですけれども、正当なのかもしれま

せんが、そういうことがちょっと認識できておりませんでした。 

  それから、答弁の中で固定資産税徴収の課題ということをお聞きしたときに、それが最終

的に、最後のほうの３の３の答弁書なのですけれども、納税義務者が特定できず、固定資産

税の徴収が難しいことが課題になっているけれども、いろんなことを手続取った後、徴収に

つながるケースもあることから、個別の事案を考慮して対応してまいりますとありますけれ

ども、実際にこういうことが件数的に実行可能なこととしてあるのかをお伺いしたいです。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  実はこの件につきましては、令和３年９月会議で300万円の手数料を補正予算としてご可決

いただいております。これを活用いたしまして、家庭裁判所のほうに申立てを行った事例が
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ございます。そちらのほうの手続を進めまして、選任の申立ての予納金ということで必要経

費を収めまして、そちらで家庭裁判所のほうに選任をしていただいた方に今手続を進めてい

ただいているという状況でございまして、恐らく間もなくこういう売却の状況といいますか、

こういう結果になりましたということをご報告いただけるようなところに今至っているの

かなというふうに思っておりまして、そういう状況で今進んでいることもあるということで

ございます。 

  ということで、ケースによっては、答弁のほうでも申し上げましたが、その状況によって

いろいろなケースありますが、今回のようにしっかりと処分ができるというめどが立ったよ

うな場合についてはしっかりとした手続を取って、いろいろなところを解消できるようなこ

とに取り組んでまいりたいということでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） 理解いたしました。ぜひよろしくお願いいたします。 

  私もこれは新聞記事で見たのですけれども、海外でのランドバンクとしての制度の紹介記

事でございまして、市場価値の乏しい土地や家屋を所有者より譲り受け、価値ある不動産に

なるように再生し、公共の空間として使えるよう管理したり、地域に根差した土地の有効利

用を地元の方の知恵の下で建設していくというようなことの記事がありまして、すごくいい

取組なのだなと思ったのですけれども、今回この一般質問した中で、矢巾町としての今の実

績はないということなので、そう簡単なことでもないのかと、そういうふうなことを感じま

したけれども、このことについてのお考えをお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） お答えいたします。 

  議員からもご質問いただいているとおり、地域福利増進事業とか、例えば公共関係のもの

として、国交省のサイトによりますと備蓄倉庫にしたりとか、こういったいろいろ活用方法

は提案されているところですが、私たちのほうでは議員から提案がありました所有者不明土

地対策協議会、まずこちらがない状況にございます。そして、それに伴っての計画の策定と

いうのもまだ着手できていないという状況でございます。なので、こういったところを徐々

に取り組んで、そしてまだ事例がないという答弁にはなっておりますけれども、事例が発生

際には対応できるような体制を徐々につくっていきたいというふうに考えてございます。 
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  お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 岩渕副町長。 

〇副町長（岩渕和弘君） この法律の背景のほうからちょっとご説明させていただきたいので

すが、これは東日本大震災津波が発生したときに、公共事業の整備に当たりまして、土地を

買収しなければならないわけです。そのときに、矢巾町はもうそれこそ国土調査が既に終わ

っているのですけれども、沿岸のほうの市町村の国土調査が半分程度の進捗率で、どこに誰

の土地があるかを探すのが非常に大変だったのです。まず、所在地の不明者が非常に膨大で、

一つ例を挙げますと１筆24名の共有地が全然相続登記されていないために、関係者が約

300人、そういったのがぽつらぽつらと点在して、それを早く、要は土地収用制度も活用し

ながら公共事業を進めたいということがあったのですが、国のほうともいろいろ調整する中

で、既存の法律の中でできるのだというところで、なかなか平行線で進まないところがあっ

たわけです。 

  ところが、ちょっと進めている中で、国のほうでもだんだん実情を分かっていただいて、

国としてもやっぱり何とかしなければならないと。そして、さらにこれから東日本大震災だ

けではなくて、南海トラフ沖地震でもまたそういったことが出てきて、全国的な課題が出て

くるということで、本腰を入れていただいてこういった制度ができてきました。 

  そういった中で、これから人口減少社会において、要は放棄地の問題が出てきましたので、

そういった中で荒れ放題にしておくよりは、それを地域にうまく有効活用できる方法も一緒

に考えていきましょうねということでこういった制度が出てきましたので、今矢巾町におい

てはこういった事態はありませんが、今後もし何かあった場合には、こういった協議会のほ

うでも国土交通省、農水省、法務省とも連携しながら、うまく円滑に事務が進行できるよう

に取り組んでいこうということになってきていましたので、もしそういった事態になった場

合には、こういった取組を進めていけるというふうになっておりますということを補足させ

ていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小笠原佳子議員。 

〇３番（小笠原佳子議員） 最後の質問なのですけれども、今後少子高齢化の進展によりまし

て、相続機会が増加することや身寄りのない高齢者が増えることにより、相続登記が速やか

に行われず、不動産登記簿の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、また判明して

も所有者に連絡がつかないような所有者不明土地が顕在するということが現時点では懸念
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されているわけですけれども、法改正による国の新制度で災害発生や環境悪化を防ぐ、管理

の適正化を図るようなことが、市町村長にそういう権限が、対応ができるようになったとい

うことで、とても仕組みとしては町にもうメリットがあるのかなというふうにちょっと思っ

たのですけれども、現時点ではそういうことはないということだったのですが、そのメリッ

トを生かして、何かお考えがあれば最後にお聞きしたいです。 

〇議長（藤原由巳議員） 岩渕副町長。 

〇副町長（岩渕和弘君） 特に災害時の対応だと思います。例えば土砂災害等が発生して、い

ずれ早くそこを手当てしなければ二次被害が発生するとか、また近所の人たちにも被害が影

響するということも当然想定されますし、またそれが道路があったとしたときに、いつまで

も通行止めにしておかなければならないというような事案も出てきますので、そういった観

点から、公共福祉の向上を図る観点から、市町村長にその辺の代執行の権限いただければ、

速やかに道路を通すとか、崩れたところの斜面の応急対策するとか、そういった民生安定に

も役立つ取組だというふうに考えております。 

  以上です。お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  以上で３番、小笠原佳子議員の質問を終わります。ご苦労さまでした。 

  それでは次に、１番、藤原信悦議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （１番 藤原信悦議員 登壇） 

〇１番（藤原信悦議員） 議席番号１番、町民の会、藤原信悦でございます。 

  本日は、２問質問させていただきます。質問の１でございます。一般国道４号盛岡南道路

事業化に伴う町道中央１号線の整備について町長に伺います。 

  令和４年度より事業化が進められている一般国道４号盛岡南道路の事業目的の一つに、三

次救急医療機関（岩手医科大学附属病院）への円滑な搬送経路の確保があります。そのため、

盛岡南道路は矢巾東小学校北側地点で町道中央１号線と平面交差し、これより町道中央１号

線に入りますので、これもやっぱり円滑な搬送経路としての役割を担うことになります。現

状のままでは、以下の問題があると考えます。 

  １つは、盛岡南道路の開通により、盛岡西部、盛南地区や滝沢、雫石方面からの通行量が
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増加し、藤沢地区以南の、これは４号線と南道路との合流地点です。藤沢地区以南の国道４

号や、これに並走する、今話出しています町道中央１号線の交通量は増加すると見込まれま

す。 

  また、東徳田、間野々地区の国道４号沿いの市街化調整区域は、現在地区計画による企業

誘致が進められており、今後国道４号、中央１号線の通行量増加が見込まれます。 

  また、附属病院開業時の車両通行調査、令和元年９月に開院しておりますけれども、前後

の６月と10月では、開院後の南北方向での増加が顕著に出ております。 

  資料として添付しましたこの資料、岩手医科大学附属病院開院前後の付近の通行量調査、

資料１と書いたものがございます。これの見方ですけれども、上のほうは矢巾東小学校前の

交差点、下のほうは矢巾停車場線と医科大学附属病院前の交差点です。右上は、これは北か

ら南に来る車がどっち方向に行っているのか。左側は、西側から来た車がどちらの方向に進

路を変えて通行しているのか。そして、左下の図は南から北方向に向かった車がどういう動

きをするのか。右下は、東から来た車がどちらの方向に動くかということをそれぞれの交差

点で調べたものでございます。 

  本来は、これはどちらも北と南で国道４号線にぶつかるのですけれども、その交差点であ

る北の都南中央橋口、あるいは南の南部屋敷前の交差点の調査データはありませんでしたの

で、この交差点を過ぎた後の通行量は分かりませんでした。 

  表の見方ですけれども、矢巾東小学校交差点前、右上のほうを見てください。車が北から

西に行くのが438台という数字が出ています。下のマイナス108は、６月対比でどうなってい

るか。色分けは、減少は青、朱は増加ということで区分してみました。 

  そうしますと、開院後の方向別通行台数を矢巾東小学校前の交差点で見ると、南と北は増

加が多いです。医大前の矢巾停車場線との交差点を見ますと、これもやはり北と南の変化が

多いです。ということで、今申し上げましたとおり、開院後南北方向での増加が非常に顕著

になっております。 

  町道中央１号線は、現在片側１車線、附属病院前だけは２車線ですが、なおかつ右折レー

ンがある交差点は限られており、増加する通行量に対応できるか疑問です。 

  もう一つは、町道中央１号線は都南病院前の交差点で国道４号に接するのですが、この交

差点は現在でも朝夕渋滞を起こしているのが常態化しております。これは、町道中央１号線

の通行にも影響するものと思われます。以上の問題を踏まえ、以下伺います。 

  １つ目、岩手医科大学附属病院までの円滑な搬送経路として、現状の町道中央１号線は今
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後増加すると見込まれる通行量に対応できるとお考えか。また、整備が必要となる場合はど

のように整備すべきとお考えか伺います。 

  ２つ目、国道４号都南病院前交差点への円滑な接続を図るため、町道中央１号線につなが

る盛岡市道部分も含めて県道に昇格させ、一体的な整備をする必要があるのではないかと思

いますが、この件について見解を伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） １番、藤原信悦議員の一般国道４号盛岡南道路事業化に伴う町道中央

１号線の整備等についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目についてですが、県道矢巾停車場線と町道中央１号線交差点から北の４車線道路の

区間につきましては、病院を利用する患者やそのご家族及び職員の通勤等を考慮して、１日

当たり約２万5,000台の交通量を想定して道路を整備しておりますことから、今後増加する

交通量にも対応できるものと考えております。 

  一方で、県道矢巾停車場線と町道中央１号線交差点から南の現在２車線道路の区間につき

ましては、今後の交通量増加で対応できるかにつきましては、盛岡南道路事業の設計内容や

想定交通量を踏まえ、整備が必要か否かを今後判断してまいります。 

  ２点目についてですが、岩手医科大学附属病院開院時の令和元年度に町道中央１号線の県

道昇格について岩手県に要望を行っており、県からは地域の道路網における市町村道との機

能分担や整備、管理する必要性を見極めながら、総合的に判断する旨の回答をいただいてい

るところであります。盛岡市のほか本町の南側の地域の道路網を考慮し、紫波町と一体的な

道路ネットワークも視野に入れ、命、防災、物流に係る重要な道路であることから、（仮称）

盛岡南環状線として、今後も県道昇格に向けて盛岡市、紫波町と合同で要望をしてまいりま

す。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問はあろうかと思いますが、ちょうど１時間経過いたしました

ので、ここで暫時休憩といたします。 

  再開を４時半、16時30分といたします。 

              午後 ４時１８分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ４時３０分 再開 
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〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開します。 

  休憩前に引き続き、藤原信悦議員の一般質問を続けます。 

  再質問ありますか。 

  藤原信悦議員。 

〇１番（藤原信悦議員） それでは、再質問させていただきます。 

  先ほどの答弁で、附属病院前の中央１号線は、１日約２万5,000台の通行量を想定して整備

しているということでございますけれども、この根拠はどういう算定の仕方をされたのかお

聞きしたいです。 

  そして、現実問題として、病院に曲がる右折レーン、これはちょっと距離が短いのか、走

行車線にはみ出す右折の車もありますし、小学校前のところも朝夕になると数台並ぶという

状況がもう既に発生しています。そういう意味で、ちょっと算定根拠を確認させていただき

たいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） この交通量の算定につきましては、

これは改良前の現状の交通量、そして岩手医科大学、当時はまだ病院が開院していない時期

に４車線化の工事を行ったものになりますので、岩手医科大学の計画交通量、開発に伴う医

大のほうで計算した交通量、そういったものを勘案して、道路構造令という道路をつくる際

にこういう構造の場合は、こういう４車線化になる場合はこれ以上の台数の交通量ですよと

か、いろんな基準があるわけなのですけれども、そういったものをトータルで総合的に勘案

して設計して、２万5,000台というような数字を出しているところであります。 

  それとあと、右折レーンにつきましては、同じように道路の構造令というものから長さが

決まる、あそこの滞留する車が何台か右折レーンに並ぶわけなのですが、その長さというも

のも、この交通量のところから予測交通量、計画交通量、そういったものの計算から、その

長さを計算しているものになります。 

  ただ、これはあくまでも予測になりますので、現状で相当数並んでくるとか、そういった

ものになってくれば、再度見直しをして延ばしていくとか、右折レーンを延ばすとか、そう

いうことはやりながら道路をつくっていくというようなものになりますので、今後の交通量

の状況を勘案して、そういったところは整備も含めて考えていきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  藤原信悦議員。 
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〇１番（藤原信悦議員） 右折レーンの件については、現実としてある話でございますので、

ぜひ調査いただいて対応をお願いしたいと思います。 

  それで、もう一つは、中央１号線を取り巻く周りの道路の交通量は、結構やっぱり大きい

のです。具体的に言えば、医大前で２万5,000台と言っていますけれども、その近くの徳田

小学校前で大体２万3,000台、それから県道13号線、流通センター南からトラックターミナ

ルの辺りで２万8,000台、ほかにも盛南地区から下りてくるところに坂がありますね、ちょ

うど高速道路とぶつかるところ、ここなんかは３万3,400台、これがどういうふうに分かれ

てこっちへ来るか分かりませんけれども、あそこ３万3,000台動いているのです。いろいろ

とやっぱり通行量も変わってきているのです。 

  今申し上げたデータは平成27年度のデータですから、さらに増えているということを想定

すると、この中央１号線を取り巻く周りの道路から、とにかく病院を目指して来るわけです。

そして、盛岡南道路ができると、大変便利なのは市内の方たちもそうだけれども、市内でも

盛南、それから厨川とか、いずれはあれが多分北に行くと思っていますけれども、そういう

北のほうの盛南、北の方たちが非常に便利になるということで、変に町なかを行くよりはこ

っちを走ってきたほうが早いと、救急の場合は。ということもあり得る話なので、その辺や

っぱり一回調査、多分４年前にやられていると思うので、その辺もちょっと考慮しながら考

えていただければなと思いますが、その辺について見解を伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 平成27年の数字というのは、交通セ

ンサスというものから来ているかと思いますけれども、その時点では西バイパスができた後

だったので、国道４号はぐっと減ったというような数字の時代のものだと思います。その時

点はそのときで、今はまた若干増えていたりとか、いろんなことがありますので、昨日もち

ょっと南道路の進捗状況のほうで答弁させていただいたのですが、国土交通省のほうで南道

路の予備設計、概略設計のほう、これが業者のほうが決定したというところの新聞報道が本

日ありましたので、そういったところから今後岩手河川国道事務所のほうで、当然その予備

設計の中では交通量調査も行うと思います。南道路のほうで交通量調査するところをいろい

ろお聞きしながら、あと当然周辺の町道の部分もやると思いますので、そういったところを

ダブらないように、町は町でそれに付随する、想定される交通量を調査しておいたほうがい

いなというところを、その後に岩手河川国道事務所で調査したときとか、同時なら一番いい

とは思いますけれども、そういうのをお聞きしながら、そういう調査を今後進めていきたい
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なというふうに思います。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  藤原信悦議員。 

〇１番（藤原信悦議員） そうしますと、先ほどちょっと申し上げました。医大前も含めてだ

けれども、ちょっと渋滞が始まっていることについては、即対応ということはないわけです

ね。全体で考えるということでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 一時的にと言えばあれなのですけれ

ども、そういう状態があるのはそのとおり把握しておりますので、それにつきましては現段

階で、例えばその交差点の長さだったりとか、あと信号の時間調整だったり、そういったも

ので多少解消するのであれば、それをまずソフト的にやっておいて、南道路の計画でどのく

らい中央１号線に乗ってくるのか、南道路から中央１号線を利用する車両が何台になるのか

というようなところの予測が今後出てきますので、そういったものを勘案して、どういう整

備が必要になってくるかというところは、南道路の進捗と併せながら町道のほうも考えてい

きたいなというふうに思っております。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  藤原信悦議員。 

〇１番（藤原信悦議員） やはり三次救急医療機関につながる道です。私も心筋梗塞やりまし

たけれども、本当に時間の問題なのです。一刻一秒を争うと。だから、ちょっとぜいたくか

もしれないけれども、余裕はやっぱり必要だと思いますので、その辺をちょっと頭に入れて

いただきながら、次の質問ですけれども、県道昇格の件について、回答では盛岡南環状線と

いう形で切り出す話をお考えのようですけれども、４年前にも検討するということでしたの

で、一旦確認された上で、その延長の話とか一回確認いただければいいのではないかと思い

ますけれども、その件について確認する予定はございますでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 答弁のとおり、県道昇格につきまし

ては、県のほうに随時要望ということでさせていただいておりますので、これにつきまして

は引き続き強く要望をしていきたいと思いますし、あと答弁しているとおり、中央１号線の

南北には盛岡市道、あるいは紫波町も関連してくるとすれば紫波町道ということで、県道昇
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格というものにつきましては、県道にする基準というものがありますので、そういったもの

を考えると２以上の市町にわたるものとかという条件もありますので、そういったところで

今後要望の中ではうたっていきたいなと思いますし、盛岡市、紫波町とも連携を取りながら

強く要望をしていければなというふうに考えております。 

〇議長（藤原由巳議員） 岩渕副町長。 

〇副町長（岩渕和弘君） 私のほうからも、この県道昇格の考え方についてご説明させていた

だきたいと思います。 

  今整備が予定されている盛岡南道路ですけれども、これはかなり規格の高い道路で、４車

線計画というふうになっています。設計速度は80キロというふうなことで、かなり高速性、

速達性が担保された高規格の道路というふうに考えております。 

  加えて、今年の秋頃には、今度は北上川に今建設しております徳田橋もできます。今の徳

田橋というのは、あのとおり幅員が狭いために大型車のすれ違いも困難な状況となっており

ます。ということから、やっぱり立派な道路ができると、交通の流れというのはがらっと変

わってきますので、そういったところの交通量の把握、先ほど議員がご指摘のとおり、その

辺も把握しなければならないというふうに思っています。 

  そういった中で、やっぱり国道、県道、市町村道、一体的となった道路網を形成するとい

うことは、非常に重要な計画の考え方でございますので、今後県道、市町村道の機能分担、

交通ネットワーク、その辺の在り方を総合的に検討する必要があるというふうに考えており

ますので、これについては今後さらにこの周辺の開発計画も予定されていますので、そうい

ったところも加味しながら、引き続き隣接します盛岡市と紫波町と一緒になって県のほうに

強く要望していきたいなということで考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  それでは次に、２問目の質問を許します。 

  藤原信悦議員。 

〇１番（藤原信悦議員） 質問の２つ目は、産業振興センターについてでございます。 

  産業振興については、これまで何度か一般質問で取り上げ、都度回答はいただきますが、

その後の具体的な展開や成果が見えず、取組姿勢にちょっと不安を抱いておりました。しか
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し、過日町長の令和５年度施政方針の一つに産業の活性化が挙げられ、昨年来から話があっ

た産業振興センター設置によるオール矢巾での産業活性化が今度こそ実現されるものと期

待し、以下について伺います。 

  １つ目、産業振興センターの立ち上げは、年度内のいつ頃を予定されているのか。 

  ２つ目、同センターの産業振興における位置づけや具体的な役割をどのようにお考えか。

また、産学官等の外部機関との関係はどのように取られるお考えか。 

  ３つ目、産業振興の推進には、業務に関する知識や実務能力が求められると考えられるが、

これらの要件を満たす人材、例えば具体的に中小企業診断士であるとか会計士、税理士、経

営経験者等をどのように確保しようとお考えか。新規、新たに、あるいは中途でも可だと思

うのですが、の採用や、コンサルタント会社等との委託契約による指導を仰ぐ必要があると

思うが、お考えを伺います。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 産業振興センターについてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、さきの令和５年度施政方針にもありましたとおり、産業振興セン

ターの設置に向けて準備を進めているところでありました。ご質問がありました年度内のい

つ頃を予定しているかについてですが、協議会の立ち上げを経て、各産業分野での支援体制

等が整い次第、令和６年度を目途にセンターを設置したいと考えております。 

  ２点目についてですが、先ほど申し上げました協議会において、センターの位置づけや役

割、具体的な業務内容について関係する機関と協議を行い、例えば特産品開発において農産

物と加工製造のコラボについての提案や仲介、または岩手医科大学と町内産業を結びつけた

りすることも念頭に置きながら、具体的な内容に踏み込んでまいりたいと思います。 

  ３点目についてですが、産業振興センターの業務を行うに当たり、支援する業種や業態に

ついての専門的な知識を持った人材の確保が必要となることから、岩手中央農業協同組合及

び矢巾町商工会等による外部有識者の指導をいただきながら、設置予定の協議会において具

体的な組織構成についての検討をしてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     会議時間の延長 
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〇議長（藤原由巳議員） ここで皆様方にあらかじめ申し上げます。 

  矢巾町議会会議規則第９条第１項の規定により、会議時間は午後５時までとなっておりま

すが、午後５時を過ぎることも予測されますので、同条第２項の規定により、延長する場合

もあるということをあらかじめ申し上げておきます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  藤原信悦議員。 

〇１番（藤原信悦議員） １つ目でございます。１点目の回答で、産業振興センターの設置に

向け、準備を進めているとのことですが、１つは具体的にどのような準備をされているのか

を伺いたいということです。 

  もう一つは、矢巾町中小企業振興基本計画案、これ今意見を求めていますけれども、この

中に（仮称）矢巾町地域産業育成・お役立ちセンターというのが出てくるのですけれども、

これとの関係はどのようになっているのかお尋ね申し上げます。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） まさしく今お話ししようかなと思っていたところですけれど

も、後ほど全員協議会の中でこの中小企業振興計画基本計画については改めてご説明を申し

上げますけれども、今お話があったとおり、お役立ちセンター、昨年12月議会でもこの中小

企業基本計画を策定する上で、産業振興センターも考えていきたいというような答弁を何度

かさせていただきましたけれども、今案の中で出来上がった部分を申し上げますと、産業振

興センターがお役立ちセンターという形で名前を変えまして、当初考えておりました産業振

興センターと円卓会議でいろいろ詰めてまいりましたお役立ちセンターというものは、ちょ

っと異なるのかなというように考えてございまして、どのような準備というふうなお話につ

きましては、この中小企業振興計画を策定の中で考えてまいったところが当初考えていた部

分と大分変わってきた部分ありますので、やはりそれは分けて考えていかなければならない

のかなということで、振出しに若干戻るわけではございますけれども、農商工いろいろな産

業分野が関わってやる部分の産業振興センターでございますので、そこはやはりいろんな識

者の方々から知見をいただきながら、また新たに考えを戻しながら進めていきたいなという

ふうに考えてございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  藤原信悦議員。 
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〇１番（藤原信悦議員） それでは、２つ目です。 

  この中小企業振興基本計画案、ちょっと読ませてもらいましたけれども、いろいろと現状

認識はされています。そして、施策が幾つか出ています。でも、ちょっと読んで気づいたの

は、その現状認識の部分、データの分析はしているのだけれども、それはどういう問題が根

本にあるのかというのがちょっと、今言っていいのかどうかはあれですけれども、弱いかな

と。だから、課題というか取組方向がちょっとずれる可能性があるのではないかと。ですの

で、一番大切なのは、こういうのをつくって何を目指すのか、そのビジョンについて、具体

的に言うと矢巾町にとっての産業ビジョンは何なのかをお尋ねしたいです。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 先ほどの答弁でもお話し申し上げましたけれども、詳しい内

容については全員協議会の中でお話をさせていただきますけれども、今パブリックコメント

をやっているということで、その中でいろいろ議員各位におかれましてもこういった内容を

修正、もしくは追加したらいいのではないかというような内容がございましたらば、早いう

ちにご意見賜れば修正も早くできますし、また全員協議会で説明した際に、その後について

もご意見等あった場合には、それも当然加味しながら修正を加えていきたいというふうに考

えてございますので、あらかじめその辺よろしくお願いしたいと思います。 

  ビジョンでございますけれども、当然中小企業振興基本条例が理念条例となっておりまし

て、それを基に今後矢巾町のあるべき姿ということで、将来像をそれぞれ掲げてございまし

て、その中心となるのが先ほどお話ししました地域産業育成・お役立ちセンターというとこ

ろで、いろんな町、中小企業、中小企業関係団体、大企業、あとは教育機関、金融機関、矢

巾町民がそれぞれ知恵を出し合って、新たな仕事と雇用を地域に生み出すということが一つ

の大きなビジョンになるのかなというふうに考えてございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  藤原信悦議員。 

〇１番（藤原信悦議員） なかなか回答しづらい部分だと思います。申し訳ございません。変

なことを聞いてしまいました。 

  それでは、この産業振興の件で人づくりも並行してやっていくべきだと思っているのはど

ういうことかというと、こういう今やっている中に若手の人、それから外部から有識者が来

ますよね。そこの事務局とかもやらせながら絡ませて、いろんなことを教えてもらったり経

験して、この産業振興に対するプロフェッショナルを何人でも育ててもらいたいのです。 
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  というのは、パブリックコメントの案内のところにあるのですけれども、地域の中小企業

が元気になれば、そこに雇用が生まれ、収入を増やし、消費が活発化します。町の税収が増

えることで福祉や教育などの町民サービスが向上し、好循環によりまちが元気になります。

この輪がいかに大切かということで書かれています。これを頑張れば矢巾町の未来は明るい

というふうに書いていますので、ぜひこれをやっていただきたいと思うのですけれども、人

づくりについての育成についてどのようなお考えをお持ちかお尋ねしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 人材育成につきましては、ほかの議員も含めまして、町の産

業振興に当たりましては非常に重要なところかなというふうに捉えてございます。まず１つ

は、若手もしくは有識者、そういったプロフェッショナルを今後育てる上では、ちょっと役

場だけでは、町だけでは、全然育成する基礎というか土台というか、そういったものが足り

ない部分がございますので、やはりそこについてはいろんな方面から講師なり、指導する方

をお呼びして、若い職員、若い事業者を育てていかなければならないというふうに考えてご

ざいます。 

  まず、連携というか、人を育てるにはやっぱりネットワークがないといけないというふう

に考えてございます。優秀な人を育てる、優秀な人を知らないと、どこからどう育てていけ

ばいいか分からないというところがございますので、そこはうちの町の職員でもそういった

ネットワークを持った人間がございますので、そういったものを介しながら、若い有望株の

人間を今後育てていきたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

              （「いいです」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） いいですか。遠慮しなくていいですよ。５時過ぎてもいいというこ

とにしましたから。町長に最後聞いてください。 

  藤原信悦議員。 

〇１番（藤原信悦議員） やはり議会でも人の育成というのはすごく大事にしなければいけな

い。だから、どうやって育てるかと言っていますけれども、結局若いうちは幾ら配転しても

いいのです。だけれども、それぞれ持っている個性と発揮できる分野が違うので、一定の年

齢になったら、やっぱりそこに専従させないと対外的に通用する人材というのは育ちません。

これは、企業も町も同じだと思います。組織はそうしてやっていかないと、活性化、人が育
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たないと思っていますので、その件について町長の見解をお尋ねいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

  ５時過ぎても結構でございますので。 

〇町長（高橋昌造君） お答えさせていただきますが、今担当課長はかなり苦しい答弁をして

おりまして、正直に申し上げましてまだまだこのすり合わせがしっかりいっていないところ

もありまして、実は今度未来戦略室を戦略課にするというのは、やっぱりスタッフを少し、

今政策推進監、早く言うと主幹みたいな部下が１人で、主幹みたいな仕事で、何かのんびり

しているのではないかと。やはり室を課にして、そして私も実は正直なところ、いろいろ調

べてみたのです。もう令和５年度に立ち上げできるかなと思ったら、やっぱり慎重に、組織

機構の問題、人材の問題、それから産業振興としてどのような指標を立てて、目標を立てて

やっていくかと、そういうようなものを一つ一つ積み重ねていかなければ、この事業は絶対

失敗するなということで、今県なんかでも公社があるのですけれども、この公社が立ち行か

なくなっていくのも、やはり１つは人を育てることもそうなのですが、事業の経営内容がな

かなかうまくいかないというようなこともあるのです。だから、ここをまず辛口な外部の有

識者を入れる、またはあと副業人材とかいろんな方々に、そして今この中小企業の振興基本

計画も、もう本当に今若い人たちも含めて一生懸命やっていただいているのです。だから、

そういう思いも酌み取りながらやっていきたいと。 

  あとは、農協にも、ぜひこういう地場産品とかこういうことに取り組みたいと。今医大で

は、銀河のしずくでヒットしたわけです。病院食として喜ばれて。病院長なり理事長が言う

のには、いわゆる規格外の野菜とか、そういうようなものをぜひ使いたいと。そうすると、

町内の産業振興にもつながるのではないかと。だから、農協はいいものしか売らない、そう

いう経験しかないわけです。規格外を売るなんていうのは、とんでもないと。だから、今そ

ういうことも一つ一つ積み重ねて、そしてできるのであれば農商工の連携に併せて観光も組

み合わせたいなということで、ちょっと欲張りになるかもしれませんが、このことについて

は中小企業の中央会とか、県の商工労働観光部とか、そういうところ、できるのであれば国

の経済産業省あたりからもご指導いただいて、モデルケースになるようにやっていきたいな

と。 

  うまくいくもいかないも、あとは未来戦略室から課になる担当官がどういう取組するか、

そういったこともしっかり見極めていただきたいと思います。ひとつご期待していただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問はありませんか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、以上で１番、藤原信悦議員の質問を終わります。ご苦労

さまでした。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（藤原由巳議員） 以上で本日の議事日程は全部終了しましたので、これにて散会いた

します。 

  なお、明日、明後日は休日休会、６日月曜日は引き続き一般質問を行いますので、午前10時

に本議場にご参集願います。 

  大変ご苦労さまでございました。 

              午後 ５時０１分 散会 
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令和５年矢巾町議会定例会３月会議議事日程（第４号） 

  

令和５年３月６日（月）午前１０時００分開議 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（藤原由巳議員） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 一般質問 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第１、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次質問を許します。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 

  １問目の質問を許します。 

              （９番 赤丸秀雄議員 登壇） 

〇９番（赤丸秀雄議員） 議席番号９番、一心会、赤丸秀雄です。 

  １問目の質問は、町長の施政方針演述内容についてです。町長の施政方針を傾聴し、以下

の項目について具体的内容を伺います。 

  ①、町営住宅矢巾、高田住宅の建て替えのことですが、今回の建て替え以外の方法による

手法を検討するとともにと述べております。具体的にどのような方法を考えているか伺いま

す。 

  ②、通学路の安全確保について、歩道整備計画を述べておりましたが、時間と経費がかか

ることから、まずは小中学校の通学路上の防犯灯設置を早急に行う必要性を感じるものであ

り、その考えがないか伺います。 

  ③、高齢者の医療、介護、健康診査等の把握や社会参加を含むフレイル予防を視野に入れ

た疾病予防と重症化予防の取組を述べています。そこで、エン（縁）ジョイやはばネットワ

ークの展開は大変よい施策であり、地元公民館を活用して、運動、しゃべる、笑う、食べる

ことは高齢者の健康維持の基本であります。ぜひ町内全行政区に活動を展開すべきと考えま

すが、いかがでしょうか。 
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  ④、地域の活性化や防災への取組に、自助、共助、公助のほかに近助が重要であると何度

も強調されておりました。私もこれを町内でやれれば本当によいと考えますが、現実は難し

く厳しい状況であり、理想であると思います。近助を進めるのであれば、昔の結いの精神を

復活させる土台づくりが何よりも必要と考えます。町長は、どのような取組から近助を推し

進める考えなのか伺います。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ９番、赤丸秀雄議員の町長の施政方針演述の内容についてのご質問に

お答えをいたします。 

  １点目についてですが、町営住宅の建て替えによる集約化につきましては、矢巾町住宅マ

スタープランにおいて整備を前提として、これまでＰＦＩによる官民連携の手法を検討して

まいりましたが、将来の財政見通しを考慮した場合、さらなる負担軽減に努める必要があり

ますことから、建て替え以外の手法につきまして、入居者目線での生活環境の向上につなが

るような幅広い町営住宅の在り方を検討してまいりたいと考えております。 

  その手法の一つとして、国土交通省の制度でもあります既存の民間賃貸住宅の借り上げを

活用した借上公営住宅としての手法について、全国で実施しております自治体の事業を調査

し、導入について検討を進めてまいります。また、今年度も県に要望しております本町への

県営住宅の誘致についても、引き続き強く要望してまいります。 

  ２点目についてですが、防犯灯設置につきましては、地域が必要に応じて設置しており、

町では設置に当たり補助を行っているところであります。防犯上の観点から、危険と判断さ

れる箇所につきましては、地域と協議の上、早期の設置を支援してまいります。 

  ３点目についてですが、エン（縁）ジョイやはばネットワーク事業は、現在15行政区、16団

体により実施されており、高齢者のみならず、子どもや障がいをお持ちの方も含め、幅広い

世代の方々が交流できる事業となっております。 

  また、特に高齢者の皆様には、身近な場所で楽しみながらご自身の健康維持につながる事

業であるほか、お互いの見守りにつながる孤立を防ぐ取組でもあり、超高齢社会を迎える中、

議員仰せのとおり町内全行政区での実施を進めてまいりたいと考えております。 

  今後は、事業開始方法と併せて実践事例の紹介や地域敬老事業と組み合わせた実施などの

周知を行い、事業の魅力を発信しながら、町内全行政区で実施されるよう取り組んでまいり
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ます。 

  ４点目についてですが、近助とは、共助の中の一つの要素ですが、共助の中でも実効性が

高く、地域の防災コミュニティを形成する上で核となる部分であります。 

  また、近くを助ける近助につきましては、ふだんからのお付き合いによるご近所での助け

合いを想定しており、自治会の班単位による近所付き合い、顔見知りから隣り合う者が助け

合う近助の精神の構築を進めてまいります。まずは、コロナ感染症拡大防止のため休止をし

ておりました班回覧を再開することで、自治会班単位でのご近所付き合いのきっかけづくり

を進めてまいります。 

  町内におきましては、地域ごとに状況の違いはございますが、結いの文化に根差した地域

づくりに取り組まれているコミュニティもあることから、そのような先進事例に学び、横展

開を図ることにより、町内全域で結いの精神の醸成を図ってまいりたいと考えております。 

  ほかにも昭和55年に制定いたしましたコミュニティ条例につきましては、40年以上経過し

ており、現在の地域の状況、環境に沿った見直しについて、矢巾町コミュニティ連合会等の

地域コミュニティの皆様とともに意を体して取り組んでまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 今議会で関心が高い町営住宅建て替えのことは、代表質問等で複数

の同僚議員が確認しておりますので、私は別な視点から伺います。 

  まず、２点について確認させていただきます。矢巾と高田住宅は、それぞれ50年超え、ま

たそれに近く経過した建物であります。私、10日ほど前に現地を見てきました。平家建てで

あるので、地震による倒壊は比較的低いと思われますが、安全上から確認しますが、耐震調

査はされたのでしょうか。もしくは定期的に目視確認は行っているでしょうか、伺います。 

  もう一点は、入居者の入居年数はどれくらいか、また単身入居者の比率は、分かれば概算

でもよいので、答弁願いたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） まず、１点目の耐震につきましては、

高田、矢巾ともに耐震診断というのは行っておりません。基準につきましては、現在の耐震

基準は満たしていないと思われます。町営住宅の中で耐震診断をしているのは、三堤住宅の
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みとなっております。これは、新基準で安全は確認されております。 

  入居年数と単身の関係なのですが、矢巾住宅につきましては、建物自体は52年から55年が

経過しております。その中で最長で住んでいる方は55年、建ててからずっと住んでいるとい

う方がいらっしゃいます。一人世帯というのは13世帯いらっしゃいます。 

  高田住宅につきましては、57年、58年経過しております。その中で最長年数は49年住んで

いる方がいらっしゃいます。一人世帯というのは７軒いらっしゃいます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） まず、私が現地に行ってみたのは、平家建てでも50年たっておれば、

土台のほうがどうなっているのかと思って行ったのですが、２週間から10日前はまだ雪があ

って見られない状況でした。それから、夏にも行ったことがあったのですが、今回行ったら

結構物置というのですか、住宅を改装というか、増築まではいかないのですけれども、そう

いう形でほとんどの方がくくりつけの何らかの形を取っていました。それから、矢巾住宅に

ついて、私から見ればごみ屋敷寸前のようなところが１戸ありました。そういう状況であり

ましたが、心配するのは安全の話で、目視点検もやられていないようなので、幾ら平家であ

っても土台のほうがどうなっているのか、30年に１回は点検、修理していますというのか、

その辺。 

  それから、建て替えで、必ずあそこを壊すということが分かればいいのですが、今回の答

弁によれば、それなりの延命措置を取りながらということであれば、早く出られる方は原状

復旧をきちっとした形で出られるのか。例えば一人住まい、こうやって13世帯も矢巾住宅に

いるということであれば、それなりの年齢の方もいると思うので、もしといったときに、そ

のままの形で原状復旧にならない、次の方は入られないというような形になるかと思うので、

その辺は町としてはどのような考えをしているのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 高田住宅にしろ、矢巾住宅にしろ、

昔から個人の方がちょっと建築物にはならないような、囲って物置だったり、小屋だったり

ということで造っている方がいらっしゃいます。そういう方々につきましては、退去のとき

に一応改善してくださいということでお話はしているのですが、実はその前の方からずっと

使っているとか、いろいろな方がいらっしゃいますので、なかなかそういったところは改善
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されない住宅もあるのですが、そういう指導はその都度行っているところです。 

  あとは、町営住宅の母屋の平家建ての基礎とか、そういった部分につきましては、それぞ

れ退去とかのときに一通り全部見ているのですが、先ほど言ったように55年とか四十何年と

かということで住んでいらっしゃるところにつきましては、建ててから見ていないというと

ころが多々あると思います。 

  あとは、ちょっと荷物がいっぱい表に出ていたりとか、草がぼうぼうしていたりとか、そ

ういう方々につきましてはその都度指導はして、草刈りは自分でやるようにとか、いろいろ

話はしているところですけれども、やはり高齢だったりいろんなことがあって、ちょっとぼ

うぼうしたような形になっている住宅も確かにあります。これにつきましては、今後いろん

な機会を設けて指導はしていきたいなと、周辺の方々にも迷惑がかかることですので、そう

いったところはやっていきたいなと思います。 

  矢巾住宅、高田住宅につきましては、将来的に建て替えなり賃貸なり、いろんな手法で今

後考えていきたいなというふうに思っているところでありますので、退去された方のところ

につきましては、今は新しく入れないでいるところであります。なので、長寿命化というよ

りは、もう次のほうに向かうということで、今後は新たに募集をかけないでいきたいなとい

うふうに考えております。賃貸とか、そういったところであれば、入居者をそちらのほうに

誘導してあげるというようなことで徐々にいければいいなというふうに思っております。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 環境のほうの適正指導と併せて、五月雨で出られても、次あそこを

例えば財政的に改善されて建て替えがまた浮上したとき、もう出られないとか、だだをこね

られるようなことのないように、ぜひ適正にお願いしたいと思います。 

  それで答弁書で、将来の財政見通しを考慮した場合、建て替え手法ではなく国土交通省の

制度利用による既存の民間賃貸住宅の借り上げ活用、県営住宅誘致の考えも町営住宅確保で

あると述べられていました。 

  そこで質問しますが、借り上げしたときの経費と建て替えして50年間維持したときの１戸

当たりの経費比較などを当然行った上でこのような判断になったと思いますので、その辺の

見解をお答え願いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） まず、例えば建て替えをした場合、
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我々の試算では、鉄筋コンクリートとか、そういうので造った場合、この辺で言うと森が丘

住宅のような形の長屋形式の住宅を建てた場合、通常の建築であれば１戸当たり約1,000万

円程度はかかります。賃貸の場合は、先日もちょっと答弁させていただきましたけれども、

その賃貸する住宅に係る部分の入居者は公営住宅法に基づいた家賃で抑えられます。通常の

民間住宅ですので、それより高い部分があります。その部分を国と町のほうで負担するとい

うような方法がありますので、例えば10万円のアパートであれば、家賃は多分３万円とか４

万円、その程度で抑えられるのかなと思いますので、１戸当たり３万円、それを今借り上げ

で考えた場合は５年以上20年以内というような形式がありますので、仮に20年入ったとすれ

ば、年間36万円掛ける20年ということで700万円程度というような試算になろうかと思いま

す。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） まず、そのような形で考えて結論、方針を立てたでしょうから、今

後もその辺よろしくお願いしたいと思います。 

  それで、県営住宅を誘致した場合、現在の入居条件に大差があると思います。特に家賃の

関係の所得制限の部分であります。県営住宅は最低限の所得制限があり、市町村住宅では所

得の上限額があると思うのです。そのような点も検討されたと思いますが、その辺も踏まえ

て県営住宅を誘致したいと考えているのか、ちょっと見解をお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 町営住宅にしろ、県営住宅にしろ、

収入の基準がありますので、それにつきましては公営住宅法に基づいていますので、同じ考

え方でやっております。通常の方であれば、年間の所得で計算された場合に15万8,000円以

下というような基準がまず１つあります。これは年間200万円、300万円所得がある方、その

所得から、例えば扶養している子どもが何人います、１人当たり38万円控除しますとか、障

がい者がいらっしゃいますというような場合には27万円控除したりとか、いろいろ計算がそ

れぞれで違ってきます。これは、町営住宅にしろ、県営住宅にしろ、同じ考え方でやってお

ります。先ほど言った年間の所得に対して月額15万8,000円以下というような計算になる方

につきましては入居できますので、これはもし県営住宅が誘致された場合でも、それが適用

になるというような考え方でいきますので、特には県営住宅だから高くなるとか、当然新し
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ければ新しいほど算定される家賃の月額が高くなるのはそのとおりですけれども、そういう

基準に関しては同じ考え方でいっております。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 分かりました。家賃については、それなりの部分で方針が立ったら、

また考えていきたいと思います。 

  それで、この住宅についての最後の質問にしたいのですが、これまで社会資本整備総合交

付金を利用して住宅建設のアドバイザリー契約で行ったことについて伺いますが、代表質問

の中で令和２年度の町持ち出しはゼロ円でありましたと、令和３年度は1,500万円のうち半

分が町負担と述べておりました。建て替えをやめた場合、２年間で活用した交付金の国への

返納は発生するのでしょうかというのをお聞きしたいのと、またこの調査で使って得たデー

タ、この調査データを今後どのように活用していくのか、その辺を伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 社会資本整備総合交付金事業で行っ

たアドバイザリー業務というものにつきましては、県とも打合せをさせていただいたところ

ですけれども、特段返還というようなことはありません。整備も検討しながら賃貸も検討す

るということにしていますので、特にやめたということではありませんので、そういう形で

打合せをさせていただいております。 

  今後のアドバイザリー業務の活用につきましては、当然その中にはいろんなデータがあり

ますので、例えば新しく建築をした場合とか、もし賃貸とかいった場合に先ほど言ったよう

な経費の比較とか、そういったものも行いながら、そのデータを活用していきたいなという

ふうに考えております。 

  現在入居している方への支援につきましても、アドバイザリー業務の中では引っ越しをす

る場合どのような支援をしていったらいいかというようなこともまとめておりますので、今

度もし新しい制度で町営住宅を考えたときには、そういうところも参考にしながら使えるも

のになろうかと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） そういう活用ができるということであれば安心しました。 

  それでは次に、防犯灯設置のことで伺います。以前も何回か、私も含めて他の議員も質問
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しておりますが、町内４小学校あるのですが、東小学校付近の通学路は明るくていいねと、

それからそのほかの３小学校付近は、学校から100メートル離れれば暗くて、特に秋の夜長

には通学路が暗過ぎて、子どもが安全というのではなく、安心して通学できるようにという

ことを保護者から要望されています。 

  また、学校行事や自治会、子ども会からも再三意見されております。町は、自治会に半額

負担補助をしており、地域が必要に応じて設置すべきものといつも答弁しておりますが、自

治会は、はっきり言って人口減少のところと人口が増えているところでは、自治会費の関係

もあって、すぐ対応できないのが現状なのです。失礼な言い方をすると、特に煙山小学校付

近の自治会とか不動小学校付近の自治会は人口が減っていて、半額補助ではできないし、そ

の後のメンテナンスについても半額の電気料金の負担が発生するでしょう、それで設置でき

ないというのが現状なのです。そういうところについて、安全、安心を売りにしている矢巾

町としては、やっぱり町経費でやるべき。街灯は町でやるというのだけれども、町は街灯に

ついては交差点付近しか設置しないでしょう。その辺の見解をお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  暗いところがどうしてもあるというふうなお話は認識しているところではございますが、

やはり他の行政区との兼ね合いもございますし、全く助成はしていないわけではないので、

いずれここが非常に設置の要望があるよとか、こういった件につきましては自治会とお話合

いを設けて、できればこういったところに設置すれば効果的ではないかというふうなお話を

させていただくこともありますし、逆に地域のほうの声を聞きながら、やっぱりこの辺の設

置がいいのではないかというふうな協議する場面もございます。 

  いずれ町のほうでのべつ幕なしに設置していくというのは、なかなか難しいところでござ

いまして、こちらに関しましては行政区なり自治会と協議のほうを進めながら、より効果的

な場所に設置のほうを促してまいりたいと考えてございます。 

  お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 道路管理者としては、先ほど言った

ように交差点とか主要な箇所に街路灯というものをつけているわけなのですが、中には通学

路で新しく歩道を設置したという場所には一緒に街路灯として設置している部分もありま

すので、新しく整備するものに関しましては歩道と一緒であれば先ほどの社会資本整備総合
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交付金とかを使いながらやったりできる場合もありますので、単独で通学路のここに設置を

するというようなことになると、なかなか補助がなくて、どこの自治体でも苦慮していると

ころですけれども、道路管理者としてもいろんな手法を考えながら街路灯といいますか、各

学校でも今防犯マップというか、子どもたちが考えて作られている地図、危ないところはこ

こだというようなのもありますので、そういったのも今後参考にしながら、ぜひそういう場

所には優先してつけていきたいなというふうに思っているところです。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 防犯灯についての答弁は求めませんが、はっきり言って、例えば煙

山小学校のところ、電力柱がなければ、今佐々木課長がおっしゃるのも分かります。そうい

うところについては、矢巾中学校の通学路のところをやった経緯もありました。だけれども、

やっぱり１本、２本やるだけで200メートルぐらいが明るくなるとは言わないけれども、安

心できるような照明もできますから、ぜひ検討していただきたいというのがありまして、ち

なみに皆さんあまり関心がないと思いますが、自治会費、矢巾１区の議員さんがよく言うの

だけれども、500円の月会費も払えない人もいるような話をするのだけれども、煙山小学校

のところの自治会は、その３倍の月1,500円なのです。年間１万8,000円なのです。それでい

ても、とても防犯灯を設置できないと言われます。そういうことも踏まえて、やっぱり子ど

もさんの安全を確保する観点で、再度庁舎内の各関係者が検討する余地があるかと思います。 

  それで、次の質問をいたします。地域公民館を利用したエン（縁）ジョイ活動ですが、こ

の制度のきっかけを５年前に提案してよかったと私はつくづく感じています。私の地元の話

で恐縮ですが、コンセプトを運動、しゃべる、笑う、食べる、特に運動というのは公民館ま

で歩いてくる、もしくは高齢者についてはご自宅を出る自体がもう運動なのです。今地元の

シルバーリハビリ体操の講師の厚意で毎回来ていただいていますが、運動すればするなりに

疲れるというのを言わなくなっていいなと思っています。 

  私のところは立ち上げが悪かったのですが、２年半前の９月、ちょうどコロナが盛んにな

るときからですけれども、いまだに１回の中止も延期もしていません。第２火曜日と第４火

曜日に設定したために、５月の連休、８月のお盆、年末年始もかからないから、変更もしな

いで済んだし、祝日の移行の月曜日にも当たらないということで、結構やれます。だから、

こういうことをやれば、確かにお金をかけて会員制のところに行って運動するのも一つです

が、これを私は推し進めたいなと。 
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  今15行政区、16団体があるらしいのですが、ぜひ拡大してほしいし、私のところは今12名

前後がコンスタントに集まっているのです。１回につき5,000円の助成があるので、本当に

助かっています。みんな喜んでいます。ただ、15名以上集まると、昼食の話になってしまう

とどうしても300円とかの負担が発生するので、ぜひ15名以上集まったら5,000円ではなく、

５名以上で5,000円助成していますから、15名以上は1,000円、2,000円上乗せするとか、そ

ういうことをお願いしたくて、推進と、それから経費の増を考えられないかという形の答弁

をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  エン（縁）ジョイやはばネットワーク事業、今赤丸議員さんからお話あったとおり、様々

な地域が工夫を凝らして活動しております。町としてその推進に関しては、今矢巾の地域居

場所マップということで、生活支援コーディネーターのほうで生活支援の様々な取組、居場

所というのはどういうところにどういうふうにあるかということをマップにしたものを作

成しました。生活支援コーディネーターのほうで各地域に地図に、こういうふうにあるよと

いうことをお示しするようなものを周知していく形なのですが、こびりっこサロン、エン

（縁）ジョイやはばネットワーク、それから通いの場体操くらぶ、それぞれあるものをマッ

プ化したものですが、実は全くない行政区、地区もございます。現在私どもで把握している

時点で13行政区ございます。そういうところへの推進をまさしく進めていかなければならな

いなと思っております。 

  その一つの方法として、議員の皆様にもお配りしたじょいｊｏｙの中で、サロンの状況だ

とか見える形でお示ししたことをうまく使いながら、少し一歩、今やっていない自治会さん

でお考えできるような、イメージができるように進めていきたいと思っております。 

  また、費用の助成に関しては、エン（縁）ジョイやはばネットワーク事業は平成31年から

始まりましたので、今年度数えて５年目に入ります。確かに人数が多いところの費用の助成

に関しては、今後皆様のお声を聞きながら在り方自体を、費用の助成も含めて改めて私ども

のほうで皆様のお声を聞きながら、検討すべきところは検討する課題として受け止めさせて

いただきます。 

  コロナ禍でなかなか活動自体を見合わせた自治会もございましたが、居場所のところもあ

りましたが、赤丸議員のところのように本当にコロナがあっても継続できていたのが、この

エン（縁）ジョイやはばネットワーク、地域での集まりでした。ですので、私どもとしても
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本当に後押ししながら、社会福祉協議会、また様々な福祉の関係課のほうとも協力しながら

進めてまいりたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） ぜひ今課長説明あったように、また推進のほうと、それからやっぱ

り家から出るというのは、認知症予防、フレイル予防には効果的だと私は思っていますので、

ぜひ推し進めていただきたいなと思っています。 

  ここの項の最後になるかどうかあれですが、近助についてのご質問させていただきます。

町長の施政方針の中にも、また今回の答弁の中にも近助、自治会でいえば班単位ぐらいの部

分の活動、本当にこれは私もそのとおりだと思っていますし、町長のおっしゃるとおりであ

りますが、実際には難しい。なぜというのは、個人情報の話と、それから今自治会長にも住

民のリストが来ないのです。それから、民生児童委員に聞いても、個人情報だから多くを語

れない。それから、今回直接は関係ないのですが、町民大運動会を実施しないという決定さ

れたとか、それから行政区対抗のスポーツ大会も子どもさんの年齢が入っている種目、これ

らは本当に自治会の役員をやっていれば厳しいです。子ども会の役員さんから言われるのは、

土日のイベントはやらないでいただきたいと申入れされているのです。なぜかというと、習

い事と塾に通っているから。塾なんかは、皆さんご存じのように集団で学習するので１回

3,000円、個人で指導されると１回4,500円程度かかるらしいのです。それを土日にやられる

と、欠席させられないからやめてくれと。だから、今文化祭も、それから世代間交流の夏ま

つりも、さっき言った行政区対抗のスポーツも、これを開くのが非常に厳しい。その延長が

大人でいう近助の話の老人クラブの加入率、それから町長はよく言いますが、老人クラブで

同じ年代のお年寄りをカバーしてもらいたい。だけれども、リストも何もないから、加入し

ている方はカバーしていますよというのがどこの老人クラブに聞いても言うことです。だけ

れども、入っていただけない方については、カバーできないのが現状なのです。これをやっ

ぱり私も考えていますが、町でも施策的に町民にアピールするような何かをやらなければ、

やりたいのだけれどもできない、それから特に防災の観点からいうと厳しい、そういうとこ

ろが今の社会情勢であります。 

  その辺を再度町長からの答弁を聞いて、この項の最後の質問にしたいと思います。よろし

くお願いします。 
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〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきますが、今論点整理をすると赤丸議員から３

つのこと、まず１つは安全、安心の町、それからフレイル予防の対応、そして今の近助。 

  私は、この近助というのをなぜ打ち出したかというと、コミュニティの中でも隣組、今ど

うもこの隣組、私ら、その先人、先輩が生まれたあたりは「とんとんとんからりんと隣組」

と、何かあまりいいイメージがないのですが、一番分かりやすいのは隣組なのです、近助。

今地域コミュニティの構築を図るためには、やっぱり隣組から立て直しをしていかなければ

駄目ではないかと。 

  そこで、まずいろんなことがあるのですが、去年の10月に労働者協同組合法という法律が

できたのです。労働者協同組合といえば、何か聞いただけでちょっと人去り、去るような中

身なのですが、実際はそうではないのです。例えばシルバー人材センターのミニチュア版だ

と思っていただければいいです。私、今この近助、そして昭和55年につくったコミュニティ

条例、これをやっぱり見直ししなければならないと、その第一歩にしたいのが近助なのです。

では、このためにどういうことを考えていくかというと、去年10月にこの法律ができたと、

そして今若者、女性の雇用の問題もあるのですが、地域のシニア世代の雇用の場も確保でき

るのです。 

  今日は詳しいことはあまりお話ししませんが、これはもう全国でもモデル事例が出てきて

おりまして、私もちょっと調べてきたのですが、参考のために、例えば今地域では担い手が

減少しておると、こういうものの支え手を、協同組合法を使ってやっていけないかと。それ

から、赤丸議員さんにはいつも言われている公共交通機関の公共交通、こういうことも労働

者の協同組合法で解決できないか、今それを論点整理しているところ。労働者協同組合法、

この利活用によって地域の課題が解決できないかということ。そして、いつか全員協議会か

何かでお示ししますので、そして「ああ、なるほどな」と言ってもらえるよう今仕込みをし

ておりますので、そのことができれば地域課題の解決にも、例えば免許証を返納して、こう

いう地域にこういう人たちがおれば免許証も安心して返せると。今日の新聞にも出ていた、

免許証を返したけれども、運転して事故を起こしたと、そういう悲劇もなくすることができ

るわけです。 

  だから、そういった隣組からの近助から、一つ一つ丁寧に課題を洗い上げて解決していく

ことができないかと。そして、防犯灯、街路灯とか、それから歩道整備がなかなか今の予算

で厳しいので、スクールバスを冬期間出させていただいていると。将来は、いずれそういっ
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たスクールバスの運用の拡大も教育委員会と一緒になって考えていると。 

  だから、これからそういった地域に住んでいる人たちの目線に立って、お子さんから高齢

者まで安心してできる、これを支えていくのが労働者協同組合法だと。そして、これが産業

振興センターにもつなげていくことができるのではないかということで、まずそれを赤丸議

員さん、一緒になって公共交通も考えていきましょう。そして、「おらほの家さは来ねじゃ」

と言わないで、「おらほの家さも来たじゃ」と言ってもらえるようなものを一緒になって地

域の課題解決にしていきたいということで、あと今日これ以上またあれすると時間が長くな

るので、いつか具体的にお話をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問、よろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、時間ちょっと早いのですが、ちょうど切りのいいところ

でございますので、ここで暫時休憩といたします。 

  再開を午前11時再開といたします。よろしくお願いします。 

              午前１０時５０分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時００分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

  休憩前に引き続き、赤丸秀雄議員の一般質問を続けます。 

  次に、２問目の質問を許します。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） ２問目の質問は、教育行政方針内容についてです。 

  教育長の教育行政方針を傾聴し、以下の内容を伺います。 

  現在３地区で住宅地開発が進められていますが、小学校の学区再編成検討結果はいつ公表

予定できるでしょうか。 

  また、町内小学校の老朽化校舎建て替えや20年以上先を見据えた児童数動向を踏まえるこ

とも考慮する必要があると思います。どのような視点で考えをまとめたのか伺います。 

  ②、今回教育行政方針で教員等の長時間労働改善について触れていませんでしたが、教員

にゆとりがなければ確かな学力、豊かな心の育成、健やかな体の育成にも支障を来すと思わ

れます。そのことをどのように捉えて教育行政方針を述べられたのか、具体的に説明願いた

いと思います。 
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  ③、給付型奨学金事業（制度）の導入は２年目となりますが、定住化や活性化また税増収

など、町のメリットにつながることが期待されます。財務状況が厳しいですが、ぜひ事業拡

大を要望したいと思いますが、そのことの考えを伺います。 

  また、私案として、卒業後一定期間矢巾町に住所を置き仕事に従事された方は、条件付給

付型奨学金制度適用とするなど拡大提案したいが、見解を伺います。 

  ④、児童生徒のいじめ、虐待、ヤングケアラーの実態把握のさらなる強化を図り、対応願

いたい。その取り組む姿勢と決意などを具体的に伺います。 

  また、該当者の対応には相談が一番重要と言われます。町内関係機関との連携の重要性を

どのように捉えているか伺います。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 教育長の教育行政方針内容についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、現在住宅地開発が進められている藤沢第２地区、田中地区、下花

立地区の３地区の学区につきましては、昨年の９月に矢巾町立学校通学区域審議会から藤沢

第２地区は矢巾東小学校、田中地区、下花立地区は徳田小学校が妥当であるとの答申をいた

だいたところであり、１月27日の矢巾町教育委員会議定例会において答申どおり議決したと

ころであります。公表につきましては、行政区再編と併せた形で来年度早々には町広報によ

り町民の皆様にお知らせする予定でございます。 

  また、昨年９月に矢巾町立小中学校の適正規模、適正配置について、矢巾町立学校通学区

域審議会から答申をいただき、現在この内容を踏まえ、矢巾町立小中学校の適正規模、適正

配置に関する基本方針を策定するべく、教育委員会内において校舎の耐用年数や児童生徒数

の推計はもちろんのこと、教育上望ましい学級数や学級人数、通学距離や通学時間など教育

的観点等を踏まえた議論を行っております。この議論を踏まえ、基本方針案を提示し、各方

面からのご意見を頂戴しながら基本方針策定に向け、取り組んでまいります。 

  ２点目についてですが、教職員の長時間労働の改善については、喫緊の課題と捉えており

ます。教職員の長時間労働を縮減し、多忙感を軽減することにより、教職員が教材研究の時

間を確保し、授業を充実させ、健康で生き生きとやりがいを持って子どもたち一人一人に向

き合うことができるよう、この３月に矢巾町教職員働き方改革プランを策定し、さらなる働

き方改革に取り組んでまいります。 
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  ３点目についてですが、給付型奨学金事業において、特別奨学生として今年度は４名の方

が決定しており、昨年度決定した方と合わせ９名の方に特別奨学金を給付しております。ま

た、本事業は、経済的理由により修学が困難な方の修学機会の確保を最優先としており、矢

巾町奨学金基金を充当しております。 

  なお、本事業の拡大のためには、寄附募集等により、矢巾町奨学金基金の安定運用をより

一層図る必要があると認識しております。議員からご提案いただいた奨学金に係るご提案に

ついては、様々な検討事項がありますので、今後の課題としてまいります。 

  ４点目についてですが、いじめや虐待は子どもの人権を侵害する行為であり、決して許さ

れないものであると認識しております。現在各学校においては、いじめに係る実態把握のた

め、児童生徒及び保護者を対象にアンケート調査を年に複数回実施するとともに、学期末等

には教育相談週間を設定し、子どもたち一人一人と面談するなど、いじめ見逃しゼロを合い

言葉に取り組んでおります。教育委員会においては、定期的に学校を訪問し、学校のいじめ

対策委員会の報告内容を共有しておりますし、町のいじめ問題対策連絡協議会を開催し、各

学校の取組の共有と研修を実施しております。 

  また、虐待やヤングケアラーについては、児童生徒に傷やあざがないか、汚れた衣類を着

ていないかなど、日頃から気をつけており、虐待やヤングケアラーが疑われる場合、町子ど

も課等の関係機関に通告及び情報提供を行っております。学校においては、欠席や遅刻、早

退の状況、児童生徒の表情や行動の変化からそれらの可能性を把握し、スクールカウンセラ

ー等を交えた適切な教育相談や支援の実施及び関係機関との連携を図りながら取り組んで

おるところであります。 

  町内関係機関との連携は大変重要であると捉えており、学校だけで解決できない事案につ

いては、関係課等と情報共有を図り、対応すべき検討課題を整理し、組織的かつ統一的な対

応を行っております。 

  今後においても、町内関係機関との緊密な連携により、速やかに支援につなげてまいりま

す。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 開発地域の学区公表は４月以降、早い時期の公表とのことでありま

すので、心配しているのは宅地購入者に適切な時期に伝えていただきたいと思っております
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ので、ぜひその辺を考慮した公表をお願いします。 

  また、教職員の長時間勤務縮減に向けては、今月３月から働き方改革プランを策定して取

り組むとのことでありますから、そこに大いに期待するところであります。ですので、この

項についても、今任期で私終わるのですが、次回お世話になるのであれば、そのことは半年

後に再確認の質問をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは質問ですが、給付型奨学金制度でありますが、昨年度から取り組み、今年度５名、

来年度予定者４名、合計９名であるとのことであります。取り組んでいることを評価し、感

謝いたします。しかし、現在奨学金利用者、自宅等から通って奨学金利用しない方は除かれ

ているのですが、借りている方の大学生の平均金額は400万円と言われております。私、３

年前に同じ質問をしていますが、そのときは380万円弱でした。ですから、20万円ちょい増

えたようなデータになっています。大学卒業後、大変な400万円という負担であり、結婚が

できないとか、それからいわゆる給与の高い首都圏を選ばざるを得ない等々の状況が発生し

ています。それから、大学生ばかりに目が行っていますが、私学高校生についても助成が必

要ですし、ひとり親世帯では特に高校に通わせるのも四苦八苦しているというような形で、

今大きな課題としてクローズアップされております。このことに対して認識や課題をどう捉

えているか、再度見解を伺いながら、この奨学金制度について少し掘り下げて質問したいと

思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  今赤丸議員からご指摘ありましたとおり、私学の高校あるいは大学における奨学金を借入

れした後の社会人になってからの負担で、様々人生設計にも大きな影響を及ぼすというご指

摘でございまして、私といたしましても、まさしくそのとおりだなというふうに感じており

ます。 

  町としてできる奨学金貸付け、あるいは給付、さらに国の制度も様々あるわけでございま

すけれども、やはり人口減少の懸念もございますので、どうやったらば本町にそういう一生

懸命勉強して、その後の生活の本拠もこちらに……都市圏の収入の多いところではなくて、

こちらでもそれに近いような生活水準が担保できるような施策につきまして、町としてでき

ない部分もございますので、国や県への要望も総合的に検討しながら対策を講じてまいりた

いというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 
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〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 本当に今こういう形で、盛岡に近い矢巾町は大学、通うところでい

えば何か所かあるからまだいいのですが、これが県内でも盛岡の大学に来る、仙台の大学に

行くという形の中では経費がかかって、やっぱり奨学金を借りざるを得ないという現状です。

今町の給付型奨学金は月３万円でしたよね。それから、先週の質問では、保育士等へのもの

も７年間、あれ最大7,000円というのは月7,000円ではなく年ですか……。 

              （何事か声あり） 

〇９番（赤丸秀雄議員） そういう形でありますよね。そういう形で拡大になってきているの

は結構なことであります。 

  ただ、今世の中では、20年間給与が上がらないと。私も辞めて10年になりますから、10年

間上がらなかったし、会社の制度で上げなかったというところで10年我慢したのですが、や

っぱりこの奨学金がなければ、また昔であれば、失礼な言い方しますが、私のときは大学に

行く方は３割いなかったのです。仙台に行ったら38％ぐらいいたのです。ところが、今は８

割以上の方が何か専門学校もしくは大学に通う、そういう社会状況ですよね。ですから、そ

ういうところに給料が20年も上がらないと、それから子どもさんは働かないで学校に行く、

そこに親とのジレンマが発生して、結局家を飛び出すような状況で学生を継続する、そこに

結局は奨学金、どうしても最低は９万円程度必要なそうです。足りない分をバイト、ところ

がここ２年半のコロナ禍で全然バイトがないというような状況で、本当に苦労されていると

いうのが今新聞で報道されている状況です。 

  先週も言っていましたが、矢巾町に勤め先を設けることもさることながら、矢巾町に住所

を置いて働けるところは結構あるのです。ここからであれば通勤範囲は、北上市、金ケ崎町、

それから盛岡であれば、無理すれば好摩辺りまで行けますし、雫石町、その辺は通勤範囲な

のです。町に勤めている方は15分か20分の通勤だと思うのですが、首都圏にいれば２時間は

ざら、遠い人は２時間40分、私の同僚にも何人もそういう方がいました。だから、やっぱり

地元に帰ってきて勤めたいという人もいますから、そういう意味でも給付型奨学金制度を増

やしていただきたいなと思っております。 

  それで、先ほどは日本の話をしましたが、アメリカでは大学は入りやすく卒業しづらい、

入りやすいからといって、みんな奨学金へ行く。当然物価も違うし、給与も水準は違うので

すけれども、ただアメリカの場合は奨学金１人当たり800万円から820万円ほど借りているそ
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うです。そんな状況もあって、本当に若い方が大変だと思います。 

  答弁にも寄附をという話がありますから、私は後で予算決算委員会の総括でもお話しした

いと思っていますが、やっぱりふるさと納税なりに人件費をかけても、前みたいに16億円と

か10億円とか寄附を募った形の中で奨学金基金を増やさなければならないと思いますし、ま

た私の案ですが、戻ってきて５年も矢巾町に住所を置いていただければ、それなりの町民税、

所得税が入ってくるのです。その辺が絶対必要だと私は考えております。 

  国でも考えて、給付型奨学金制度を拡大するとか言っていますが、今まだ検討段階。ただ、

東京都では、足立区なんかは最大3,600万円なそうです。６年間で3,600万円、無償で給付す

る、そういう制度もぼちぼち始まっています。県内にもそういうところがあります、金額は

全然違いますけれども。だから、そういうところも考慮する必要があると思いますが、ちょ

っと経費に係る話なので、答弁は町長でも誰でもよろしいのですが、そういう話をぜひ矢巾

町内でも検討してもらいたいのですが、その辺について答弁をお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） それでは、お答えさせていただきます。 

  前段として、奨学金が修学を諦めないということが前提でありますので、まずそこはある

程度浸透しているものというふうに議員さんの話を聞いて思ったところです。 

  次の論点は、就職するときの返還の部分、それから受け入れる町の部分、そして給付金の

額を上げられるかどうかというふうな論点になってくるわけですが、これらについては、ご

答弁申し上げたとおり、関係各課等との検討もしなければならないことだと思いますし、奨

学金の給付事業とはまた違った角度を持った内容かというふうに今認識しておるところで

ございます。よって、今後の検討課題というふうにして捉えさせていただきたいというふう

に思います。 

  以上、答弁といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） これは本当に経費もかかる話ですし、若い方の育成という部分では

避けては通れない部分でありますので、長い時間かかると思いますが、お互いに善処してい

きたいと考えますので、よろしくお願いします。 

  ここの最後の質問になるかと思います。児童生徒のいじめ、虐待、ヤングケアラーの実態

を把握した後の行動が最重要であります。スクールカウンセラーと関係機関との連携は、大
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変重要と答弁いただきました。ぜひそのように継続した取組を行っていただきたいですが、

全国の事故発生の事例では、縦割り行政の弊害や緊急性の欠如が問題、課題として取り上げ

られているケースが多々あります。町内では、関係機関との連携は大変重要であるとおっし

ゃっておりますが、ぜひそのように取り組んでいただきたいので、最後に教育長に再度、そ

の思いを強く述べていただき、私の最後の質問にさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） お答えいたします。 

  いじめ、虐待を含め、先ほど答弁で申し上げたとおり、これは人権侵害です。だから、あ

ってはならないことというふうな認識ですし、当町におきましてはそれを見逃さないという

部分においては、県内33市町村の中でも一番アンテナが高いものというふうに思っておりま

す。アンテナが高いということは、子どもの変化を見逃さず、そして早期に、適切に対応す

るということが肝要であり、スクールカウンセラーについても、いわゆる対面のカウンセリ

ングのみではなくて、コンサルテーションと申しますが、そのスクールカウンセラーの持っ

ているスキルを学校の教員に研修という形で伝授する、そして第１次の壁を今よりも高くし

て、そして適応できる、つまり対応できる事例を多くしていくと、このような環境に今後も

努めていき、子どもたちの安心、安全な学校生活を守っていきたいなというふうに考えてお

ります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問は。よろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、以上で９番、赤丸秀雄議員の質問を終わります。ご苦労

さまでした。 

  それでは次に、17番、髙橋七郎議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （17番 髙橋七郎議員 登壇） 

〇17番（髙橋七郎議員） 議席番号17番、町民の会、髙橋七郎でございます。 

  一般質問を行う前に、ロシアがウクライナに侵攻してからはや１年になりますが、早期の

縮小を願うものであります。トルコ・シリア大地震から今日で１か月たちますが、犠牲者５

万2,000人以上と言われており、亡くなられた方にお悔やみを申し上げます。被災された約
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2,600万人の方々には、お見舞い申し上げるとともに、一日も早く復興ができるようお祈り

申し上げます。 

  町政課題について町長にお伺いいたします。第１点目、第７次総合計画後期基本計画にお

いて、快適性と安全性を高めるまちづくりの分野で消防・救急体制の充実、常備消防の強化

と消防団員の減少防止ついて、令和６年３月31日までに国が進めている消防広域化促進の流

れを勘案しながら矢巾分署の増強を行います。また、消防団員減少防止のため、学生消防団

員制度や企業消防団員制度の導入、機能別団員の充実、福利厚生の充実、消防団の訓練、消

防行事の在り方の改革等に取り組みますとありますが、残すところあと１年となることから、

現状と課題をお伺いいたします。 

  ２点目、消防団の消防自動車更新事業は令和元年度まで進めておりましたが、残すところ

あと２台となり、令和３年度予算の事前質問では、新型コロナウイルス感染症により財政状

況の影響が不透明であること及び現有車両の状態を勘案し、消防団と協議の上、更新を見送

り、令和４年度の更新も見送られましたが、令和５年度の予算案に計上されているところで

あります。残すところあと１台となり、更新予定の地元消防団員及び消防後援会では早期実

現を要望しているところから、どのように更新を進めるのか伺います。 

  ３点目、矢巾町中心街エリアにおいて、やはばＷi―Ｆiを申し込み、満杯のため受付にな

らないケースがあると聞いたところから、機器を増設すべきと思うが、現状と課題をお伺い

します。 

  ４点目、人材育成事業、国際交流において、施政方針では再開する意向が示され、また令

和５年度予算案では補助金も計上し、提案されているところであります。友好都市フリモン

トとの中高生の相互交流を通じて友好関係を深めるとの方針であるが、３年ぶりの交流であ

ることから高校生の人数を多くする考えはないか、また具体的にどのように推進するのかお

伺いいたします。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 17番、髙橋七郎議員の町政課題についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

  １点目についてですが、消防・救急体制の充実、常備消防の強化につきましては、本町の

消防力の現状として、総務省消防庁が定めた消防力の整備指針によりますと、消防ポンプの
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基準数は満たしておりますが、矢巾分署の消防ポンプ自動車の増に伴う人件費の負担を踏ま

え、財政状況を勘案しつつ検討を進めているところでございます。 

  あわせまして、将来の本町に必要な消防体制について、岩手医科大学の存在や将来的な盛

岡南道路の整備、町内における大規模宅地開発等を見据えた消防力確保の観点から、ＪＲ矢

幅駅周辺市街地へのさらなる人口の密集や交流人口の増加、農村部の過疎化と少子高齢化な

どの課題を踏まえ、盛岡地区広域消防組合本部に対して盛岡南消防署の消防体制の強化の実

現を図るため、現在の盛岡南消防署と矢巾分署の統合による組織力の強化、市街地における

中高層建物火災に対応可能な消防車両や資機材等消防装備の充実、広域消防としての消防車

両の追加出動や隣接市町からの応援体制の充実の３点について提言をしているところであ

ります。 

  消防団員減少防止につきましては、昨年４月から団員の出動報酬等の改善を図ったほか、

同年５月からは学生消防団認証制度を導入し、今年の２月末現在で２名の学生が入団したと

ころでございます。また、団員活動の安全確保の観点から、団員個人の消防団員等福祉共済

等への加入並びに新型コロナウイルス感染症対策として、消防団各部への消毒液やマスク等

の支給等、安全で安心な消防団活動に資するための福利厚生の充実を図っております。 

  さらに、消防に関する教育訓練や行事の在り方につきましては、消防団の任務、役割を基

礎として、火災現場や災害時に真に必要な能力を備えるための実践的な訓練の追求並びに無

理、無駄を排除した各種行事のコンパクト化による団員個々の自覚の振起を図ると同時に、

ご家族を含めた負担軽減を図るため消防団と協議を重ねているところであります。 

  ２点目についてですが、消防ポンプ車更新に関する計画につきましては、令和５年度に第

４部、令和６年度に第13部のポンプ車の更新をもって当面の事業を完了する予定であります。 

  ３点目についてですが、やはばＷi―Ｆiに係る現状と課題につきましては、あくまでも民

間事業として実施していることから、運営事業者の意向によるものとなりますが、当該通信

サービスの利用者は約350名となっており、特段の課題はないものと伺っております。 

  なお、Ｗi―Ｆiの規格によるアンテナ設備であることから、中心市街地において周囲の建

物や障害物等の影響により必要な電波強度が得られない場合には、残念でありますが、当該

通信サービスを利用することができないこととなりますが、ほかに民間の通信サービスが提

供されていることから支障はないものと認識をしております。 

  また、アンテナ設備につきましては、公共施設及び地区公民館などを対象に整備を行って

おり、これは主にインターネット環境の整備を通じて、コロナ禍における行政活動、地域コ
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ミュニティ及び防災対応などを支援する目的で運用していることから、行政目的を達成して

いるものと考えております。 

  ４点目についてですが、友好都市フリモント相互派遣事業についてですが、現在矢巾町国

際交流協会では３年ぶりの交流再開に向け、フリモント町、矢巾町教育委員会、町内中学校、

県立不来方高等学校等関係機関と協議を重ね、フリモント町から中学生４名、大人２名の予

定で、合わせて６名の訪問団の受入れ準備を進めております。矢巾町からの派遣につきまし

ては、コロナ禍で３年間交流が途絶えたことにより、生徒、保護者、学校関係者に対して、

これまでの交流と、これからの交流の在り方について、十分な時間をかけて説明を行い、理

解を得る必要があることから、徐々に交流を再開してまいります。 

  なお、中高生の派遣人数や滞在期間、派遣を希望する生徒や保護者の意向等を慎重に精査

し、令和６年度以降の派遣に向け、準備を進めてまいります。今年度は、矢巾町国際交流協

会の会員や国際交流に興味のある若い世代の方々を中心に多くの方々にご参加をいただけ

るオンライン交流を実施いたします。 

  また、町内在住外国人との交流を図るための関係づくりとして、町内ツアーの開催や東京

2020オリンピック・パラリンピックのホストタウン事業でのオーストリアとの食文化を通じ

た交流事業等について、関係団体と調整を図り進めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） まず１点目でございますけれども、学生消防団員が２名ということ

で大変うれしいと思っております。 

  それで、配属先、それから報酬などはあるのか、その１点についてお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  学生消防団員の方は２名いらっしゃいます。１名の方は県立短期大学校、それからもう一

名は富士大学の学生さんということで２名となってございます。報酬につきましては、実際

に学生という立場でございますので、将来の有望な消防団員のための勉強という意味合いで

現場の対応等はさせておりません。後援部隊ということで様々な消防活動とか周知活動につ

いて学んでいただきながら、将来のためによろしくお願いしますという立場で参加していた
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だいてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 配属先、田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） 本部付といいますか、事務局付といいますか、そ

れぞれの部には所属してございません。こちらのほうで対応ということでございます。 

  失礼いたしました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） ２月22日の報道で北上消防団員が休団制度運用を４月から予定する

と、団員が転勤や育児、介護、病気などの事情により、３年以内であれば退団せずに復帰で

きるということになるようでございますけれども、本町もこのような制度はあるのかないの

か、検討するのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  矢巾町の消防団、定数が450名のうち現在270ちょっとという人数でございますので、まだ

まだたくさんの方々に対応していただきたいという立場もございますので、そういった制度

についても今後検討させていただきたいというふうに考えてございます。今のところは、３

年ないし何年の間は猶予しますよという制度はございませんので、今後そういったご助言も

いただきながら検討させていただきます。ありがとうございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） よろしくお願いします。 

  やはばＷi―Ｆiなのですけれども、新たに市街化地区なる３地区と、それから間野々地区

以外にも企業誘致の環境のためにもエリアを拡大する考えはないかお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） お答えいたします。 

  新たな地区に関しましては、まだ今のところ予定はございませんが、今後状況を見まして、

あとはそのまま企業誘致が進むような場所とか、こういった場所で、実際今Ｗi―Ｆiの部分
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というのは民間事業というふうになっているわけなのですけれども、そちらの民間事業者と

協議をいたしまして、必要に応じて検討してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） これは民間事業ということで言われてしまえば、それで話は尽きて

終わってしまうのですけれども、やっぱりある程度は町としてもそういう業者と話合いして、

ある程度妥協点を見つけながら拡大していくべきと思いますので、ぜひ検討してもらえれば

なと思います。 

  今度は国際交流でございますけれども、３年間、新型コロナウイルス感染症のためにフリ

モントとの交流がなかったということでありましたけれども、要は３年間中学生が全然派遣

できなかったという関係があって、私は高校生を多くしてほしいなというふうなことで質問

したわけですけれども、フリモント町との交流締結が2020年で25年周年記念式典ということ

で、これは令和２年９月だったのですけれども、残念ながらコロナの関係で中止になったと。

今度は30周年ということになると、2025年です。2025年といいますと、矢巾村が誕生したの

が1955年、昭和30年３月１日、徳田村、煙山村、不動村の３か村が合併してなったわけです

けれども、この日と同じく70周年になるのです。30年と70周年ということなので、やっぱり

両町挙げて、町民及び町の関係団体、企業を挙げて、特にも生徒たちに明るい希望と夢を与

える交流事業を盛大に行う考えはないかお伺いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをさせていただきます。 

  まず、派遣のことにつきましては、町長答弁にありましたとおり３年間途絶えていたとい

うことで、中学校、そして高校の教員の皆さんも転勤しておりましたし、生徒もそのとおり

替わってございます。内容につきましては、最初のフリモントの協定のところから説明をし

なければというふうに思っておりますので、その辺も十分慎重に進めながら、ご意見をいた

だきながら進めていきたいというふうに思ってございます。 

  あと、ご質問のありました記念行事につきましては、まさしく議員おっしゃるとおりのこ

とでございます。これから時間をかけて、そして国際交流協会でも役員で内容を検討しなが

ら、さらに皆様方からご意見をいただきながら企画してまいりたいというふうに思ってござ

います。ありがとうございます。 
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〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） 時間的には２年ぐらいあるのですけれども、やっぱりこの２年間で、

もう少し時間があればいいのでしょうけれども、時間がないということもあるので、できれ

ば今年度中に大体方向性を出して、再来年あたりに具体的に内容を詰めてやってもらえれば

いいかなと思います。 

  もう一つ、国際交流なのですけれども、それ以外の国との交流事業、フリモント町ばかり

でなくて、それはどのように考えているのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをさせていただきます。 

  当時フリモント町以外に、平成５年から平成11年度まで中国の遼寧市の交流をしておった

ことがあります。矢巾町からは83名、中国からは60名という内容で交流をしておったところ

でございますが、今現在中国との交流が途絶えておりますので、この辺の再開というのはち

ょっと難しいところはあるかと思いますが、違うところというところでは、先ほど答弁あり

ましたとおり、2020年のオリ・パラのホストタウン事業で交流がありましたオーストリアと

の交流、こういったところを拡充できるか、そういったところも含めまして検討してまいり

たいというふうに思いますし、あと町内ツアーということで今年度から企画したところでご

ざいまして、町内にベトナムの方が７名いらっしゃいまして、これを町内ツアー、例えば幣

懸の滝ですとか、あと徳丹城、ジャンパランド、さらには農業体験も行ったところ、大変好

評でございまして、既に該当された企業の皆さんから、今年さらに人が増えた、十何名増え

たから来年度もぜひ再開してくれという要望もいただいておりますことから、こういったと

ころも含めて交流もしていければなというふうに思っておりますので、引き続き国際交流の

役員会のほうで内容等をもんでいきたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。よろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） 町政への貢献に対する表彰について町長にお伺いします。 

  町民のほか、町内の事業者、団体の中には、これまで様々な分野で町勢発展や町民福祉の
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向上に寄与し、貢献した者、団体があります。また、今後も新たに現れることを期待すると

ころであります。 

  町では、矢巾町表彰規程により表彰の基準を定めているが、この規程に定める委員や団体

のほかにも、その功績をたたえ表彰するに値する事例があると思われます。貢献した者、団

体に対し称賛し、奨励することで、さら町民福祉の向上に好循環をもたらすと考えることか

ら、以上のことから表彰規程の見直しや、表彰規程に該当せず町民福祉の向上に寄与し貢献

した者や団体に関し、町として評価し、その功績をたたえる考えはないかお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 町政への貢献に対する表彰についてのご質問にお答えいたします。 

  矢巾町表彰規程では、功労表彰、善行表彰、団体表彰の種類があり、町勢の振興に寄与し、

他の模範と認められる個人及び団体を表彰しております。特にも功労表彰につきましては、

町勢の発展に努められた方に対し、表彰を行っているところであります。 

  これまで、平成６年には、人生100年時代において、法人の基本理念であります愛と誠の精

神の下、保健、医療、福祉に取り組まれた医療法人社団帰厚堂南昌病院の創設者であります

故木村武氏に対し名誉町民の称号を贈り、昨今では令和３年に岩手県立不来方高等学校音楽

部顧問として同部を全国屈指の合唱団へと育て上げられました村松玲子さんに対して町民

栄誉賞を授与いたしました。 

  なお、村松玲子氏は、今年度で音楽部顧問をご勇退されるとのことで、本町へのご功績は

あり余るものでありますことから、今月に町勢功労の表彰を授与したいと存じます。 

  様々な分野においてご活躍され、町勢の発展に多大なるご貢献をいただいた方などを表彰

することは、本町のさらなる発展につながるものと考えております。 

  このことから、今後も公平性、平等性の観点に基づき、表彰規程に該当する方などを表彰

するとともに、規定要件の見直しを含めて表彰要件に該当するような活動を行っている候補

者の積極的な掘り起こしを行ってまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） ２月10日の報道で、葛巻町で町産業振興大会というやつが開催され

ておりまして、農業や商工業で優れた業績を残された事業者を表彰しておりますけれども、
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本町ではこういったような実績があるのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  まず、矢巾町の表彰規程についてご説明申し上げます。平成８年の訓令の第７号でござい

ますが、その中の功労表彰の中の項目でございます。地方自治の進展、教育、文化、学術に

関し著しい功労があった方、それから産業の振興に関し著しい功労があった方、民生の安定

に関し著しい功労があった方、社会福祉の向上に関し著しい功労があった方、公務に関し著

しい功労があった方、それからその他功績顕著、すばらしい方ということで著しい功労があ

った方ということで、いわゆる網羅した形になってございますので、こういった方々の該当

する部分がある場合は、各担当課に声をかけて、たくさんの方を推薦してくださいというふ

うな声かけはさせていただいてございます。 

  それから、表彰の実績でございますけれども、平成７年からの実績でございます。様々な

団体、個人の方、文化、それから行政関係で功労の方に表彰をさせていただいておりますが、

56の団体、個人でございますが、産業の部分については今のところはないという状況でござ

います。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 今産業はないというお話でしたが、過去においてはあったのです。

町の農業祭が始まった頃は、農業功労者の表彰はずっとやってきましたので、後で調べてお

いてください。 

  他に再質問ありますか。よろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、正午には若干時間がありますが、次も時間がかかるかと

思いますので、ここで昼食のための休憩に入ります。 

  再開を午後１時といたしますので、よろしくお願いします。 

              午前１１時５４分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時００分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

  休憩前に引き続き、髙橋七郎議員の一般質問を続けます。 

  次に、３問目の質問を許します。 
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  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） 選挙制度について、選挙管理委員会委員長にお伺いいたします。 

  今年９月には県知事選、県議会議員選挙が、４月23日には矢巾町長、町議会議員選挙が予

定されていることから以下お伺いいたします。 

  １点目、昨年、第26回参議院議員通常選挙では、矢幅駅東口に臨時に期日前投票所の増設

を３日間行いましたが、成果と課題はどうだったか。 

  また、今年９月と４月23日予定の選挙でも同様の増設を設けるのか伺います。 

  ２点目、矢巾町長、町議会議員選挙の平成23年投票率は58.38％、平成27年投票率は67.52％、

平成31年投票率は54.62％であった。平成27年には町長選挙があり、10から13％高いが、町

長選挙が無投票となると投票率が低下傾向になっている。４月23日に行う選挙について、選

挙管理委員会では投票率の向上対策をどのように推進するのか伺います。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 廣田選挙管理委員会委員長。 

              （選挙管理委員会委員長 廣田政夫君 登壇） 

〇選挙管理委員会委員長（廣田政夫君） ３問目、選挙制度等についてのご質問にお答えをい

たします。 

  １点目についてですが、第26回参議院議員通常選挙の際には、矢幅駅東口臨時期日前投票

所を３日間、延べ７時間30分開所し、227人の投票がありました。また、令和元年９月の岩

手県知事及び岩手県議会議員選挙の際は、２日間、延べ７時間開所し、322人の投票があり

ました。 

  今後の設置予定についてですが、矢幅駅東口で実施した場所は、令和５年、今年ですが、

３月18日から観光案内所として利用されることから、同箇所での実施はできない状況であり

ます。しかしながら、臨時期日前投票所の利用者も多い状況ですので、実施に向け、周辺施

設との協議をしているところであります。 

  ２点目についてですが、投票率の向上対策については、矢巾町明るい選挙推進協議会との

連携の下、町内ショッピングセンターにおける街頭啓発活動や町の広報車による随時広報の

ほか、町広報紙、町ホームページ、やはラヂ！を活用した選挙広報活動を行いつつ、毎回増

加傾向にある期日前投票につきましては、有権者の皆様が投票しやすい環境づくりのため、

午後８時までの投票時間の継続に取り組んでまいります。今後も矢巾町明るい選挙推進協議

会と連携を図り、選挙日程等の周知、投票しやすい環境づくりに取り組み、投票率の向上に
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努めてまいります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） 平成28年６月の一般質問で、駅や大型商業施設に期日前投票所の設

置の質問に、設置しないとのデメリットだけの答弁でしたが、３年後の令和元年９月の県知

事、県議会議員選挙の期日前投票所を設置しました。それでは２日間で322名、それから昨

年の第26回参議院議員通常選挙も設置しまして、これは３日間で227人ということでござい

ます。４月18日告示の矢巾町長選挙、町議会議員選挙の臨時期日前投票所を駅周辺に設置す

る予定があるのか、ないのか、この件について伺いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  町長答弁でもございましたとおり、今までお願いしていました駅東のスペースはちょっと

使えないということで私たちもちょっと苦慮しているところでございますが、選挙管理委員

会の中でも、やはり期日前投票所は人通りの多いところ、皆さんいらっしゃってくれる、せ

っかくこれくらいの実績があるのだから、やるべきではないかという意見も委員さんの中か

らありました。 

  そういったことで、できれば……まだちょっと担当課、それぞれの機関にお話はしていな

いのですが、例えばやはぱーくとか、ちょっと人の流れがどうなのかなというのはこれから

検証しなければならないのですけれども、そういった場所をお借りして設置できればなとい

うことで今検討しているという状況ですので、よろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  髙橋七郎議員。 

〇17番（髙橋七郎議員） 投票率向上に向けては同僚議員も質問されておりまして、かなりの

件数あったのですけれども、私も同じく、どうしてもいろんな手法を考えながら、出向いた

り、こっちからタクシーを手配というか、投票者が手配してくるとか、そういったことも、

いろんなケースが向上対策にはなるのかなと思いますので、そこら辺はぜひ前向きに、でき

るかできないかは別にしても、やっぱり前向きに検討してもらいたいと思います。 

  ということで、私も平成28年度にそういう話をしたら、設置することに一生懸命デメリッ
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トしか答弁なかったのです。それでも３年たって、ようやく令和元年に行ったということが

ありますので、私の例を参考にして言うわけではないのですけれども、そこら辺は検討して

前向きに１つでも２つでも考えて、投票率の向上になるように頑張ってもらいたいと思いま

すが、この決意をお願いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  おっしゃるとおりだと思います。投票率、投票所に来ていただくのは、それはありがたい

お話ですけれども、こちらから出向いて投票していただけるような工夫もしていきたいと。

例えば昆議員からもありましたとおり、マイクロバスなど使えるようなことも検討してみた

いと思いますし、それから期日前投票所の場所についても、これはあまり動かすのはよろし

くないという意見もあるのですが、限定的にそれぞれの地区を回るというようなことも検討

してまいりたいというふうに思います。ありがとうございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。よろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 以上で17番、髙橋七郎議員の質問を終わります。ご苦労さまでした。 

  それでは次に、14番、小川文子議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （14番 小川文子議員 登壇） 

〇14番（小川文子議員） 議席番号14番、日本共産党の小川文子と申します。４問の質問をい

たします。 

  質問に当たりまして、初めに、ロシアのウクライナ侵攻から丸１年が経過しました。しか

し、残念ながら戦争が終結する気配が感じられません。このような中で、一刻も早いウクラ

イナへの平和を求めるものです。そしてまた、憲法９条を持つ我が国は、何よりも平和外交

を一層強めていただきたいと願うものでございます。プーチン大統領は、核兵器の使用もほ

のめかしております。唯一の被爆国として核兵器禁止条約に批准すると同時に、日本の立場

を世界に示すべきときであります。 

  そういう中でありますが、日本政府は防衛費を５年かけて２倍にして、５年後には10兆円

を超す大軍拡を計画しております。敵基地攻撃能力を有するという大変危険なものでござい

ます。10兆円を超すということは、アメリカ、中国に続きまして、我が国は世界第３位の軍
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事費を持つことになります。私は、これを大変危惧するものでございます。 

  そういう中で、過日高校生平和大使のお話を聞く機会が２回ほどありました。高校生の皆

さんが核兵器の廃絶と戦争の終結を求めて、本当に涙ぐましい努力をなされていました。そ

れを聞きまして、日本の未来は明るいなと感じたところでございます。 

  それでは、一般質問に入ります。まず１問目は、保育政策について教育長にお伺いをいた

します。少子化対策、子育て支援を進めるためにも保育環境を充実させることは最も重要で

あると考えることから、以下伺います。 

  １番、来年度から県が市町村と共同で第２子以降の３歳児未満の保育料を無償化し、また

在宅で育児する世帯に１人当たり月額で１万円の支給をする方針を示しました。本町ではど

のように取り組む考えかお伺いをいたします。 

  ２番、今後インクルーシブ保育が求められると思いますが、どのような体制で進める考え

か伺います。 

  ３番、煙山保育園を唯一の町立保育園として残したのは、障がいを持った子どもに対応で

きること、町内の保育の質を向上させていくことであったと聞いております。以前は、町内

保育士が一緒になって研修や園長会議が行われていたと聞いておりますけれども、現状と、

それから今後の取組についてお伺いをいたします。 

  ４番目、保育士不足や過重労働、低賃金など種々の社会的問題が発生しておりますが、民

間保育士確保のためにも、さらなる経済支援ができないかについてお伺いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 14番、小川文子議員の保育政策についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

  １点目についてですが、本町におきましても来年度から県の基準に基づき、第２子以降の

保育料の無償化及び未就園児がいる家庭に対し支援金を給付する事業を予定してございま

す。 

  ２点目についてですが、インクルーシブ保育の一環として、医療的ケア児の受入れ態勢を

整備するため、昨年度に受入れに係るガイドラインを策定し、昨年12月に煙山保育園におい

て１名の受入れを行っており、今後も入所の希望があれば対応していくこととしております。 

  ３点目についてですが、町内の保育所等で構成する町保育協議会において、定期的に各種

研修や意見交換の場を設けており、民間、公立問わず、町内の保育所等の保育士等が参加し
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て情報共有を行っているほか、毎月園長会議を開催し、連携を図ってございます。 

  ４点目についてですが、保育体制の強化に対する経済的負担を軽減するため、保育支援員

等の配置に対する補助や保育士の奨学金返済補助を行っており、令和５年度も継続してまい

ります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） ３歳未満児の保育料は大変高い傾向にあることから、県と一緒にな

って３歳未満児を無償にするということは、大変画期的なことだと評価をしているところで

ございます。そして、あと残るところは、食材費に対する無償化が今後の課題になるものと

思われます。 

  町内の保育園の中で、煙山保育園が町立として果たしている役割は大変大きいものがある

と思いますので、今後も町立としてぜひ維持をしていただき、次に述べますインクルーシブ

保育、障がいがあってもなくても、違いを認めながら、みんなと一緒に保育をするというこ

とで、これは子どもにとっても、そして保育士にとっても大変勉強になるいい機会だと思い

ますので、ぜひインクルーシブ保育を今後も続けていただきたいと思いますけれども、煙山

保育園の場合は看護師さんもいらっしゃるので、そういうことが可能かと思いますけれども、

他の保育園ではインクルーシブ保育は可能でしょうか、ちょっとお聞きをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  町内の民間の保育所、公立合わせて９施設で障がい児保育に取り組んでおりまして、実際

現在障がい児を受け入れている施設は公立を含めて４施設あります。子どもは11名をお預か

りしております。なので、大方の施設では障がい児の受入れは可能というふうになっており

ます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 他の施設への補助として、補助員の支援というのがございましたけ

れども、実際はどういうふうなことになっているのか、具体的な内容についてお知らせ願い

ます。 
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〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  ４点目に答弁している保育体制の強化事業のことだと思われますけれども、保育士の負担

を軽減するために、保育士の資格を持っていない者を採用することが条件になっておりまし

て、保育支援員は施設遊具の清掃とか消毒、給食の配膳、後片づけ、お昼寝の布団敷き、後

片づけとか、あとは園外活動の見守り、お散歩の見守り、そういったことを担っていただい

て、保育士は保育士の本来の業務を行っていただくという趣旨でございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） ただいまの部分につきまして、各保育園でどれくらいの数がいらっ

しゃるのか。そして、大ざっぱでいいのですけれども、支援ということは町で何らかの補助

をしているということでしょうか、それについて伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） 令和４年度は２施設を採用しておりまして、令和５年度は４施

設利用しております。その係る賃金の２分の１が国、都道府県と市町村が４分の１ずつ持つ

と。限度額があって、限度額以内であれば施設の負担はなしと、超えるのであれば施設が負

担するという制度でございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 保育士の確保がなかなか難しい中、こういう制度があるということ

は大変喜ばしいことと思います。以前に質問したときには、うちの町は保育士の確保に特段

困っている状態ではないというお話でございましたけれども、実際大変なのかどうか、それ

から保育士でなくても、このようにお手伝いをしてくださる方がいれば、目が届く、手が届

くということで大変いいことだと思いますので、今後これを増やしていく方向なのか、その

２点についてお伺いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  町内の施設のうち２施設につきましては、ちょっと保育士が不足している状況になってお
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ります。 

  あと、この保育体制強化事業を増やしていくということなのですけれども、これは施設か

ら要望をいただいてやっている事業なので、施設のほうで必要とするのであれば、それに応

えていくということでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。よろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） それでは、２問目は、物価高騰対策について町長に質問をいたしま

す。 

  公共料金の相次ぐ値上げや物価高騰で、町内の農業や商工業者、消費者の生活が困難な状

況に陥っていることから、以下お伺いをいたします。 

  １番目、現在取り組まれている農商工業者への経済支援の状況と課題を伺います。 

  ２番目、畜産農家は飼料の高騰により廃業する件数が増加しており、緊急の支援が求めら

れていますが、今後の支援策を伺います。 

  ３番目、温暖化対策に配慮した住宅リフォーム事業を導入している自治体では、個人がリ

フォームに取り組む契機となり、好評を得ております。このことは、受注する商工業事業者

への支援につながり、本町でも取り組む考えがないか伺います。 

  ４番目は、フードバンクなどの取組はどのような状況となっているのかについてお伺いを

いたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 物価高騰対策についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、現在取り組んでおります農業者への支援につきましては、町農業

生産資材価格高騰対策支援事業を本年２月末日までの申請受付としており、２月22日現在の

申請件数は388件、交付額は2,871万円となっております。また、今年度は２つの事業を実施

しており、それぞれの申請件数と交付額につきましては、町の肥料等価格高騰農家緊急支援

事業が114件、608万円、町畜産農家緊急支援事業が35件、190万5,000円となっております。 

  なお、物価高騰は今後も続くことが見込まれることから、国や県における各種施策の周知
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に努めながら、状況に応じて町独自の追加支援を講じてまいります。 

  商工業者への支援については、中小企業者物価高騰等緊急支援給付金事業を昨年の８月か

ら11月末まで実施し、町内に事業所を構える中小企業者290事業所に10万円の支援金を給付

したところであります。今後さらなる物価の高騰が続く場合は、持続可能な事業継続を図る

ための新たな支援が必要であることから、国や県の支援策の実施状況を鑑みながら検討して

まいります。 

  ２点目についてですが、飼料や肥料の高騰、相次ぐ物価高騰により、畜産農家の経営は非

常に困難を極めていると捉えております。今後も関係機関と連携を図り、町としての支援を

検討し、実施してまいります。 

  ３点目についてですが、脱炭素社会実現のため、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

を活用した施策について環境省へ事業計画を提出して審査を受けているところであり、その

中で個人向けの住宅断熱改修に関する補助制度を検討しております。脱炭素の促進とともに、

受注する商工業事業者の振興が進むことで地域経済発展の好循環が生まれることが期待さ

れることから、町といたしましても制度の活用を広く周知すべく取り組んでまいります。 

  ４点目についてですが、町と町社会福祉協議会では、特定非営利活動法人フードバンク岩

手と連携し、フードドライブ事業に取り組んでおります。町民の皆様から寄附していただき

ました食料品は、令和３年度は871キログラム、令和４年度は１月末現在で736キログラムと

なっております。主なものといたしましては、米や缶詰類、乾麺類など、賞味期限が２か月

以上で未開封のものを提供いただいております。このほか、生活に困り事がある子育て世帯

を対象としたフードパントリー事業や矢巾町更生保護女性の会が主催をされておりますエ

キナカ産直を行っております。平成30年度以降寄附していただいております食料品は、年々

増加をしております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） この間12月のときに、商工業者に対して新たな異業種に挑戦すると

いいますか、頑張る商工業者を応援するプログラムがありましたけれども、それについて状

況についてお伺いをしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） がんばる中小企業者応援事業補助金についてでございますけ
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れども、件数は先ほど答弁のとおりでございますけれども、その中でも多かったのが卸売業、

小売業が30件、２番目に多かったのが宿泊業、飲食業の22件、３番目に多かったのは建設業

の15件となってございます。がんばる中小企業者応援事業補助金の対象経費、どういうもの

に使いたいかというものの内容で一番多かったのは販路開拓事業ということで、要は売上げ

を伸ばすためのホームページの作成だとか、そういったものの費用に使われる事業者が多か

ったというふうな結果になってございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 住宅リフォームといいますか、省エネに配慮した建物を建築といい

ますか、リフォームした場合に支援金があるということが表明されまして、大変いいことだ

なと思います。商工業者に仕事が回っていくと、受注の機会が増えるということで、これは

仕事おこしにもなりますので、進めていただきたいなと思います。 

  今回は、内容が少し分かりづらいところがございますけれども、例えばチップボイラーと

か、まきストーブの設置とか、そういうものについても対象となるのかどうか、どういうも

のが主な対象となるのかについて、少しお知らせ願いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） それでは、住宅改修の関係は私のほうからお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  まず、今回これは住宅部門というよりは環境部門のほうで行う事業でございまして、町長

答弁にもございましたが、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金という交付金を活用

して行う事業でございます。重点対策加速化事業というものに矢巾町は申請しているところ

であり、これも答弁のとおりですけれども、国の審査を受けていて、採択になるかどうかは

４月初めにならないとまだ分からないところではありますが、今こちらで検討している項目

といたしましては、まず環境省のほうで数種類のメニューがあるのですが、その中に該当す

るものしか事業として使えないのですけれども、その中で既存の住宅の断熱改修という項目

がございまして、一応環境省の交付金の規定といたしましては、交付率は事業の３分の１と

いうのがあるのですけれども、例えば高精度の建材ということで、ガラスとか窓、断熱材、

玄関ドア等を改修するものが該当になりまして、その中でも細かい基準があるのですが、そ

れらの範囲内でこちらも行おうと思っております。 

  もしこれが採択されればですけれども、事業期間は令和５年度からの５年間ということで、
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５年間の中でこの交付金を使って補助制度のほうを進めていきたいなと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 限られるとはいえ大変いいと思いますけれども、これは新築あるい

は改修ということですので、どちらも対象となるものなのでしょうか、お聞きいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田中舘町民環境課長。 

〇町民環境課長（田中舘和昭君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  これはあくまでも既存住宅ということですので、既に建築されている家屋が該当となるも

のでございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 達増知事がこの間のテレビで方針を述べられておりましたけれども、

個人事業者、商工業者に７万5,000円、中小企業には15万円というようなことが示されてお

りましたけれども、本町としてその情報とかは来ているのか、あるいはいつからその体制が

なるのかについて、もし情報があったらお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話があった部分については県の補正予算で対応すると、

対策を講じるということでの事前に情報は入ってございました。具体的な受付方法、申請方

法等につきましては、特に町には要請は今のところ来ていないところでございますけれども、

それが商工会を通じてなのか、もしくは市町村を通じてなのか、これから県から説明がある

ものというふうに思ってございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。よろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、続きまして、３問目の質問を許します。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） それでは、３問目は、高区配水塔の建設計画とやまゆりハウスの安

全対策について、町長にお伺いをいたします。 

  昨年は、ちょうど３月に高区配水塔廃止と新たな建設計画、約10億円が示されました。そ

して、その中の議論の中で県の現地調査といいますか、今年度県が調査をすることになって
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いるので、その調査の結果を受けてまた見直していくという答弁でございましたが、今度３

月に配水塔の建設４億8,000万円の提案が示されました。そして、古い高区配水塔について

は、耐用年数が過ぎてからまず解体すると、あるいは緊急の場合にはその前に解体するとい

う案が示されたことから、以下お伺いをいたします。 

  １番目、平成25年の大雨被害の際に、上部に県が３基の治山ダムを建設して被害防止に取

り組んでおりますが、今年度中にその評価が示されることになっています。今度の矢巾町の

建設計画との整合性はどう考えているのかについてお伺いをいたします。 

  ２番目は、高区配水塔から水道水の供給を受けている世帯数及び１日当たりの給水量を伺

います。 

  ３番目は、西部浄水場から高区配水塔分の世帯に給水できないかについて伺います。 

  ４番目は、温泉施設であるやまゆりハウスの安全対策はどのように考えているかについて

お伺いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 高区配水塔の建設計画とやまゆりハウスの安全対策についてのご質問

にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、今年度に県が実施した土砂災害防止法基礎調査区域調書更新業務

の内容は、指定区域の形状の見直しが必要であるか、既存調査結果の更新が必要かを検討す

るため、現地概略調査のみの実施であり、警戒区域等の見直し区域の抽出には含まれていな

いところであります。 

  また、当該箇所は土砂災害警戒区域の急傾斜としての追加指定も予定されており、危険因

子が増加することにより、事前防災及び国土強靱化の観点から、対応策の必要が増している

状況であると認識しております。 

  今後も町民の方々の安心と安全のため、土砂災害による二次被害発生防止に向けて、県と

連携し協議を進め、情報収集及び対応策の実施に努めてまいります。 

  ２点目についてですが、高区配水塔から水道水の供給を受けている世帯数は380世帯となっ

ております。また、今年度の１日当たりの平均給水量は362立方メートル、１日当たり最大

給水量は575立方メートルとなっております。 

  ３点目についてですが、高区配水塔から供給を受けている区域は、西部浄水場より標高の

高い場所に位置していることから、西部浄水場からの自然流下による配水は不可能な状況で
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ありますことから、今回の計画では西部浄水場内に配水ポンプを整備し、ポンプ圧送により

配水する予定となっております。 

  ４点目についてですが、介護予防拠点施設であるやまゆりハウスの安全対策につきまして

は、高区配水塔及び敷地の日常管理については定期的に目視による現状確認及び異常気象時

の臨時点検を行っており、かつ監視システムにより水道施設としての監視も実施しており、

施設に異常がないことを確認しております。 

  また、毎年町が計画する土砂災害防災訓練において、やまゆりハウスのほか矢巾温泉、つ

りがねの郷、桜の園等とともに、施設利用者の避難体制の充実強化を図っており、訓練には

施設と町災害対策本部をはじめ地元消防団や自主防災会も参加し、それぞれの組織が一体と

なって情報収集、伝達体制の確認から避難情報の発令、避難行動の開始体制の確認まで実施

し、施設利用者及び職員の避難の実効性の向上を図っております。 

  今後におきましても、実際の動き、実動による効果的な避難訓練の実施を追求し、施設利

用者等の安全を確保してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 高区配水塔は矢巾温泉の上部のほうにございますけれども、上に県

が治山ダムを３基建設しておりまして、去年の夏にそこを見てまいりましたけれども、そこ

に下りてみたわけではございませんが、土砂というようなものは堆積が認められませんでし

た。まだ新しいといいますか、平成25年の大雨で平成28年に建設があったと思われますので、

まだ新しい状態でありました。この高区配水塔の廃止が４億円、新たな建設が６億円という

ことで、総額10億円が去年の３月に示されたわけですけれども、耐用年数が去年の段階で６

年、今１年たちましたから５年残っているわけですけれども、耐用年数があるうちはこの建

設や廃止には国庫補助がありません。したがいまして、これが全部町単独事業となるという

提案でございました。 

  安全を大事にすることは、これはもう基本中の基本でございますけれども、これだけ多く

の資金を使うというわけでございますので、緊急性があるかどうか、これがやはり一番の核

心になるところだと思って私は質問をしているところでございます。 

  そういう中で、配水塔については解体が４億円でしたけれども、仮に耐用年数が過ぎてか

らの解体ということになりますと、国庫補助が２億円出ると思いますけれども、それについ
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てのお考えを伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） ただいまの質問にお答えします。 

  まず、配水塔の解体に４億円かかるというのはあくまでも概算で、それに国費が半分とい

うのについては、現状としてそういう制度はありません。それで現状こういう状況なので、

安全確保のためにも既存施設の解体に要する補助を新設してくれないかということで、日水

協の岩手県支部、東北支部を通して、最終的に国のほうに要望するという段階であります。

これについては、岩手県支部については内容については理解していただいたと、今度東北支

部のほうに上げるという段取りになっておりますので、順調にいけば令和５年度の日水協の

総会で国のほうに提案されることになるかと思います。それを基に日水協として国のほうに

要望を出すというような段取りになっております。 

  今の時点で、絶対半分の補助が来るというような状況ではない状況です。もちろん私たち

としても日水協に要望を出したからそれで終わりということではなく、日水協の状況なり、

それで後押しというか、独自要望という形で国のほうにも動いていいのかなというふうな考

えは持っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 高区配水塔に代わる配水塔の建設計画については、去年は６億円で

したけれども、いろいろ精査とか、別の事業でやるということも含めて今回は４億8,000万

円でまず提案されましたけれども、仮にこの耐用年数が過ぎてからこの計画を進めたときに

補助というものはあるのか。去年は耐用年数前であれば町単の事業になるというような説明

でございましたけれども、今だったならば町単としてやらなければならないのか、耐用年数

が過ぎればその補助の可能性が出てくるのかについてお伺いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 詳細については担当のほうから答弁させますが、小川文子議員のおっ

しゃるとおり、これは町単でやるというのは大変なことになるわけです。 

  そこで、課長は先ほどちょっと遠慮がちの答弁をしておったのですが、私どもは高区配水

塔の手続、手順は、そのルールにのっとって今協会から県、国に要望、それから私どもも独

自に要望して、私も前にお答えさせていただいているのですが、平成25年８月９日の大雨洪
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水、それから今治山とか、砂防ダムがあるから安心ということではない、もう熱海の土石流

みたいなこともあり得るわけです。だから、私どもはやっぱり最悪のことを想定してやって

おかなければ、あのときやっておけばよかったと、だからこそ今国に、もうできれば、今度

また所管が厚生労働省から国土交通省になりますので、国土強靱化とか防災の観点から、こ

のことについては早く要望してお願いするということで、今その動きを始めておるところで

ございますので、そこのところは今の財政事情では町単独で単費でやるというのは難しいわ

けですので、だからこそ私どもこれから要望活動を徹底してまいりたいと、こう考えており

ます。 

  あとは、よく言われるのは、災害は待っていないわけですので、あのときこうして、ああ

すればよかったなということになれば取り返しのつかないことになるし、あそこの場所は小

川文子議員も分かっているとおり非常に危険な場所にあるわけですので、だからこそしっか

り対策を講じていきたいということで、そこのところだけはご理解いただきたいと。 

  あと詳細は、担当のほうからお答えさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） 厚生労働省の補助のメニューとすると、水道本管の耐震化に

伴う分しか現状としてはありません。なぜかというと、水道は各自治体の責任において運営

するものということになっていますので、例えば新しく西部浄水場内に、今の案とすると圧

送ポンプをつけて配水したいと、それらについては水道施設、矢巾町が水道を運営するため

の施設だということの位置づけになりますので、それについての補助というのは、現状はな

いです。それはなぜかというと、矢巾町も水道事業を行っているように、ほかの市町村も水

道事業を行っていると、それぞれの自治体において責任を持って行うべきものだということ

の位置づけだと考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） ということになりますと、いずれ解体の部分の４億円の金額もまだ

概略であると、そしてどの程度の補助が来るかについても申請していて、はっきりまだ結果

があるわけではないと。そして、今度の配水を上部のほうに送るポンプ等に４億8,000万円

かかるわけですけれども、これらについても国庫補助は基本的にはないのだと。耐用年数が

過ぎても、そういう耐用年数とかの関係ではないというようなお答えだったように感じます。 
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  それで、大変な金額でありますので、今年度は基本設計と詳細設計が示されましたけれど

も、本当に補助がない状況で、この事業をやるのかということになりますと、やはり慎重な

対応が求められると思います。 

  私が一つ思いますのは、確かに100％安全ということはないと思います。やっぱり地形から

申しますと100％安全ということはないと思いますけれども、治山ダムが３基できて、物す

ごく立派な治山ダムでした。正面と左右の山に１基ずつございますので、大規模な治山ダム

でございました。これだけ大きな治山ダムを造っていただいたということでございますので、

今の段階でまだ少しほかに打つ手があるのではないかなと私は考えるものなのです。例えば

治山ダムの中に土砂がかなりあふれていて、もう一回大雨が来ればちょっと危険だなという

ふうなものであれば、それは緊急性を要すると思いますけれども、全く土砂がない状態で事

前といいますか、そういうこと、あるいは国土強靱化ということで10億円近いお金を使うと

いうことは、もう少しほかに手がないのかなと考えるものでございます。 

  今長寿命化として、例えば耐用年数を過ぎたものであっても、それぞれ補強しながら使っ

ているというのが公共施設の基本的な考え方であると思います。これは水道には適用しない

かもしれませんけれども、いずれ高区配水塔は鉄筋コンクリートで造られておりますし、平

成25年のときも見に行きましたけれども、確かに土砂には埋まっておりましたけれども、か

といって施設が壊れたというふうなことはちょっと聞かなかったので、かなり丈夫なもので

あろうという推察もしています。 

  あそこがなぜいいかといいますと、大変高いところにあるために、あそこまでは確かにポ

ンプ、動力で水を運ばなければなりませんが、南昌台団地まで含めて、あの高いところに自

然流下で動力を使わないで水を供給できるという、大変これは言ってみれば省エネといいま

すか、本当に先人の知恵だなと思うものです。これを西部浄水場から上にポンプアップしま

すと、やっぱりかなりの動力を要すると思います。ですので、１つは今の高区配水塔を何ら

かの防御的な措置ができないか、もう少し耐用年数、あと五、六年延ばすといいますか、そ

ういうふうなことができないかということと、もう一つは、下の浄水場まで持ってこなくて

も、例えば仮に今のやまゆりハウスの下の駐車場辺りに、いわゆる大雨被害、土砂災害の被

害のない場所、西部浄水場よりはあそこもかなり高いですので、そこに造ることによって、

圧縮する動力のエネルギーといいますか、電気料が少なくなるのではないかなと思いますの

で、そういう先人の知恵を少し借りながらエネルギーを少しで済む方法、そしてあるいは今

のものをもうちょっともたせる方法、これらをしっかりと検討していただいて、それをやっ
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ても同じぐらいの金額がかかる、そういうふうな対比というものをしっかりと示していただ

ければ、これしかないのかなと思いますけれども、そういう検討がなされているのかどうか、

ちょっと伺いたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） ３点ぐらいあったと思いますが、１点ずつお答えさせていた

だきます。 

  まず治山ダム、治山堰堤の背面に土砂がない、治山施設の本来の目的というのは渓流勾配

を緩やかにするというのが目的です。ですので、治山施設が完成して間もなく、本来は治山

施設の裏ポケットというか、擁壁の背面については、本来は土砂が埋まるはずです。埋まる

ことによって渓流の勾配が緩やかになる、それによって地表の浸食が抑えられて、木の倒壊

が防がれ、それで山が保全されるというのがストーリーになっています。 

  実際治山施設の裏の背面の土砂を撤去する、しないというのについては、これについては

申し訳ありません、県のほうの施設になっていますので、私のほうでやりますとかというの

は、ちょっとここは言うことはできないです。基本的に治山施設については、現状として埋

まるまで使うというのが施設の使用の仕方だと考えていました。 

  あと次、エネルギーの話として、今の西部浄水場から高区配水塔に送るまでは、現状ポン

プアップしています。それについては水位で調整をして、一定の水位、５メートルから６メ

ートルを保つようにして間欠運転するような形にしています。それについては、造られた当

時ですので回転数制御とかというのはないので、その間欠運転をすることによって電気料な

りのエネルギーの削減を図っていると。今回新しく造るものについてはインバーター制御、

要は回転数制御、それをすることによって使用量が少ないときには回転数を落として少ない

圧力で送ると、それによって電力量の削減を行うというように考えております。 

  あとは、高区配水塔の位置につきましては、県のほうの基礎調査の見直しを行うことによ

って土砂流出エリアがどうなるのか、あとは用地がどうなるのか。現状としては、高区配水

塔のところからかなり下流のところまで一様に広がるイエローゾーンが示されております。

確かに治山施設によって、ある程度は土砂が捕捉されるかもしれません。これは県のほうの

調査結果待ちになりますけれども、あくまでも治山施設で100％ブロックするということは、

治山施設と砂防施設の目的上、そこは違いますので、治山施設100％土砂をブロックすると

いうことは、それは不可能だと考えております。 

  補強につきましては、今の配水塔の周りに、例えば擁壁みたいなものをぐるっと回すとい
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うような考えも、それはあるかと思うし、肉づけをするという形で補強するというのもある

かと思います。ただ、基本的に今の場所で起こる災害の確率、これはかなり低いかと思いま

す。ただ、対策費を考えると、例えば多くのお金、ある程度のお金がかかる場合、そのリス

クに対してどうするのか、そのリスクを保有するのか、低減するのか、移転するのかという

考え方があります。今回のように、災害の発生する確率は低いのだけれども、何かあった場

合の被害規模が大きい、そういう場合はリスクが移転するという考え方があります。では、

移転とは何なのだというふうになると、対策費がかかり過ぎるので、それでは保険を掛けま

しょうかと、まさか行政のほうで造ったのに保険を掛けるというのもちょっとそれも違いま

すので、そうするとやはり機能を移転するというのが一番町民の方々に安全と安心を提供で

きることだというように考えております。 

  確かに小川議員さんがおっしゃるとおり、施設を補強して使うというのは一番正しいやり

方だと思います。ただ、現状施設が一番高いところにありますので、万が一そこのところか

ら構造物が壊れた場合、今度は下のほうの施設のほうに大きな被害が生じると、そのリスク

を低減するため、それこそそっちのリスクを下げるためにも機能を移転したいというふうに

考えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 小川文子議員に、例えば一つの事例として、紫波町と矢巾町の境に四

分の一川という川があるのです。これが太田川にも流れてくるのですが、そこの治山、砂防

ダム、１回の大雨でもうくわってしまったのです。だから、治山ダムが余裕あるから大丈夫

だろうと、そんなことはもう……いつか四分の一川を検証していただければ、そして四分の

一川に流れるのもそうなのですが、和味のほうに田沢ため池と、それから大堤があるわけで

す。そこに土砂が流れてきて、あそこもご存じのとおり、しゅんせつしているのです。西部

地域で、そういう現状があるわけです。だから、いつか四分の一川の検証をしていただけれ

ば、あそこの場所が本当に安全かと、今日そこまであれだったのですが、いつか機会があっ

たら、あの四分の一川を見て、これでかなり大丈夫だろうといったのが１回の大雨ですぐ満

杯になって、それが越えて四分の一川に流れたのです。今それが太田川にも来てしゅんせつ

していると。また、田沢ため池とか、大堤にも土砂が流れてきている。 

  だから、何回も言うように、災害が起きたとき、ああすればよかったなと、私どもがなぜ

高区配水塔で危機感を持ってきたかというと、やっぱり熱海の土石流です。人ごとではない、
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我が事として。だから、そのお金をかけるのと、それからこれからどういうふうにして安全

対策を講じるか。そして、飲料水は求められるのは、安全、安心、安定給水なのです。もし

そこが何か災害時で使えなくなったときに、だからそういうことも含めて。 

  今インバーター制御の話もあったのですが、これはポンプの回転率を制御して、そういっ

た省エネのポンプも使って、いろんな方策を考えながらやっていきたいということなので、

もし機会があったら、四分の一川は生きた一つの検証の対象になると思うので、ご理解をし

ていただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 私も四分の一川は調査をしております。あのときは議員みんなで山

にまで上がりまして、道なき道を行ってきました、四分の一川まで……砂防ダムまで行って

まいりました。あそこはやはり本当に大変な状況だなと。岩清水のあっちの用水路の中にも

大きな石がごろごろと横たわっていましたので、大変な被害だなというのは実感してきてお

ります。 

  私が申し上げますのは、とにかく早めにやるということは重要なことではあるけれども、

どの程度の緊急性があるのかということと、それから現在のほかに方策がないかということ、

それらをしっかりとチェックした上で、これしかないというのであれば、それはそれで構わ

ないわけです。 

  そこが示されないでおりました関係上、１年たつと県の評価が示されるから、それを見て

もう一回見直しますというのが去年の３月の答弁でございましたので、その県の評価が示さ

れるのが今の段階でございますから、私は来年度にその検査結果の評価と新たな提案がある

ものと思っておりましたが、その評価がまだ示されない、大体予測の段階で基本設計と詳細

設計が出てきたものですから、それはちょっと早過ぎるのではないかなと、全体像が見えな

いうちに詳細設計が示されたことにちょっと違和感を覚えたのでございます。 

  もう一つ、今矢巾町でも不来方高校周辺と徳田のほうといいますか、あそこの医大前に新

たな住宅地が500戸建設されるということで、ここ二、三年の間に上下水道のインフラをや

る時期になると思います。そして、それらの事業と、これらの事業を合わせて進行した場合

に、ここ七、八年の、いわゆる財政計画、このままいくと赤字になるのか、黒字になるのか、

黒字で頑張れるのか、そういうふうな財政計画というのはお立てになっているのかについて

お伺いをいたします。 
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〇議長（藤原由巳議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  まず、市街化区域の拡大に伴う上下水道施設整備につきましては、これは民間開発ですの

で、町の資金としては入りません。民間の方々のほうで道路を築造して、施設整備、上下水

を管理して、それを町のほうに最終的には移管になるということになっておりますので、矢

巾町の水道事業会計については基本的にはないという位置づけであります。 

  あとは、その事業は、高区配水塔の整備につきましては現状として起債のほうで考えてお

りますし、いつも議題になります内部留保資金、要は万が一のときのためにストックしてい

るお金といいますか、それらを多く活用するかということではなくて、基本的には企業債を

活用して、それで賄いたいと思っております。 

  確かに事業としては、高区配水塔につきましても結構な仕事量になります。ただ、ここで

まだ先送りするという話になると、今度は近い将来として、例えばというか、岩崎川の改修

に伴って太田川の改修もあと数年……かなり先でしょうけれども、入ることになります。そ

の際に岩手中部のほうとで緊急時の連絡管等の整備も予定されております。それについては、

10年ぐらい先の話にはなりますので、先送りすれば今度後ろのほうで詰まってしまうという

ようなことにもなります。ということで、ぜひ今回の計画、高区配水塔につきましては、今

の時点でやらせていただきたい。 

  あとは、県の検討結果、今年県のほうで基礎調査の見直しをやって、それの内容というの

は今の基礎調査に基づいたデータ、それが現状と合っているか、相違があるのか、それをチ

ェックするだけだという説明を受けています。それである程度まとまってから、例えばここ

とここをチェック、リストアップして、そこを選び出して、次に土砂流出エリアを調べると

いうような二段の準備をしているという説明を受けています。私たちのほうでも今年土砂の

流出エリアのところまで調査するのかということでいたのですけれども、県のほうとしては

先にリストのほうを机上で調査をして、当初のリストと相違があるものを後で現地を確認す

るということで、それについてもちょっとスケジュール的には示せないという説明を受けて

いました。 

  そうすると、県の調査が終わってからでいいやというふうに考えると、今度また延びてし

まいますので、そうするとその分町民の方々に安心、安全を提供することが遅れてしまうと。

やはりそれは避けたいという考えがありますので、今回、令和５年度の事業において高区配

水塔の詳細設計のほうを提案させていただきました。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 私が懸念いたしますのは、町民の中には、私どもが行ったアンケー

トでも上下水道が高いという声が半数を超えておりまして、この物価高の中で何とか公共料

金が上がる中で、水道だけでも一時的に何か町の事業として減免なり引下げができないかと

いうことを要求してきたわけでございますけれども、財政が大変厳しいと、そういう状況の

中で、あと安定供給することを考えれば、そういうことはできないという回答でございまし

たけれども、これだけ大きな事業をやるわけですから、何とか少しでも町民に還元できるよ

うなものが何かないかなということで、まず私も考えたわけなのですけれども。 

  あと１つには、平成29年の段階で上下水道の値上げ、これ十数％の大きなものでございま

したけれども、これが提案された際に、10年ぐらいの財政計画が示されたのです。そして、

今は黒字だけれども、このまま医大の脇にポンプを造ったり、井戸を造ったり、配水場を造

ったり、いろいろなものをやって耐震化などをやっていくと、令和３年には赤字になるため

に、赤字になってからでは遅いので、平成30年に値上げをするという方針が出されたのです。 

  そこで私が今回思ったのは、この10億円の計画をやることによって、起債でやるというこ

とは借金をしてやるわけでございますが、今後10年ぐらいの財政計画の中で、どこかで赤字

になって、やっぱり値上げをしなければならないというような事態が起きるのではないかと

いうことを危惧しまして、そこで財政計画はどうなっているのかをお聞きしたのです。 

  平成29年のときは、恐らく今後10年の財政計画的なものが示されました。だから、そうい

うのを示していただきますと、これをやっても値下げをすることはできなくても値上げには

ならないというような長期的な展望が示されるべきではないかなと思うので、そこを示して

いただきたいのです。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） ただいまのご質問にお答えします。 

  平成28年度に議会の皆様に提案をして、もう少し町民の方々に丁寧に説明をするべきだと

いう意見を受けて、それで平成29年度に料金を改定させていただきました。水道の料金につ

きましては、10年ではなく、多分50年ぐらいシミュレーションしているはずです。それで、

今手元に何十年後というのはないですけれども、その中において直近の10年間、20年間等に

ついては、料金改定はないという説明はしていたはずです。 
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  その当時、平成28年、平成29年頃に試算した中では、今の事業は入っておりませんけれど

も、それについては起債で対応しますので、料金収入に伴って維持管理する中での料金改定

はないと考えております。 

  今の電気料金の高騰等、それについてはシミュレーションした時点では、不確定要素とい

うよりも、想定もできない話でしたので、それについては確かに平成28年、平成29年に示し

たときには、申し訳ないですけれども、今の電気料金高騰の分については含まれてはいませ

ん、私たちもそこまでは想定はできませんでしたから。そのときに立てた経営戦略のシミュ

レーションと実際令和３年度での決算との差等、それを比較することによると、シミュレー

ションよりも実際の値のほうが上回っているというような結果にはなっております。これに

ついても、本来であれば各年度の決算値が出た段階で、今立てている経営シミュレーション

との比較、それをお示しして、例えばシミュレーションよりも下がってきている、低下傾向

にあるよというようなのは議会の皆様のほうにもそれは提示するべきものだというふうに

考えておりますし、それについては今のところ令和３年度分だけの資料しかないので、令和

３年度、最低でも令和４年度の決算値が出て、それと今の経営戦略のシミュレーションを対

比してお示しすると、それによって例えば経常利益がどうなっているのか、それを審査とい

うか、見ていただければ、多少でも納得していただけるのかなと。今の時点で、令和３年度

だけのデータですと、正しいのか、合っていないのか、それがちょっと比較はできないでし

ょうから、それについては令和３年、令和４年度の決算値をもってお示しをしたいなと思っ

ております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） では、水道はこの辺にしておきます。 

  そして、やまゆりハウスですけれども、水道がこんなに危険であれば、やまゆりハウスは

さらに危険ということになろうかと思います。人々があそこに宿泊をして、しかもお風呂に

入るということは裸で全く無防備の状態でいるわけですから、万が一のときには大変な被害

が起きるだろうと思います。 

  そこで、私から思えば、水道よりも先にやまゆりハウスの対策が重要ではないかなと思い

ます。むしろやまゆりハウスを移転するのが先ではないかと思うくらいです。ですので、水

道の重要性も分かります。しかし、命ということになりますと、もっと大きな責任を伴うわ
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けでございますので、その辺がやまゆりハウスの中には将来の移転とかということもありま

せんし、いわゆる消防訓練をしてソフトの面で対応していきますというようなことでしたけ

れども、これソフトだけではちょっと無理があるのではないかと思いますけれども、その辺

についての考えをお聞きいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今のところやまゆりハウスの移転については、一切議論はさ

れておりません。先ほど町長の答弁にもありましたとおり、いろいろ訓練等を重ねてまいっ

てございますし、実際去年そういった災害が事前に分かるような場合には、宿泊客のほうに

周知をしておいて事前避難をしていただくようなことも何回か経験をさせていただいてお

りますので、そういったソフトの面で何とか宿泊者並びに住民の方に危険が及ばないような

対策を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。よろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、まだ質問の最中ではございますが、もう１時間20分ほど

経過してございますので、ここで暫時休憩といたします。 

  再開をここの時計で14時30分といたします。よろしくお願いします。 

              午後 ２時１８分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時３０分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） 再開します。 

  なお、この項から廣田選挙管理委員会委員長と12番、長谷川和男議員は、都合により退席を

いたしてございます。 

  それでは、休憩前に引き続きまして小川文子議員の一般質問を続けます。 

  次に、４問目の質問を許します。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） ４問目は、パートナーシップ制度の導入について、町長、教育長にお

伺いをいたします。 

  １番目、町長は所信表明演述でパートナーシップ制度の導入について述べられました。多

様性を尊重した社会は、いわゆるマイノリティーの方々をはじめ多くの人々が生きやすい社

会であり、近年マスコミ等で当事者の声が報じられる機会が増えたこともあって、国民の意
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識の醸成が進んだ一因と思われます。県内では、一関市は条例で、盛岡市は要綱で同制度の

導入を決定しています。本町も進めることを期待しておりますが、どのような方法により進

めるのか、また町民の理解を深める説明はどのようになされるのかについてお伺いをいたし

ます。 

  ２番目は、学校教育で多様性を重んじる教育がどのように進められているかについてお伺

いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） パートナーシップ制度の導入についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、パートナーシップ制度の導入に向けた進め方につきましては、岩

手県が各市町村における導入方法の指針等を今年度中に示されるということから、本町では

その指針を基に進めてまいります。 

  また、町民の皆さんに対しましては、性の多様性を尊重することの重要性や基本的な姿勢

等についての理解を深めていただけるよう研修会の実施や町ホームページ、広報紙等で説明

を行ってまいります。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、パートナーシップ制度の導入についてのご質問にお答え

をいたします。 

  ２点目についてですが、学習指導要領においては、多様性の学びについては直接触れてい

るものはございませんが、いじめや差別を許さない適切な生徒指導、人権教育等の推進を通

じて多様性についての意識を持たせる指導を行うとともに、制服の選択制のような多様性を

受容する柔軟な対応や日常的に相談しやすい環境、風土の情勢に努めております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 以前女性議員５人で夫婦別姓の提案をしようということで企画を考

えたことがございましたけれども、なかなか難しいということで取り下げた経過がございま

す。そのような中で、今回パートナーシップ制度が、まず本町によって取り組まれるという
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ことは、大変多様な結婚の在り方、そういう点で非常に私は評価をするものでございます。 

  特に質問することはないのでございますけれども、以前制服について、冬期スカートでは

寒いのではないかと、スラックス導入制を町としても、教育委員会としても推奨できないか

という質問をしたことがありまして、矢巾中学校では既にもう生徒からの申出によって女子

でもスラックスをはいていいことになっていると。しかし、北中については学ランのために、

男子のズボンを女子がはくことがちょっとできないために、まだその状況が整っていないと

いうことと、北中の生徒及び保護者、学校からも、まだそういう申出がないので、申出があ

ればそのような対応をしたいというような説明でございましたけれども、せっかくですので、

今の状況について少しお伺いをしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  矢巾北中学校における現在の状況はどうかというご質問かと存じますが、今までのところ

は、まだそういう要望なり動き、声は寄せられておらないところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） そのときに、スラックスを用意するということがまたお金がかかっ

てしまって、ご負担が増えるということがございましたけれども、私そのときに、制服が紺

ですので、あえて特別の制服でなくても紺であればいいのではないかというような、ある意

味少し範囲の広い制服の在り方もあるのではないかということで質問もいたしましたけれ

ども、実際にないということは確かにそういうことなのでしょうけれども、何かそれを取り

上げるといいますか、議論するといいますか、そういう機会をぜひ、これはお願いですけれ

ども、どこかの段階でつくっていただけたらありがたいなと思いますけれども、それについ

てお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  そういう機会を見いだしてみてはということかと存じます。いずれ今般の議会におきまし

て小川議員からのご質問もいただきましたので、まずそういったところを踏まえまして、校

長会議もございますし、そういう場面を持てるように働きかけなり醸成を検討してまいりた

いと思います。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。よろしいですか。 

              （「ありません」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、以上で14番、小川文子議員の質問を終わります。ご苦労

さまでした。 

  それでは次に、13番、川村よし子議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （13番 川村よし子議員 登壇） 

〇13番（川村よし子議員） 議席番号13番、日本共産党の川村よし子でございます。 

  まず、質問に入らせていただきます。国民健康保険制度について町長にお伺いいたします。 

  国では、昨年の暮れ、43兆円の軍事費が閣議決定されました。大軍拡の財源として、国保

税も含め介護保険料や後期高齢者、そして奨学金などを含めた社会保障の一層の削減や、広

く国民の方に対しての消費税の大増税となるようなことが危惧されます。消費税が未来永劫

10％のままで日本の財源がもつとは思えないとか、消費税率の引上げについて考えていく必

要があるなどの声も耳にします。果てしない軍拡予算中心では、国民の幸福追求権や憲法

25条をないがしろにする政治であり、弱い者の負担増が危惧されます。国民健康保険制度は、

特にも非正規で働く方々、そして職場のない方々などが加入しております。そのために、以

下お伺いいたします。 

  １点目、低所得者層の激変緩和措置は考慮されている予算ですが、電気、ガス料金をはじ

め食料費等の相次ぐ値上げで町民の生活は切り詰められ、苦しい経済状況が続いており、地

域経済にも大きく影響してきております。中小事業者も加入する協会けんぽと比較し、高過

ぎる国民健康保険税をどう考えるのかお伺いします。 

  ２点目、令和４年度から子どもの均等割半額補助を開始しておりますが、対象子ども数と

世帯数はどのくらいか。町として半額助成し、全額免除できない理由を、特にも何回かお伺

いしている中で交付金の減額になるため一般会計からの法定外繰入れはできないと答弁さ

れておりますが、全額免除した場合の交付金がどの程度減額されるのか試算しているのかお

伺いします。 

  ３点目、短期保険証の発行が年間四十数件ありますが、近隣の市町では短期保険証の発行

を取りやめている自治体が出てきております。当町も命や暮らしを守る立場から短期保険証

発行を中止するべきと考えますが、どのように考えるかお伺いします。 
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  ４点目、短期保険証により窓口で滞納保険料を支払い、改善したケースは年間どれほどか。

福祉課などとの連携を図り、滞納解決したケースはどれほどあり、具体的にどう取り組んで

いるのかお伺いします。 

  ５点目、国は自治体に対し、保険者努力支援制度を導入してきておりますが、町の対応は

どのような分野で取り組んでいるのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 13番、川村よし子議員の国民健康保険制度についてのご質問にお答え

をいたします。 

  １点目についてですが、被用者保険は、所得が高く医療費が低い現役世代が多く加入して

おり、保険料を被用者と事業主でそれぞれ２分の１ずつを負担する労使折半が基本となって

おります。一方で、国民健康保険は、非正規労働者や年金生活者等の無職の方々が多く加入

しておりますほか、医療費が多くなる前期高齢者が全体の半数以上を占めている状況であり

ます。 

  このように国民健康保険は、被保険者の所得水準や年齢構成といった構造的な問題を抱え

ておりますことから、国庫負担のほか、現役世代が加入する被用者保険からの財政調整の仕

組み、そして低所得者の保険税軽減のための公費投入等、様々な財政支援が行われていると

ころであります。保険税率につきましては、医療費の推移や県に納付する国民健康保険事業

費納付金の状況等を踏まえつつ、必要に応じて見直しを行ってまいりますが、国の公的医療

保険制度の下で、それぞれ運営を行っているものでありますので、厳しい経済状況の中では

ございますが、ご理解くださいますようお願いをいたします。 

  ２点目についてですが、今年度の未就学児に係る均等割保険税の軽減対象は、昨年11月末

時点で60世帯、75名となっております。均等割保険税の全額減免につきましては、その財源

を一般会計から繰り入れた場合には法定外繰入れとなり、保険者努力支援制度におけるマイ

ナス評価を受けることになりますが、200万円程度の交付金の減額になるものと試算をして

おります。 

  なお、全額減免に係る国の考え方でありますが、国民健康保険税の賦課に関する事項は、

政令で定めるべき基準に従って条例で定めることとされており、独自に保険税の減額賦課に

ついては条例を定めることはできないと示されているところであります。また、法定外繰入

れを行った場合は、国から計画的に解消すべき赤字として赤字削減・解消計画の策定が求め
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られることになります。 

  つきましては、子育て世代の負担軽減の観点から、引き続き国に対しまして全額減免の実

現に向けた要望を行ってまいります。 

  ３点目についてですが、国民健康保険財政の安定化のため、公平な負担による税収の確保

が重要であります。短期被保険者証の発行は、対象者と直接面談する機会を増やし、個別に

状況をお伺いしながら滞納の解消に取り組んでいただく効果的な手段であり、現在のところ

発行の中止については考えていないところであります。 

  ４点目についてですが、短期被保険者証は、発行の趣旨をご理解いただき、滞納状況につ

いて改善の意思を確認した上で交付をしております。今年度当初の交付世帯数は86世帯で、

うち28世帯の滞納が解消されております。 

  また、福祉課等の連携については、現時点で直接滞納の解消につながった事例はございま

せんが、面談の中で生活支援が必要と判断して福祉課等の担当者へつないだケースもあり、

今後も面談等により滞納者の状況を把握し、関係機関と連携を図りながら対象者の生活状況

の改善と滞納解消につなげるよう支援をしてまいります。 

  ５点目についてですが、保険者努力支援制度は、市町村国保の医療費適正化や収納率の向

上等の取組に対する支援を行うために、保険者の取組状況に応じて交付金を交付する制度と

なっており、大きく12の指標が設定されているところであります。 

  なお、多くの交付金を獲得することは、国保財政の安定化や被保険者の負担軽減につなが

るものでありますので、本町としましても国が定める12の指標に基づく取組を満遍なく行い、

交付金の配分が少しでも増えるように取組を行っているところでありますが、特にも特定健

診受診率や生活習慣病重症化予防、保険税収納率に関する項目は評価点の配分が大きいこと

から、重点的に取組を行っているところであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 何点か再質問はあるのですけれども、順次質問させていただきま

す。 

  まず最初は、滞納のことについてお伺いします。私が間違っているかもしれませんけれど

も、令和２年度の滞納世帯が大体120世帯ぐらいあったのですけれども、解消されたのは何

世帯ぐらいが解消されたのか。先ほどの答弁では、令和３年度は81世帯のうち27世帯が滞納
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を解消されたということなのですけれども、令和３年度の中で見ると50％以下の方々はまだ

滞納が残っているわけですけれども、その説明が答弁ではなかなか分からなかったので、そ

このところをお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） それでは、滞納の件についてお知らせをしたいと思います。 

  滞納の件数については、申し訳ございませんが、現在解消した件数のところについてはち

ょっと押さえておりませんでしたので、件数については後刻お知らせをしたいと思いますけ

れども、まず短期保険証の件のご質問でございましたので、短期保険証については86世帯の

交付に対して28世帯が解消ということでございます。 

  この解消というのがどういうことになるかということでございますが、今年度保険証を交

付する際に、令和３年度以前に滞納があった方の保険証は短期ということで交付しておりま

すが、その部分が全部解消されまして以前の分が完納になったということで、短期保険証を

交付せずに通常の保険証のほうに戻っていったということで、こういった件数になっている

ということでございます。 

  繰り返しますが、件数につきましては、申し訳ございません、後刻ご報告申し上げます。

大変申し訳ございません。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） では、短期保険証発行になって、例えばあと２万円あるというこ

とで、２万円のお金を支払うことができないから、窓口に来て1,000円とか500円払っても、

まずそのときは帰るわけですよね。何回かそういう繰り返しをするわけですよね、そこのと

ころをちょっと教えていただきたい。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） お答え申し上げます。 

  まず、滞納になっている方々に関しましては、今お話がありましたとおり、直接お会いし

まして、残っている分をどのように解決していくかということの話合いを行います。残って

いる金額と、その方々が定期的に納めていただける金額がどのくらいになるのかということ

を相談で決めて、例えば毎月１万円とか、２万円とか、その方の状況に応じて定期的に納め

ていただくことを分納誓約ということで決めていただいて、その決めていただいたことをし

っかりと守っていただきながら滞納の解消を図っていくというのがやり方となっておりま
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すので、そういった面談を重ねたりする機会をこの短期保険証の交付のときにも行っている

ということで、定期的な面談を行っているというのが進め方となっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 短期保険証の期間は１か月とか３か月とかあるわけですけれども、

矢巾町は１か月もやっていますよね。ということで私は１か月だと思っていたのですけれど

も、そうすると今課長のお話では１万円とか２万円とか、結構金額が多い計画になるわけで

すけれども、失業している方が１万円を納めるのは大変な状況もあるわけですけれども、ど

ういうふうな計画になって、短期保険証を発行できない場合もあるのではないかと思うので

すけれども、どうでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） ただいまのご質問ですけれども、まず金額に関しましては、先

ほども申し上げましたが、その方の事情に応じて金額を設定してまいりますし、ただあまり

にも少ない金額ですと滞納の解消ということにつながりませんので、そういった意味では金

額については、どうしてもある程度の金額にはなるのかなというふうに思います。 

  それから、保険証の期間でございますけれども、今年度も定期的に短期保険証を交付いた

しておりますが、期間はいずれも３か月でございます。３か月に１度ということで交付いた

しますし、この保険証につきましては保険証の期間に切れ目がないように、その対象の方々

へのお知らせにつきましては期限が切れる２週間前をめどに通知をしまして、確実に期間内

に受け取っていただけるような方法で連絡をいたしておりますので、そういう意味では、保

険証をしっかり受け取りたいという方につきましてはきちんと窓口に来ていただいて、受け

取っていただけているものと思っております。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 県の資料でいきますと、滞納して差押え、矢巾町は通帳とか、そ

れからその他の部分、物件とかありますけれども、どのようになっているのでしょうか、お

伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 
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〇税務課長（佐々木智雄君） 差押えの件につきましては、今多い差押えは、給与とか年金と

か、そういったものでの差押えがやはり多くはなっておりますが、件数はそんなには多くは

ございません。それもその方々の状況に応じまして、過度にならない程度の金額をお願いし

ているというか、差押えを実行しているという状況になっておりますので、内容としてはそ

ういう内容での差押えということになっております。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 県の資料によりますと、広域化になってまとめているのですけれ

ども、滞納処分の状況を見ますと、大体滞納世帯というのは20.6％、国保に加入の20.6％と

いうことで、これを見ても収入が少ない方たちが多く加入する国保、特にも200万円以下の

世帯が70％になるのです。そういう中で矢巾町は滞納金額、年間で見ましても１世帯当たり

24万幾らの金額になっています、そういう状況ですよね。そういう状況の中で窓口で対応す

るというのは、私は何か役場の職員として、いつも思うのですけれども、収入が少ない方に

対して何回も窓口に、仕事を休んで来ているかもしれないし、時間休で来ているかもしれな

いのですけれども、あと無職の人は特に収入とか関係ないとは思いますけれども、そういう

中で、何かいじめのような感覚を受けるのですけれども、どのようにお考えでしょうか、お

伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 今のいじめというのは、ちょっとひどい表現ではないですか。訂正

しますか。取り消しますか。 

〇13番（川村よし子議員） いえ……。 

〇議長（藤原由巳議員） しない。 

  はい。 

〇13番（川村よし子議員） すみません。今窓口の職員の対応に言ったので、被保険者に対し

ての言葉ではありません。 

〇議長（藤原由巳議員） いやいや、窓口の職員でも、いじめという言葉を議事録に残してい

いですか。 

〇13番（川村よし子議員） いいです。 

〇議長（藤原由巳議員） はい、分かりました。 

  では、佐々木税務課長。 
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〇税務課長（佐々木智雄君） では、お答えいたします。 

  まず、今いろいろとございました。窓口での対応のことについてお話があったのかなと思

いますけれども、いろいろとお話をしていく中で少し声が大きくなるとか、そういったこと

は実際にはどうしても出てくる場面はございます。そうしたときに、受け取る側からすると、

やはり強い言葉で話をされたとか、言葉が適切かどうか分かりませんけれども、ちょっと脅

かされているというか、強く感じるなということは、やっぱり場面としてはどうしても出て

くるのかなというふうに思っております。 

  そうしたことにつながらないように、なるべく丁寧にしっかりお話をできるようなことを

心がけるようにということで担当職員のほうには話をしておりますが、かばうわけではない

のですけれども、一生懸命話をしているうちに、ちょっと口調が早口になってきて声が大き

くなるとか、そうしたことはどうしてもあるのかなとは思いますが、そういったことについ

ては、なるべくそういう対応にならないようにということは、場面、場面を見ながら、こち

らのほうの指導もしていっておりますので、もしそれが十分ではないよというふうに感じて

いるとすれば、私のほうの指導がちょっと行き届いていないところがあるのかなと思ってお

りますので、そこは今後しっかりとやっていきたいなと思っておりますが、繰り返しになり

ますけれども、そういった印象を与えることによって、本来はスムーズにいろいろな話合い

を進めることで滞納が解消されるはずなのに、それにつながらないというようなことがない

ように、しっかりとした体制で相談を進めていくように心がけてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） しっかり住民に、収入が少ない、そういう中で保険税を払う、そ

の住民に対しての対応をしっかりお願いして、何かしらの支援があれば働きかけをしていっ

てほしいと思います。 

  それで、今度は国保法の第44条に定める自治体の判断で実施できますということで一部負

担の減免ができます。その対応はどのようになっているのかお伺いします。矢巾町でやった

ことがあるのかどうか。五、六年前ですけれども、減免対応をしようということで、私も一

緒に同席したのですけれども、対応できなかったのですけれども、どのようになっているの

かお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 
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〇税務課長（佐々木智雄君） 減免についてですけれども、減免は定めがございますので、そ

の定めの中で該当になったものについては減免の対象にはなってまいります。 

  具体的に申しますと、なるものとしましては、例えば収監をされていた期間については減

免の対象ということになってまいりますので、そういった該当の方があった場合には、ご自

宅のほうに戻られてからの申請になりますが、期間がどういった期間だったのかということ

を確定させながら、そういった手続に基づいて減免に入っていくとか、そういうことはござ

いますが、何せこの国保の制度自体が、やはり制度を安定的に運営していくためにどういう

ふうにしていくかということをしっかり決めているという法で定めがあるということもあ

りまして、そういったものにしっかり該当しない限りは減免のほうには該当してこないとい

うことがどうしてもありますので、そうすると今回の場合はコロナとか、そういうことで全

く収入がなくなってというふうなことの場合はございますけれども、そういった特殊な事情

がない限りは減免ということはなかなか該当にはならないと。 

  ただ、ご存じのとおり、収入の状況によって法定で２割、５割、７割ということで軽減を

する制度はございまして、状況によってですけれども、本来の保険税よりも低い金額を納め

ていただくことになっている方々もたくさんいらっしゃいますので、そういった制度になっ

ているということをご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 国保については協会けんぽと比較しても、全国の町村会が国に対

して１兆円の助成が必要だという要請もしているとおり、収入が少ない、所得が少ない方た

ちが加入しているということで、今の減免の制度も２割、５割、７割、その方たちは大体50％

以上、５割の方々がそこに該当するわけですよね。そういう中で年齢構成とかもあると思う

のですけれども、そのほかの減免というのは、軽減しているのでしょうか。コロナになって

大体３年になるのですけれども、それはどのようになっているのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） コロナになってからの減免の対象になった方も当然いらっしゃ

います。件数とすると数件ということで１桁の数字になりますけれども、毎年少ない数でし

たけれども、ございました。 

  軽減については先ほどお話ししたとおりですので、ちなみに最新の状況での軽減率につき
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ましては、今直近の状態だと１月末時点になりますが、国保の世帯というのは2,973世帯ご

ざいます。そのうち軽減の対象になっているのが1,713世帯ということで、割合といたしま

すと全体の57.5％の方々が何らかの軽減の対象になっているということで、事業所等での社

会保険ですとこういった軽減ということはないわけですけれども、国保の場合は制度がござ

いますので、その中で該当されている方々はそのくらいいらっしゃる、約６割弱ということ

になると思いますが、そういった方々は対象にはなっているということですので、そういっ

た意味での所得が低い方々への配慮も、こういった制度の中で行われているというふうには

考えております。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） ありがとうございます。その軽減をされている中での差押えなの

か、それとも所得が多い、減免対象ではない方の差押えなのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） お答えいたします。 

  差押えというか、滞納については様々な理由があってやってまいりますので、軽減になっ

ている方もいらっしゃれば、普通に軽減がかからずにということで対象になっている方もい

らっしゃいますので、それは個々個別の事情があってそういった状況になっておりますので、

一概にこういうケースだからこうなっているとかというものではありませんし、一生懸命や

っていただいているのですけれども、どうしても成り立たなくて少し遅れている方も当然い

らっしゃいます。あとは、うっかり忘れていて、国保の手続が遅れて納入のし始めが遅れた

ことによって、そういった状態に陥っている方とかもいらっしゃいますので、理由は様々で

ございます。一概にこういうことがあるので、その理由で滞納になっている、あるいはそう

いうことになったので差押えに入りましたということはございませんので、個々個別の事情

だということをご理解いただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 隣の盛岡市は短期保険証の発行をやめております、ここ２年ぐら

い前からですけれども、１世帯ぐらいはあったように……矢巾町は二十何件とかあるのです

けれども、人口割からすれば、本当に盛岡市は短期保険証をやめてきております。これは全

国的にもそういう自治体が少ない中でやっているわけですけれども、やっぱり短期保険証を

いただいたことによって医療機関にかかれなくなっている方もいると思うのです。ですので、
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短期保険証をやめて正規の保険証にするとか、そういうことが命を守る自治体としても必要

ではないかと思うのですけれども、どのようにお考えかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 川村よし子議員から国民健康保険法の第44条のお話があったのですけ

れども、今社会福祉法の関係で、無料か低額で医療を受けられる制度が出てきているのです。

その対象になる病院、この辺であれば川久保病院とか、それから介護に関係するのであれば

土橋にあるシェーンハイムとか、そこで国民健康保険法だけではなく、そういった社会福祉

法とかの制度の仕組みも無料、低額の診療制度もあるわけですので、これから私どももそう

いうことを周知しながら、お医者さんにかかれないとか、介護に行きたいけれども、かかれ

ないと、今そういう制度がありますので、無料、低額の支援制度、これが１つ。 

  あともう一つは、今マイナンバーカードの関係で、短期保険証は基本的にはマイナンバー

カードの発行によって、これはまだ今情報なので、形を変えた方向になっていくのではない

かという議論が厚生労働省の中でされておるようでございますので、私どももそういうこと

をしっかり注視しながら対応していきたいと。だから、川村よし子議員はそういった方々に

寄り添う、また町もそういう寄り添いをしっかり考えながら、国保制度で救えないというか、

サポートできない分は社会福祉法でサポートしておあげするとか、そういうことを考えてい

きたいなと、こう思っております。何よりも私どもは、これから人生100年時代、今よし子

議員さんからもお話あった、本町に住んでいて医療にかかれない、そういうことのないよう

にしっかり構築していきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） 短期保険証のことで、ちょっとお話しさせていただきたいと思

いますが、先ほど短期保険証の交付のことで県内市町村のお話がございました。手元に調査

物がたまたまございまして、２月現在の状況ということでしたけれども、県内33市町村全て

で短期保険証の交付は行われております。 

  それでもう一つ、ここは誤解のないようにお聞きいただきたいのですが、短期保険証は言

葉のとおり有効期間が短い保険証であって、その保険証を使って普通に医療を受けることは

できます。窓口で一旦全部負担していただくようなことになるのは資格証明というものでご

ざいまして、矢巾町は資格証明の発行はしておりませんので、普通に保険証、期間は短いの

ですけれども、その保険証を使って普通に納めていただいている方々と同じ割合での窓口負

担で医療機関を受診することができますので、そういう意味では短期保険証だから何か負担
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が大きくなるとかそういうことはございませんので、そういう意味では、繰り返しになりま

すが、期間が短いというだけで普通にお使いいただける保険証として交付をしておりますの

で、そういったところはよくご理解いただきたいなと思っております。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 分かりました。この間で資格証明書はゼロというのは知っており

ました。ただ、短期保険証をもらったことによって、自分はまだ国保税を払っていない部分

があるからこういう保険証だなという、ちょっとした自分の気持ちが医療機関に行けない、

そういう方もいるのではないかということで質問させていただきました。 

  それで、国では一般会計からの法定外繰入れをするとペナルティー、答弁にもありました

けれども、矢巾町では一般会計からの繰入れをすると200万円ほどの地方交付税の減額にな

るということなのですけれども、そのことについて、矢巾町は裕福ではないかもしれないで

すけれども、岩手県内の状況では８自治体、令和２年から宮古市とか、一関市とか、釜石市、

雫石町、葛巻町、岩泉町、田野畑村、普代村とか、あとは引下げしている自治体として八幡

平市、そういう自治体があります。矢巾町としては国の制度の激変緩和措置というだけです

ので、やはり地方交付税が200万円減額になるということと、職員の対応の仕方のことの費

用対効果とか、そういうのを考えたことがあるのかどうかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  そもそも法定外繰入れをすること自体が岩手県の、今は国保の運営主体は県が運営主体で

ございますので、それに反してくるということになります。ペナルティーを犯し、さらに交

付金が減って、ひいては保険税に影響が出てくるということになります。その点はご理解い

ただきたいと思います。 

  また、国でも今回未就学児の均等割の保険税の軽減で、例えば単独で繰り入れている自治

体もございますが、町長答弁にもあるとおり、国から考え方が示されております。町長答弁

で申したとおり、法定外繰入れをすることに関しては政令で定めるべき基準に従って条例で

定めること、また独自に保険税の減額賦課について条例で定めることはできないと、できな

いことを私たち保険者としてルールを犯して行うのかということになりますので、矢巾町と

しては法定外繰入れをしない考えでございます。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） ご理解いただきましたか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 一般会計からの法定外繰入れはしないということは何度も聞いて

おりますけれども、やはり国保に加入している方は本当に収入がない方、収入が少ない方、

所得が少ない方が入っているので、私は何度も聞いているわけです。ですけれども、さきに

も述べましたが、国では軍事費は一気に決めた、５年間で43兆円と決めたのですけれども、

国保税に関しては、子どものいる世帯には、子ども１人、均等割を半額、本当に微々たるも

ののことをしました。ですけれども、矢巾町としてどうなのかというところを私はいつもお

聞きしているわけですけれども、国の12の指標、交付税を減額する指標があるということな

のですけれども、その中身を一つ一つ、12項目をお願いしたいと思います。 

  特にも私いつも感じておりますけれども、医療機関にかかって大体３か月、４か月した後

に、はがきが来ます。どこにどのような、歯科治療をしたとか、耳鼻科治療をしたとか、金

額がどのくらいと、あのはがきは必要なのかどうかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） １つだけ誤解のないように、未就学児の均等割の関係ですが、もう何

回もお話ししているのですが、国保の保険税は４つの方式で、均等割、平等割、所得割、資

産割と、そして均等割は被保険者の数で決まるわけです。そこで、今日恐らく川村よし子議

員さんからこのことが質問出るのではないかと、私なりにちょっと今日まとめてきたのです。

これで理解してもらえなければ、ちょっと残念だなと思っておりますが、いずれ国保という

のは、今お話ししたように、全ての世帯が、いわゆる被保険者世帯がひとしく保険給付を受

ける権利があるわけです。そして、均等割保険税として、世帯の人数に応じた応分の保険税

の負担が必要だと、そういう考え方なのです、均等割は。その中で、子育て支援策として、

今未就学児の関係については５割だけ国で負担するということなのです。 

  だから、今回の関係について、やはり今国では異次元の少子化対策と総理自らお話しして

いるのですが、だからこそ私どももこれから身近な、例えば私どもであれば町村会を通して、

できるのであれば少子化対策、子育て支援策として、均等割のうちの未就学児の関係は半額

ではなく全額をお願いできないかと、これが子育て支援策の一歩でもあるわけです。 

  だから、私は代表質問でも皆さんにお答えしたのですが、国と県と市町村が連携して子育

て支援策、とにかくお互いライバル同士で、市町村間競争で現金給付とか何かやるのではな
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く、どこでもひとしく子育てができるような、そういうことを考えていかなければならない。

だから、まさに川村よし子議員さんのおっしゃるとおりなのです。未就学児の関係の半額を

全額に、もう均等割は負担しなくてもいいように、一緒になって要望活動をしていこうでは

ありませんか。 

  そして、この１兆円のお話というのは過去に国保財政に国が、日本共産党なんかも１兆円、

ぜひ国から負担をしてほしいと、だからそれは市町村も同じ考え方なわけでございますので、

川村よし子議員、私は責められても困るところもあるのです。ただ、気持ちは一緒なのです。

だから、未就学児の均等割は子育て支援策として半額ではなく全額、そして年齢拡大をやっ

ていくように一緒に取り組んでまいりたいということで、ひとつご理解をいただきたいと思

います。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 私のほうからは、国保の保険者努力支援制度の項目について

と状況についてお伝えさせていただきます。 

  項目については、12の指標ということで町長答弁にもございますが、共通の指標として６

つございます。共通の指標の１つ目は、特定健診の受診率・特定保健指導の実施率、メタボ

該当者及び予備群の減少率です。指標２としては、がん検診の受診率、それから歯科健診の

受診率。指標３として、生活習慣病の発症予防・糖尿病等の重症化予防、特定保健受診率向

上の取組の実施状況。指標４としては、個人へのインセンティブ、分かりやすい情報提供。

指標５、重複・多剤投与者に対する取組の実施状況。指標６として、後発医療品の促進の取

組、使用割合。 

  さらに、固有の指標として６つございます。その一つが、指標の１が保険税の収納率、保

険料の収納率。指標２が、データヘルス計画の実施状況。指標３、医療費通知の取組実施状

況。指標４、地域包括ケア推進・一体的実施の取組状況。指標５、第三者求償の取組の実施

状況。指標６、適正かつ健全な事務運営の実施状況ということになっております。以上、12に

なります。 

  先ほどお話がありましたはがきでお知らせすることは必要かということは、固有指標の一

つの項目になっておりますので、必要なことでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 



  

－ 289 － 

〇13番（川村よし子議員） 12項目がだんだん分かってきましたけれども、すみません、その

はがきのことなのですけれども、7,000世帯ほどに配るわけですけれども……そうですよね、

年間どのくらい経費かかっているのですか。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） すみません。経費については、ちょっと今確認した上でお答

えさせていただきます。申し訳ございません。 

〇議長（藤原由巳議員） ということです。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 先ほどの町長の答弁の中で、就学前の子どもたちの半額助成を全

額にするよう町村会を通して強く要望してまいりますというのは、それは大いにお願いした

いと思っております。やはり異次元の少子化対策ということですので、それは本当に早い時

期にやってほしいのです。 

  先ほどのはがきの件なのですけれども、そのはがきのことも各世帯に、医療機関に年間で

１度もかからなければはがきは来ないわけですけれども、あのはがきも経費に入っていると

思うのです。地方交付税、国保会計の中に入っていると思うのですけれども、そういうこと

も含めてもう少し精査して、矢巾町としてとか、市町村長として国に働きかけることも必要

ではないかと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） はがきは無駄ではないかと。そこで無駄にならないように、私が担当

課に言っているのは、今はやりの言葉で言うとナッジ理論とか行動経済学とか、何か面倒く

さいことを言うのですが、ただそのはがきを出したことによって、やっぱり健康が大事だ、

いろんなことを、だからその効果の出るようなはがき通知、これを考えろと今担当課に言っ

ております。川村よし子議員から無駄ではないか、そういうふうに言われないように、ちょ

っと工夫したはがきの通知の出し方を今担当課に考えてみろと言っているので、気持ちは川

村よし子議員とぴったし一致です。無駄に効果のないはがきは、これは幾ら出しても意味が

ないわけです。だから、出したことによって効果、成果が出せるような、そういうことをや

っていきたいと。 

  それから、今12の評価項目の中にそれも入っているのですと課長は威張って言ったのです

が、その威張って言えるようなはがきの通知の中身にこれから精査してやっていくと。その

ことによって、町民の皆さんの健康に結びついていくモチベーション、動機づけ、または健
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康の一つの指針、指標になるように取り組んでまいりますので、どうか無駄だと言わないよ

うに、ひとつよろしくお願いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、今ちょうど休憩明けから１時間たちました。ここで暫時

休憩といたします。 

  再開を15時40分といたします。よろしくお願いします。 

              午後 ３時３０分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時４０分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開します。 

  一般質問を続けますが、その前に先ほどの後刻の部分、発言の要請がございますので、そ

れを求めます。 

  まず最初に、浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 先ほど医療費通知の経費についてのご質問をいただきました

が、医療費通知の経費でございますが、約50万円です。また、今年度につきましては4,127件

に医療費通知を既に行っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、佐々木税務課長。 

〇税務課長（佐々木智雄君） 申し訳ございませんでした。国保の滞納の件でございますが、

今年度に繰り越しました時点での数ということでお知らせをいたします。 

  399の納税義務者、世帯数になりますが、そのくらいの数でございまして、金額は１世帯当

たり平均では９万8,295円ほど、繰り越したのはこの金額ということでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、川村よし子議員の２問目の質問を許します。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 質問の２問目に入ります。非正規雇用労働者の処遇について、町

長にお伺いします。 
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  地方自治体の非正規職員、いわゆる会計年度任用職員の処遇は、官製ワーキングプアと指

摘され、国と自治体の無責任な働かせ方に対する雇用の在り方が社会問題化されてきていま

す。以下、３点についてお伺いします。 

  １点目、地方自治体法の改正により、2020年度から期末手当が支給できるようになりまし

たが、期末手当の相当額を給与の引下げで行っているとの話も耳にする中、矢巾町の状況は

どうなのかお伺いします。 

  ２点目、昨年自治労連が行ったアンケートの中で、会計年度任用職員の賃金が低く、物価

高騰には対応できない賃金となっているということが大きく問題視され、改善できないか、

町として賃金引上げできないか、考えをお伺いします。 

  ３点目、2021年７月の全国アンケート結果では、「正職員と変わらないくらい勤務してい

るが、給料が安い」、「更新のたびに不安になる」との声が寄せられておりますが、当町で

はどう認識しているのかお伺いします。特にも保育現場ではどうなのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 川村町長。 

  失礼しました。川村よし子議員を気にしていて……。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 非正規雇用労働者の処遇についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、令和２年の地方公務員法改正による会計年度任用職員制度開始以

降、本町では会計年度任用職員の期末手当の支給率及び給料額を引き上げているところであ

り、制度開始以降に給料額の引下げはしておらないところであります。 

  ２点目についてですが、会計年度任用職員の給料額につきましては、県の最低賃金の改定

に伴い、これまでも処遇改善を図っており、今後も国の制度改正や社会情勢を鑑みながら対

応してまいります。 

  ３点目についてですが、本町では会計年度任用職員は全員パートタイムでの任用とし、事

務補助として大きな負担をかけない勤務条件としております。また、均等な募集機会の付与

の維持を目的とする観点から、先頃来年度の任用に向けた大規模な公募を実施いたしました

が、それに先立ち、現在任用しております会計年度任用職員に対し、内部の説明会を実施す

るなど、雇用への不安を払拭できるよう努めております。 

  また、保育現場につきましても同様であり、正職員と会計年度任用職員の責任の違いにつ

いて職員が理解するよう管理職から日頃指導しておりますので、会計年度任用職員の負担が
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過大とならないよう配慮しているところであります。 

  なお、保育現場に限らず、町行政の運営に当たっては、正職員のみでは成果は出せず、会

計年度任用職員の協力により町行政を円滑に取り進めますことから、今後も処遇につきまし

ては国の制度改正に合わせ、適正に対応してまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 何点かありますが、順次質問させていただきます。 

  まず、第１点目なのですけれども、私がこの質問に至ったのは、矢巾庁舎内でも、庁内で

も会計年度任用職員の数が多いなというのはずっと思っていたのですけれども、昨年の私た

ち日本共産党の「議会と自治体」11月号に会計年度任用職員についてのアンケートの結果が

載りました。その中で、特にも回答者に占める女性の割合が86％に達していて、女性労働に

依存する制度となっていることがだんだん分かってきました。 

  それから２点目は、地方自治体では正規職員が担うべき仕事を専門性と持続性が求められ

る職種、例えば質問の中にも入れましたが、保育士、それから質問には入れなかったのです

けれども、エッセンシャルワーカーとしての看護師とか、スクールカウンセラーとか、ケー

スワーカーとか、そういう形の中も会計年度任用職員ではないかと思っているのですけれど

も、やっぱり正規職員の補助的でない業務に大きな位置を占めているのではないかというこ

とが報告されております。 

  それから３点目は、勤続年数５年以上が全体の57％を占めている。年収200万円以下が59％

に達している。そして、その中でも処遇改善が進んでいない。専門性や経験が反映されない

制度だというので、欠陥が明らかになっていますと報告されています。 

  それから４点目は、単独で若い方も会計年度任用職員に入っていまして、生計を維持して

いる方の年代も25％の方々が20代、30代というのも分かってきました。それから、年収がや

っぱり200万円以下だということで、その方々は49％ですので、ワーキングプアということ

がはっきり示されたということです。その９割の方々が、やりがいと誇りを感じているのだ

けれども、将来どうしたらいいのか、夢と希望がなかなか持てないというような、低過ぎる

賃金にあるということも報告されております。 

  自由記述の中には、本当にひとり親で生活している中でも大変な状況であるというような

ことも報告されていますけれども、矢巾町の職員が180人ぐらいいるのですけれども、会計
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年度任用職員は何人でしょうか。パーセントでは私は50％ぐらいいるのではないかと思って

いるのですけれども、どうでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  会計年度任用職員の皆様には正職員を助けていただいて、いなければ行政が立ち行かない

と言っても過言ではないくらい助けていただいて、本当に感謝申し上げます。 

  令和４年当初は、正職員は182人、会計年度任用職員は114人ということになってございま

す。いずれ正職員の手助けをしていただきながら、当然過度な負担を負わせないように、し

っかりとバランスを取ってご協力いただいているという状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 会計年度任用職員の中にはいろんな専門職があると思うのですけ

れども、時間給とか年収はどのようになっているのかお伺いします。 

  専門職でも、特に保育業務に従事している方はどのくらいになっているのか、把握してい

ると思いますけれども、質問します。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  月額でお答えさせていただきます。７段階ございました。その中のまずは一番最高額、１

級７号給でございますが、月額が13万9,500円、これは１時間に換算いたしますと857円とい

うことで、岩手県の最低賃金は当然上回っているという状況でございますし、これプラス期

末手当が100分の120、正職員と同じ割合で給付しているという状況でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 今の最高が13万9,500円で、時間給で857円ということなのですけ

れども、保育業務をされている方はどうなのでしょうか。それから、ケースワーカー、スク

ールカウンセラー、もう民営になったのですけれども、調理員の方たちはどのようになって

いたのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 
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〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  会計年度任用職員という立場であれば、この基準の額ということになります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 実は、川村よし子議員さん、私は自治労連の中野委員長さんとお会い

する機会があって、ちょっと資料をもらってきたのですが、年間の収入で見ると……これは

矢巾町ではなく県の調査です、一応参考のために、もしお手元にあればあれですが、岩手自

治労連が調べているのでは、100万円未満が全体の7.6％、100万円から150万円未満が21.1％、

150万円から200万円未満が32.4％、200万円から250万円が27.8％、あとそれからもうどんど

ん減っていくのですが、先ほど川村よし子議員がおっしゃるとおり、年収がまず200万円前

後だということで、自治労連のアンケート調査でもそういう結果が出ています。 

  あとは、一応参考のために、改善してほしいことは何かと、大きくは賃金を上げてほしい

と、それから継続雇用をしてほしいと、そしてあとはできれば毎年定期昇給、賃金を上げて

ほしいと、それから一時金、先ほど期末手当、職員と同じだと言っていたのですが、期末手

当も欲しいと、大体大きい項目は４つぐらいということで、やはり私どもはこういった自治

労連のアンケート調査もしっかり見極めながら、これから対応していきたいと思いますので、

ご理解していただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 町長は、前向きな答弁のような気がするのですけれども、ちょっ

とお伺いします。 

  年収ですれば150万円に満たない方たちが50％以上入っているわけですけれども、女性の方

たちが多いということなのですけれども、一般職の正職員が大体500万円の中で会計年度任

用職員は150万円ぐらいです。特にもエッセンシャルワーカーの方たちは頑張っている、事

務職の方も頑張っているわけですけれども、やっぱりもう少し金額を上げる、そういう取組

が必要ではないかというニュアンスで町長の答弁をお伺いしたのですけれども、その点を再

度お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） やはり岩手自治労連のアンケート調査、私ちょっとびっくりしたのは、
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この調査の中で回答者の76％が女性だと、そしてパートタイムが80％、その中で８割の方が

仕事にやりがいを感じていると。私はこの数字がもっと低いのかと思ったら、アンケート調

査で８割の方々がやりがいを感じておると。そこで、先ほど総務課長から号給を示したので

すが、これは国でお示ししている基本になる数値なので、だから今後そういうことも含めて、

よく皆さんが言われている官製ワーキングプアとならないように、いずれこれからもしっか

り、先ほど総務課長からも答弁があったように、もう今この方々なくして本町の行政の推進

はできないわけですので、そういったところからも川村よし子議員の意を体しながら検討し

てまいりたいと。 

  だから、私も岩手自治労連に行って勉強させていただいたので、まだまだお話ししたいこ

とがいっぱいありますが、まずこの程度にさせていただきますが、私どもも職員労働組合と

一緒になって、できることは改善していかなければならないと、こう考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） ちょっと町長の答弁も前向きな答弁なのですけれども、やはり民

間の労働者の賃金は、公務員の賃金が上がれば民間の非正規で働いている方たちの賃金も上

がると思いますので、ぜひとも矢巾町内で商工会とか農協とか、そういうところが上がるよ

うな対策を取って、そうすると地域にも還元できると思います。ぜひとも早い時期に会計年

度任用職員の時間給を１時間1,500円に近づけるように値上げをしていただきたいと思いま

す。ということで答弁、もしよかったらお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 商工会、農協まではちょっと責任が持てませんので、あれです。ただ、

最低賃金というのはちゃんとルールがあって、だからこれはもう労働委員会とか様々な組織

があって、最低賃金の1,500円、これは誰しもがそういうふうになってほしいし、あれです

が、ルールがあるので、そのルールを私が逸脱するような発言はここでできませんので。 

  ただ、今日質問があった会計年度任用職員のことについては、これからも国にもしっかり

お願いして対応していきたいと思いますので、そこだけはご理解していただきたいと思いま

す。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、３問目の質問を許します。 
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  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） ３問目の質問に入らせていただきます。学校給食費について教育

長にお伺いします。 

  小中学校給食は、教育無償化の中で大きく取り組み始められてきています。昨年12月末で

全国自治体中254自治体が小中学校の児童生徒の給食費無償化を開始してきております。特

にも関東方面、東京都、千葉県、そして大阪市と広がってきております。岩手県内でも徐々

に無償化、補助の流れが広がってきております。 

  １点目、施政方針演述でも述べておりますが、第３子の給食費の無償化が開始になる予定

ですが、３人子どもがいる保護者は限られているので、全児童生徒の給食費無償化を求めま

すが、どうかお伺いします。 

  ２点目、学校給食費無償化をホームページ等で大きく発信し、日本一の子育て支援とする

施策の展開を求めますが、どうかお伺いします。 

  ３点目、給食センター運営事業が民営化になり１年が経過しようとしておりますが、地産

地消率を高める努力はどう取り組まれているのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 学校給食費についてのご質問にお答えいたします。 

  １点目及び２点目についてですが、給食費の無償化につきましては議員仰せのとおり、全

国の自治体や県内においても無償とする自治体が増えてきておりますが、町といたしまして

は経済的支援として既に就学援助制度を活用した取組を行っております。来年度は、多子世

帯への支援という観点から、町内小中学校に通う児童生徒が３人以上いる世帯の第３子以降

を無償といたしますので、現段階においては全児童生徒の給食費無償化は考えておらないと

ころであります。 

  また、町ホームページでの発信につきましては、多子世帯への支援方策の一環としての第

３子以降の給食費無償化について当該支援が行き届くよう周知を図ってまいります。 

  ３点目についてですが、これまでどおり地元産の農産物活用に取り組んでおり、主食とな

る米飯は全て町内産を使用しております。また、野菜につきましても、食材調達業者や町内

生産者との連携を図りながら、継続して町内産を中心に使用することで地産地消を推進し、

安全、安心でおいしい給食の提供に努めております。 

  なお、コロナ禍により自粛しておりました生産者との意見交換や食育指導の機会につきま
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しても、今後の感染状況等を見ながら実施してまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） まず１点目の質問は、給食費未納者、令和３年度はどうだったの

かお伺いします。 

  私の記憶では１名だったと思うのですけれども、分割納入されていると思うのですけれど

も、答弁の中では就学援助制度を活用するとかという話があるのですけれども、そういうと

ころに結びつかなかったのかどうかも含めてお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  まず、令和３年度の滞納状況ということでございましたけれども、令和３年度の決算、９

月会議におきましてもご報告を申し上げていたところでございますけれども、給食費につき

まして未納ゼロで100％の収納率という状況でございましたけれども、令和３年度におきま

しては令和２年度の滞納繰越分もありましたので、それもひっくるめて100％という状況で

ございました。したがいまして、繰越しとして残ったわけではございませんので、実際保護

世帯、準要保護世帯については就学援助費の中で給食費が100％充当されておりますので、

今後もそのような形で周知に配慮しつつ、事前に未納を少なく対応できればというふうに考

えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 答弁でもありましたように、第３子の方の給食費無償化になると

いうことですけれども、中学生、小学生、幼児の場合は適用にならないですよね。それで、

２人子どもがいても対象にならないですよね。ということで、３人子どもがいても対象にな

るような方法を取れないのかどうかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  今般の第３子以降の無償化の考え方についてでございますが、矢巾町内の小中学校に３名

以上児童生徒が通っておられるご家庭の３番目以降の児童生徒さんの給食費、それが中学生
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の場合もありますし、小学校の場合もあろうかと思いますが、そういった３人兄弟という単

純なあれではなくて、３人同時に小中学校に通っておられる場合の３番目の方を無償化させ

ていただきたいという考え方でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 予算案を見させてもらうと660万円ほどの金額になっているのです

けれども、人数的には何人が対象なのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  軽減の見込みといたしましては、３人兄弟、４人兄弟、５人兄弟がそれぞれあるというふ

うに捉えてございまして、３人兄弟の場合、中学生が106人というふうに算定してございま

す。４人兄弟の場合は、中学生が８人、小学生が８人。５人兄弟の場合は３人、そういう方

々がいらっしゃいまして、中学生１人、小学生２人ということで、トータルで125人の小中

学生、軽減額がちょっと細かいのですが、660万5,530円というふうに算定しておるところで

ございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 就学援助制度を加味して660万円になるのでしょうか。就学援助制

度も利用させて、町単独で660万円の支出になるのでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  今申し上げたのは、就学援助制度を適用するしないにかかわらず、小中学生が３人以上い

る世帯での軽減の考え方を算定したものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 就学援助制度を今まで利用していた方もその中に入るわけですけ

れども、そうするとその分の金額は浮くわけですよね、町の持ち出しの中で。それを学校給
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食無償化の中に入れたわけですか。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  まず、就学援助を適用することによって町の負担が浮くかどうかということについてでご

ざいますが、就学援助制度につきましては、保護の方と、あと準要保護の方といらっしゃる

わけでございまして、保護の場合は国県の助成とかもあるのですけれども、準要保護の場合

は全くの町の持ち出しでございますので、そういう意味では準要保護を使っても、無償化を

当てはめても町の負担は変わらないのですけれども、ただこれまでいただいていて、準要保

護から回ってきたものが回ってこなくなるというので、トータルで考えると、町としては無

償化によって660万円ほどのマイナスになるということでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） すみません、ちょっと私の頭が悪いのだなと思って。就学援助制

度を今まで利用していて給食費を支払っていなかった家庭の方も含まれるのですかという

質問です。何人ぐらい含まれているのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  今多子世帯の算定において、その世帯それぞれにおいて就学援助に該当するところを個別

に詳細に調べているわけではございませんけれども、令和４年度におきましては給食費で就

学援助を適用させた児童生徒数は、小学生の場合153名になってございます。中学生の場合

は96名になってございます。その中で多子世帯となると、かなり数は少なくなってくるもの

というふうに捉えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 何となく分かったのですけれども、就学援助とは別にやるべきだ

と思います。就学援助制度は就学援助制度として、私は拡大するべきだと考えているのです

けれども、給食費の無償化はそれとは別にやるべきだと思うのですけれども、その考え方を

お伺いします。 
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〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  私の説明が分かりづらくて申し訳ございません。今回の多子世帯の第３子以降の無償化に

よって就学援助制度がなくなるわけではございませんので、いずれ両方制度として、新たな

ものが、給食費の無償化の第３子以降が加わるということでございますので、就学援助費に

つきましても、今までどおり該当される方々には適切にご利用いただくような形で周知に努

めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 第３子で就学援助制度を……第３子というか、利用している人は

何世帯ぐらいあるのですか。そういう方たちも給食費は今までどおり無料になるわけですよ

ね。その方も入れるということなので、私としては町の持ち出し660万円が就学援助制度の

……子育て支援がまとめられていると思うわけなのですけれども、その辺をお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） ゆっくりちゃんと説明して。 

  村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  就学援助制度につきましては、これまでどおり保護世帯の方、準要保護世帯の方、いわゆ

る給食費だけではなくて、学用品費も含めて学校生活における経費の助成をさせていただく

ものでございますので、これまでどおりとなります。 

  さらに、それとは別に第３子以降の無償化を進めてまいりたいということでございますの

で、ご理解をお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 次に、地産地消率のことでお伺いします。 

  農業の中で、みどり戦略だか、地元のもの、あと有機農産物を使うという戦略があります

けれども、岩手県の学校給食の地産地消率が矢巾町の学校給食の地産地消率と比較して、矢

巾町の学校給食の地産地消率が低いと数字的に私は見ていたのですけれども、その辺はどの

ようにお考えかお伺いします。 
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〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  学校生活における地産地消率というもので公表されているものが、ちょっと私の不勉強か

もしれませんけれども、他市町村と比べるような統計的なものを今初めてお伺いしたところ

でございまして、いずれ学校給食共同調理場につきましては平成16年から地産地消を推進す

るということで、そういう意味では農家さんとも、食育の場面もそうなのですけれども、非

常に密接に連携しながら、高い地産地消率を保ってきたというふうに認識をしていたところ

でございます。 

  いずれ公表されているものとして、給食費とかはよく出てくるのですけれども、地産地消

とかというのが何に基づいてそのような形なのかは、ちょっと私のほうでは把握しておらな

いところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 地産地消の基準、エリア、そういったことまでちゃんとありますか。

例えば岩手県の学校であれば、岩手県のものを食べれば地産地消だよという場合もあると思

うのです。その辺は、後でちゃんと精査して、お互いに、どちらでも。いずれエリアが非常

に微妙で、問題だと思います、これは。 

  他にありますか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 今年の２月24日に、みどりの食料システム戦略関連法案が出され

たのですけれども、その有機農業拡大のため、有機野菜の学校給食での活用など、持続可能

な農業への支援を求める意見が相次いで出されたということで、このみどりの食料システム

戦略の中に、2050年までに有機農業を全農地の25％ということで、大企業、大塚ファーム代

表の方とか、株式会社金沢大地の代表の方も有機農業で学校給食に使ってほしいということ

で、その中の学校給食における地産地消物及び国産食材の使用割合、令和３年度岩手県は地

産物57.9％、国では89.4％という表が出されているのです。そして、矢巾町は、前にも私、

地産地消率を聞いていたときに53％とかと答えているのですけれども、この岩手県の57.9％

と比較して矢巾町は低いのですよね。そこをお聞きしたのですけれども、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  私の説明が非常に分かりづらくて誤解を招いた可能性もありますが、地産地消率、一言で
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言えば地元産のものをどれぐらい使っているかということなのですが、要は内容もちょっと

詳しくお話ししたいと思いますが、１月末時点の、よく私どものほうで地産地消率というの

は、矢巾町産の農産物を地産地消率というふうに呼んでございまして、そちらにつきまして

は52.2％でございます。ただし、考え方として、町内産がなければ何でもいいということで

はなくて、町内産がなければ、例えば岩手県内の産物、岩手県内の農産物がなければ、国内

産、最後は外国産というような優先順位でやっておりますので、矢巾町内産については

52.2％なのですけれども、岩手県内産の農産物で見ますと67.4％。先ほど川村議員からお話

ありました有機農産物、いわゆる有機農業で生産された農産物を使っている割合の部分も、

先ほどお話の統計数値の中に出てきておられるかと思います。そういう意味では、有機農産

物という形での納入は、まず割合としては高くないというふうに捉えてございますので、地

産地消、町内産、県内産、そして有機農業の部分というふうに様々多岐にわたるような数値

の捉え方があるので、決して矢巾町の地産地消率が低いことではないというふうに私どもは

考えておりますので、そこはご理解をいただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 地産地消率を高めるために、矢巾町でも数少なくなってきたので

すけれども、農業、米、キノコのところはもう100％なくなったのではないかなと思うので

すけれども…… 

              （「まだいっぱいあるよ」の声あり） 

〇13番（川村よし子議員） やっぱり地産地消率を高めるための努力をすれば、農業の人たち

も本当に助かると思うのです。立派な大根とか、ニンジンでなくても、タコ足のようなニン

ジンでも大根でも、そういうのを使えて、そしてもう民営化になってしまったのですけれど

も、労働者の雇用にもなると思うので、そういう配慮をした学校給食が必要だと思うのです

けれども、そして地産地消率を上げる、そういうことが今求められていると思うのですけれ

ども、どのようにお考えでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 村松学校教育課長。 

〇学校教育課長兼学校給食共同調理場所長（村松 徹君） お答えいたします。 

  地産地消率を高める取組は常に行っておりますし、今年度から調理業務と給食の配送、そ

ちらの部分を民間委託ということに移行しておりますけれども、食材の調達から献立の立て
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方から、それは今までどおり県派遣の栄養教諭が対応して、地産地消向上にずっと努めてい

ますので、委託をしたから地産地消率が下がったりとか、そういうような仕組みとはなって

ございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか、再質問ありませんか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 最後に、学校給食は農業とか地域の産業と密接な関わりを持って

いるので、やはり県の栄養教員ということなのですけれども、矢巾町の産業はどんな産業が

あるのか、そういう学習にもなると思うので、地産地消率を高める学校給食にしていただき

たいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

〇議長（藤原由巳議員） 答弁は要りませんか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、以上で13番、川村よし子議員の質問を終わります。大変

ご苦労さまでございました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（藤原由巳議員） 以上で本日の議事日程は全部終了しましたので、これにて散会しま

す。 

  なお、明日も引き続き一般質問を行いますので、午前10時に本議場にご参集願います。 

  本日は大変ご苦労さまでした。 

              午後 ４時２４分 散会 
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令和５年矢巾町議会定例会３月会議議事日程（第５号） 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（藤原由巳議員） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 一般質問 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第１、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次質問を許します。 

  最初に、11番、藤原梅昭議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （11番 藤原梅昭議員 登壇） 

〇11番（藤原梅昭議員） 議席番号11番、一心会、藤原梅昭です。 

  まずは、快適性と安全性を高めるまちづくりについてお伺いしますが、私だけマスクを外

して話をさせていただきますけれども、本当は皆さんの顔を見ながら、いろいろお話しした

いところなのですけれども、今回だけは駄目なようですので、ひとつ勘弁していただきたい

と思います。 

  まず、町長、教育長にお伺いしますが、今年は関東大震災から100年と、これは1922年だっ

たそうなのですが、そういう節目の年なそうです。それから、1.17阪神・淡路大震災から28年、

3.11東日本大震災から12年、さらに8.9ゲリラ豪雨から９年になろうとしているわけなので

すが、先月の２月６日、トルコ南部・隣国シリアで大地震が発生しました。２週間たった20日

頃で捜索は打ち切られたようなのですが、生存可能ラインの72時間、約３日、これをはるか

に超えて200時間以上たってからも生存者を救助できたということで、すごく印象に残る形

になったわけですけれども、死者、行方不明者、これは関連死も含めますけれども、東日本

大震災では２万2,000人超と、これをはるかに上回る、死者だけでも、この時点では５万人

近く出ると言われていましたけれども、今朝の報道では５万7,000人まで死者が達したと。

これは死者だけです。東日本大震災では、死者１万6,000人、不明者2,500人、関連死3,800人
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と、それを合わせて２万2,000人という数字なわけですけれども、いかに大震災かが分かる

かなと。改めてお亡くなりになられた方に哀悼の意を、被災者にはお見舞いを申し上げたい

と思います。 

  ちなみに、関東大震災の死者、行方不明者、これは過去100年で最も多い10万5,000人超だ

ったというふうに言われております。そのときは、家屋が木造が多いということもあって、

火災が約９割ぐらい、その要因だったというふうに言われております。 

  国内でも南海トラフ、日本海溝・千島海溝沖の巨大地震の発生が想定されているわけです

けれども、災害はほかにも暴風雨、大雪、火山噴火、自然災害、さらにロシアによるウクラ

イナ侵攻開始から１年たちますが、中国、北朝鮮の日本周辺への再三の軍事挑発、ますます

世界の安全が脅かされてきております。さらに、人為的なミス等々も被害が絶えないという

ことで社会問題になっているわけですけれども、私もこの議員活動、前にも話ししたと思う

のですが、東日本大震災のその年にここにお世話になり始めたわけですけれども、それを思

いながらずっとこの12年間、安全、安心なまちづくりと、これはやっぱり一番だなというふ

うに思いながら何回か質問させていただいているわけですけれども、そんな中、安全、安心

なまちづくりの観点から、当町の対応について、以下お伺いしたいと思います。 

  １つ目、トルコは親日国ということで、東日本大震災のときも医療チームの派遣や義援金、

いろいろ寄り添っていただいたということで聞いていますが、岩手医大も早速医療チームを

派遣され、何かまた第２班が交代で行ったという話もお聞きしております。そこで、当町と

しての支援状況について、まずお伺いしておきたいと思います。 

  ２つ目は、トルコ大地震は冬期、さらに就寝中と、そういう時間帯に発生し、最悪の状況

だったようだということで、当町としても我が事として捉えて、このような最悪の条件のと

きにどのような対応を取るべきかということを考えるわけなのですが、その辺の当町につい

ての火災時等々備えるべき対応状況についてお伺いしたいと思います。 

  ３つ目、東日本大震災から12年を迎え、災害復興は大分進んでいるようですが、まだまだ

被災者あるいは被災地の状況というのは元に戻らないと、今後の被災者及び被災地への当町

の支援の考えをお伺いしたいと思います。 

  ４つ目、当町を流れる１級４河川、順次改修されております。だが、北上川土橋地区の堤

防の未整備箇所については前にもお話ししたとおり、あそこだけぽっかり空いていると。水

がたまると、そこからどんどん越流してくるというような状況になるような形なわけですけ

れども、この辺の未整備箇所の対応状況について、どのような動きをしているかお伺いした
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いと思います。 

  ５つ目、春になると、昨年破損した西部開拓線に埋設されている農業用水管の使用が開始

されると、そういう季節になってきたわけですけれども、昨年の破損に対するその後の対応、

今後の改善計画について、これは県、国の管理になるわけですけれども、その辺の管理者と

の対応について、どのような協議をしているのかお伺いしたいと思います。 

  ６つ目、全国の保育所などを対象にした初の実地調査の結果、通園バスの乗降時の子ども

の安全管理に課題があった施設は19.5％ということで、約２割ほどに上るという報道があり

ましたが、本町での状況及び対応についてお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 11番、藤原梅昭議員の快適性と安全性を高めるまちづくりについての

ご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、現在本町では2023年トルコ・シリア地震救援金の募金を行ってい

るところであり、集まった募金につきましては、日本赤十字社を通じて救援活動に役立てら

れることになっております。今後も引き続き募金を行うとともに、状況に応じた支援を検討

してまいります。 

  ２点目についてですが、議員ご指摘のとおり、冬期間は気温が低く空気も乾燥しているこ

とから、暖房機器による火災が増加する上、被害も拡大する傾向にあります。また、地震発

生の時間帯により、さらに被害が拡大する危険性があると認識しております。このような特

性を踏まえ、消防団による火災予防広報活動及び火災予防査察の実施や、町広報紙に各家庭

でふだん行う火災予防に関する資料の掲載並びに防災ラジオを通じた呼びかけなど、啓発活

動を継続して行い、火災予防思想の普及強化を図っているところであります。 

  ３点目についてですが、東日本大震災からの復興も進んでいることから、現在支援してい

る事業はございませんが、被災者及び被災地から困り事などの相談があった場合は、必要な

支援に努めてまいります。 

  ４点目についてですが、北上川の無堤防箇所の整備につきましては、平成24年に策定され

ました北上川水系河川整備計画に盛り込まれていないことから、毎年国等に要望を行ってい

るところでありますが、次期整備計画の見直し等が行われる場合には、土橋地区が計画に盛

り込まれるよう、今後も粘り強く国に働きかけてまいります。 
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  ５点目についてですが、昨年６月３日早朝に大字広宮沢地内の町道西部開拓線におきまし

て発生した鹿妻穴堰土地改良区管理の畑地かんがい用水パイプラインの破損に伴い、一時通

行止めを余儀なくされたところであります。破損の原因につきましては、平成８年から平成

10年度にかけて造成されましたパイプラインであり、供用開始から25年以上経過しているこ

とから、パイプラインの劣化による漏水とのことですが、ご質問ありました破損に対する対

応状況及び今後の改善計画についてですが、破損箇所につきましては、昨年６月に応急措置

を完了し、当該区間の本格的な復旧につきましては、本年11月以降に着手する予定と伺って

おります。 

  なお、今後の改善計画につきましては、町道西部開拓線を通行する大型車両の路面を伝う

振動に耐え得るダクタイル鋳鉄管を採用する見込みとなっており、事業費につきましては国

庫等の補助を活用できるよう、用水パイプラインを管轄する農林水産省北上調査事務所、通

称北調、及び県、管理者であります鹿妻穴堰土地改良区と連携を図ることとしております。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、快適性と安全性を高めるまちづくりについてのご質問に

お答えをいたします。 

  ６点目についてですが、町内においてバス等により園児の送迎を行っている施設は、民間

１施設のみとなりますが、静岡県牧之原市の事故が発生する以前から通園バス運行規程を策

定して運用しているほか、定期的に園バス安全運行委員会を開催し、安全管理に努めており、

昨年10月に行われた県の実地検査においても指摘事項はございませんでした。 

  なお、改めて国から安全基準に係るガイドライン等が示されておりますので、当該施設に

周知するとともに、必要に応じて助言等を行ってまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） 今週の土曜日、3.11と、そういう12年目の節目になるわけですけれ

ども、これが近づくにつれて、最近南海トラフ巨大地震のテレビ番組が連日のように放送さ

れております。そのときに言われておりますのは、最悪の事態を想定し、万が一に備えると、

これをやっぱり声高に言われております。 
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  また、一方では、地震、津波もそうですけれども、地震、津波とともに生きていくという

ことは、この国の宿命だというふうにも言っております。全くそのとおりでして、常に背中

合わせにそういうものを抱えているということは、我々一秒たりとも忘れてはならないとい

うふうに感じております。 

  ９年前の8.9ゲリラ豪雨、このときの災害時、岩崎川が越流して町内に大分濁流が流れ込ん

だと、床下浸水まで発生したわけですけれども、おかげさまでと言ってはあれですけれども、

その後の河川改修が非常にスピーディーにいったと。前の天井川と言われた土盛りした川で

はなく、しっかり底を掘って、以前の８倍強に当たる容積まで広げられたということで、非

常にその後の対応が、国も交えながら、国もよくフォローしてくれたと、もちろん県もそう

ですし、その当時は町長もまだ県議会議員だったわけですけれども、そういういろんな方の

フォローがあって、そういう状況になって非常に安心できる町になったかなと。我々も、我

々というか、私が子どもの頃から台風が来ると必ず氾濫していたのです。不来方高校の近く

まで水が来たこともあります、田んぼをずっと、それこそ今田んぼダムとか言っていますけ

れども、それを乗り越えてきたのです。途中に川があったから、私のうちまでは来なかった

のですけれども、そういうことも含めながら非常に災害の恐ろしさをいろいろ経験させてい

ただきました。 

  その後、防災士の育成をはじめ町民の意識づけ、そういうものが大分進んだかなというふ

うに感じております、実感として。この前も防災士21名ですか、今年も養成されたようなの

ですけれども、トータルで100名以上になったということで、そういう防災士等々の連携も

含めながら安全、安心な町を着々とつくられているということは、当局の真剣な対応に対し

て、いろいろ評価させていただいております。 

  そういう中で、日本海溝・千島海溝のいろいろ報道がまたされているわけですけれども、

当町も全国272市町村の中の１町として、要は防災対策推進地域ということで指定されてお

ります。これは何かというと、もちろん津波はここまで来ませんけれども、日本が沈めばま

た別ですけれども、震度６以上のところが指定されたと。ご存じのとおり地震があると、必

ず矢巾町は高いほうに、１ランク高いところに報道されるので、そういうことだと思うので

すけれども、そういうことも踏まえながら、今後ともそれに対する対応というのは怠らない

ようにしていきたいなというふうに思います。そこで、細かいことですけれども、何点かお

伺いしたいと思います。 

  まず、土砂崩れの危険箇所、これの把握状況及びそれの対応、その辺についてどう考えて
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いるのかお伺いします。これは、もちろん熱海で大きな土石流の事故があったわけですけれ

ども、このとき28人亡くなっているのです。そういうこともありますので、当町もそれに準

ずるところがあるのではないかと。 

  ２つ目には、ブロック塀、これは倒壊して子どもが亡くなったと、女の子が亡くなったと

いう事故が大阪であったわけですけれども、その後ブロック塀に対する改修支援もしたわけ

ですけれども、その辺の対応状況についてお伺いします。 

  それから、耐震診断、これについても当町は支援しているわけですけれども、トルコの建

物というのは日本と同じくらい耐震の規制は厳しいらしいのです。ところが、袖の下で全部

申請したものがまかり通るということで、今回の大事故につながっているという状況なそう

です。今600人ぐらい調査されて、調べられて、180人ぐらいが逮捕されているそうです。そ

れぐらい非常に治安の悪い国なそうですけれども、そういうこともあるので、まず地震があ

っても倒れないような状況を確認したいと。 

  それから、トルコ地震のように就寝時の安全確保、これが大事なわけですけれども、私も

東日本大震災があった後、足元にたんすがあるものですから、それに対して倒れないような

金具をつけて、壁にくぎを打ったのですけれども、それとか机とか椅子とかいろんなのが動

いたり、そういうことに対する対応、これが特に就寝時なんか大事だと思うのですけれども、

それと非常持ち出し、その辺のことについての町民に対する対応状況について、いろいろ挙

げましたけれども、メモしているでしょうから、順次お答えいただきたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。私からは、まず１番目の土砂

災害の部分と、それから最後の就寝時等の避難時の対応ということ、この２点についてご説

明申し上げます。 

  まず、矢巾町におきましては、議員皆様も確認されていると思いますが、９か所について

土砂災害区域ということで、岩手県、それから矢巾町のハザードマップで指定されてござい

ます。その中でも、南昌コミュニティセンター、南昌地区につきまして、その自治会、自主

防災会のご協力もいただきまして、土砂災害時の避難訓練、それから対応の訓練等もさせて

いただいてございます。令和元年度から毎年それぞれ対応してございます。内容につきまし

ては、要配慮者の利用施設が近くにございます。志和荘、悠和荘、敬愛荘、つりがねの郷、

桜の園、それから保養センター、矢巾観光開発（株）の皆様と協力していただきまして、消
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防団、それから南昌自主防災会、矢巾の防災士、その地区に該当する皆様29名、令和４年度

については29名の皆様のご協力もいただきまして、土砂災害時の情報伝達の訓練、それから

避難所の開設訓練、それから避難訓練などを行わせていただきました。日にちは６月19日の

日曜日でございます。 

  この情報伝達のやり方でございますけれども、警報情報発表に基づきまして災害警報本部、

それから対策本部を設置すると。それから、それぞれの案内所、それから避難情報発令、避

難の実施というような流れで、万が一のときは対応しますよというような訓練をさせていた

だいております。実際にこのような事案が起こらなければよろしいのですが、万が一の場合

には率先して避難誘導していただける方などの養成も含めまして、こういった対応をさせて

いただいております。 

  それから、就寝時等のそれぞれ皆様のご家庭での安全確保という点でございますけれども、

この部分については自助努力という部分が大きいものでございますが、各行政区の自主防災

会がございます。その防災会が中心になりまして、先ほど議員からもご指摘いただいたとお

り、例えば各ご家庭でのたんすの固定をするとか、あるいは万が一の避難持ち出し物品をリ

ュックサックに入れて準備しておくのですよと、あるいは先ほど来、日本海・千島海溝のお

話もありましたけれども、いざ起きたときには、最初は自分で自分の身を守るというような

食料の確保、それから燃料、それからご家庭を守らなければならないということで、要する

に地震に対するご家庭の診断、耐震、耐えられるかどうかというような部分についても自ら

しっかり対応していただけるような声がけ、それから勉強会等もさせていただいてございま

す。そういった中で、いざというときのために対応できるように、それぞれ勉強会なり、声

がけをさせていただいたりという状況でございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 私のほうからは、２点目、３点目の

ブロック塀と耐震診断の状況についてお答えしたいと思います。 

  ブロック塀の補助につきましては、これは社会資本整備総合交付金も使いながら、通学路

あるいは避難路、それに当たるブロック塀を対象に改修をする場合、一部補助をしていると

いうことですけれども、これは当初制度をつくったときには、何件か、ちょっと今資料がな

いのであれですけれども、５件ほどあったわけなのですけれども、年々件数が少なくなって

きております。当初ブロック塀の危険箇所ということで調査したわけなのですが、ブロック
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塀につきましては個人の財産というところもあって、中には立派なブロック塀もあるのです

けれども、そういった倒壊のおそれがあるものについては順次声がけはしているのですが、

今後も広報とかそういったものでも、補助がありますよということで啓発しながら解消に努

めていきたいなと思っております。 

  耐震診断につきましては、木造家屋の昭和59年以前の耐震基準が改定される前の住宅を対

象に耐震診断を行っているわけなのですが、我々想定するのは年間３件を予定しているので

すが、３件来る年もあれば、２件しか募集が来なかったりということもあります。耐震診断

を受けた後に、基準に満たないものを改修するという事業もありますので、改修については

木造住宅のはりとか、そういったものを全部交換しなければならないとか、いろんなことが

あって、相当の金額がかかるということで、それに対して補助金が60万円程度というような

ことで、なかなかそれに手を挙げてくれる方がいらっしゃらないのですが、これにつきまし

ても広報あるいはそういったもので啓発しながら、こういった事業をぜひ使っていただいて、

解消に努めていただきたいということを今後も引き続き行ってまいります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 補足させていただきますが、今小学校５年生の児童の皆さんにシリウ

スグループから、日本だけではない世界全体の防災地図、その中にご家庭で何かあったとき

の準備をやっておくのだと、もう小さいときからの防災教育、これを今小学校５年生全児童

に配付をさせていただいていると。 

  それから、今急傾斜地のほかに北上から西部地域、ここは南昌山断層群というのもあるわ

けですので、町内に、西部地域に。だから、私どもはそういうことにもしっかり対応できる

防災上の対応を考えていきたいなと思っておりますので、そこもひとつご理解をいただきた

いと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） いろいろ対応していただいているわけですけれども、あとブロック

塀なんかはそんなに町内のあちこちにあるわけではなく、何か所かに限られているので、私

が見ても危ないなというところがやっぱり何か所かあるのです。だから、そういうところは、

もう直接対応していくしか、ＰＲも必要ですけれども、ＰＲよりはピンポイントでいけば相

手と対応できるので、そういうところで、絶対ああいう事故が起きてはいけないわけですか
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ら、その前に対応したいものだなと。 

  それとあと、今防災教育の話がありましたけれども、次に防災教育はちょっとお聞きしよ

うかと思ったけれども、シリウスさんの防災地図、私も見たいなと思っているのですけれど

も、どこに行けば見られるのですか。子どもたちに見せてもらえばいいのかな。いずれそう

いう動きが民間からも出ているというのは、非常にいいことだなというふうに思っておりま

す。 

  次に、災害が発生した後の避難時に対する対応なのですけれども、食料備蓄等々していた

だいているわけですけれども、最近ローリングストックという言葉をよく聞くわけですけれ

ども、子ども食堂は全国で5,700か所あるそうです。そこの子ども食堂と連携して、いざと

なったときには子ども食堂から食料を提供してもらうと。そうすることによって、本当にカ

ップラーメンとかそういうものだけではなく、温かくて栄養価のある、そういうものがお互

い供給できると。子ども食堂は常に食料の保管というのはしていますし、賞味期限が切れな

いやつをどんどん、どんどん使っているわけですから、そういう対応として連携を深めてい

るというところが出てきておりますので、当町あるいは盛岡周辺にも子ども食堂が大分、盛

岡市で30、矢巾町は何ぼですか……１つですね、必ずあるわけですので、そういうところと

の連携についてどのように考えているのか、ちょっと聞いておきたいなと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 今、子ども食堂のお話が出たのですが、せっかく矢巾町には学校給食

の共同調理場があるわけです。そこで災害時には共同調理場、これまでは直営でやっておっ

たのですが、今東洋食品にお願いしておるので、たまたま今そのお話が出たからあれなので

すが、いずれ災害時の炊き出しは、昔は部落、地域で、どこかで火事がある、水害が起きた

と、そうすれば炊き出ししておにぎりを、今そういうあれがなくなってきておるので、だか

らそういうことを学校給食の共同調理場、東洋食品あたりとも連携して、今ご指摘があった

子ども食堂も含めて、できれば選択肢が多いほうがいいわけですので、そういうことを絡め

て検討していきたいなと、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） 給食、そのとおりだと思いますので、そういうところと連携しなが

ら、そうすると食料の備蓄もここに置かない、ゼロにするわけにはいかないのでしょうけれ

ども、本当に必要な分だけで賄えるでしょうし、それとあと子ども食堂なんかには今年も米
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を供給したりしているのですけれども、いわゆる農業法人のほうで。そういうところとの連

携も取りやすくなると思いますので、ぜひそこのところはうまく連携して活用してほしいな

というふうに思います。 

  それとあと、これは教育委員会のほうで確認したいのですが、最近中学校に不審者が入っ

て先生が大けがをしたという事件があったわけです。それに対して、各校それぞれ対応は違

うと思うのですけれども、もう既にその教育あるいは訓練を始めているところがあるわけで

すけれども、その辺に対する当町の対応について、ひとつお聞きしておきたいなと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

〇教育長（菊池広親君） それでは、お答えいたします。 

  池田小学校の事件というのをご存じだと思います、殺傷事件があったときです。あのとき

に国を挙げて不審者に対してどのように対応するかということが徹底されております。時間

経過とともに薄れてきた面も若干あるかとは思いますが、例えば学校に訪問した方の名簿を

きちっと置いておくとか、さすまたを常備するとか、または不審者に対する防犯の訓練をす

るとか、そういうことは現在も行われているというふうに認識しております。 

  ただし、薄れてきたというお話を今差し上げましたが、ここの部分をきちんとこの事案を

糧にしながら、また引き締めていきたいなというふうに考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） いずれ防災もそうなのですけれども、訓練して、どういうものかと

いうことを身をもって感じないと、そのときになって対応しろと言ったって、教科書を持っ

てきて読み始めるわけにはいかないですから、その辺のところの訓練というのを定期的に行

うということが、これは防災訓練も同じだと思いますし、もちろん何でもそうなのですけれ

ども、そういうところの一応規定はできたと、ではそれに対して実際にどう対応していくか

ということを身につけるために、やっぱり訓練というのを大事にしてほしいなというふうに

思いますので、それは回答は要りませんけれども、ぜひお願いしたいなと思います。 

  それと、最後になりますが、国のエネルギーの基本政策、基本計画、これは福島事故から12年

たつわけですけれども、可能な限り原発は依存度を低減していくというふうにずっと言われ

ていたわけです、つい先頃まで。ところが、去年12月に脱炭素政策会議ということで、ＣＯ

２の関係のほうからいきなり再生エネルギーもやっていくけれども、原発は最大限活用する



  

－ 317 － 

と、なおかつ原発の運転期間を40年、最長でも60年と言われたやつが、60年を超えても使っ

ていくというような方向性が出されたということで、今国の中で大きな関心事になっていま

す。なぜかというと、今でも高レベルの放射性廃棄物、いわゆる核のごみ、これの処分の仕

方がはっきりしていない。地下に埋めればいいのではないかとか、いろいろ言われています

けれども、地震列島の日本の地下の中に埋めて、将来それが出てきたらどうなるのだという

ことも解決できない状況で、どんどん、どんどん使われているというか、核のごみが出てき

ているわけです。それと、今問題になっている処理水の問題、これを海に放出すると。これ

もずっと矢巾町もそうですけれども、シイタケ農家も被害を被ったわけですけれども、まだ

まだどういう問題がこの先出てくるかも分からないという状況の中で、40年、60年あるいは

100年と、そういうような運転を続けると、最大限活用するということに対して全国の世論

調査も出たわけですけれども、60年を超える運転に対して71％が支持しないと、これははっ

きり出ました。新規の建て替えも60％が反対すると。さらに、今の説明では、いわゆる十分

な説明がされていないと。十分な説明がされていないというのは、電力の供給がどうのこう

のとか、そういう話はしていますけれども、安全に対する説明、納得するような説明がされ

ていないということを92％が思っていると。そういうような状況の中に我々は置かれている

わけですけれども、地下に埋めた核のごみについては安全だと思わないというのも78％ぐら

いあるというのです。 

  いずれ福島の事故に対しては、各国いろんな反応を示しています。ドイツでは2022年まで

に全廃を決めました。ただ、今３基だけまだ残っていて、これもこの４月で全部停止すると。

やっぱりそういうような危機感を持っているのです。いつミサイルが飛んでくるかも分から

ないと。多分最初に狙われるのは原発でしょう。そういうようなリスクをしょっている中で、

将来世代にこのまま残していいのかということが言われておりますので、ぜひ当町としても、

何回かお聞きしていますので、改めてこれに対する回答は求めませんけれども、いずれ安全、

安心なまちづくりの大きな一つの項目として、原発の問題については念頭に置きながら行動

しなければいけないだろうというふうに考えております。 

  そういう中で、ここまでの安全、安心なまちづくりについて、何か最後に町長の見解があ

ればお聞きして、この項目は終わりたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） お答えをさせていただきますが、梅昭議員もご存じのとおり、私もち
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ょっと調べてみたのですが、原子力基本法という法律があって原発による電気の安定供給、

これは国の責務なわけでございまして、そういった中でいろいろなことが今議論されておる

わけですが、ただＡＬＰＳ処理水については県の町村会でも放流すべきではないということ

で国に強く要望しております。 

  そして、今全漁連のコメントをちょっと私も調べてみたのですが、全漁連はＡＬＰＳ処理

水の処分については、まず１つは漁業者、それから国民、地元の住民の皆さんにしっかり説

明責任を果たしてもらいたい、それから風評被害対策、この対策を講じてほしいと、そして

何よりも放流するＡＬＰＳ処理水の安全性の担保、これをしっかりやるべきだと、まさに全

漁連がお話しされておるとおりだと思います。 

  本町でも、いつも答弁の中でお話しさせていただいておりますが、原木シイタケ風評被害

対策、原木の確保も今はもう非常に厳しい状況にあるわけでございますので、それから原発

のことについては、これは国の専権事項なのですが、ただ私もいろいろ調べてみたのですが、

今回の福島原発の事故を教訓にして、これまでは原則40年、そして最長でも60年と、これを

延ばすということで閣議決定したわけでございますが、その中でいろいろ言われておるのは

科学的、そして技術的な知見に基づいて住民なり国民にしっかり周知することを考えるべき

だということで、私もまさにそのとおりだと思いますので、だから原発の関係については福

島の原発事故を教訓にして、私らもそのための備えというのも、なかなか限られておるわけ

でございますが、できる限りの対応は考えていきたいなと、こう思っておりますので、ひと

つよろしくお願いをいたしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問は。よろしいですか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、２問目の質問を許します。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） ２問目は、産業の活力を高めるまちづくりについてということでお

伺いしたいと思います。 

  ロシアのウクライナ侵攻後、世界的にますます厳しい食料事情、物不足による物価の上昇、

円安の中、町の基幹産業である農業及び商工業について、今後の対応を以下お伺いします。 

  １つ目、矢巾町農林業ビジョンの見直しが示されましたが、具体的な今後の予定について

お伺いします。 

  ２つ目、持続可能な農業振興策として農地利用の将来像を明確化する地域計画の策定が法
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定化され、各地域で説明会が開催されておりますが、対応状況及び各地域の意見及び今後の

推進計画をお伺いします。 

  ３つ目、水田利活用の直接支払交付金の見直しとして畑地化促進事業が進められるわけで

すが、これは５年間だけの時限支援であり、鹿妻穴堰土地改良区の事業運営にも大きく影響

してくる事業と思われます。本町としてどう対応していくのか、考えをお伺いします。 

  ４つ目、森林環境譲与税が人口の多い都市部に偏っている不満があり、制度見直しがされ

ました。今年から増額となり、町有林の整備を行う予定のようですが、分収造林に対する対

応についてもお伺いいたします。 

  ５つ目、商工業の企業と企業、企業と顧客、消費者をつなぐ役割を担う産業振興センター

を設置するようですが、ますます厳しくなる食料安全保障の要である農業振興については、

農業公社の設置または他の考えがあるのかお伺いします。 

  ６つ目、地域活性化の起爆剤として企業誘致を推進するが、トップセールスが一番効果が

あると、そう思うわけですが、ここまで言っていいかどうかあれですけれども、町長交際費

の減額は企業誘致に対する考えとマッチしないのではないかということで、回答はいただき

ましたけれども、一応聞いておきます。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 産業の活力を高めるまちづくりについてのご質問にお答えをいたしま

す。 

  １点目についてですが、矢巾町農林業ビジョンの見直しに係る今後の予定につきましては、

昨年６月に実施をいたしました農業経営についての意向調査の集計結果をもちまして、本年

５月の町農政審議会において、前回調査との比較を踏まえたビジョンの見直しについて審議

することとしております。 

  ２点目についてですが、町では昨年11月中旬から本年３月上旬にかけて、農業委員会とと

もに地域計画策定に係る説明会を各地域で実施し、２月末時点で全体の９割で説明会を終了

し、今後地域の実情に合わせて計画策定に係る本格的な話合いを進めてまいります。 

  各地域の意見につきましては、どの地域においても課題として挙げられたのは、農業者の

高齢化、担い手及び後継者の不足、入作の方への対応方法といった内容であり、特にも担い

手や後継者不足は農業収入が少ないことから、収入の増につながる施策を実施しなければ農
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業は崩壊してしまうと危惧した意見が出されたところであります。 

  今後の推進計画につきましては、地域の農地利用の姿を明確化するための地域計画の話合

いを進めるとともに、水田活用の直接支払交付金の見直しに伴う地域の農地利用の検討と並

行して行うべきと認識しておりますことから、地域の実情を鑑みながら令和６年度の地域計

画策定に向けて準備を進めておるところであります。 

  ３点目についてですが、国では水田活用の直接支払交付金の見直しに関連する畑地化促進

事業を来年度に推進することとしております。この畑地化促進事業は、令和８年度までに水

張りが不可能な水田を対象とし、畑地化を支援するものであり、具体的には畑地化をする水

田について、土地改良区決済金等の支援のほか、野菜等の高収益作物の団地化をする場合に

おいて、来年度のみに支援される畑地化支援、５年間支援を受けられる定着促進支援があり

ます。土地改良区におきましては、畑地化を希望する面積及び決済金並びに改良区全体の今

後の運営見通しについて協議をしているとお聞きしております。 

  なお、現在町の農業再生支援協議会において畑地化促進事業を希望する農業者の意向調査

を実施しており、調査結果につきましては、県への報告のほか、土地改良区に対しましても

速やかに情報提供を行ってまいります。 

  ４点目についてですが、森林環境譲与税につきましては、対前年当初予算比で約６割増の

492万2,000円の交付が見込まれておることから、本財源を活用し、町有林の整備を行うほか、

伐期を迎える分収林造林につきましては分収林造林契約満了に伴う意向等のほか、市場の動

向を踏まえ、伐期に係る方針を随時決定しております。 

  ５点目についてですが、施政方針演述にもありましたとおり、産業振興センター設置に向

け、来年度中に農業関係者及び商工業関係者及び関係機関との協議会を設立することにして

おります。ご質問のありました農業公社の設置またはほかの考え方についてですが、先の協

議会におきまして、在り方や必要性等を協議してまいります。 

  ６点目についてですが、地域活性化及び雇用創出を図るための企業誘致活動については、

企業経営者に向けたトップセールスで行うことが最も効果的な方法であると認識をしてお

ります。企業誘致活動における町長の旅費につきましては、商工費の企業誘致推進費にて例

年どおり予算計上しており、最小限の予算で最大の効果が発揮できるよう全力で取り組んで

まいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問はあろうかと思いますが、間もなく１時間が経過いたします。
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ここで暫時休憩といたします。 

  再開を11時10分の再開といたします。よろしくお願いします。 

              午前１０時５６分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時１０分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開します。 

  休憩前に引き続きまして、藤原梅昭議員の一般質問を続けます。 

  再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） 平成23年以来の矢巾町の林業ビジョン見直しということで、既に10年

以上たっているわけですけれども、農業ビジョン、これは要は矢巾町の農業の将来をどうす

るかと、まさにフューチャーデザイン絡みのビジョンになるわけですけれども、それで今回

町の農政審議会で見直しをするというような回答になるわけですけれども、農政審議会とい

うのは誰がどんな形で運営されているのか、ちょっとまだぴんときていないのですけれども、

そこのところを少し詳しく教えてください。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 農政審議会につきましては、町が運営しているものでござい

まして、今お話のあった農業ビジョンのほか、各種農業関係の計画に対して意見等をいただ

きながら諮問をして、それが承認されるものであれば、その後に策定もしくは決定されるも

のでございまして、このほかにも農業振興地域計画なりもございますし、農業ビジョンのほ

かにいろいろな各種計画がございますので、再生支援協議会とはまた別な形で、農業全般の

農政に関わることについての審議をしていただく機関となっているものでございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） 何人ぐらいのメンバーで、どういうような方々が入られているので

すか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 農業に関係する機関ということで、国、県、あとは団体とし

ては農協、土地改良区、農業共済とか、そういった関係機関が入ってございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 
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  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） 要はフューチャーデザインをベースに考えると、ちょっとメンバー

が違うのではないかと思うのです。矢巾町の農業の将来をどうするかということだから、も

う少し現場に下ろした形でやっていかないと、現場の意見がどこから入るのかちょっと分か

りませんけれども、そこのところの本当に町、農協、いろんな現場のところの意見というの

はなかなか吸えないというか、聞けないというようなメンバーな気がするのですけれども、

その辺のところは別なところで何か補っているのか、ちょっと確認しておきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 先ほどお話しした機関のほかに、農業委員、あとは農村指導

士、あとは知識経験者も含めて、その審議会の中の構成メンバーとなってございます。審議

会にかける案件の前には、当然いろいろな形で地域の要望、意見等を酌み入れながら計画を

策定することになりますので、その辺についてはご理解いただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） いずれ現場の意見というのは何らかの形で吸い上げられるような、

そういうような配慮もしてほしいし、ビジョンというからには、10年先、20年先こうありた

いというものが明確に、時代は刻々と変わっていくわけですから。先頃というか、去年研修

で行って、秋田の農業公社といろいろ意見交換する機会があったのですけれども、秋田の場

合は県でメガ団地という、そういう構想を持って動いているのです。例えば県北のほうであ

ればニンニク、そこで１億作っていくと、あるいはこっちのほうに来るとネギの団地をつく

っていく、あるいはタマネギを作っていくと、そういうようなはっきりとした将来ビジョン

というか、働くビジョンが、それによって、もちろんいいものを高く供給できるような、そ

ういう体制づくりをしているのです。今県の話をしましたけれども、そういう動きは県レベ

ルでもあまり聞こえないし、町レベルでもそういうような方向づけがなかなか出てこない。

だから、今山のほうでも、下のほうでも、川のほうでもみんな米をそれぞれ作ったり、ある

いはそれぞれ野菜を作ったり、農業ビジョンの中に適地適作という文言もあるのです。そう

いうのをどういうふうに見ていくのか。そういうことを踏まえて、矢巾町の農業というのは

どうあるべきかというのをやっていかないと、ただ作って、あとはみんなそれぞれ適当に自

分たちに任せると、現場に任せると、それでは何も意味がないのです。そこのところを踏ま

えながら、今度の農業ビジョンについては、きちっとつくり直していただきたいのですけれ



  

－ 323 － 

ども、その辺の考えについて何かあればお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 藤原梅昭議員のご指摘のとおり、本当に今ある意味では、農業は大き

な転換期にあるのではないかなと、これは農業だけではなく農家、そして農村。国でもいろ

んな基本計画もつくるのですが、食料自給率一つ取っても、なかなか自給率が上がらないと。

だから、岩手中央農協は矢巾町にとっては、今まさにお話があった産地の団地化、例えば銀

河のしずくはいつもお話ししているのですが、令和４年までは300ヘクタール、今度令和５

年は600ヘクタール、将来は900ヘクタールの産地の団地化にするということで、そして銀河

のしずくも、まずおかげさまで５年連続して特Ａの評価をいただいていると。 

  だから、今農業は市町村単位では駄目なのです。私に言わせると、やっぱり国、県の政策。

そして、私らには農協さんがあるわけなので、農協ともそういったことで、例えば適地適作

のお話、それから肥料の三要素がどういう状況、こういうようなものの土壌診断というもの

を計画的に進めていかなければならないということで、あまりいい表現ではないのですけれ

ども、高齢者の人たちが年金のお金を使って百姓をやっているのが現状なのです。だから、

今痛いところを突かれたのですが、フューチャーデザインで農業、これからの農政をどうい

うふうに考えていくのかと、まさにそのとおりです。 

  だから、今いろんな審議会とか委員会もあるのですが、そこでまず今回未来戦略室から未

来戦略課にあれして、できるのであれば町のこれからの行く末、まさに今藤原梅昭議員が言

っているのはこれからの農業、農村、農家の分水嶺です。どっちに水が流れるか、そういう

危機感を持って対応していかなければならない。その中で農政審議会とかも、これまでの型

どおりの審議会ではなく、大きな、そして本町としては現場にしっかり応援できる体制、そ

して伴走型の支援できる体制をやっていかなければならないということで、そこのところを

これからですね。 

  今日も私ちょっと資料を持ってきたのですが、食農立国を掲げている中央農協の秋期の営

農生活座談会資料、これをくまなく私も見させていただいたのですが、やっぱり農協だけで

はなく、いろんな関係機関、団体、あまりこういうことは言いたくないが、昔の農業改良普

及員というのは本当に一生懸命だったのです。現場に来て、現場応援、今それがなくなった

のです。だから、やっぱりもう一度原点に立ち返ってやっていかなければならない。それは

私ども市町村から触発していかなければ、この考え方がなかなか直らないのではないかなと

いうことで、このことについても大きな転換期にあるからこそ、本町としてもこれからの農
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業政策にしっかり取り組んでまいる覚悟でございますので、ひとつご理解をいただきたいと

思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） まず、いずれフューチャーデザインというのは、吉岡さん、ぜひ農

業も取り上げて、農業なくして日本はありませんから。誰もが口では農は国の基という話は

するのですけれども、口だけで考え方と行動が伴わないのです。そこのところをぜひ実のあ

る国の基に持っていけるように、本当に食料を買えなくなりますから、日本はそのうち。そ

のときにどうするかと慌ててやったって遅いですから、今から考えて対応していくと。農業

者が意欲を持って稼げるような、そういう農業にしましょう、お願いします。一緒に頑張り

ましょう。 

  ということで、農業の話についてはそのぐらいにしておきたいのですけれども、ただ一つ

だけ、産業振興センター、これについてはファイブスター作戦の中で、輝く町にするために

ファイブスターとつけたようですけれども、その中で農業の話がないのです、ここにも。そ

れちょっと気になっていたので、だからあえて農業公社の話を出したのですけれども、産業

振興センターの中で農業公社というか、さっき言ったようなどうやって農業を持続できるよ

うな、あるいは将来夢の持てる農業にしようかということを考えるために、ぜひその核にな

るものが欲しいと、そう思ってあえてここで言わせてもらうわけですけれども、産業振興セ

ンターは産業振興センターでいいのですけれども、ただ横をくっつけたり、縦をくっつけた

り、そういうことだけでは農業はどうしようもありませんから、そこのところをもう一回確

認しながら、何か一言あればお願いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 今県もそうなのですが、市町村でも公社制と、農業とか林業公社と。

私もいろいろ調べていたところ、やっぱり公社になれば経営も考えていかなければならない

と。そこで、できるのであればくくりを少し大きくして、農業、商工業、昨日は観光まで含

めたということであれなのですが、いずれセンターを、核になるものを立ち上げても、今お

話にあるような今後矢巾町の農業をどうするか、商工業をどうするか、産業、観光振興をど

うするか、こういうものをしっかり持ち寄って方向性を示していきたいと。 

  実は令和５年度にやりたいというあれなのですが、特にも産業観光課長の抵抗が非常に強

くて、１年だけではできないですよと、やはり５年間は、令和５年度は仕込みの年にしなけ
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ればならないのだということで、今産業振興の関係についてもいろいろ情報共有または収集

して、いずれ早い段階に議会の皆さん方、それから関係者の皆さん方にお示しできるように、

どういうビジョンで、どういう基本的な骨子でやっていくかということの構築をお示しして

いきたいと思います。 

  ただ、何回も言うように、公社はなかなか経営上の問題で厳しいということをお聞きして

おるので、そこのところだけはひとつご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） 別に公社にこだわっているわけではなく、公社でも何でもいいので

すけれども、農業を根底から考える、あるいは構築していく、そういうような力を結集でき

るようなところが欲しいということですので、今どうするという話が出ましたけれども、家

康ではないですけれども、「どうする吉岡」ではないですけれども、そこのところはじっく

り考えてほしいなと。 

  最後に、この項で確認しますが、森林環境譲与税、これの人口割が見直されて６割増えた

わけですけれども、町有林の整備、もちろんそれは必要ですが、今分収林が全部伐期に来て

いるということで、切り出しできないでいるのです。一応入札までかかるけれども、できな

いのです、入札が駄目になるのです。なぜかというと、やっぱり費用がかかるのです。切り

出しの道ができていないと、これが一番の問題だと思うのですけれども、そういうところを

含めながら、今度バイオマスの発電の問題もあるし、いろいろな観点から伐期に来ている木

をどう有効に使うかと。これは国だけの問題ではないですから、町としても国のほうを動か

しながら一緒に考えていかなければいけない内容ですので、もし許されるのであれば切り出

しの道路を整備するとか、何かそういうことも一緒に検討していただきたいのですけれども、

その辺の考え方について何かあればお聞きして、この項は終わりたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） 今雫石町が管理の矢櫃山造林一部事務組合も、やっぱり路網の整備な

のです。だから、伐期が来ても、切り出すのに路網が整備されていないと。本当はこれまで

早い時期に、路網整備にはかなり国も思い切った補助を出しておったのです。だから、今後

私どもといたしましては、そういった伐期を迎え、これからどうするか、植林も含めて伐期

の後の造林をどういうふうにしていくかと、これが大事なこと。 

  そして、私らもうちに山があっても、自分の山がどこにあって、伐期が来ているのか来て
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いないのか分からないのです。今、山林はそういう状況です。逆に里山を整備する人たちに、

「おめさんたちの山は、こういう状況だ」と言われて気づかされることが非常に多いのです。

山林の関係についても、昔はまきを取ったり、テシバを取ったり、生活の一部だったわけで

す。ところが、今はそうではなくなってきているのです。そのときは、木出しも馬を使って、

馬そりを使ったりなんかしてやったりした時代もあるわけです。 

  だから、今お話あったことについては、やっぱり路網の整備、こういうふうなものに一回

手を出せば、造り出せば、次につながる道ができるわけですので、そういうことを考えてい

きたいなということで、ただ切って植林すると口では簡単に言うけれども、その伐期、周辺

環境の整備、このことにしっかり取り組んでまいりたいと、こう思っておりますので、ひと

つよろしくお願いをいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。よろしいですか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、３問目の質問を許します。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） それでは、最後の質問に入ります。安心と信頼が寄せられる行政経

営についてお伺いします。 

  ファイブスター作戦の共創と近助によるまちづくりで触れている「人づくりこそまちづく

りの根幹」、これは全くそのとおり、同感であります。まちづくりサポーターの育成も大事

なのですが、役場職員の専門性を高める職員力のアップこそが、さらに町の発展に大きく寄

与するものと思われるので、以下伺います。 

  １つ目、４月になると人事異動がありますが、毎年約３分の１が異動しています。技術職

は一人前になるのに七、八年かかるとのことでもありますが、人づくり、まちづくり、職員

力、それぞれレベルアップするのには経験を積む時間も必要であります。また、事業の継続

ができていないことも見受けられるので、優秀な人材確保、町の発展のためにも、人を育て

る、事業の継続性等の観点から、異動ありきではなく人づくりありき、事業の継続性を最大

限考慮していただきたい、それについての考えをお伺いします。 

  ２つ目、全国で３割から８割くらいの比率で、非正規職員が働いているそうです。身分も

収入も不安定で、全国的に問題となっております。当町も約180名の正職員と約同数の非正

規職員、会計年度任用職員の方が勤務しております。この不安定な非正規職員を働き方改革

として、特に子育て世代で正職員希望の方にはチャンスを与え、安心して働ける環境づくり
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により、さらに実力を発揮していただきたいのですが、考えをお伺いします。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 安心と信頼が寄せられる行政経営についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

  １点目についてですが、議員ご指摘のとおり、職員力を高めることは、よりよいまちづく

りを目指す上で不可欠であり、併せて事業の継続性は堅持しなければならないと認識をして

おります。 

  一方で、複雑化する行政課題に取り組むに当たり町職員に求められるのは、限られた分野

にのみ精通することよりも、多角的な視野を持ち、難題を解決する力であると捉えておりま

すことから、未来を見据えた人材育成に資するため、人事異動を経て効果的な人員配置を進

めることで、組織力の向上と事業の継続性の堅持につながるものと考えております。 

  ２点目についてですが、本町の会計年度任用職員は、多数あります求人情報の中から自身

の望む働き方ができる場として選択し、応募されたものと承知をしておるところであります。

また、任用に際しましては、任期も含めて勤務条件を明示し、丁寧な説明を心がけ、少しで

も不安が解消されるよう配慮しております。 

  正職員につきましては、試験を経て採用となることから、任用のプロセスは異なるものの、

会計年度任用職員として働く中で正職員を志望するに至り、年齢要件等に合致するのであれ

ば、当然挑戦を制限するものではございません。正職員であっても、会計年度任用職員であ

っても、自らに適した働き方で、今後のまちづくりに大いに能力を発揮してもらいたいと考

えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） それでは、時間がないので、１つだけ確認しておきたいのですが、

会計年度任用職員として働く中で正職員を志望する方の挑戦を制限するものではないとい

う受け身ではなく、積極的に募集していただきたい。北上周辺では人材不足、あるいは岩手

中央農協でも人材が集まらなくて、来年度から中間採用を始めるという話も出ております。

公務員も人手不足になっている町も出てきているようですので、ぜひそういう人たちのチャ
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レンジを妨げないで積極的に採用していただきたいのですが、考えを伺って最後にします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  会計年度任用職員の正職員への希望ということでございますが、実際に令和５年度新採用

職員の募集に、令和４年度において会計年度任用職員でご対応いただいた方でご応募いただ

いた方も実際にございます。合否については、ちょっとここは控えますが、そういった方も

いらっしゃいますので、積極的に門戸を開いてまいりたいというふうに思っています。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  それでは、以上で11番、藤原梅昭議員の質問を終わります。ご苦労さまでした。 

  それでは次に、４番、谷上知子議員。 

  それでは、１問目の質問を許します。 

              （４番 谷上知子議員 登壇） 

〇４番（谷上知子議員） 議席番号４番、谷上知子です。 

  １問目の質問に入ります。宅地開発について。持ち家を購入する年代は、遠くない将来、

子どもの進学を考え、教育費を検討する年代でもあります。少子化の原因として、子どもの

教育費の負担も一因に挙げられます。また、若い世代のライフステージとして、持ち家で子

どもとゆっくり過ごし、子育てしたいと考えるのはごく自然です。令和４年度の内閣府の子

育て支援の一環として、若い世代への居住環境への支援も取り上げています。子育て世代を

考慮した公営住宅や低額な宅地の販売が望まれます。 

  本町は多くの人に住まいを提供し、固定資産税や人の交流を盛んにすることで経済効果を

上げることが重要ではないでしょうか。矢巾の宅地や賃貸住宅は高水準で、矢巾に住みたい

が、一戸建てを購入できないし、アパート等も借りられない、子育て世代からよく聞く話題

です。そこで、以下伺います。 

  １、一戸建ても含め低額な住居の提供に向けた取組ができないか伺います。 

  ２、世帯が高齢化しても安心して住み続けられるコミュニティがある居住環境構築に向け

た取り組みができないか伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ４番、谷上知子議員の宅地開発についてのご質問にお答えをいたしま
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す。 

  １点目についてですが、低額な住宅用地を提供するため、町として住宅用地を造成して販

売する計画はございませんが、様々な需要にお応えできるよう、民間開発等の計画がある場

合は、町に寄せられる需要を開発事業者と共有し、よりよい住宅地の供給ができるように努

めてまいります。 

  また、低額な住居の提供につきましては、町営住宅により行っておりますが、建て替えが

必要な町営住宅については、既存の民間住宅を借り上げる手法を検討するとともに、長寿命

化計画に基づいた改修を行うことにより、町営住宅の維持に努めてまいります。 

  なお、低額な住宅用地や住居の提供とは別に、若者の移住定住促進に向け、移住支援補助

事業や、県外からの転入者向けに住宅取得資金定住促進利子補給事業のほか子育て支援に取

り組んでおり、若い世代や子育て世代の方々に本町に定住していただけるよう、これらの支

援制度の周知や利用促進を図ってまいります。 

  ２点目についてですが、高齢世帯の方々も安心して住み続けることができるような居住環

境を構築するため、バリアフリーの住宅地を形成するなど、併せて造成することも含めるの

ですが、そしてユニバーサルデザインを目指した長期的な視点に立ったまちづくりの推進に

努めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） 現在造成が進んでいます３地区の宅地分譲の販売が何年かかるか分

かりませんが、完了後の宅地開発の構想はあるかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 現在３地区で造成工事を行っており

ます。これにつきましては、三、四年かかって住宅地が形成されるのではないかなというふ

うに考えております。早いところで今年の冬頃には造成が終わって、その後建築が始まって

くるのではないかというふうに見込んでおります。 

  今後の住宅地につきましては、矢巾町の場合は盛岡広域都市計画ということで盛岡市、滝

沢市、本町ということで３市町で構成する都市計画になっております。今後の盛岡広域とし

ての人口の推移といったものをいろいろ検討しながら、住宅地の開発が必要かどうかという

ところも検討されてきます。矢巾町で住宅地というところが幾ら必要かという数字が出てき
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ますが、今のところ少子化であったり、そういったものの要因で、新たな住宅地を広げてい

くというところの数字はちょっと難しいかなとは思っておりますが、いずれここにつきまし

てはそれぞれの市町の状況がありますので、例えば我々であれば医大の職員とかが、当然

1,000人以上の方々が交流人口としてあるというところから、今後住宅地が矢巾町にも必要

だというような結果が出れば、新たな住宅地ができるということになりますが、現在そうい

ったところは盛岡広域でいろいろ協議を進めているところであります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） 簡単な資料、グラフを作ってみましたけれども、これは行政区では

なく、大体地区ごとにこの５年間でどれだけ新築、一戸建ての戸数ができているのかなとい

うのを比較してみました。そうすると、私は高田地区に住んでおりますが、まさかこんなに

建っているとも思わずに、高田地区が大変多いのだなということと、極端な例で言いますと、

大変失礼だと思いますが、西部地区のほうは、家も増えないということは人口も増えないの

だろうなというふうに推測しました。 

  西部地区の方とたまたまお話をする機会がありました。１人は農業経営をやっているご主

人です、大きくやっているようです。それから、もう一人は女性、私年代ですから、おばあ

さんですけれども。農業機械は高額で経営が困難だと、農地は作付しないでおくようになる

だろう。子どもたちは会社員になり後継者もいない、農業は自分の代で終わりにする。もう

一人の女性の方は、農家分家住宅として子どもが家を建てたが、その農家分家住宅としての

許可が下りるまで時間がかかったと。お二人とも西部地区に住む人が少なくなり、残念に思

っているとのことでした。高度からいって、そんなに高い地区ではないのです、13号線の付

近と言えばいいのですか、そこで西部地区に住む人が少なくなり残念に思っているというこ

のお二人のお話を聞いた後に南昌台のほうの方ともたまたまお会いする機会があって、その

方にもお話をお聞きしました。もちろん団地の方ですから農業とかはやっていないのですが、

「西部地区に住んでどうですか」と聞いたら、「すごく満足している。夏もいいし、冬もい

いよ」なんて、私も「それはよかったね」という話をしています。だから、住む場所という

のは、その人の幸福度といいますか、選ぶ価値によって、これほど違ってくるのだなという

ことをそのお話の中から感じました。 

  そこで、西部地区に住む人が少なくなり残念に思っていますが、農業を継続、発展させな
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がら、さらに定住で人口も増やすことはできないかと考えました。西部地区の市街化調整区

域は、ほぼ農地として活用していますが、これを宅地化することについてはかなり困難だと

思いますが、いかがなものでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） まず、矢巾町の場合は市街化区域と

市街化調整区域というところで２つに分かれているわけなのですが、市街化調整区域の現在

宅地がある部分以外の農地については農業振興地域という網もかぶっている状況で、先ほど

農家分家を建てたけれども、相当時間がかかったと。これは、農業振興地域というものの網

を外して、さらに農地転用をかけて、都市計画の開発許可を取ってというようなことで、い

ろいろ段階的に手続を踏まなければならないということで、そういう農地を利用して宅地を

建てるということになると時間がかかってくるものになっております。 

  先ほど言った農業も宅地開発もということになりますけれども、簡単に農地を転用して宅

地開発をできるというのは、正直な話、市街化調整区域では難しいと思います。ただ、空き

家を利用した移住定住の促進というものは、今後やっていかなければならないというふうに

思っております。そういった部分では空き家をどのように、現在矢巾町の空き家というのは

古民家というような、東京から移住してきて、すぐいい建物だなというところはなかなかな

いのですけれども、やはりどうしても老朽化している建物が空き家になっているというもの

になっています。それを改修して定住するというふうになると、それなりに費用もかかって

くる。そこにある程度の行政の支援を置くというところができれば、空き家の解消にもなる

し、移住定住にもなるということで、そういった部分を今後細かいところから丁寧に整備し

ていければいいなというふうに考えております。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） 何だか私もよく分からないながらいろいろ調べて、都市計画法とか、

農地法とか、それから農家分家住宅、農家住宅を建てるには、大変な作業が必要だなという

のは何となく分かってはいたのですが、ただいつまでもそれでは、恐らく西部地区の農業も

廃れると言っては失礼ですけれども、やる人がいなくなるし、人口も増えないということに

なると。 

  それぞれの地方自治体で農家分家住宅の数とか、農家住宅を建てる基準というのがあるよ

うですけれども、１件につき１つではなく、１件につき２つぐらいの自治体の規則にして、
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そうすれば、まず20世帯あれば40世帯に増えるという感じで…… 

              （何事か声あり） 

〇４番（谷上知子議員） いや、そこに条件をつけて新しい家を建てるようにして、若い世代

でも自然のあるところで子どもを育てたいと思っている人は結構あるのです。そこに土地は

農家が提供しても、建てるお金はいろいろ補助もつけて、若い世代に補助をして、明るい農

村の中で子どもを育てるというふうな提案もあっていいのではないかなというふうに思い

ました。農家分家住宅は、１件の農家につき１戸しか建てられないのでしょうか、お伺いし

ます。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） １件のみというところではありませ

ん。例えばお子さん、後継者もいらっしゃると思うし、兄弟の方がいらっしゃると思います

けれども、そういった方が農家本家の分家として農家も手伝いながらやりますというような

ことであれば、そういったこともできますし、さらに今度は農家分家のさらに農家分家とい

う代も来ると思います。そういったものも建てられる状況にはなっていますので、その要件

にもよりますが、本家とか分家とかといういろんな要件がありますけれども、簡単に言うと

そういう感じで建てられるようになっていますので、先ほど谷上議員がおっしゃったとおり、

20世帯が40世帯というようなことのつながりにもなっていくところはあると思います。そう

いった部分では、農家分家という制度を使いながら、市街化調整区域の人口を増やしていく

という施策にはつながろうかと思います。 

  なお、市街化区域、市街化調整区域という網が矢巾の場合はあるわけなのですが、そうい

ったものを線引き都市計画と言いますけれども、その線引き都市計画をもうやめますと、極

論、そういったことをすれば、お隣の紫波町のような形で都市計画が進められることにはな

りますが、ここは盛岡市、滝沢市と盛岡広域都市計画というところとのいろんな調整もあり

ますので、極論はそういうことも検討というか、考えていく時期は来るかと思いますが、現

段階ではまだそこまでは至っていないという状況です。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） まず、どこが先でどこが後かという可能性はなかなか見えてこない

と思うので、いろんな方面から可能性を探って農家分家住宅みたいにして、この農家分家も
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地方自治体によっては血縁でなければいけないとか、３親等でなければいけないとかという

ふうな規則もあるようですが、やっぱりそこに移住して、新しく来て農家の経験もないけれ

ども、半分サラリーマンだけれども、年間に何日か本家さんのほうの農業を手伝いながら、

やがて自分も農業を本格的にやれるように、そういった方向性も可能性としてはあるのでは

ないかなというふうに、いろんなことを調べて思っていますので、ぜひ取り組んでいただき

たいなと思います。 

  次に質問いたしますが、コミュニティのある居住環境は住み続ける世帯が多くなるでしょ

う。家のデザインを工夫したり、それからちょっと観光客が訪れる田舎風のデザインにした

り、また西洋風の集落もあれば、将来外国の方々の居住地にもなるかと思います。日本風や

西洋風の建物群で観光客も増えていく可能性もあります。低価格な分譲で定住を促し、会社

員であるが、農業を手伝う人もいるという、農業の発展、コミュニケーションのある花と緑

に囲まれた明るい農村風景や様々な風景が観光にもつながります。西部地区だけではなく、

景観を生かした宅地開発について再度お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 住宅団地とかで、例えば西洋風だと

か、和風だとか、いろんな制限をかけながら……制限という言い方だとちょっときついので

すけれども、そういったつくりをしましょうというような地区計画という、ちょっとこれも

また特殊な言葉であれですけれども、そういう網をかぶせて、その住宅団地は和風にしまし

ょうとかということをできることはあります。そういった部分では、現在のところ様式を定

めてやっているところはありませんが、そういうつくりの住宅団地を今後開発するところが

出てくれば、そういうものもつくりながらやれば、先ほど言った観光につながったりとか、

例えば観光地のそばにそういう住宅団地があれば、そこにそういう風景が立ち並んでいる、

さらにはそこに店舗とか、そういったものも張りつけば人も交流できるというようなことで、

非常にいい政策ではあります。そういった部分を今後つくっていけるような場所を我々とし

ても今後見いだしながら、ぜひそういうご提案のありましたようなこともいろいろ検討しな

がら考えていければなと思っております。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、ちょうど正午になりました。まだまだ２問目、３問目あ
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りますが、ここで昼食のために休憩といたします。 

  再開を午後１時、13時といたします。よろしくお願いいたします。 

              午後 ０時０１分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時００分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） 再開をいたします。 

  なお、この項から中川農業委員会会長は退席をいたしてございます。 

  それでは、休憩前に引き続きまして、谷上知子議員の一般質問を続けます。 

  次に、２問目の質問を許します。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） 質問２、子育て支援について。1990年の1.57（合計特殊出生率）シ

ョックから始まった少子化対策、子育て支援。人口を維持する目安としての合計特殊出生率

2.06から2.07を下回ったときからスタートしています。施策は、1995年実施のエンゼルプラ

ン５か年計画が初めての施策で、現在まで約30年たちます。子育ての環境改善は目に見える

ほど進み、子育てを卒業した年代も現在の子育ての大変さに改めて考えさせられ、地域社会

の大きな関心事です。環境の整備は大切で、これからも継続していく必要がありますが、出

生数はむしろ減る傾向にあります。 

  少子化対策は、人口対策でもあります。矢巾町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、令

和２年版の人口動向分析には、2065年には町の人口が２万人になると推計しています。しか

し、国内には少子化対策、子育て支援が効果を上げている事例があります。こども家庭庁が

新設され、その予算は4.8兆円です。本町での少子化対策、子育て支援について伺います。 

  １、出生数の増減について伺います。 

  ２、数ある少子化対策、子育て支援の施策の中で、今後特に重点的に取り組む施策は何か、

考えを伺います。 

  ３、里親制度で育つ子どもに対する支援策について伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 子育て支援についてのご質問にお答えをいたします。 

  １点目についてですが、直近の過去３か年の出生数につきましては、令和元年度は187名、

令和２年度は175名、令和３年度は165名であり、令和４年度は１月末時点で120名となって
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おります。 

  ２点目についてですが、少子化対策といたしましては、婚活事業において、新たに結婚の

意識向上のためのワークショップを計画しております。婚姻数が減少する中で結婚に対する

意識向上を図り、婚活イベントへの積極的な参加、結婚サポートセンターへの登録など、結

婚支援を推進してまいります。 

  また、子育て支援策といたしましては、新たに来年度から町立小中学校に通学する児童生

徒が３人以上いる世帯に対し、３人目以降の学校給食の無償化や第２子以降の保育料の無償

化及び未就園児家庭に対する支援金を給付する事業を実施する予定としております。 

  以上、私のほうからのお答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 菊池教育長。 

              （教育長 菊池広親君 登壇） 

〇教育長（菊池広親君） 引き続き、子育て支援についてのご質問にお答えいたします。 

  ３点目についてですが、本町では現在児童２名を養育している里親が１世帯ございます。

町では、直接的に里親で生活する児童の支援は行っておりませんが、昨年10月に県から業務

委託された里親養育への支援等を行う、いわゆるフォスタリング機関である里親支援センタ

ーぜんゆうと連携を図りながら、里親制度の周知等を行ってまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） 国が爆発的な予算を組んで子育て支援を進めているのですが、この

ことについて私は４年前に政務活動費で東京の研修に参加しました。人口減少対策の講習で、

そのときに島根県邑南町を紹介されました。いつかやってくるだろうと予測していた人口減

少、少子化の研修内容からは、国が取り組まなければいけない課題になると予測できました。

事例で紹介された邑南町は、人口１万人の中山間地帯の海のない町です。2011年から子育て

支援を始めて、４年前で合計特殊出生率も2.3と高く、移住定住も増えて人口増です。 

  また、ちょっとずれますが、Ａ級グルメで活性化した町で、発展の原動力は町民自身の中

に復活できた町の誇りだそうです。今は都会より田舎のほうが暮らしに誇りを実感できる世

の中で、これを地方の誇り、ビレッジプライドだと考えていると邑南町の役場職員は著書に

表しています。特産品を使った料理やシェフの育成で若者を呼び込んでいます。なぜ邑南町

で暮らす人は熱い気持ちでいられるか、それは幸せとは何か、町の人が追求し続けているこ
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と、幸せになることに貪欲であることだそうです。「プロフェッショナル仕事の流儀」でも

取り上げられた行政マンです。 

  海外では、幸福度世界一のフィンランドがあります。社会保障や子育て支援が進んでいま

す。先日、岩手情報文化研究会と岩手日報の総合研究所では特別講演会を開き、堀内都喜子

さんの「幸福感を高める効率的な働き方 フィンランドの知恵」を企画しました。日本や矢

巾町に当てはまることばかりではありませんが、矢巾町の施政方針でも述べられているウェ

ル・ビーイングにも関係があると考えます。教育費や暮らし方に手厚い支援のある国を参考

に、矢巾町の少子化対策、子育て支援について伺います。 

  ①、急激な人口減少が来ることを予測して、歴史的に初めて国は少子化対策を始めました。

前段でも述べたエンゼルプランなどです。人口対策を移民振興のような方法ではなく、子育

て支援の方法で行おうとしていることが日本の人口対策の特徴と言われています。少子化と

子育て支援を結んだことは高く評価されていますが、残念ながら人口は減り続けています。

目に見える具体的な支援として、保育サービスや専業主婦への支援などが挙げられますが、

技術的な面で捉えられる子育て支援ではなく、これからは男性の育児参加を充実することが

大切かと思います。地域社会の働き方のモデルになる役場職員の男性の育児休暇取得の状況

について伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  男性職員の育児休業につきましても、最近では申請されるようになってまいりました。令

和３年度では２名、それから令和４年度でも３名の育児休業の申請が出されておりますので、

徐々に制度が浸透されてきているというふうに感じております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） 今の件についてですが、２名の方、３名の方は、実際何日ぐらい育

児休暇をお取りになっているのでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  短い方では１週間、それから長い方では１か月、これから取られる方についてはまず３か

月というような取り方ということでございます。 
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  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） 何かいつも身近な話題で申し訳ないのですが、私は54軒の班の班長

をしておりまして、矢巾町の広報とか議会だよりを配っていますが、その中で若いお母さん

方のお話を聞く機会がありました。どちらも３人子どもさんを持っていて、新しく高田に家

を建てました。それで、そのうちの一人の方は、真ん中のお子さんが障がいを持っていて大

変だったのですけれども、３番目を産みました。それで矢巾町に来てよかったと、いろんな

支援もあるし、本当にそう思っていますという言葉を聞きました。でも、よく一人で子育て

したねと聞いたら、お父さんが３か月育児休暇を取ってくれたのですよと、だからやっぱり

子どもを増やすということは、そういう実際的に手伝ってくれる人が身近にいるということ

が最大のポイントなのだなというふうに感じました。まだまだ遠い話かなと思ったのですが、

すぐそばの人にそういう話を聞いて、すごくうれしくなったことを報告しておきます。矢巾

町に来てよかったと、すごく喜んでいました。 

  ２つ目の質問です。子育て支援は、なぜ子どもを産まなくなったかを考えるきっかけにな

っています。母親だけが子育てに奮闘し、不安と負担が取り除かれないことも要因として挙

げられます。兵庫レポートと言われる育児に関するアンケート調査によれば、子育て支援が

進んできていても、育児にいらいらするという答えは増えているそうです。不安と負担を取

り除くために、家庭にはできるだけのゆとりと助けになる人材が必要です。 

  北欧諸国は、子育て支援では先進国と言われていますが、これらの国は少子化対策を男女

共同参画社会の実現の一環として捉えています。身近な父親が育児参加する考えを普及する

ための男女共同参画の考え方を実践していくことだと思いますが、矢巾町で考えている男女

共同参画を進める事業がありましたらお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋文化スポーツ課長。 

〇文化スポーツ課長（高橋 保君） お答えをさせていただきます。 

  男女共同参画に関わる男性をメインとした研修等については、今のところないところでご

ざいます。今自主事業として、来年度の内容について担当課のほうで協議をしておりまして、

その中でもいろいろな研修の中に男女共同参画、そして男性を対象にした研修なり、こうい

ったものを取り入れたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） 昨年度文化スポーツ課で行いましたワークショップに私も参加し、

参加者の皆さんも楽しく過ごしたことを覚えています。そういったことの積み重ねが男女共

同参画を広め、その考え方を少しずつ発展させる１歩でも２歩でもあると思いますので、さ

らにまたこつこつと進めていただきたいなと思いますが、その講師の方に私最後に質問して、

「どうして男女共同参画がなかなか進まないのでしょうね」と言ったら、「どうしてでしょ

うね」と言われて、がっくりきたのを覚えておりますので、できれば講師の方などももうち

ょっと検討した方を呼んでいただきたいなとすごく思いました。 

  私も行政のほうからご紹介いただいて男女共同参画のサポーター養成講座に参加して、本

当に大切なことなのだなということを、２週間ぐらいだったか行って、今もサポーターをし

ておりますが、やっぱり行政というのはすごく大事なのだなといまだに思っております。も

しそのきっかけがなければ何も考えずに、ただただ過ごしていたのかなということで、これ

からもステークホルダーとしての行政マンをぜひたくさんつくっていただきたいなという

ことです。 

  ３つ目の質問に入ります。機会あるごとに、女性の社会参加や地位の向上を述べてきまし

た。実現性は十分ではありませんが、矢巾町にも兆しを感じます。子育てを政策のど真ん中

に置く考えは、助けがなければ自立できない、助けることで大きくなれる、成長する、子ど

もや障がいのある方、また高齢者にもよい影響を及ぼすと思います。21世紀の持続可能な社

会を実現するために、資源循環型社会、市民参加型社会、男女共同参画型社会などなそうで

す。矢巾町においても女性の管理職の数を増やしてはどうでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  行政組織の中で、各委員の方々についても、今後は男女の比率、半分、半分というのは理

想なのですけれども、クォーター制度という制度もございます。そういった中で極力男女平

等という考え方の下、たくさんの方々にこういった輪に参加していただけるように、我々も

周知啓発はしていきたいと思っております。 

  また、管理職、このとおりなのでございますが、私のほうから申し上げるのもあれですが、

適材適所の関係もございますし、採用の仕方にもあると思っておりますので、ここら辺は将

来を見据えて、そういったしっかりした形に持っていけるように構成させていただきたいと
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いうふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） ４つ目ですが、里親に取り組むご家庭についてです。里親のご家庭

には感謝申し上げます。様々な要因で親と過ごせない子どもは、これからも増えると思いま

す。家庭観を変えていかなければいけない時期でもあるかと思います。実際里親をしている

人たちは、父親があって、母親があって、子どもがいるという固定された観念がやっぱり日

本では強いのではないでしょうかというお話をしていました。どんな形でも子どもたちを大

事にしたいなと思います。 

  里親としての活動には、ずっと一日中、24時間過ごして大きくなるまで成長する形もある

のですが、首都圏のほうでは週末や長期休みに短期間一緒に過ごす制度もあると聞いていま

す。親と過ごせない子どもたちに、できるだけの愛情を与える地域社会であってほしいと願

います。里親活動への今後の対応を伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村子ども課長。 

〇子ども課長（田村昭弘君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、里親制度の業務は都道府県知事の業務になっておりまして、岩手県でいえば岩手県

福祉総合相談センターというのが盛岡市にありますし、あと一関児童相談所、宮古児童相談

所と３か所ありまして、矢巾町の所管の場合は本町通にあります岩手県福祉総合相談センタ

ーというところの児童女性部相談課というところで所管しておりまして、言い訳するようで

すけれども、市町村の場合、里親制度の周知を中心に業務を行っておりまして、具体的に言

えば広報とかホームページに里親制度の周知、あとは里親の日というのが10月４日になって

いますし、10月が里親推進月間というふうなことになっていまして、その周知をしておりま

すし、あとは先月ですけれども、２月１日から２月17日に、やはぱーくにおいて里親制度の

パネル展をフォスタリング機関であります盛岡市の北山にあるのですけれども、善友乳児院

というところが委託されているわけですけれども、そこと連携して協働でやはぱーくのほう

でパネル展示を行っておりますし、あとは制度説明会とか講習会とかの周知を行っているに

すぎないと言えばあれですけれども、そういう業務を行っておりまして、本業のほうは福祉

総合相談センターのほうで行っておるところでございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問ありますか。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） 今の件ですけれども、私もやはぱーく、それから県立図書館に似た

ような掲示がありまして、私はそれですごく立派だなと思います。やっぱり里親ということ

がなかなか分からない子どもたちもいるし、そのポスターを見ることによって、いろんな家

庭があるのだなという学びは結構大きいと思うのです。だから、こんなことをやってもとい

うことは決してないので、派手にわっとやる必要はないですけれども、継続して、そういっ

た取組を今後も続けてほしいなと思い、この問題を取り上げました。 

  子育て支援の質問は、以上で終わります。 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、３問目の質問を許します。 

  谷上知子議員。 

〇４番（谷上知子議員） ３、中央１号線の県道昇格に向けた取組について。 

  中央１号線の交通量は増加し、横断するためにかなりの危険を伴います。特に矢巾東小の

交差点から高見橋付近は信号のない交差点もあり、車の左折や右折に時間がかかります。霧

と吹雪が発生しやすい地形でもあります。朝夕の通勤時間帯だけでなく、日中も相当な通行

量です。横断歩道は申請しているとのことで安心はしていますが、盛岡南バイパスとの平面

交差も決まったことから、中央１号線の県道昇格に向けた取組状況について伺います。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 町道中央１号線の県道昇格に向けた取組についてのご質問にお答えを

いたします。 

  町道中央１号線の県道昇格要望につきましては、岩手医科大学附属病院開院時の令和元年

度に要望を行っており、県からは、地域の道路網における市町村道との機能分担や整備、管

理する必要性を見極めながら総合的に判断する旨の回答をいただいております。町といたし

ましても、今後命、防災、物流の３つに関わる重要な道路であると認識していることから、

（仮称）盛岡南環状線として、今後も県道昇格に向けて、盛岡市、紫波町と合同で要望をし

てまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 再質問ありますか。 

  谷上知子議員。 
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〇４番（谷上知子議員） ほぼ藤原信悦議員の質問と同じなので、簡単に１つだけお願いです

が、矢巾東小学校の信号を右折、左折するときに、青で入っていて、黄色になったなと思う

と、すぐ赤になるのです。そうすると、後ろに３台ぐらい車が止まっているのですけれども、

みんな赤信号で右折、左折しなければいけないような状況なので、何か課長さんからお話あ

ったけれども、信号の秒というか、切替えがもうちょっとゆっくりできないかなというふう

に考えていますが、その点だけちょっとお聞きします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  現場確認、私もそれを承知しておりました。そこら辺、再度確認させていただいて、速や

かに対応できるようにやってまいりたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に再質問。よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、以上で４番、谷上知子議員の質問を終わります。ご苦労

さまでした。 

  それでは、これで一般質問は終了しましたので、ここで暫時休憩といたします。 

  再開は、ブザーでお知らせをいたします。よろしくお願いします。 

              午後 １時２７分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時１５分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） 再開します。 

  ここからは、次の日程に関係しない参与の方々は退席している旨、お知らせをいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 議案第１９号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第１２号）に 

                 ついて 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第２、議案第19号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算

（第12号）についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 
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〇町長（高橋昌造君） 議案第19号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第12号）について

提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、先ほど議会全員協議会でご説明申し上げました岩崎

川河川公園マレットゴルフ場における職員による独断での事務所及び車庫の建設事案につい

て、建設費用に係る追認予算としてお願いするものでございます。 

  歳入予算の補正はないところでありますが、歳出の主なものにつきましては、８款土木費

の２項道路橋梁費及び３項の河川費の事務執行残額を減額補正し、４項都市計画費の岩崎川

河川公園事業を増額するものでありますが、歳入歳出の総額に変更はないところであります。 

  なお、このたびの補正予算をお願いすることに当たり、職員による非違行為による事案は、

本来であれば地方自治法第２条第16項の規定に基づく法令違反行為の禁止及び同条第17項に

基づく法令違反行為による事務は無効と判断されるものでありますが、民法第522条第１項に

より、口頭での契約は成立し、かつ規模は小さいものの、小屋等の賃貸契約は実行されてお

り、既に建設されております事務所及び車庫の存在が町民の皆さんや、またその利用者への

利便性が有益であり、この事案の瑕疵の修復の利益が高いと判断されることから、瑕疵の治

癒とする行政行為として補正予算をお願いするものであります。この事案は、補正予算によ

り行政手続を可能にするためにお願いするものであります。 

  補正予算の詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審

議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきま

す。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） それでは、議案第19号 令和４年度矢巾町一

般会計補正予算（第12号）の詳細についてご説明いたします。 

  事項別明細によりましてご説明いたします。一般会計補正予算（第12号）につきましては、

今回の事案の内容を鑑み、道路住宅課における予算の入札残や事業精査による残額を各項か

ら集めまして、マレットゴルフ場関連予算を捻出していることから、歳出のみの組替えによ

る補正予算となっております。 

  ９ページにお進み願います。説明に当たりましては、款、項、項の補正額の順で行います。

歳出。８款土木費、２項道路橋梁費920万9,000円の減。２目道路維持事業の減90万円は、測

量調査設計業務委託料の入札残の減及び執行予定額を除く減となります。３目道路新設改良

費の減671万2,000円は、道路交通量調査等の整備効果調査業務委託料の減及び道路用地購入
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費の減となります。４目橋梁維持費の減159万7,000円は、古舘橋、馬場橋ほかの補修設計業

務委託料の減と古舘橋補修工事等の入札残の減及び執行予定額を除く減となります。 

  同じく３項河川費129万8,000円の減、河川管理事業の減129万8,000円は、逆堰しゅんせつ

業務委託料等の入札残の減となります。 

  同じく４項都市計画費、１目都市計画総務費の減35万8,000円は、活動交流センターやはぱ

ーくに係る修繕工事等の執行予定額を除く減となります。５目公園費の増1,086万5,000円は、

岩崎川河川公園内に設置済みのマレットゴルフ場管理事務所及び車庫の設置工事費1,304万

8,000円と執行残のため減予定であった218万3,000円を相殺した1,086万5,000円となります。

項の合計は10ページにお進みいただいて1,050万7,000円となります。 

  以上で議案第19号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第12号）の詳細説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由及び詳細説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  お諮りします。歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議がないようでありますので、一括して質疑を行います。質疑

ございませんか。 

  10番、昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 不正行為があったということだったのですけれども、今後の対策は

どのように考えているのでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 岩渕副町長。 

〇副町長（岩渕和弘君） 法令遵守や服務の規律の確保につきましては、これまでもあらゆる

機会を捉えて注意喚起を行ってきたところでございます。今後なお一層職員の綱紀の保持、

粛正に努めてまいります。 

  具体的には、組織としての管理、確認体制の強化、コンプライアンスの意識の向上、知識

の充実等に努めてまいります。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  他に質疑ございますか。 

  16番、廣田光男議員。 
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〇16番（廣田光男議員） もう少し内容が分からない部分があります。予算というものは総計

予算主義ですので、予算のないところに歳出はない、そういうことの観点からいえば、今回

の担当課長の判断は、予算のないものを執行したことになりますよね。議会に対しても、そ

ういう説明がないまま、口頭とはいえ契約は有効だということですから、それはいいでしょ

う、対外的な話ですから。ただ、担当課長の判断として、そういう判断に至ったということ

に関しては、やっぱり上司の責任であり、町長以下の責任問題というのはかなり大きいわけ

です。だから、簡単に言えば、「まあ、取りあえずやっておけじゃ、全体の金があるのだか

ら」と、そういうことでやってもらっては困るわけです。 

  流用の問題がありますよね。流用の問題について触れていません。集めたら決算みたいな

話をしているのです。集めてしまったら決算だと、金があるから大丈夫なのだと、こういう

短絡的な発想ではなくて、那辺に事情があったのかということをもう少し説明しないと、や

っぱりふだんの予算執行に対する心構え、考え方というのが担当課として甘かったのではな

いかと。だから、甘かっただけでは済まされなくて、やっぱり対外的な業者に対する支払い

義務もあります。そのことについての流れというのは、もっともっと真剣になって議論され

るべきだと思います。このことに関して、払わない、払うの問題よりも、むしろ内部統制の

問題として、こういったものがなぜ起きたのかということについて、調査委員会みたいなも

のがあったといいますから、その辺のところ、私が今質問している内容については具体的に、

そういうコンプライアンスは別にしても、どうあるべきだったのかと。担当課長の処分とい

うのは、これは軽いものではないのです。かなりの大きな問題なのです。そのときに担当課

長だけの問題ではない、当然組織としての問題ですから、この辺に関してちょっと説明が足

りないのではありませんか。流用の問題等も含めまして、総計予算主義の原点からいっても、

そのことについては町長、どういうふうにお考えなのですか。 

〇議長（藤原由巳議員） 高橋町長。 

〇町長（高橋昌造君） まず１つは、流用の問題でございますが、このことについては、実は

経緯を遡れば、補正予算の計上もそうなのですが、流用についても、はっきり言って私がコ

ロナの感染で11月16日から自宅で療養しておったのですが、その中で流用の話がまず内部で

出たと。今矢巾町は通年議会でやっているわけですから、流用というのは通らないのだと、

やはりしっかり精査をして……。 

  それから、あともう一つ今回大きな問題になったのは、私に言わせれば積算の根拠、これ

は予算の執行ですから、その予算の執行になる積算の根拠が曖昧だというのは許すことがで
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きないわけです。だから、今廣田光男議員からお話あった流用の件、昔は年４回の議会です

ので、専決処分とか何かは許されたわけですが、今はもういつでもお願いすれば、毎月のよ

うに皆さん方にお願いして議会も開催していただいているから、流用は駄目なのだと。 

  それから、今回一番の大きな問題になっているのは、予算執行の積算の根拠が不明確であ

ったと。そこで、私は厳しく調査をしなければ駄目なのだと、後から大変なことになるぞと

いうことで精査をさせたということで、あとはこういうことの事案について、不適切事案、

いわゆる法令を遵守しない、こんなことは行政マンとしては許してはならない事案なのです。

だから、今副町長からも今後の取組についてお話をさせていただいたのですが、もう本当に

私ども、今の立場で先人、先輩に対しても申し訳ない今度の事案でございます。だからこそ

今後意を体してしっかり対応していきたいと、このように思っておりますので、ひとつご理

解をいただきたいと思います。 

  いずれ廣田光男議員のご指摘はそのとおりでございますので、今後もその辺のところは精

査をしながら取り組んでまいりたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 廣田光男議員。 

〇16番（廣田光男議員） お話の趣旨は分かるわけですけれども、考え方として、結果的にこ

うなったから、どうしようもなかったからいいのだということではなくて、やっぱり那辺に

問題があったのかということはきちっと報告しなければならないと思うのです。これが許さ

れるのであれば、取りあえずやっておこうということになりませんか。そんなことの予算執

行であれば、非常に困るわけです。できてしまったことはしようがないのだではなくて、や

っぱり今１円たりとも、物すごい説明責任というのはあるわけですから。 

  一番あれなのは、今この問題になったときに、担当課長だけが青くなって話をしたという

ことだけでは済まないわけです。したがって、先ほどの全協の冒頭の挨拶の中でも、何が何

だか分からない、大変私の手違いでと、そう言われても、何がどうだか分からないわけです。

その点、もう少し丁寧に説明しなければならなかったのではないでしょうか。 

  それから、その中に至る前に気づいた段階で、対業者の問題がありましたよね。対業者に

対しても、やはりもう少し相手方と話合いをする余地もあったかと思うのです。だから、そ

の話合いをする中で、予算はこのぐらいだし、契約がこのぐらいだというのはちゃんと相手

も分かっているわけですから、分かった中でこういう問題が起きて、「課長、足してくれや、

先にやるべな」と、そういう段階の話ではないと思いますので、やはりこればかりの問題で

はないです。オーダーとして1,000万円は大きいです。10万円ならいいのか、15万円ならいい
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のかと、そういうことではないのですけれども、やっぱり1,000万円のオーダーというのは大

きいわけです。そうすると、はなから1,000万円の工事ができるのだから、今のうちにまずや

っつけ仕事でやっておくかというようなことがはやると言えばおかしいですが、これが通る

のであれば、これは行政マンとして全く楽な話なのです。それが通らないから、今の時代、

みんな困っているわけです。コンプライアンスの問題だけではなくて、そういったところの

精査をどこかの段階でやるべきではないかなと思いますので、一担当課長の責めに終わるよ

うなことがなく、庁舎内の業務執行に関するマニュアルをもう一回最初に戻して、どこら辺

にどういうふうなものがあったのか。特に土木の問題です、これは。土木以外のことであれ

ば、「間違った、ごめんなさい」で済むわけですけれども、私も土木の一員ですけれども、

土木というのはやっつけ仕事が多いわけですが、なかったものをあることにするとか、何だ

か金が足りなくなったから、大きな岩が出てきたから補正予算で対応しますなんて、そうい

う土木には少しおおらかな部分もあるわけです。今はそういう時代ではないということを再

認識されて、副町長、土木のＯＢとして、就任して以来、あなたのところに情報が上がらな

いでは済まないのです。そのためにあなたが就任したのではないですか。もうちょっとこの

ことについて、副町長の決意やいかに。 

〇議長（藤原由巳議員） 岩渕副町長。 

〇副町長（岩渕和弘君） 公共事業の予算執行というのは、当然予算があって、予算に基づい

て、その中で見積もって、入札事務をして、契約して、工事をするという一連の会計事務の

処理がございます。今回の場合には、先ほどもご説明したとおり、口頭で仕事を指示してや

らせてしまったということで、公務員としてやっぱりあってはならない事案だということで

認識しております。ですので、この事案が発生したときに、早く私のところに相談、報告を

上げてくれれば、また別な解決の方法があったのではないかということで私も非常に反省し

ております。いずれこれまでも、私も就任以来、風通しのよい職場にしていきましょうとい

うことで、何でも困ったことがあったら、一人で悩まないでどんどん話を上げてくれという

ふうなことは機会あるたびに話しております。また、８月頃だったと思いますけれども、一

部ほかの事案でも、小さいやつですけれども、会計事務でちょっと不適切な事案があって、

それはもう処理はできたのですけれども、そういったことも踏まえながら、みんなでやっぱ

り会計事務というのは適切にしないと駄目なのだよということは口酸っぱく私のほうからも

指導させていただいておりました。そういった中で今回その事案があったことで、非常に私

もまだまだ指導不足のところがあったのではないかなと思っています。 
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  ただ、今後は、やっぱり今回の教訓を生かして、より一層綱紀の粛正、指導監督、そうい

ったところに取り組んでまいりたいと思います。 

  あわせて、会計事務というのは、若い職員も、年配の経験のある管理職もそうなのですけ

れども、みんなが共通認識を持って会計事務とはどういうふうにしなければならないか、ど

ういった流れがあるのか、そういったところも含めて、また一からきちっと確認しながら業

務執行に努めてまいりたいということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。もしあったら、別な機会にひとつお願いします。 

  他に質疑ございますか。よろしいですか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第19号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第12号）についてを

起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（藤原由巳議員） 以上で本日の議事日程は全部終了しましたので、これにて散会しま

す。 

  なお、明日８日は、予算決算常任委員会の総務分科会全体質疑を行う旨、廣田予算決算常

任委員長から申出がありましたので、午後１時30分に本議場にご参集されますようお知らせ

いたします。 

  本日は長時間大変ご苦労さまでした。 

              午後 ２時３５分 散会 
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令和５年矢巾町議会定例会３月会議議事日程（第６号） 

  

令和５年３月１６日（木）午前１０時００分開議 

  

議事日程（第６号） 

第 １ 常任委員会報告について 

第 ２ 議案第１３号 令和５年度矢巾町一般会計予算について 

第 ３ 議案第１４号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算について 

第 ４ 議案第１５号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計予算について 

第 ５ 議案第１６号 令和５年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算について 

第 ６ 議案第１７号 令和５年度矢巾町水道事業会計予算について 

第 ７ 議案第１８号 令和５年度矢巾町下水道事業会計予算について 

第 ８ 議案第２０号 矢巾町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

第 ９ 議案第２１号 矢巾町税条例の一部を改正する条例について 

第１０ 議案第２２号 矢巾町課設置に関する条例の一部を改正する条例について 

第１１ 議案第２３号 矢巾町職員定数条例の一部を改正する条例について 

第１２ 議案第２４号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例に 

           ついて 

第１３ 議案第２５号 矢巾町行政情報公開条例の一部を改正する条例について 

第１４ 議案第２６号 矢巾町監査委員条例の一部を改正する条例について 

第１５ 議案第２７号 矢巾町介護保険条例の一部を改正する条例について 

第１６ 議案第２８号 町道路線の廃止に関し議決を求めることについて 

第１７ 議案第２９号 町道路線の認定に関し議決を求めることについて 

第１８ 議案第３０号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第１３号）について 

第１９ 議案第３１号 令和４年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につ 

           いて 

第２０ 議案第３２号 令和４年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について 

第２１ 議案第３３号 令和４年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい 

           て 

第２２ 議案第３４号 令和４年度矢巾町水道事業会計補正予算（第４号）について 
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第２３ 議案第３５号 令和４年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３号）について 

第２４ 発議案第１号 矢巾町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

第２５ 発議案第２号 矢巾町議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の制定について 

第２６ 発議案第３号 矢巾町議会が保有する個人情報に関する矢巾町個人情報保護条例施行 

           規程を廃止する訓令について 

第２７ 発議案第４号 矢巾町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  藤 原 信 悦 議員      ２番  吉 田 喜 博 議員 

      ３番  小笠原 佳 子 議員      ４番  谷 上 知 子 議員 

      ５番  村 松 信 一 議員      ６番  廣 田 清 実 議員 

      ７番  高 橋 安 子 議員      ８番  水 本 淳 一 議員 

      ９番  赤 丸 秀 雄 議員     １０番  昆   秀 一 議員 

     １１番  藤 原 梅 昭 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １５番  山 﨑 道 夫 議員     １６番  廣 田 光 男 議員 

     １７番  髙 橋 七 郎 議員     １８番  藤 原 由 巳 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 岩 渕 和 弘 君 

 
   総 務 課 長 
 政 策 推 進 監 吉 岡 律 司 君 兼 防 災 安 全 田 村 英 典 君 
   室 長 
 
 企画財政課長 
 兼 未 来 戦 略 花 立 孝 美 君 税 務 課 長 佐々木 智 雄 君 
 室 長 
 

 町民環境課長 田中舘 和 昭 君 福 祉 課 長 野 中 伸 悦 君 
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 健康長寿課長 浅 沼 圭 美 君 産業観光課長 佐 藤 健 一 君 

 
 道路住宅課長 
 補 佐  文化スポーツ 
 兼まちづくり 藤 原 淳 也 君  高 橋   保 君 
 推 進 室 長  課 長 
 補 佐 兼 係 長 
 
 農 業 委 員 会 
  鎌 田 順 子 君 上下水道課長 浅 沼   亨 君 
 事 務 局 長 
 
 会 計 管 理 者 
  水 沼 秀 之 君 教 育 長 菊 池 広 親 君 
 兼 出 納 室 長 
 
 学校教育課長 
 兼 学 校 給 食 村 松   徹 君 子 ど も 課 長 田 村 昭 弘 君 
 共同調理場所長 
 
   農 業 委 員 会 
 代表監査委員 佐々木 良 隆 君  中 川 和 則 君 
   会 長 

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長 
 議会事務局長  吉 田   徹 君  川 村 清 一 君 
  補 佐 
 

 係    長  佐々木 睦 子 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

             午前１０時００分 開議 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（藤原由巳議員） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 常任委員会報告について 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第１、常任委員会報告についてを議題とします。 

  初めに、総務常任委員会から報告を求めます。 

  高橋安子総務常任委員長。 

              （総務常任委員長 高橋安子議員 登壇） 

〇総務常任委員長（高橋安子議員） それでは、総務常任委員会からご報告申し上げます。 

  令和５年３月16日、矢巾町議会議長、藤原由巳様。総務常任委員会委員長、高橋安子。 

  なお、この活動につきましては、令和３年度及び４年度の所管事務について調査したもの

を終了いたしましたので、報告させていただきます。 

  なお、令和３年度、４年度の委員につきましては、委員長、高橋安子、副委員長、昆秀一、

委員、小笠原佳子、同じく廣田清実、同じく小川文子、同じく藤原由巳の６名で構成してお

ります。 

  安全・安心の町と信頼できる財政運営と題しまして、令和３年度には７回、令和４年度に

は８回の常任委員会を開催しております。 

  なお、調査結果につきましては、令和３年度については所管課である総務課、企画財政課、

税務課からの事業の内容等についてのヒアリングと、地域おこし協力隊から今後の活動につ

いてのヒアリングを実施しております。地域おこし協力隊からのヒアリングでは、制度開始

から10年が経過したが、一部の方は卒業後も本町に移住し、積極的に活動している状況が確

認できました。ほかに、広宮沢・流通センターの売却予定の町有地の現地調査を実施してお

ります。また、行政区再編成計画について担当課からの説明を受けております。請願審査は、
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２件の審査を実施しております。 

  また、令和４年度につきましては、所管課であります総務課、企画財政課、税務課と、ま

た令和４年度からの所管課となりました町民環境課と政策推進監からのヒアリングも実施し

ております。持続可能な社会活動・議会活動の実現に向けてという研修テーマの下、愛知県

幸田町議会の議会事業継続計画（ＢＣＰ）と災害想定訓練についても研修しました。また、

同時に岐阜県瑞浪市では、ゼロエネルギー（ＺＥＢ）校舎の視察と、恵那市での女性役員活

躍の視野を広げる活動について研修してまいりました。令和４年度の請願審査は、３件の審

査を実施しております。 

  なお、２年間の活動の総括といたしまして、昨今大規模災害が多いことから、令和２年度

議会において矢巾町議会災害対策会議を策定いたしましたが、災害想定訓練は、コロナ禍で

残念ながら実施できませんでした。今後状況を見ながら災害に即した議員の行動等について、

コロナ感染も含めた訓練を実施するべきであると考えております。 

  議員への連絡等につきましては、現在タブレットを活用しておりますが、タブレットは外

に持ち出しができないこともあり、不便なところもあります。緊急連絡の場合、ほとんどの

議員が常時所持している携帯電話のＳＮＳ等、ラインであれば既読されたのも分かりますの

で、これを使って情報伝達及び情報共有手段として検討してはどうかと思います。 

  第７次矢巾町総合開発計画後期基本計画に係る業務で、一部コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響で目標に達していない部分もありましたが、残りの期間で目標達成に向けて取り

組んでいただきたいと思います。また、第８次矢巾町総合開発計画に盛り込んでいただきた

いとも思います。 

  大変ご協力ありがとうございました。これで報告を終わらせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、産業建設常任委員会から報告を求めます。 

  山﨑道夫産業建設常任委員長。 

              （産業建設常任委員長 山﨑道夫議員 登壇） 

〇産業建設常任委員長（山﨑道夫議員） 産業建設常任委員会の活動報告を申し上げます。 

  まず、産業建設常任委員会の構成メンバーでございますが、常任委員長、山﨑道夫、副委

員長は藤原梅昭委員、髙橋七郎委員、長谷川和男委員、川村よし子委員、吉田喜博委員の６

名で委員会を構成し、２年間活動をしてまいりました。 

  令和３年度と４年度の活動テーマは、産業の活性化と利便性を高めるまちづくりといたし

ましたが、常任委員会活動に２年間取り組んでまいりました。その結果についてご報告を申
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し上げます。 

  令和３年度、４年度と、コロナウイルス感染症により、様々な行動制限が求められ、思う

ように活動ができない状況が続きましたが、以下、特徴的な取組についてご報告をいたしま

す。 

  ３年度、４年度について、所管課に対するヒアリングにつきましては、年度当初におきま

して、各担当課ごとに主要事業と予算について、それぞれの係から詳しく説明を受け、質疑

を通して事業の推進に向けた取組の方向性などについても、それぞれ確認することができ、

ヒアリングの重要性を再認識することができました。 

  令和３年度における取組として、ＪＡいわて中央と矢巾町商工会との意見交換の実施を挙

げたいと思います。ＪＡとの意見交換では、２年連続の米価下落等で農業を取り巻く状況が

一層厳しさを増している中、農家の収入確保に向けた取組など、例えば令和５年度から銀河

のしずくへの栽培転換等について率直に意見交換を行いました。また、ＪＡからリンゴの早

霜被害に対する矢巾町の支援に感謝が述べられるなど、意義深い取組となりました。 

  商工会との意見交換は、コロナの影響で経済状況が厳しさを増し、４月から10月までの間

で260件を超える会員からの相談を受け、経営安定特別相談日を設置し、金融支援の相談や専

門家へつなぐ等の対応に日々努めていることなどが話されました。また、町を元気にするた

めのイベント開催についても、それぞれ意見を交わすなど、大変有意義な活動となりました。 

  所管事務調査では、雫石町に赴き、イノシシ被害対策について視察研修を行いましたが、

雫石町は10年ほど前からイノシシ被害が問題となり、被害防止対策として電気柵の設置に力

を入れておりました。平成27年から補助金制度を創設し、７年間で117ヘクタール、約160か

所に44キロメートルの柵を張り巡らすなどの取組を進めておりましたが、今年度のイノシシ

の捕獲数は、一昨年11月１日現在で50頭になったとのことであり、鳥獣被害防止の取組とし

て、くくりわなや猟銃免許取得への補助金制度を活用し、若いハンターの養成に取り組んで

いるとのことでありました。一昨年10月末で36人の登録者数で、うち女性は３人とのことで

あり、令和４年度には登録者数が40人になる予定とのことでありました。本町もイノシシ被

害の拡大が問題になっておりますが、電気柵の設置に取り組み始めておりますことから、被

害防止対策を進めるに当たって、雫石町の取組を参考にするべきと強く感じた研修でござい

ました。 

  令和４年度は、コロナが少し落ち着いた頃合いを見計らって、県外における所管事務調査

を実施することができましたが、10月５日は佐賀県多久市を、10月６日は熊本県山都町を訪
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れ、視察研修を行いました。佐賀県多久市は平成28年にシェアリングシティ宣言を行った全

国５都市の中の一つであり、官民協働による地域資源観光シェアリング事業の取組について

調査研修を行いました。市民のアイデアを取り入れて様々な活動を展開しておりましたが、

歴史ある花火大会のライブ配信や地元の酒蔵支援で多くの市民が参加するなど、多種多様な

企画やイベントを官民協働で実施し、観光に結びつける取組を行っておりました。 

  あわせて、将来夢をかなえたい人を応援するクラウドファンディングを活用したプロジェ

クト多久未来基金など、まちの活性化に向けた取組について参考にするべき点が多い研修で

ありました。 

  翌日は熊本県山都町を訪れましたが、山都町は有機農業全国ナンバーワンを掲げ、50年前

から有機農業に取り組み、町内には完熟堆肥やぼかし肥料を生産し、農家に供給する体制が

整備されておりました。また、新規就農者を県内外から募集し、農業インターンシップの受

入れや、平成30年からスタートした町独自の農業研修制度を活用し、農業者の育成に積極的

に取り組んでおりましたが、平成25年以降では18名の新規就農者が町内で農業に取り組んで

おり、そのうち10名が県外からの移住者とのことでありました。また、移住希望者の受入れ

にも力を入れており、空き家の活用に対し、移住支援事業としてリフォーム、リノベーショ

ン、家財撤去の費用などに最大75万円を補助する制度を創設し、平成28年度から賃貸や購入

など85件が成立し、移住者が年々増えてきているとのことでありました。また、学校給食に

も有機米を使用するなど、町を挙げて有機農業を応援する体制がつくられており、こうした

取組を多くの町民が高く評価していると感じることができました。今後国が推し進めるみど

りの食料システム戦略の取組に有機農業の推進がありますが、山都町における取組は参考に

するべき点が多く、実りある研修となりました。 

  この２年間、かつて経験したことのないコロナ禍にあって、充実した常任委員会活動はで

きませんでしたが、各年度の主要事業や７次総の検証に対するヒアリングなどにおいて真摯

に対応していただいた所管課の各担当者や議会事務局の協力に心から感謝を申し上げ、産業

建設常任委員会の活動の報告といたします。大変ありがとうございます。 

〇議長（藤原由巳議員） それでは次に、教育民生常任委員会から報告を求めます。 

  赤丸秀雄教育民生常任委員長。 

              （教育民生常任委員長 赤丸秀雄議員 登壇） 

〇教育民生常任委員長（赤丸秀雄議員） 令和５年３月16日、矢巾町議会議長、藤原由巳様。

教育民生常任委員会委員長、赤丸秀雄。 
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  本委員会は、令和３年度及び令和４年度の所管事務について、下記のとおり、調査を終了

したので、報告します。 

  記。テーマについては、世代間交流と社会教育の充実についてです。 

  当委員会のメンバーを紹介させていただきます。副委員長、藤原信悦、委員、谷上知子、

委員、村松信一、委員、水本淳一、委員、廣田光男、それと私、赤丸秀雄です。 

  報告については、２年間の活動総括の１枚で紹介させていただきます。どこも同じですが、

この２年間のコロナ禍の真っただ中でありましたので、当委員会は開催回数は２年間で19回

にとどまった感が否めなかったということであります。 

  主な活動として、付託を受けた請願審査５件を慎重審査し、採択すべきものとしました。 

  委員会活動のテーマを世代間交流と社会教育の充実についてに決め、取り組むこととしま

したが、委員の間に認識の相違が大きく、認識合わせのために時間を費やし学習したことも、

振り返れば大いに勉強となりました。 

  また、テーマ内容を深めるため、町内２組織、社会教育指導員、民生児童委員の皆さんか

らレクチャー、意見交換を行い、町内の実態がどうであるか、現状把握に努めました。 

  所管事務調査先を世代間交流、社会教育などに住民とともに積極的に取り組んでいる岐阜

県に決め、視察先を高山市社会福祉協議会、岐阜市教育委員会、各務原市ＮＰＯ法人つむぎ

の森としました。 

  所管事務の内容について説明します。まず、高山市社会福祉協議会では冬季４か月間、雪

深い高根地区、皆さんご存じのようにこの高根地区は川端康成の「あゝ野麦峠」とか映画化

されていますので、分かると思いますが、ここで高齢者が賄いつきの共同生活を４か月間行

い、留守の間は自宅の雪払い等をボランティア大学生が行って、夜は共同生活の宿舎に泊ま

ってお年寄りと交流を図る「のくとい館」事業というものをやっておりました。 

  日中帯のお年寄りたちは、寒干し大根づくりで交流を深め、寒干し大根を地元直売所に出

荷して収入を得て、健康を維持して元気に暮らす仕組みであり、この施策は国土交通省の支

援施策であります。 

  次に、岐阜市教育委員会に行って、未来を担う人づくり事業を視察しました。これは５年

間、５か年計画で、10年前から岐阜市は取り組んでおりまして、ここは40万の市であります

が、この取組を毎月定例的に会議を行って課題解決に取り組んでいると。その一つ20歳未満

の世代層と、それより上の若い世代層を２層化して把握をしているということでした。特に

中学卒で社会人になられる方、また高校を中退した方の追跡調査を行い、見守り体制を構築
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して、未来を担う人づくりというところの取組を強化しているのが特徴でありました。 

  次に、ＮＰＯ法人つむぎの森でありますが、ここはフリースクールが前身のようですが、

そうであればどこの施設でもあるようなところでありますが、ここの特徴は、まずひきこも

りで困っている方の情報とか相談があれば、２年も３年もかかっても、必ずこの施設に呼び

込むというのですか、育むというのですか、そういう形の中で対応しておるというのを代表

者の方が力説しておりました。そして、その中でひきこもり等でなかなかコミュニケーショ

ンを図れなかった方が独り立ちしても、すぐに社会に送り込まないで、自分たちの組織の中

で就業活動や、必要によっては起業支援を行って、自分からこの施設を出ると言わない限り

はみんなで手を携えながら生きていくスタイルを醸成していたことがすばらしい取組であっ

たと思います。 

  あと委員会の活動の中には、各担当所掌のヒアリング等も行っていますが、時間の関係で、

そこは割愛させていただきます。 

  次年度への申し送り等については、先ほど述べましたように町内の問題、課題発見には町

内の組織、団体等との意見交換が大変重要であることを感じましたので、次回の委員会には

活動イコール行動で取り組むことを期待して、今回我々の委員会の報告といたします。 

  関係者の皆様のご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、予算決算常任委員会から報告を求めます。 

  廣田清実予算決算常任委員長。 

              （予算決算常任委員長 廣田清実議員 登壇） 

〇予算決算常任委員長（廣田清実議員） 私のほうからは、常任委員会報告ということではな

く、付託を受けていましたことが終了いたしましたので、そのための報告をさせていただき

ます。 

  令和５年３月16日、矢巾町議会議長、藤原由巳様。予算決算常任委員会委員長、廣田清実。 

  予算決算常任委員会報告書。 

  令和２年３月18日付第７次矢巾町総合計画後期基本計画策定調査特別委員会の報告により

同委員会より引継ぎをいたしました第７次矢巾町総合計画後期基本計画の検証について、矢

巾町議会会議規則第77条の規定により下記のとおり報告いたします。 

  付託事件、第７次矢巾町総合計画後期基本計画の検証について。 

  ２、調査経過、令和２年３月18日付で第７次矢巾町総合計画後期基本計画策定調査特別委

員会において最終報告により計画策定の調査を終え、委員会としての役割を終えたことから、
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以後は当委員会において同計画の検証を行うように引き継がれた。 

  当委員会で検証を行うに当たり、まずは総務、産業建設、教育民生の３常任委員会でそれ

ぞれの担当分野について、令和２年から３年度における指標の達成度を確認するなどの検証

を行い、令和５年１月20日までに各委員会より報告を受けた。その結果を基に令和５年３月

13日、当委員会を開催し、令和５年３月会議で最終報告すべく、報告の内容について協議し

た。 

  ３、検証結果、詳しいことは別紙に書いておりますので、皆さんのほうでお目通しくださ

るようお願いします。 

  達成または順調な指標。指標の中には既に目標を達成されたもの、目標に向かって計画ど

おり順調に成果を上げているものも確認された。以下について、特に評価するものである。 

  コロナ禍の中、防災士のフォローアップ研修の実施回数やまちづくりサポーターの活動、

青空教室など住民参加への取組に努められた。 

  国土利用計画・都市計画マスタープランは未達成なものの、農業振興地域計画の達成は評

価する。 

  水道事業における有収率は令和５年度目標値の96％にかなり近づいており、さらなる努力

に期待。配水管の耐震化率は令和３年度で21.6％と目標値をクリアしている。 

  次に、未達成の指標。目標年までに指標の達成が難しい、または指標達成に向け、残され

た計画年度で努力されたい部分も多々ある中、特に以下の点により一層努められたい。 

  基幹河川整備の推進は令和３年度までの進捗率が77％であり、令和５年度の目標値88％を

目指し、整備計画に基づき積極的に取り組まれたい。 

  新規就農者の確保は目標値10名であるが、実績は過去２年において２名であり、目標に向

かって創意工夫されたい。新規就農者の育成について、現在１名の方が相談に来ていること

から、就農に向けて引き続き支援されたい。 

  企業誘致の推進は、令和５年度目標値６件に対し、令和２年、３年度は実績がないことか

ら、トップセールスなど力を入れ、就労の確保に努められたい。 

  公共施設等総合管理計画において、官民連携で推進されたい。 

  コミュニティ活動について、コロナ禍の影響もあり停滞していたことから、今後活発に活

動を進められたい。 

  要望の多い道路整備については、交通安全上からも現在の倍以上の整備を進めるよう整備

計画を見直されたい。 
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  １級河川整備計画は、防災対策の観点からも早期整備を県にもっと積極的に働きかけられ

たい。 

  矢巾型コミュニティ・スクールの活動内容を町民に広く周知されたい。 

  いじめ防止、自殺防止、児童虐待防止の対策強化と相談窓口の充実をさらに図られたい。 

  スクールバス運行を児童生徒の安全のためにも拡大されたい。 

  水道事業における経常収支比率は、令和２年度、３年度にかけて改善しているが、令和５

年度の目標値に向け、一層努力を図られたい。 

  ３、調査意見。第７次矢巾町総合計画が平成28年度から始まり、「希望と誇りと活力にあ

ふれ躍動するまち やはば」を基本理念に掲げ、前期基本計画の期間に始まり、見直しを経

て令和２年度から令和５年度までの後期基本計画を策定し、計画の実施に向け、町当局と一

緒に取り組んできたところであり、今回は委員会の任期も終わりを迎えることから、これま

での後期基本計画の取組を検証したものであるが、その間新型コロナウイルス感染症の流行

もあり、計画の実施、進展に影響を及ぼされ、指標によっては遅れることも否めない。しか

しながら、計画期間はまだ残っており、指標によってはまだ挽回できるもの、達成の見込み

は難しいものの、目標に向かって努めるべきものもあり、令和５年度の取組に注力すべき必

要がある。そのため、議会としても今後計画期間の最後まで検討していく必要があると考え

られることから、本検証結果を引き継ぎ、次期議員任期においても引き続き第７次総合計画

各指標の目標達成に向け、尽力されたい。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 委員長の報告が終わりました。 

  この報告に対する質疑は省略します。 

  以上で常任委員会報告を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 議案第１３号 令和５年度矢巾町一般会計予算について 

     日程第３ 議案第１４号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算に 

                 ついて 

     日程第４ 議案第１５号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計予算につい 

                 て 

     日程第５ 議案第１６号 令和５年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算につ 

                 いて 
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     日程第６ 議案第１７号 令和５年度矢巾町水道事業会計予算について 

     日程第７ 議案第１８号 令和５年度矢巾町下水道事業会計予算について 

〇議長（藤原由巳議員） お諮りします。 

  日程第２、議案第13号 令和５年度矢巾町一般会計予算について、日程第３、議案第14号

令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第４、議案第15号 令和５

年度矢巾町介護保険事業特別会計予算について、日程第５、議案第16号 令和５年度矢巾町

後期高齢者医療特別会計予算について、日程第６、議案第17号 令和５年度矢巾町水道事業

会計予算について、日程第７、議案第18号 令和５年度矢巾町下水道事業会計予算について

の６議案は、予算決算常任委員会への付託に係るもので審査報告書が当職のもとに届いてお

りますので、これを議題とします。 

  廣田清実予算決算常任委員長の報告を求めます。 

  廣田清実予算決算常任委員長。 

              （予算決算常任委員長 廣田清実議員 登壇） 

〇予算決算常任委員長（廣田清実議員） 付託を受けました６議案の審査が終わりましたので、

報告いたします。 

  令和５年３月16日、矢巾町議会議長、藤原由巳様。矢巾町議会予算決算常任委員会委員長、

廣田清実。 

  予算決算常任委員会審査報告書。 

  議案第13号 令和５年度矢巾町一般会計予算について、議案第14号 令和５年度矢巾町国

民健康保険事業特別会計予算について、議案第15号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会

計予算について、議案第16号 令和５年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算について、議

案第17号 令和５年度矢巾町水道事業会計予算について、議案第18号 令和５年度矢巾町下

水道事業会計予算について。 

  本常任委員会は、令和５年２月16日付で付託されました上記の６議案を審査した結果、原

案を可決すべきものと決定したので、矢巾町議会会議規則第77条の規定により報告する。 

  なお、本委員会は、議案第13号から議案第18号に対し、次のとおり附帯決議をする。 

  記。１、街路灯の基準を変更し、通学路等においては早期に設置されたい。 

  ２、健全育成事業（国際交流）は、派遣事業についても、できるだけ早い時期に取組を再

開されたい。 

  ３、学校で実施している地域安全マップづくりには、地域住民も一緒に作成を推進すると
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ともに、校内においての事件を想定した避難訓練も早急に行われたい。 

  ４、安全安心なまちづくりに向け、標識や信号機設置について、関係機関に働きかけを強

化し、生活道路と通学路の整備にも力を入れて取り組まれたい。 

  ５、世代間交流目的のエン（縁）ジョイやはば等の活動をさらに推進されたい。 

  ６、特に男性職員の育児、介護休暇取得の充実に努められたい。 

  ７、高齢者宅の除雪作業は実態に合った支援となっているのか検証されたい。 

  ８、学校給食については、物価高騰の折、保護者の負担増とならないよう取り組み、さら

に完全無償化を早期に検討されたい。 

  ９、医療的ケア児の保護者負担軽減に努められたい。 

  10、移住、定住促進に向けて各種支援策のＰＲに努め、さらに空き家バンクの登録を推進

されたい。 

  11、矢巾、高田町営住宅の建て替えについては十分な検討をされたい。 

  12、新規就農者の確保に向け、各種支援制度の周知に努めるとともに、農業者の育成を図

るため、農業研修制度の創設に向けた検討を進められたい。 

  13、肥料、飼料、資材の高騰で厳しい農業者に対し、継続性のある支援を行われたい。 

  14、冬期、就寝中の災害を想定した対策も進められたい。 

  15、災害避難時の食事には備蓄食料をローリングストックとして、子ども食堂、共同調理

場等で活用されたい。 

  16、防災ラジオの普及は、世帯30％以上3,000台を目標に、さらに普及に努められたい。 

  17、食料安全確保ためにも、農林業ビジョン見直しを機に、具体的な体制整備に努められ

たい。 

  18、財政改善の取組として、ふるさと納税強化にも努められたい。 

  以上、報告といたします。皆さんのご理解をいただきまして決議いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 委員長の報告が終わりました。 

  各議案に対する質疑は、予算決算常任委員会で審議を尽くしておりますので、省略します。 

  ただいまより各議案について討論に入ります。なお、討論は一般会計、特別会計、水道事

業会計及び下水道事業会計の予算６議案を一括して行いたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 



  

－ 363 － 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議がないようでありますので、一括して討論を行います。 

  それでは、討論に入ります。最初に、反対討論から発言を許します。討論ございますか。 

  14番、小川文子議員。 

              （14番 小川文子議員 登壇） 

〇14番（小川文子議員） 議席番号14番、日本共産党の小川文子でございます。私は、６議案

に対して反対の討論をいたします。 

  数々の場所で、いろいろ提言もしてまいりましたので、今回の反対討論は極めて限った部

分について反対討論をさせていただきます。 

  １番目は、フューチャーデザインでございます。フューチャーデザインによるまちづくり、

本町はフューチャーデザインタウンを標榜しておりますけれども、このフューチャーデザイ

ンの由来は大阪大学の教授の先生が提唱している学問でございますが、これがまちづくりの

基本となることが果たしていいのかどうかという疑問を持つものでございます。町民の中に

は多様な考え方がございます。この１つの学問をまちづくりの手法、根幹に据えるというこ

とには、私は無理があるのかと思います。 

  このフューチャーデザインから始まりまして、片仮名語、英語が大変多用される説明にな

っておりますことから、町民にとっても大変分かりにくい。例えばウエルビーイングも幸福

追求という日本語がありながら、ウエルビーイングがまず主流になっているということに、

私はやはり時期尚早ではないかと思うものでございます。 

  このフューチャーデザインは、50年後の未来社会から見た視点をまちづくりに取り入れる

ということで、これそのものはそういうこともあるだろうと思いますけれども、昨今の社会

情勢を見ますと、50年先、我が国が平和で平穏な生活が続くとは考えられない。大変な今戦

争の危機が迫っている、いわゆる新しい戦前という言葉も出ているような状況でございまし

て、社会情勢が大きく変わっている、そういうことからしましても、50年後の未来社会から

見たまちづくりというのが本当に適切なのかと、そこまで想像できるかということに、ちょ

っと私は疑問を持つものでございます。 

  さて次は、水道事業の高区配水塔の問題でございます。この高区配水塔は矢巾温泉の上部

にありまして、水を揚げる分にはポンプで揚げますけれども、高いところにあるために自然

流下で配水ができますことから、大変ＳＤＧｓにかなった施設と言えます。耐用年数があと

５年ございますけれども、静岡の熱海の土砂災害を想定したような、そういう被害に備える

ために、早めに事前防災と国土強靱化のために廃止と移設、新築をするという説明でござい
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ます。来年度は基本設計、詳細設計の予算が組み込まれてございますけれども、この上部に

は林野庁が設置をいたしました３基の治山ダムがございます。私は、盛岡森林管理署から、

この治山ダムについての回答を得ました。この治山ダムは、現在も事前防災、そして国土強

靱化の目的を十分に達せられる状況にあります。そして、大きな損壊がない限り、将来にわ

たって、その目的を達成されるものという見解を得ております。これは次長さんのお話でご

ざいます。したがいまして、耐用年数が来るまで、しっかりとこの高区配水塔のメンテナン

スをしながら、この施設は活用されるべきものと考えるものでございます。 

  そして最後に、職員に対する懲罰が示されました。２件については新聞報道もされました

ので、町民の皆様もご存じのことと思いますが、もう一件については報道されなかったこと

もあり、ほとんどの町民はその実態を分かりませんが、私はこのパワハラを内部告発した職

員とその上司２人が懲罰の対象となったということに、これは大変問題を感じるものでござ

います。 

  ご存じのように国際労働機関ＩＬＯは、2019年６月に職場におけるハラスメント禁止の条

約を取り決めました。そして、日本政府も2020年６月にこの条約を批准してパワハラ防止法

を策定し、施行しております。そのような状況の中で、庁舎内においてもパワハラのない労

働環境を整えるということは喫緊の課題であります。そういう中にありまして、今回の処分

となったということに対して、私は大変危惧を覚えるものでございます。これによって内部

告発がしにくくなり、職員が萎縮をしてしまう、そうしますと本来の業務に支障を来すので

はないかと考えるものでございます。職員が働きやすい環境をさらに整えるための努力を求

めるものでございます。 

  そして最後に、職員の皆様には、このコロナ禍の中、大変頑張っていただいたことに感謝

を申し上げて反対討論といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、賛成討論に入ります。賛成討論ございますか。 

  ５番、村松信一議員。 

              （５番 村松信一議員 登壇） 

〇５番（村松信一議員） 議席番号５番、矢巾明進会、村松信一でございます。これより令和

５年度一般会計ほか全会計予算に賛成の立場から討論を行います。 

  特に町長、教育長の施政方針や分科会、総括質問を総合的に判断し、令和５年度の事務事

業の中で、各担当課の特筆すべき点について申し上げますが、町民の福祉、生活の向上につ

ながる町民目線の施策を評価したいと思います。 
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  １点目、総務課、４年度のネット・ゼロ・エネルギー・ビル調査において、地域内業者も

注目し、引き続き５年度も公共施設の合理化、運営、サービスの質的向上を目指し、調査研

究を実施すること。 

  それから、企画財政課につきまして、市街地循環バスの利用者向け電子掲示板を設置し、

バスの状況を把握できる利便性の高いバス情報案内システムの構築計画。 

  ３点目、道路住宅課、交通安全対策として、矢次線、谷地線、田中縦道線、島線の歩道設

置や危険カーブの解消、町営三堤住宅の屋根改修、間野々、東徳田地区の立地企業の選定、

推進。なお、一部地区でありますが、今期の除雪対応は雪残しの少ないきれいな除雪である

と町民から評価をいただいております。来期におかれましても、このような除雪に期待いた

しまして、今年度の担当者や業者の皆様に感謝申し上げたいと思います。 

  ４点目、産業観光課、矢次地区の農業基盤整備事業による農業の持続的発展や食料の安定

供給のための圃場整備事業、このことについて評価したいと思います。 

  それから、農業委員会、新規就農につなげるため、県主催の新農業人フェアに参加するＰ

Ｒ手法等による経費節減も考えての新規農業人就農計画の取組。それから２つ目、地域計画

策定に係る目標地図作成のため、タブレットを有効活用し、農業委員会の委員の負担軽減に

対する取組。 

  それから、税務課、令和６年度に実施予定であります固定資産税評価替え準備による令和

５年度の自主財源確保に向けた対応。 

  それから次に、町民環境課、令和５年度から本格的に取り組むごみ処理広域化事業の対応。 

  ８点目、福祉課、近年障がいのある方が増加しているということに対応し、安心して暮ら

せる各種支援の強化。 

  それから、９点目、文化スポーツ課、春祭り、夏祭り、秋祭りを合同したものを考えたイ

ベントの開催、それから昭和の時代などから地域に伝わる伝承行事への取組。 

  それから、学校教育課、学校に通学の３人目以降の児童に対する給食費の無償化対策。 

  上下水道課、スマートメーター通信システムを活用した電気・水道共同検針の実証実験。

このことにより、将来の検針員不足や検針戸数の増加に対応した措置。 

  子ども課、３歳未満２子以降の保育料無償化及び３歳未満の未就学児に対する月１万円の

支給。 

  それから、健康長寿課、出産、子育て事業と妊娠や出生届に対する経済的支援を一体的に

実施すること、それから骨髄ドナーに対する経済的負担軽減措置、大腸がん検診率向上実施
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対策事業、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に対するフレイル予防等を展開する

事業。 

  以上、主な取組を申し上げましたが、町民目線の施策を評価し、賛成討論といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に討論ございますか。ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、討論なしと認めます。以上で討論を終わります。 

  ここで時間も大分経過してございますので、暫時休憩に入ります。 

  11時10分の再開といたします。よろしくお願いします。 

              午前１０時５７分 休憩 

              ――――――――――― 

              午前１１時１０分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開します。 

  これより採決に入ります。 

  議案第13号 令和５年度矢巾町一般会計予算についてを起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第14号 令和５年度矢巾町国民健康保険事業特別会計予算についてを起立によ

り採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第15号 令和５年度矢巾町介護保険事業特別会計予算についてを起立により採

決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第16号 令和５年度矢巾町後期高齢者医療特別会計予算についてを起立により

採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第17号 令和５年度矢巾町水道事業会計予算についてを起立により採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第18号 令和５年度矢巾町下水道事業会計予算についてを起立により採決しま

す。 

  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第８ 議案第２０号 矢巾町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定 

                 について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第８、議案第20号 矢巾町個人情報の保護に関する法律

施行条例の制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 
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              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第20号 矢巾町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につ

いて提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例制定は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、国の行政機関、独立

行政法人、地方公共団体及び民間事業者において、これまで別々の法律や条例により運用し

ておりました個人情報の取扱いについて、同じ法律により国の個人情報保護委員会が全体を

所管することになりますことから、現行の矢巾町個人情報保護条例を廃止し、矢巾町個人情

報の保護に関する法律施行条例を制定するものであります。 

  主な内容といたしましては、開示決定の期限を開示請求があった日から14日以内とするこ

と、開示に要する手数料を無料にすること、審査請求があった場合の諮問機関を矢巾町行政

情報公開・個人情報保護不服審査会とすることについて、それぞれ規定するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） ２点についてお伺いします。 

  まず１点目は、審議会委員の報酬のことなのですけれども、今までと同じ7,000円というこ

となのですけれども、どのような考えでこうなったのかお伺いします。 

  それから、２点目ですけれども、今までの期間より短くなったと考えているのですけれど

も、国の制度が変わったからこうなっていると思うのですけれども、それは矢巾町としては

どのように考えてこうなったのかをお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  まず、報酬の関係ですが、これは矢巾町にございます報酬規程に基づきまして7,000円とい

うことで今回も変更はないということでございますので、規程に基づき行わせていただいて

ございます。 

  それから……期間でございました、申し訳ありません。現在は請求があった日から15日間

ということで行っておりました。今度は起算して、請求日を入れないで14日以内ということ

ですので、実質15日、全く変更ございませんので、住民への不利益はないというふうに考え
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てございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） ちょっとはっきり分からないのですけれども、例えば民生委員さ

んとかの対応とかで、困っている人でも口外してほしくない方もいますよね。そういうもの

の対応とかはどうなっているのか。例えば福祉課とつなげて、その情報を民生委員さんにお

話しすることもあるわけですよね。そして、それを本人が知った場合に、自分の情報が入っ

たということとか、そういうことがあり得るかもしれないですよね。そういうことについて

はどのようにお考えでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  今回の条例改正につきましては、矢巾町が所有する個人情報の開示請求に対して、どのよ

うな取扱いをするかということを決めたのでございますので、民生委員さんが云々という話

ではございません。矢巾町が所有する個人情報の取扱い、開示請求があったときはどのよう

に対応するかという部分のことでございますので、ご理解いただきますようによろしくお願

いいたします。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） ２回で終わりです。住民個人の情報ではないということをご理解い

ただければよろしいかと思います。ですから、質問の趣旨が全く違っていましたので、そこ

はご理解いただきます。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

  14番、小川文子議員。 

              （「14番、反対討論」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質問……討論ですよ。 

  ですから、小川文子議員と言いました。どうぞ、演壇へ。 

              （14番 小川文子議員 登壇） 
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〇14番（小川文子議員） 議席番号14番、日本共産党の小川文子でございます。この個人情報

について、私どもの見解は全国で非常にたくさんの個人情報保護法があって、市町村によっ

てはかなりすばらしい個人情報保護法をお持ちの自治体もございます。 

  しかし、今回は、国がこれを一括して決めたために、市町村の裁量が全くなくなるという

ことに対して、私たちは反対をするものでございます。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に討論ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第20号 矢巾町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につい

てを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第９ 議案第２１号 矢巾町税条例の一部を改正する条例について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第９、議案第21号 矢巾町税条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第21号 矢巾町税条例の一部を改正する条例について提案理由の

説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場

合の国民健康保険税の減免措置について、国の財政支援の対象が拡大されたことに伴い、所

要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、収入の減少が見込まれる被保険者の属する世帯に係る国民健

康保険税の減免措置の対象を、これまでの令和元年度から令和４年度までの分の保険税であ

って、令和２年２月１日から令和５年３月31日までの間に納期限が到来するものに、令和４
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年度以前の保険税であれば、令和５年４月１日以降に納期限が到来する保険税を加えるもの

であります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第21号 矢巾町税条例の一部を改正する条例についてを起立により

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１０ 議案第２２号 矢巾町課設置に関する条例の一部を改正する条例 

                  について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第10、議案第22号 矢巾町課設置に関する条例の一部を

改正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第22号 矢巾町課設置に関する条例の一部を改正する条例につい

て提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、地方自治法第158条第１項の規定に基づき制定しております

矢巾町課設置に関する条例について、課を新設するために所要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、今年度から政策推進監を設置し、その職において様々な施策
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推進に取り組んでおりますが、来年度から組織的に重要施策に取り組むことを目的とし、未

来戦略課を設置するものであります。新設する未来戦略課につきましては、これまで主に企

画財政課、産業観光課及び道路住宅課で担っております事務の一部を所管し、土地利用や企

業誘致等に一層推進することで、未来のまちを創造する役割を担うこととしたいと考えてお

ります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 単純な質問で申し訳ありません。まず、課長を含めた人数は何人で、

課はどこに設置になるのでしょうか、お願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  実は内示があしたですので、人数だけお知らせということで、課長を含めまして４名の予

定で、３階に設置する予定となってございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。あした内示だそうでございます。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） では、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第22号 矢巾町課設置に関する条例の一部を改正する条例について

を起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１１ 議案第２３号 矢巾町職員定数条例の一部を改正する条例につい 

                  て 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第11、議案第23号 矢巾町職員定数条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第23号 矢巾町職員定数条例の一部を改正する条例について提案

理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、現行の職員定数であります200人のうち、任命権者ごとの職

員数について必要な改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、さきに提案いたしました矢巾町課設置に関する条例の一部改

正と同様に、来年度からの組織体制を整えるため、各所属に必要な人員について見直しを行

うものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第23号 矢巾町職員定数条例の一部を改正する条例についてを起立

により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１２ 議案第２４号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一 

                  部を改正する条例について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第12、議案第24号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第24号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改

正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、職員の休憩時間について、人事院規則の改正等、国の例に

準じて所要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、職員の健康に重大な影響がある場合のほか、職員からの申告

を考慮して休憩時間を置くことが適当な場合に、休憩時間の基準について、別段の定めをす

ることで柔軟に対応するための改正を行うものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 職員の勤務状況についての提案ですけれども、職員の方々はふだ

ん休憩室がないように思っているのですけれども、どのような状況になっているのかお伺い

します。 

〇議長（藤原由巳議員） 田村総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（田村英典君） お答えいたします。 

  庁舎においてはですが、３階に女子休憩室、男子休憩室はございますが、昨今のコロナの

関係で、密な接触はちょっとまずいと、閉ざされた空間ではまずいということで、現在のと

ころは閉鎖してございました。 

  ただ、このようにマスクの着用の緩和とか、飲食等の場所での緩和という状況もございま

すので、使用できるように今後、ちょっと中が散らかっていますので、きちっと整理してか
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ら皆さんが使えるようにしていきたいというふうに考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 改善を求めます。そして、昼時間と、それから休憩時間とはっき

りさせるように、庁舎内を回っていると、その場所で食事をされている職員を多く見かける

ので、やはりリラックスタイムも必要だと思いますので、そういうところもよろしくお願い

いたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 答弁要りませんね。 

〇13番（川村よし子議員） はい。 

〇議長（藤原由巳議員） ということで、よろしくお願いします。 

  他に質疑はありますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第24号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正

する条例についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１３ 議案第２５号 矢巾町行政情報公開条例の一部を改正する条例に 

                  ついて 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第13、議案第25号 矢巾町行政情報公開条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 
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              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第25号 矢巾町行政情報公開条例の一部を改正する条例について

提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、個人情報の保護に関する法律の改正により、取扱いが同じ

法律により統一されることに合わせ、情報公開・個人情報保護審査会設置法に規定する罰則

について、矢巾町行政情報公開条例においても同様の対応とするため、新たに追加するもの

であります。 

  その改正内容でありますが、委員が職務上知り得た秘密を漏らした場合、１年以下の懲役

または50万円以下の罰金に処することについて規定するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第25号 矢巾町行政情報公開条例の一部を改正する条例についてを

起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１４ 議案第２６号 矢巾町監査委員条例の一部を改正する条例につい 

                  て 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第14、議案第26号 矢巾町監査委員条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第26号 矢巾町監査委員条例の一部を改正する条例について提案

理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、地方自治法の改正に伴い、これまで監査委員２人のうち、

１人は議員さんたちの中から選任することとされておりましたが、条例に規定することによ

り、議員さん方の中から選任しないことができることとなったものであります。このことか

ら、監査委員連名により、監査委員と議会の役割分担や監査委員の独立性の確保の観点から、

議員から監査委員を選任しないことについてご提言をいただいたことから、所要の改正を行

うものであります。 

  その改正内容でありますが、議員から選任された委員の任期満了後は、議員のうちから選

任しないこと、報酬に係る監査委員の区分について、現行の議会選出者、識見を有する者か

ら、代表監査委員、代表監査委員以外の監査委員に改めるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第26号 矢巾町監査委員条例の一部を改正する条例についてを起立

により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１５ 議案第２７号 矢巾町介護保険条例の一部を改正する条例につい 
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                  て 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第15、議案第27号 矢巾町介護保険条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第27号 矢巾町介護保険条例の一部を改正する条例について提案

理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した

場合の第１号被保険者に係る介護保険料の減免措置について、国の財政支援の対象が拡大さ

れたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

  その改正内容でありますが、収入の減少が見込まれる第１号被保険者に係る介護保険料の

減免措置の対象を、これまでの令和元年度から令和４年度分までの保険料であって、令和２

年２月１日から令和５年３月31日までの間に納期限が到来するものに、令和４年度以前の保

険料であって、令和５年４月１日以降に納期限が到来するものを加えるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） １点お伺いします。 

  介護保険料を高くて払えないという方たち…… 

〇議長（藤原由巳議員） 条例の変更ですよ。 

〇13番（川村よし子議員） 条例の変更で、この人数的なところはどのようになっているのか、

大体の対象者のところとかも含めてお願いしたいのですけれども。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） お答えいたします。 

  この条例に関わる対象の方は、今年度はいらっしゃいません。過去に、令和２年度にござ

いましたが、昨年度、今年度についてはいらっしゃいません。 

  以上、お答えといたします。 
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〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。議案第27号 矢巾町介護保険条例の一部を改正する条例についてを起立

により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１６ 議案第２８号 町道路線の廃止に関し議決を求めることについて 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第16、議案第28号 町道路線の廃止に関し議決を求める

ことについてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第28号 町道路線の廃止に関し議決を求めることについて提案理

由の説明を申し上げます。 

  今回の町道路線の廃止は、現地調査の結果を踏まえ、現況と整合性を図るため廃止するも

のであり、赤林、北矢幅、上矢次、又兵エ新田及び西徳田地内の11路線、全長5,029.1メート

ルについて路線を廃止するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

  なお、議員各位のお手元には、廃止路線の場所につきまして図面を添付させていただいて

おりますので、ぜひ御覧をいただきたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） こういうのに図面が入っています。皆さん、見ていましたか。タブ
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レットにも入っていましたが、ちょっと小さくて、見えにくいのですが。 

  それでは、提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございま

せんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第28号 町道路線の廃止に関し議決を求めることについてを起立に

より採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１７ 議案第２９号 町道路線の認定に関し議決を求めることについて 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第17、議案第29号 町道路線の認定に関し議決を求める

ことについてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第29号 町道路線の認定に関し議決を求めることについて提案理

由の説明をさせていただきます。 

  今回の町道路線の認定は、現地調査の結果を踏まえ、現況と整合性を図るため認定するも

のであり、上矢次、又兵エ新田、赤林、北矢幅及び西徳田地内の８路線、全長3,667.7メート

ルについて新たに町道路線として認定するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

  なお、先ほどの廃止路線と同じく、この認定路線の場所については図面を添付させていた

だいておりますので、ぜひご高覧いただきたいと思います。 
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〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第29号 町道路線の認定に関し議決を求めることについてを起立に

より採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１８ 議案第３０号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第１３号） 

                  について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第18、議案第30号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算

（第13号）についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第30号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第13号）について

提案理由の説明をさせていただきます。 

  主な歳入につきましては、１款町税の個人町民税、法人町民税、固定資産税及び７款地方

消費税交付金を増額補正し、14款国庫支出金の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付

金給付事業費補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、15款県支出

金の多面的機能支払交付金及び21款町債の地方道路整備事業債を減額補正するものでありま

す。 

  次に、主な歳出につきましては、２款総務費の一般職員給与費、財政調整基金積立事業、

６款農林水産業費の圃場整備事業及び８款土木費の除雪事業を増額補正し、新型コロナウイ
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ルス感染症対応地方創生臨時交付金を有効活用し、福祉施設等物価高騰等対策支援事業を追

加実施するため、３款民生費の老人福祉総務事業、児童行政事業及び４款衛生費の保健衛生

総務事業を増額補正し、３款民生費の介護サービス施設等整備事業を新設補正するものであ

ります。 

  また、３款民生費の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業、４款衛生費

の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、６款農林水産業費の農地等整備事業及び

８款土木費の防災安全対策事業を減額補正し、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

9,171万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ131億6,719万6,000円とす

るものであります。 

  詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） 議案第30号 令和４年度矢巾町一般会計補正

予算（第13号）の詳細についてご説明いたします。 

  ６ページをお開き願います。第２表、繰越明許費です。款、項、事業名、金額の順で申し

上げます。２款総務費、２項徴税費、徴収システム運営事業66万円、こちらは庁舎内基幹シ

ステムの更新に伴う滞納管理システムの改修業務委託となります。同じく、３項戸籍住民基

本台帳費、戸籍総合システム運営事業513万7,000円は、社会保障・税番号制度に関連した戸

籍総合システム改修業務委託となります。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、私立保育園等整備費補助事業60万円は、送迎用バス安全装

置導入支援のための保育対策総合支援事業補助金となります。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、特用林産施設等体制整備事業1,562万4,000円は、原木シ

イタケのほだ木導入に係る内容となります。 

  ８款土木費、２項道路橋梁費、道路維持管理事業50万5,000円は、名郷根渡船場線の測量設

計に係る内容となります。同じく、防災安全対策事業2,798万1,000円は、島線及び矢次線の

工事及び用地に係る内容となります。同じく生活道路整備事業618万5,000円は、名郷根渡船

場線の道路設計、畑中線の水路整備に係る内容となります。 

  ７ページにお進みいただきまして、第３表、債務負担行為補正です。変更となります。全

て期間の変更となります。小規模小口資金保証料補給、補正後、令和９年度まで。農業近代

化資金利子補給事業、補正後、令和10年度まで。中小企業振興資金利子補給、補正後、令和11年
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度までとなります。 

  ８ページにお進みいただきまして、第４表、地方債補正です。追加及び変更となります。

まずは追加ですが、起債の目的は、町民センター施設災害復旧事業。限度額は300万円。起債

の方法は普通貸借または証券発行。利率は年6.0％以内。ただし、利率見直し方式で借り入れ

る資金については、当該見直し後の利率。償還の方法は、政府資金については、その融資条

件により、その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合によ

り償還年限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。こちらは、

議場の天井修繕のための調査設計業務委託を行うものです。 

  続いて、変更ですが、変更は限度額のみですので、補正前後の限度額のみ説明をさせてい

ただきます。起債の目的、農地整備事業、補正前限度額870万円、補正後限度額2,500万円。

道路整備事業、補正前限度額３億660万円、補正後限度額２億8,760万円。河川整備事業、補

正前限度額1,000万円、補正後限度額950万円。史跡公園建設事業、補正前限度2,330万円、補

正後限度額2,100万円。全て今年度の事業費の確定に伴う借入額の補正となりますが、農地整

備事業につきましては、県営圃場整備事業の令和５年度予定事業の前倒しに伴う増となって

おります。 

  次に、事項別明細によりましてご説明いたします。15ページにお進みください。今回の歳

入補正につきましては、年度末の見込みによる精算が中心となります。説明に当たりまして

は、款、項、項の補正額の順で行います。 

  歳入。１款町税、１項町民税7,394万4,000円、個人住民税及び法人町民税の見込み増とな

ります。同じく２項固定資産税1,236万2,000円、こちらも見込み増となります。同じく３項

軽自動車税226万3,000円、同じく４項町たばこ税498万6,000円。16ページに参りまして、同

じく５項入湯税79万2,000円。 

  ７款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金9,899万円、こちらは消費税の税収が見込み

を上回ったことによる増となります。 

  12款分担金及び負担金、１項負担金491万1,000円の減。 

  13款使用料及び手数料、１項使用料、17ページに参りまして、項の合計は422万8,000円と

なります。18ページに参りまして、同じく２項手数料65万6,000円。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金474万7,000円、新型コロナウイルスワクチン接種対策費

負担金の増638万1,000円は、事業費確定に伴う増となります。同じく２項国庫補助金、２目

民生費国庫補助金の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金2,673万
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8,000円の減は、事業費確定に伴う補助金の減となります。また、３目の新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業費補助金4,294万2,000円の減は、事業費確定に伴う補助金の減と

なります。19ページに参りまして、項の合計は7,612万4,000円の減、同じく３項委託金94万

3,000円の減。 

  下に参りまして、15款県支出金、１項県負担金81万7,000円の減。20ページに参りまして、

同じく２項県補助金、１目総務費県補助金の地域経営推進費補助金の増134万8,000円は、徳

丹城駐車場のトイレ整備事業の事業費確定に伴う増となります。下のほうに参りまして、４

目になります。農林水産業費県補助金の多面的機能支払交付金2,365万8,000円の減は、県の

割当額の減による内容となっております。21ページに参りまして、項の合計は3,979万6,000円

の減となります。同じく３項委託金、１目総務費委託金の県民税徴収委託金の増174万8,000円

は、県民税見込額による増となります。22ページに参りまして、項の合計は190万9,000円と

なります。 

  16款財産収入、１項財産運用収入69万6,000円、同じく２項財産売払収入580万4,000円、１

目の物品売払収入の町有林材売払収入372万6,000円は、間伐材売払収入による増となります。 

  17款寄附金、１項寄附金、１目の一般寄附金の増367万8,000円は、企業４社からの寄附と

なります。23ページに参りまして、項の合計は369万5,000円となります。 

  18款繰入金、２項基金繰入金1,092万9,000円の減、３目の公共施設等総合管理基金繰入金

956万3,000円の減は、小学校維持管理事業、庁舎維持補修事業などの各公共施設の維持補修

事業完了見込みによる減となります。 

  20款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料18万3,000円、同じく４項雑入、１目雑入の岩手

県市町村振興協会市町村振興交付金438万4,000円、こちらはハロウィンジャンボ宝くじの収

益金の配分額です。１つ下がって、岩手県市町村振興協会市町村振興助成金861万6,000円は、

サマージャンボ宝くじの収益の配分額となっております。24ページに参りまして、２節民生

費雑入の医療費助成事業高額療養費返還金の減350万円は、返還金が見込みを下回ったために

減とする内容となっております。項の合計は、25ページに参りまして、1,255万3,000円とな

っております。同じく５項受託事業収入７万3,000円の減。 

  21款町債、１項町債250万円の減は、第４表、地方債補正で申し上げたとおりとなっており

ます。 

  続きまして、歳出に参ります。 

〇議長（藤原由巳議員） 課長、ちょっと。今説明の途中ではございますけれども、ちょうど
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歳入が終わりました。ここで12時回りましたので、昼食のための休憩に入りたいと思います。 

  お昼時間帯に行事がありますので、再開を13時の目標にはしますが、若干ずれる場合もあ

ろうかと思いますので、その際はブザーでお知らせしますので、そのようにひとつ対応をお

願い申し上げます。 

  それでは、休憩といたします。よろしくお願いします。 

              午後 ０時０２分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時１５分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

  休憩前に引き続きまして、歳出の詳細説明を求めます。 

  花立企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（花立孝美君） それでは、歳出のご説明を申し上げます。説

明に当たりましては、款、項、項の補正額の順で行います。 

  歳出。１款議会費、１項議会費184万9,000円の減。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の一般職員給与費の増1,937万2,000円です

が、こちらは退職者が多いことから、退職手当の特別負担金による増となります。30ページ

に参りまして、人事・服務管理事業の減557万5,000円は、会計年度任用職員社会保険料、同

じく雇用保険料、労災保険料、共済費の精査による減となります。31ページに参りまして、

ページの一番下になりますけれども、公共施設等総合管理基金積立金193万円は、土地売払

い分を積立てするものです。32ページに参りまして、上のほうになりますが、庁舎議場天井

修繕調査設計業務委託料の減305万円は、11款災害復旧費に計上し直すこととしたため減と

するものです。中段の企画総務事業の減827万4,000円は、ふるさと納税の事務手数料等の減

によるものです。33ページに参りまして、上段の地方創生事業の増242万5,000円は、地域お

こし協力隊員の業務委託料から会計年度任用職員給与としたことによる委託料、不用額の減

と、利子補給費確定による定住促進利子補給金の増額によるものです。中段に参りまして、

財政調整基金積立事業の増２億6,670万円により、財政調整基金残高は12億1,181万3,000円

となります。電子計算事業の減743万3,000円は、34ページのほうに参りまして、委託料及び

賃借料の入札減によるものです。町税還付金費の減250万円は、還付実績額に伴う予算減と

なります。１項総務管理費の項の合計は２億4,532万2,000円となります。同じく２項徴税費、

賦課事業の減340万8,000円の主なものは、35ページに参りまして、土地鑑定評価業務委託料
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の不用額の減によるものです。項の合計は536万9,000円の減となります。36ページに参りま

して、３項戸籍住民基本台帳費、項の合計は234万4,000円の減となります。同じく４項選挙

費、37ページに参りまして、項の合計は75万4,000円の減。５項統計調査費16万1,000円の減。

38ページに参りまして、６項監査委員費７万4,000円の減。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、ページの一番下、国民健康保険運営事業の増776万9,000円

は、39ページのほうに参りまして、国保財政安定化支援繰出金が繰出金の確定により819万

円増となります。続いて、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業の減137万

2,000円、非課税世帯に対する物価高騰対策給付事業の減731万8,000円、電力・ガス・食料

品等価格高騰緊急支援給付金給付事業の減2,648万5,000円、そして40ページに参りまして、

生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策給付金支給事業の減83万6,000円は、それぞれ事

業完了に伴う不用額の減となります。中段に参りまして、障害者福祉総務事業の増160万

6,000円は、10月に行った障害者福祉施設等物価高騰等対策支援給付金を再度給付すること

による増となります。下のほうに参りまして、障害者自立支援事業の減731万8,000円は、41ペ

ージのほうに参りまして、介護給付費、補装具費支給費などの実績見込みによる減となりま

す。下段に参りまして、障害児福祉事業の増300万円は、通所給付費の実績見込みによる増

となります。42ページに参りまして、上段の高齢者福祉施設等物価高騰等対策支援給付金

240万円は、障害者福祉施設と同じように支援給付金を再度給付することによるものとなり

ます。43ページに参りまして、介護サービス施設等整備事業3,000万円は、新たに設置され

る高齢者介護福祉施設への設置支援補助金となります。１項社会福祉費の項の合計は859万

7,000円の減となります。２項児童福祉費、44ページに参りまして、一番上の児童福祉施設

等物価高騰等対策支援給付金80万円は、障害者福祉施設同様、支援給付金を再度給付するこ

とによるものとなります。45ページに参りまして、中段の地域型保育給付事業の増300万円

は、地域型保育事業を実施する施設で入所する児童が増えたことによる給付費の増となりま

す。項の合計は761万5,000円の減となります。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、保健衛生総務事業の増867万1,000円は、46ページのほうに

参りまして、上段の、10月に行いました医療施設等物価高騰等対策支援給付金を再度給付す

ることによる予算増となります。47ページに参りまして、予防接種事業の減3,869万4,000円

は、新型コロナウイルスワクチン接種をはじめとする各種予防接種事業の実績見込みによる

減となります。48ページに参りまして、項の合計は3,840万8,000円の減となります。同じく

２項環境衛生費、49ページに参りまして、項の合計は446万7,000円の減となります。 
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  ５款労働費、１項労働諸費、50ページに参りまして、項の合計は56万6,000円の減となりま

す。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、50ページの一番下、新規就農育成総合対策事業交付金150万

円の減は、事業採択者がいなかったことによる減となります。51ページに参りまして、中段

の矢巾町鳥獣被害防止対策協議会負担金348万6,000円の減は、電気柵の設置等を一部事業が

実施できなかったことから、実績見込みによる減となります。また、その下のほう、肥料高

騰に係る農家緊急支援事業給付金192万円の減は、実績による減となります。下段に参りま

して、経営所得安定対策推進事業補助金174万3,000円の減は、実績による減となります。52ペ

ージに参りまして、中段の経営体育成支援事業補助金361万2,000円の減は、県の事業採択が

なかったことによる減となります。53ページに参りまして、農地等整備事業の減3,846万

2,000円は、多面的機能支払・共同活動交付金は執行残の減、多面的機能支払・長寿命化交

付金は県補助割当ての減による予算減となります。その下の県営農業競争力強化基盤整備事

業負担金1,980万8,000円は、矢次地区事業及び広宮沢地区の圃場整備事業の令和５年度事業

の前倒しによる増となります。54ページに参りまして、項の合計は4,430万4,000円の減とな

ります。同じく２項林業費35万1,000円の減。 

  55ページに参りまして、７款商工費、１項商工費、中段に参りまして、がんばる中小企業

者応援事業補助金及び中小企業者物価高騰等緊急支援給付金の減は、事業完了に伴う不用額

の減となります。下段に参りまして、新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等基金積

立金523万4,000円は、コロナ交付金により令和６年度補給金分を追加で積立てすることによ

る増となります。少し飛んで、57ページに参りまして、項の合計は416万4,000円の減となり

ます。 

  ８款土木費、１項土木管理費73万8,000円の減となります。同じく２項道路橋梁費、中段の

道路台帳整備委託料200万円の減は、入札残及び業務内容精査による減となります。下段に

参りまして、道路維持事業の工事請負費315万円は、冬期間の降雪に伴う道路損傷箇所の補

修工事費となります。58ページに参りまして、除雪事業の増5,287万5,000円は、今後の支払

い及び降雪に備えた除雪経費分の増となります。道路新設改良事業の減2,498万円のうち、

社会資本整備事業の減798万円は工事費の一部組替えによる増減と、防災安全対策事業の減

1,700万円は南矢幅踏切工事負担金の減と交通安全施設整備工事費の組替え等による増減と

なります。項の合計は2,960万8,000円となります。同じく３項河川費30万2,000円の減とな

ります。59ページに参りまして、盛岡広域都市計画土地利用現況調査事業負担金1,242万
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7,000円の減は、県事業が令和５年度に変更となったことによる減となります。下段に参り

まして、街路事業の減1,260万6,000円は、執行見込みがなかったことによる減となります。

60ページに参りまして、項の合計は2,920万4,000円の減となります。同じく５項住宅費は、

事業見通しによる不用額の減となります。61ページに参りまして、項の合計は673万2,000円

の減となります。 

  ９款消防費、１項消防費、常備消防事業の減640万円は、今年度の負担金の確定による減と

なります。項の合計は688万9,000円の減となります。 

  10款教育費、１項教育総務費、62ページに参りまして、中段より少し下の児童生徒各種大

会参加費補助金は、矢巾中と矢巾北中のハンドボール、矢巾北中の声楽アンサンブルなどの

全国大会等出場補助金となります。その下の奨学金基金積立金は、定額基金である奨学金基

金への給付型奨学金分の積み戻しとなります。その下の教育施設整備基金積立金60万

7,000円ですが、基金利子を積み立てるもので、これによりまして基金残高は２億4,001万

6,000円となります。63ページに参りまして、項の合計は190万2,000円となります。同じく

２項小学校費、64ページに参りまして、項の合計は279万8,000円の減となります。同じく３

項中学校費、少し飛んで66ページまで進んでいただきまして、項の合計は416万円の減とな

ります。同じく４項社会教育費、67ページに参りまして、中段の田園ホール管理事業の工事

請負費245万2,000円の減は、田園ホールの冷却塔回りのバイパス弁交換工事の入札残の減と

なります。その下の光熱水費150万円は、電気料高騰による増となります。68ページに参り

まして、史跡公園整備事業の工事請負費723万4,000円の減は、徳丹城外郭道路復元工事費の

入札残の不用額の減となります。項の合計は1,489万円の減となります。同じく５項保健体

育費、69ページに参りまして、項の合計は248万1,000円の減となります。 

  11款災害復旧費、２項その他公共施設・公用施設災害復旧費、庁舎議場天井修繕調査設計

業務委託料を２款総務費から移行して計上しております。項の合計は305万円となります。 

  70ページに参りまして、12款公債費、１項公債費、項の合計は95万円の減となります。 

  以上で議案第30号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第13号）の詳細説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由及び詳細説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  お諮りします。歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 
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              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議がないようでありますので、一括して質疑を行います。質疑

ございませんか。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 51ページの説明でありました、たしか。鳥獣被害対策の減、これは

電気柵を一部実施できなかったというのですが、これはやらなくても済んだものなのか、そ

れとも５年度で追加してやるのか。それから、どれぐらいの規模のものをやらなかったのか、

そこを教えてください。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐藤産業観光課長。 

〇産業観光課長（佐藤健一君） 今お話がありました電気柵につきましては、不動中山間を中

心に令和４年度実施させていただきましたけれども、その分の執行残もありますし、見積り

を取った後の執行残もございますし、プラス城内山沿いの一部を、地区で言えば城内地区に

なりますけれども、その部分が令和４年度でできなかったということで、令和５年度で繰り

越してというよりも、令和５年度で事業を実施するものとなってございます。 

  以上でございます。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に質疑ございませんか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） ページ数では42ページ、介護予防事業の減、42ページの一人暮ら

し老人緊急通報システム管理委託料、△10万円のところなのですけれども、独り暮らしの高

齢者が今増えているのですけれども、マイナスになったということは件数が少なかったと、

申込みが少なかったということなのですけれども、今の状態と、申込みをしたくてもできな

かった方が私の身近なところであるのですけれども、そういう申込みしたくてもできなかっ

た方とか、どういう理由なのか、そこら辺をお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  一人暮らし老人緊急通報システムですけれども、当初４月時点で15世帯、16人でしたが、

やはり入院とか、入所された方もございまして、１月末では10世帯、10人となっております。 

  また、対象世帯につきましては、今川村議員からお話あったような方については、直接私

どもが聞いた際は、ご訪問したり状況を確認して対応しているところでございます。もし個

別にそのような案件がございましたら、ぜひ教えていただきまして、丁寧な対応をしたいと
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思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に質疑。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） そういう案件があったらということなのですけれども、えんじょ

いセンターに問合せをして、えんじょいセンターの保健師さんが訪問したりしていたのです

けれども、１か月後にはできないということだったのです。私が相談を受けた方は、近くに

住んでいる86歳の女性の方でしたけれども、難聴で、玄関のベルを鳴らしても聞こえないの

で、裏のほうへ行って、窓をトントンとすると分かるのですけれども、しっかりしていて、

銀行の番号とか、そういうのは忘れるのですけれども、普通に生活している方なのですけれ

ども、がっちり鍵もかけているので、もし何かのときには緊急通報でペンダントとかあれば

いいなといつも思っていたのですけれども、それが駄目だったのです。 

  それから、えんじょいセンターの保健師さんは、身近なところ、えんじょいセンターに通

ってほしいというようなこともあったのですけれども、タクシーに乗って来てくださいとい

うようなことも言われて、そこにも行かないような感じで、家族はそういうところにも行っ

てほしいのだけれども、そういうところにも行かない、そういう状況の方だったのですけれ

ども、その理由がなかなか分からなかったのです、保健師さんから聞いても。その対応の仕

方が、えんじょいセンターでは委託しているので、町のやり方というか、そこが私は疑問だ

なと思いながら対応していたのですけれども、どうなのでしょうか、お伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） えんじょいセンターの、多分地域包括支援センターの保健師

が訪問したというふうに捉えますが、対象者がその対象になるか否かをきちんとアセスメン

トして、結果ご利用できなかった案件ではないかなというふうに捉えております。もし仮に

ご説明とか対応の仕方がちょっとそぐわない点がございましたらば……ただ私どもはルール

に沿って対象の方への支援をさせていただいているというふうに捉えておりますので、直接

その方と対応したりお話をしたり進めてまいっているところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。２回までで終わりです。 

  他に質疑ございますか。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 59ページの街路事業費が減になっています。これは測量調査設計業
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務委託料になっていましたが、内容と、やらなくて済んだ理由を教えてください。 

〇議長（藤原由巳議員） 藤原道路住宅課長補佐。 

〇道路住宅課長補佐兼まちづくり推進室長補佐兼係長（藤原淳也君） ただいまのご質問にお

答えいたします。 

  街路事業の測量調査の設計業務委託料として取っておりましたけれども、圃場整備地域の

盛岡南道路の測量業務が減になっていることで、令和４年度事業から令和５年度事業に切り

替わったと、このような経緯でございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、質疑なしと認めます。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第30号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第13号）についてを

起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１９ 議案第３１号 令和４年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正 

                  予算（第４号）について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第19、議案第31号 令和４年度矢巾町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第４号）についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第31号 令和４年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
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４号）について提案理由の説明を申し上げます。 

  主な歳入につきましては、６款繰入金の一般会計繰入金及び８款諸収入を増額補正し、１

款国民健康保険税を減額補正するものであります。 

  次に、主な歳出につきましては、２款保険給付費、５款基金積立金の財政調整基金積立金

及び７款諸支出金の償還金を増額補正し、１款総務費を減額補正し、歳入歳出の予算の総額

に歳入歳出それぞれ263万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億

7,020万2,000円とするものであります。 

  詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 議案第31号 令和４年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第４号）の詳細についてご説明いたします。 

  今回の補正は、国民健康保険税や繰入金、保険給付費など決算見込みによります歳入歳出

予算の調整が主な内容となっております。 

  それでは、事項別明細書によりましてご説明いたします。11ページをお開き願います。款、

項、項の補正額の順でご説明いたします。 

  なお、今回の補正は、決算見込みによります調整が主なものとなりますので、少額のもの

は省略し、主要なものにつきましてご説明させていただきます。 

  歳入。１款国民健康保険税、１項国民健康保険税、項の補正額937万3,000円の減となりま

す。減額の理由としましては、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行者数がピークとな

っておりますほか、社会保険の適用拡大などによりまして、想定よりも被保険者数が減少し

ており、決算見込みによりまして現年課税分保険税を減額するものとなります。 

  ４款県支出金、１項県補助金、項の補正額６万7,000円の増となります。保険給付費等交付

金のうち、普通交付金につきましては、歳出の保険給付費の増に伴いまして増額するものと

なります。 

  12ページをお開き願います。６款繰入金、１項一般会計繰入金、項の補正額819万1,000円

の増となります。財政安定化支援事業繰入金につきましては、被保険者の保険税負担能力や

高齢者の割合に応じて、一般会計から法定内繰入れを行うものとなりますが、今年度の算定

額が確定しましたことから増額するものとなります。 

  ８款諸収入、２項雑入、項の補正額312万9,000円の増となります。主な増額の理由としま
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しては、国保連合会に概算払いを行いました令和４年２月診療分の精算に伴う返還などによ

りまして増額するものとなります。 

  続いて、15ページをお開き願います。歳出。１款総務費、１項総務管理費、項の補正額54万

5,000円の減となります。市町村医師養成事業の市町村負担金の確定に伴いまして減額するも

のとなります。 

  ２款保険給付費、２項高額療養費、項の補正額６万7,000円の増となります。令和３年度分

の高額介護合算療養費が確定したことに伴いまして不足が生じる見込みとなりましたので、

増額するものとなります。 

  ５款基金積立金、１項基金積立金、16ページに参りまして、項の補正額250万2,000円の増

となります。今回の補正によります基金積立て後の当該基金残高は１億3,616万9,000円とな

る見込みであります。 

  ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、項の補正額61万1,000円の増となります。これ

は、過年度の特別交付金につきまして事業実績により返還の必要が生じましたことから、県

支出金過年度分の返還金を計上するものとなります。 

  以上で議案第31号 令和４年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の詳

細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由及び詳細説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  お諮りします。歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議がないようでありますので、一括して質疑を行います。質疑

ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第31号 令和４年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）についてを起立により採決します。 
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  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２０ 議案第３２号 令和４年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算 

                  （第３号）について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第20、議案第32号 令和４年度矢巾町介護保険事業特別

会計補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第32号 令和４年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）について提案理由の説明を申し上げます。 

  主な歳入につきましては、３款国庫支出金の調整交付金、保険者機能強化推進交付金及び

介護保険保険者努力支援交付金を増額補正し、４款支払基金交付金、５款県支出金及び７款

繰入金を減額補正するものであります。 

  次に、主な歳出につきましては、１款総務費、２款保険給付費及び３款地域支援事業費を

減額補正し、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,470万4,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ25億1,524万4,000円とするものであります。 

  詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

可決賜りますようお願いを申し上げて、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 議案第32号 令和４年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）の詳細についてご説明いたします。 

  今回の補正の主な内容につきましては、歳入においては国庫支出金の増額、支払基金交付

金、県支出金及び繰入金の減額。歳出におきましては、総務費、保険給付費及び地域支援事

業費の減額が主な補正内容となっております。 

  なお、今回は年度末の決算を見込んだ補正であるため、少額のものについては省略し、主

要なものについてご説明させていただきます。説明は、前例同様とさせていただきます。 
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  11ページをお開き願います。歳入。３款国庫支出金、２項国庫補助金、項の補正額1,383万

9,000円の増となります。これは、調整交付金の変更申請による増額、保険者機能強化推進交

付金と介護保険保険者努力支援交付金の交付額決定に伴う歳入で増額となるものでございま

す。 

  ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、項の補正額3,255万5,000円の減となります。

これは、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額医療合算介護サービス等費の

減額に伴う介護給付費の減額や地域支援事業費の減額に伴う第２号被保険者負担分の交付金

の減額調整によるものです。 

  ５款県支出金、１項県負担金、項の補正額1,351万5,000円の減となります。これは、先ほ

ど支払基金交付金でもご説明いたしました介護給付費の減に伴う県負担分の減額調整による

ものでございます。 

  12ページをお開き願います。７款繰入金、１項一般会計繰入金、項の補正額238万7,000円

の減となります。これは、介護保険一般管理事業費及び徴収事業に関わる総務費の減額に伴

う一般会計からの繰入金の減額調整によるものでございます。 

  続いて、15ページをお開き願います。歳出。１款総務費、１項総務管理費、項の補正額231万

4,000円の減額です。これは、第９期介護保険事業計画に関わるニーズ調査について、国にお

いて検討されている第９期計画の国の方針が令和５年度に示されることから、ニーズ調査実

施時期を令和５年度に変更したことに伴う介護保険事業計画等策定業務委託料の減額による

ものです。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費から、17ページまでお進みいただきまして、５

項高額医療合算介護サービス等費までとなりますが、款全体の補正額といたしまして2,812万

6,000円の減額となります。これは、現在の介護給付費支出の進捗状況からそれぞれ調整した

結果、減額とするものでございます。 

  ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、項の補正額366万3,000円

の減額となります。これは、介護事業所が実施しております第１号通所事業及び要支援の認

定を受けた方がサービスを利用する際に必要とされる介護予防ケアマネジメント事業が当初

見込みよりも少なかったことにより減額するものとなります。２項一般介護予防事業費、項

の補正額53万1,000円の減額です。これは、介護予防普及啓発事業における不用額を減額する

ものです。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、項の補正額１万1,000円の増額です。これは、
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令和３年度分の地域支援事業交付金の県交付金分の確定に伴う返還を行うための増額でござ

います。 

  以上をもちまして議案第32号 令和４年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

の詳細説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由及び詳細説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  お諮りします。歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議がないようでありますので、一括して質疑を行います。質疑

ございませんか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） ページ数で17ページ、２点あります。介護予防ケアマネジメント

事業が△50万2,000円になっているのですけれども、先ほどの課長の説明ではケアマネジメン

トの相談件数が少ないということだったのですけれども、どのくらい少なくてこのくらいに

なったのか。 

  それから、２点目なのですけれども、その下の一般介護予防事業費の中の会計年度任用職

員の報酬が△40万円になっているのですけれども、会計年度任用職員、介護分野で町として

何人でこの40万円になるのか、どうしてこういう結果になったのかお伺いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 介護予防マネジメント事業につきましては、相談というより

ケアプランの部分となります。当初見込みより件数が少なかったことによりますけれども、

当該の給付に伴っての計画値よりも少なかったということで減額するものでございます。 

  また、一般介護予防の会計年度任用職員に関しては、これは実際コロナ禍において、なか

なか事業展開ができない時期もございまして、その分事業の不用額がございましたので、減

額というふうになるものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） 会計年度任用職員の報酬なのですけれども、コロナ禍の中という



  

－ 397 － 

ことで、そうすると会計年度任用職員の報酬は減額というか、減収ということになるわけで

すよね。人数的にはどうなのですか、この40万円は何人分なのですか。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  減収ではなく、実際その実働が少なくなったというふうに捉えていただければよろしいか

と思います。あくまでも待遇が変わったわけではなく、実働に出る部分が少なくなったので、

報酬としてのところが減額になったと。 

  そして、この事業に関しては、専門の看護師が対応しております。２人の看護師がこの事

業に対応しておるところでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。 

  10番、昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 15ページの施設介護サービス費給付事業の減、これ2,444万円と大幅

な減になっているのですけれども、その理由をお聞かせください。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 施設利用のほうも当初見込みの目標の……計画に基づいた額

よりも見込みが少ない状況でございました。全体的に介護保険の計画に基づいた執行状況で

ございますが、大体95％弱ぐらいの今介護の計画値に基づいた進捗状況でございます。 

  以上、ご答弁といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） 施設が減ったということは、在宅で見るのが多くなったということ

ではなく、全体的に減っているということでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） ただいまのご質問にお答えします。 

  そのとおりでございます。全体的に減っておって、各施設のほうにお聞きしたところ、や

っぱりコロナ禍の影響で、様々定員の稼働率と言ったらいいのでしょうか、その部分も含め

て全体的に減っているというふうに捉えております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 
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  他に質疑ございますか。よろしいですか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第32号 令和４年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２１ 議案第３３号 令和４年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予 

                  算（第３号）について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第21、議案第33号 令和４年度矢巾町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第33号 令和４年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）について提案理由の説明を申し上げます。 

  主な歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料を増額補正するものであります。 

  次に、主な歳出につきましては、２款広域連合納付金を増額補正し、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ617万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億

6,531万6,000円とするものであります。 

  詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼健康長寿課長。 

〇健康長寿課長（浅沼圭美君） 議案第33号 令和４年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正



  

－ 399 － 

予算（第３号）の詳細についてご説明いたします。 

  今回の補正予算は、令和４年度末を控え、主に決算を見込んだ予算の調整でございます。

説明は、前例同様とさせていただきます。 

  ９ページをお開き願います。歳入でございます。１款後期高齢者医療保険料、１項後期高

齢者医療保険料、項の補正額616万6,000円の増となります。こちらは、収入見込みの増によ

るものでございます。 

  ５款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、項の補正額8,000円の増で、同じく収入見込み

の増でございます。 

  続いて、13ページをお開き願います。歳出でございます。２款広域連合納付金、１項広域

連合納付金、項の補正額617万4,000円の増で、こちらは保険料収入を広域連合に支出するも

のでございます。 

  以上で議案第33号 令和４年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の詳細

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由及び詳細説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  お諮りします。歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議がないようでありますので、一括して質疑を行います。質疑

ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第33号 令和４年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 
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  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２２ 議案第３４号 令和４年度矢巾町水道事業会計補正予算（第４号） 

                  について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第22、議案第34号 令和４年度矢巾町水道事業会計補正

予算（第４号）についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第34号 令和４年度矢巾町水道事業会計補正予算（第４号）につ

いて提案理由の説明を申し上げます。 

  補正の内容でありますが、収益的収入及び支出のうち、収入の第１款水道事業収益の営業

収益及び営業外収益を850万2,000円増額補正して、総額を８億9,689万5,000円とし、支出の

第１款水道事業費用の営業費用及び営業外費用を2,030万円減額補正して、総額を７億244万

2,000円とするものであります。 

  次に、資本的収入及び支出のうち、収入の第１款資本的収入の企業債、国庫補助金、負担

金及び精算金を8,905万2,000円減額補正して、総額を5,961万2,000円とし、支出の第１款資

本的支出の建設改良費及び返還金を１億2,587万8,000円減額補正して、総額を６億5,217万

1,000円とするものであります。 

  詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） 議案第34号 令和４年度矢巾町水道事業会計補正予算（第４

号）の詳細についてご説明いたします。 

  先に２ページをお開き願います。上段になりますが、企業債の補正につきましては、起債

の目的は水道事業債であり、限度額１億円でありますが、この起債については廃止をいたし

ます。詳細につきましては、後ほどご説明をいたします。 

  補正詳細につきましては、補正予算明細書で行いますので、８ページ、９ページをお開き

願います。令和４年度矢巾町水道事業会計補正予算明細書（第４号）の款、項及び詳細を説

明いたします。収益的収入及び支出の収入ですが、１款水道事業収益、補正予定額は850万
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2,000円、１項営業収益311万9,000円。主な内訳といたしまして、受託工事収益であり309万

4,000円、これは町道改良事業及び県道の歩道工事等の受託工事による精算であります。 

  続きまして、10ページ、11ページをお開き願います。支出ですが、１款水道事業費用、補

正予定額は2,030万円の減。１項営業費用2,930万円の減。主な内訳といたしまして、原水及

び浄水費における委託料534万4,000円の減、これは水質検査委託料の減ほかであります。配

水及び給水費における修繕費557万8,000円の減。内容といたしましては、メーター取替費の

減ほかであります。２項営業外費用900万円、内訳といたしましては消費税であります。これ

は、納付予定額を試算したことによるものであります。 

  12ページ、13ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入ですが、１款資本的収

入、補正予定額は8,905万2,000円の減。１項企業債１億円の減、これは皆減です。理由とい

たしましては、将来の負担減のため、自己資金活用のために起債を借りないという判断をし

ました。２項国庫補助金496万6,000円、内容といたしましては国庫補助金交付金であり、生

活基盤施設耐震化等交付金の増であります。４項精算金271万円、これはダム建設事業利水者

負担金精算金であります。なお、内容につきましては、次の支出のほうの資本的支出、３項

の返還金と関係がありますので、次ページにて、まとめてご説明をしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） はい。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） ありがとうございます。 

  では、14ページ、15ページをお開き願います。支出ですが、１款資本的支出、補正予定額

は１億2,587万8,000円の減。１項建設改良費１億2,794万4,000円の減。内訳といたしまして、

営業設備費における備消耗品費1,937万円の減、これはメーター購入費の減であります。工事

請負費2,561万6,000円の減。要因といたしましては、浄水設備工事費の減であります。第３

次拡張事業費における委託料5,860万8,000円の減、これは水道施設設計委託料の皆減であり

ます。工事請負費2,183万4,000円の減、これは水道施設工事費の減に伴う精算見込みであり

ます。３項返還金206万6,000円、内容といたしまして、国庫補助金返還金として117万4,000円、

他会計出資金返還金として一般会計出資金返還金89万2,000円となります。この収入の精算金

及び支出の返還金につきましては、これは簗川ダム建設事業費の精算に伴うものであります。

全体事業費が530億円から522億8,668万円になるもので、矢巾町として納入済みの建設負担金

が２億7,207万6,000円から精算したところ、２億6,936万9,000円になることで、精算金とし

て県から水道事業会計へ271万円の精算が発生するものです。なお、この建設負担金につきま
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しては、厚生労働省の水道水源開発等施設整備費補助金を活用しております。そのため、国

庫補助金返還金として117万4,000円、負担割合としては２分の１から３分の１、これは年度

によって変動しました。町一般会計は89万2,000円、これは全体事業費の３分の１を返還する

ものであります。 

  以上で議案第34号 令和４年度矢巾町水道事業会計補正予算（第４号）の詳細説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由及び詳細説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

  お諮りします。歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議がないようでありますので、一括して質疑を行います。質疑

ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ないようでございますので、質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第34号 令和４年度矢巾町水道事業会計補正予算（第４号）につい

てを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２３ 議案第３５号 令和４年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３ 

                  号）について 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第23、議案第35号 令和４年度矢巾町下水道事業会計補

正予算（第３号）についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 
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              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第35号 令和４年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて提案理由の説明を申し上げます。 

  補正の内容でありますが、収益的収入及び支出のうち、収入の第１款公共下水道事業収益

の営業収益及び営業外収益を94万2,000円増額補正して、総額を７億9,529万9,000円とし、第

２款農業集落排水事業収益の営業収益及び営業外収益を123万4,000円を減額補正し、総額を

５億8,775万2,000円とし、支出の第１款公共下水道事業費用の営業費用を647万6,000円減額

補正をして、総額を７億7,382万9,000円とし、第２款農業集落排水事業費用の営業費用を

784万6,000円減額補正し、総額を５億9,748万4,000円とするものであります。 

  次に、資本的収入及び支出のうち、収入の第１款公共下水道資本的収入の企業債及び負担

金を1,683万円減額補正して、総額を２億1,226万2,000円とし、第２款農業集落排水資本的収

入の負担金を81万円増額補正して、総額を5,348万8,000円とし、支出の第１款公共下水道資

本的支出の建設改良費を1,123万7,000円減額補正して、総額を４億6,191万9,000円とし、第

２款農業集落排水資本的支出の建設改良費を1,500万円減額補正して、総額を２億1,971万

5,000円とするものであります。 

  詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 浅沼上下水道課長。 

〇上下水道課長（浅沼 亨君） 議案第35号 令和４年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第

３号）の詳細についてご説明いたします。 

  なお、詳細につきましては、補正予算明細書で行いますので、８ページ、９ページをお開

き願います。令和４年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細書（第３号）の款、項及び詳細

を説明いたします。収益的収入及び支出の収入ですが、１款公共下水道事業収益、補正予定

額は94万2,000円、１項営業収益78万3,000円。内訳といたしまして、他会計負担金、汚水処

理負担金として150万1,000円、これは流通センター北１丁目、盛岡市由来の汚水が矢巾町の

管路を通って流域のほうの接合点に向かいますので、盛岡市分、北１丁目分、あと矢巾町の

流通センター等の分を割合で分けていることによる盛岡市分の汚水処理負担金の増となりま

す。 

  ２款農業集落排水事業収益、補正予定額は123万4,000円の減。１項営業収益124万2,000円

の減。内訳といたしまして、農業集落排水施設使用料として125万8,000円の減が見込まれて
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おります。 

  10ページ、11ページをお開き願います。支出ですが、１款公共下水道事業費用、補正予定

額は647万6,000円の減。１項営業費用、同額です。２款農業集落排水事業費用、補正予定額

は784万6,000円の減。１項営業費用、同額となります。 

  続きまして、12ページ、13ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入ですが、

１款公共下水道資本的収入、補正予定額は1,683万円の減。１項企業債1,660万円の減。内訳

といたしまして、企業債、公共下水道債が1,300万円の減、流域下水道債が360万円の減です。

内容といたしましては、それぞれの事業費確定に伴う企業債借入額の減となります。 

  ２款農業集落排水資本的収入、補正予定額は81万円。３項負担金、同額です。 

  14ページ、15ページをお開き願います。支出ですが、１款公共下水道資本的支出、補正予

定額は1,123万7,000円の減。１項建設改良費、同額です。主な内訳といたしましては、受託

工事費における工事請負費550万円の減、これは皆減となります。理由といたしましては、受

託工事そのものが今年度は発生しなかったということであります。 

  ２款農業集落排水資本的支出、補正予定額は1,500万円の減。１項建設改良費、同額です。

内訳といたしまして、処理場建設改良費における工事請負費1,200万円の減です。理由といた

しましては、令和６年度に県補助事業導入を予定しておりますので、今年度無理をして単独

費を使わないで修繕費で賄うと、ちょっと言葉は悪いですけれども、使う分は使うというこ

とで、無理な支出はやめたという考えであります。 

  以上で議案第35号 令和４年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３号）の詳細説明を終

わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由及び詳細説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  お諮りします。歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議がないようでありますので、一括して質疑を行います。質疑

ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 
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              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第35号 令和４年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３号）につ

いてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

  それでは、ここで時間も大分経過してございますので、暫時休憩といたします。 

  再開を14時35分といたします。 

              午後 ２時２３分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時４７分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開をいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２４ 発議案第１号 矢巾町議会の個人情報の保護に関する条例の制定 

                  について 

     日程第２５ 発議案第２号 矢巾町議会の個人情報の保護に関する条例施行規 

                  程の制定について 

     日程第２６ 発議案第３号 矢巾町議会が保有する個人情報に関する矢巾町個 

                  人情報保護条例施行規程を廃止する訓令について 

〇議長（藤原由巳議員） お諮りします。 

  日程第24、発議案第１号 矢巾町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、日

程第25、発議案第２号 矢巾町議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の制定について、

日程第26、発議案第３号 矢巾町議会が保有する個人情報に関する矢巾町個人情報保護条例

施行規程を廃止する訓令について、この発議案３議案は関連がありますので、会議規則第37条

の規定により一括上程したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議なしと認めます。よって、日程第24、発議案第１号から日程

第26、発議案第３号までの発議案３議案については一括上程することに決定しました。 
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  職員に議案を朗読させます。なお、朗読は表題のみとします。 

              （職員朗読） 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明を求めます。 

  ５番、村松信一議員。 

              （５番 村松信一議員 登壇） 

〇５番（村松信一議員） ただいま一括上程されました発議案第１号 矢巾町議会の個人情報

の保護に関する条例の制定について、発議案第２号 矢巾町議会の個人情報の保護に関する

条例施行規程の制定について、発議案第３号 矢巾町議会が保有する個人情報に関する矢巾

町個人情報保護条例施行規程を廃止する訓令についての提案理由の説明を申し上げます。 

  個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、個人情報の保護に関する規律が法律により全

国的な共通ルールとして統一されることになり、これまで本町で制定されていた矢巾町個人

情報保護条例が廃止となることとなりました。 

  発議案第１号による条例制定については、改正後の法では、自治体は対象であるものの、

地方議会についてはその独立性を重んじ法の対象外とされたことで、これまでは議会におけ

る個人情報保護も矢巾町個人情報保護条例により規定されていたことから、条例が廃止とな

ることにより、これに代わる本町議会の個人情報保護に関する必要な事項を定め、条例を制

定するものであります。 

  発議案第２号につきましては、発議案第１号の矢巾町議会の個人情報の保護に関する条例

において、議長が別に定めるとされていた部分等に関し規定する内容となっております。 

  発議案第３号については、矢巾町個人情報保護条例が廃止になることに伴い、不要となる

規定を廃止するものであります。 

  議員各位のご賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。発議案第１号 矢巾町議会の個人情報の保護に関する条例の制定につい
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てを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、発議案第１号は原案のとおり可決されました。 

  次に、発議案第２号 矢巾町議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の制定について

を起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、発議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、発議案第３号 矢巾町議会が保有する個人情報に関する矢巾町個人情報保護条例施

行規程を廃止する訓令についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、発議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２７ 発議案第４号 矢巾町議会委員会条例の一部を改正する条例につ 

                  いて 

〇議長（藤原由巳議員） 次に、日程第27、発議案第４号 矢巾町議会委員会条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  職員に議案を朗読させます。なお、朗読は表題のみとします。 

              （職員朗読） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、提案理由の説明を求めます。 

  ５番、村松信一議員。 

              （５番 村松信一議員 登壇） 

〇５番（村松信一議員） 発議案第４号 矢巾町議会委員会条例の一部を改正する条例につい

て提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、矢巾町課設置に関する条例の一部を改正する条例の制定に
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伴い、令和５年度新たに設置される未来戦略課について、総務常任委員会の所管とすべく、

所要の改正をするものであります。 

  なお、この条例は、課の設置と合わせ、令和５年４月１日から施行するものであります。 

  議員各位のご賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） これで討論を終わります。 

  採決に入ります。発議案第４号 矢巾町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを

起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、発議案第４号は原案のとおり可決されました。 

  以上で本日の議事日程は終了しました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（藤原由巳議員） ここで高橋町長から挨拶の申出がありますので、これを許します。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ただいま藤原由巳議長さんからお許しをいただきましたので、一言御

礼のご挨拶をさせていただきます。 

  藤原議長さんをはじめ、議員の皆様方におかれましては、先月の16日から本日まで29日間

にわたりまして、議会定例会３月会議におきまして、代表質問、一般質問、そして私ども当

局からご提案をさせていただきました各議案につきまして、原案どおりご承認、ご決定、ご

可決賜りましたことに改めて心より感謝を申し上げます。 

  そして、今定例会の代表質問につきましては、町民の会、廣田清実議員、一心会、山﨑道

夫議員、矢巾明進会、長谷川和男議員の３会派の代表から９項目にわたって、そして引き続
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き一般質問につきましては、村松信一議員、昆秀一議員、小笠原佳子議員、藤原信悦議員、

赤丸秀雄議員、髙橋七郎議員、小川文子議員、川村よし子議員、藤原梅昭議員、谷上知子議

員、この10名の皆さんから30項目にわたり、ご質問やご提言をいただきました。その内容に

つきましては、小職はもちろんのこと、菊池教育長、そして中川農業委員会会長、廣田選挙

管理委員会委員長に対しましていろいろといただいたわけですが、そのいただいた内容につ

きましては、今後職員が一丸となって皆さん方の思いに意を体して、しっかり取り組んでま

いる覚悟でございますので、今後ともひとつよろしくお願いをいたします。 

  そして、私どもからは、条例の制定、一部改正、一般会計をはじめとした各会計の来年度

の当初予算及び補正予算、33件の議案を提案させていただきましたが、全てご可決賜りまし

たことに感謝を申し上げますとともに、今後この事務事業の実施に当たっては、スピード感

を持って確実に推進してまいりたいと思います。 

  また、皆さんもご存じのとおり、今定例会は予算議会とも言われますが、それぞれの議案

の中に一般会計、特別会計、そして企業会計、全部合わせると６会計の当初予算、このこと

については町勢の発展のために欠かすことのできない予算でございます。 

  それから、先ほど予算決算常任委員会の廣田清実委員長からの審査報告にもございました

が、附帯決議として18項目ございました。このことについても、先ほどの代表質問なり一般

質問と同様に、議長さんをはじめ議員各位の思いを職員一丸となって取り組んでまいりたい

と思います。これからも皆さん方におかれましては、議長さん、そして議員の立場、まさに

大所高所の立場からご指導、ご助言を賜りますことをお願い申し上げます。 

  それから、最後になりますが、これからまた４月には選挙があるわけでございますので、

今のところ私らが考えられることについてお話をさせていただければ、まずいつも、毎年３

月31日で矢巾町税の一部改正、または各会計の補正予算の専決処分、それから今年も残念な

がら自動車の破損事故に関わる損害賠償請求に関する専決処分、そして今日ご可決を賜りま

した監査委員さん、これまでは議会の選出者と識見者でございますが、これからは識見者の

方々の選任に関する同意など、いろいろご提案をさせていただくことになりますので、今の

ところはまさに予定でありますので、よろしくお願いをいたします。 

  それで、実は私は昨日県庁に行ってきたのですが、ちょっと気になって、石割桜がいつ頃

咲くのか、行って情報収集してきたのです。これまでに一番早かったときは４月９日なのだ

そうです。今年は、それと変わらないのではないかなということで、本当にそうなのかなと。

暑さ寒さも彼岸までと、これからは三寒四温を繰り返しながら、そして五風十雨と、５日ご



  

－ 410 － 

とに風が吹いて10日ごとに雨が降る、農家にとってはそれが理想なのだそうです。これはお

年寄りさんたちからそういうことを教えられたのですが、今の気象情報によると三寒四温と

か五風十雨の表現がそぐわないのかなということで、もう本当に春がいきなり来たような感

じがいたすわけでございます。 

  そういった中で、議長さんはじめ議員の皆さん、私も今お会いすると、高橋昌造、体調大

丈夫か、健康は大丈夫かと非常に言われているのですが、皆さん方もこれからも健康に留意

なされて、今後ますますご活躍いただきますようご祈念を申し上げるとともに、御礼のご挨

拶とさせていただきました。 

  本当に今任期４年間、皆さん方にはお世話になりました。そして、もう今期でご勇退なさ

れる方、また出馬をなされて議員活動をなされる方、それぞれなわけでございますが、当局

も議員の皆さん方もお互い町勢発展のため、そして町民の暮らし、幸せを守るために、一緒

になって頑張っていきたいと思いますので、これからもひとつよろしくお願いいたします。 

  今任期４年間、大変お世話になりました。そして、勉強をさせていただいたことに心から

感謝を申し上げまして、御礼とさせていただきます。ありがとうございます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（藤原由巳議員） 以上をもちまして３月会議に付託された議案の審議は全部終了しま

した。 

  本来であれば、ここで矢巾町民歌の斉唱を行っておりましたが、コロナ禍でありますので、

歌わずに町民歌の演奏をお聞き願います。 

              （町民歌演奏） 

〇議長（藤原由巳議員） これをもちまして令和５年矢巾町議会定例会３月会議を閉じます。 

  長期間大変ご苦労さまでございました。 

              午後 ３時１０分 散会 
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